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はじめに 
 
 連合では、労働組合における男女平等参画の進捗状況および課題を把握し、今後の取り組みに反映す
ることを目的に、毎年、構成組織・地方連合会を対象に女性の労働組合への参画に関する調査を実施し
ています。 
 
 第 17 回定期大会（2021 年 10 月）において、連合は 1989 年の結成以来、初めて女性会⻑を選出しま
した。そして、大会で決定した運動方針には、意思決定過程への女性参画を促進し、その影響評価を行
いながら、政策などに反映していく「ジェンダー主流化」が初めて明記されました。 
 「ジェンダー主流化」を通じて、連合のすべての取り組みにジェンダーの視点を取り入れていくこと
を掲げるとともに、これまでの 4 次にわたる「男女平等参画推進計画」をさらに発展させた、「ジェンダ
ー平等推進計画」フェーズ 1 を策定し、その計画期間が 2021 年 10 月からスタートしています。 
 「ジェンダー平等推進計画」では、5 つの「Change！達成目標（必ず達成しなければならない目標）」
と 4 つの「Challenge！推進目標（推進すべき目標）」を定め、連合本部・構成組織・単組・地方連合会
がそれぞれの立場から、さらなる変革（Change・チェンジ）と挑戦（Challenge・チャレンジ）へと踏
み出すことで、労働組合のみならず社会全体の大きなうねり（Movement・ムーブメント）をつくりだ
す決意のもと、運動を展開していくこととしています。 
 
 本調査における、構成組織全体の女性執行委員数の累計は 196 人であり、112 人であった 2014 年に
比べて 84 人、1.75 倍に増加しました。地方連合会でも 2017 年以降、47 都道府県すべてで女性執行委
員が選出され、女性執行委員数は過去最多の 14.6%、283 人まで増加したことに加え、女性三役を選出
している地方連合会は昨年同様、22 組織となっています。女性組合員比率には満たないものの、構成組
織・地方連合会の地道な取り組みによって、労働組合における男女平等参画は着実に進展しています。 
 
 今回の調査では、単に労働組合の男女平等参画、ジェンダー平等の現状を把握することだけにとどま
らず、「ジェンダー平等推進計画」の着実な前進に向けて、課題の所在やその解消のためには何が必要な
のか、その道筋を示すことができるよう、計画の内容に沿った新たな設問も盛り込みました。 

今後、労働組合がいかに行動して男女平等参画やジェンダー平等を阻んでいる壁を打ち破り、「ジェ
ンダー主流化」を達成するか、計画の実現に向けたプロセスを具体化していく必要があります。 
 
 男女平等参画に対する社会の関心は、これまでにない高まりを見せています。今こそ、すべての人が
平等で差別されることのない多様な社会の実現に向けて、まず労働組合自らが変革をはかっていかなけ
ればなりません。これまでの取り組みをさらに発展させ、男女平等参画、ジェンダー平等を大きく前に
進めるために、総力をあげて取り組んでいきましょう！ 
 
 最後に、本調査にご協力をいただきました構成組織・地方連合会の皆様に心より感謝申し上げます。 
 

2022 年 11 月 
日本労働組合総連合会 

総合政策推進局⻑ 井上 久美枝 
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調査の実施概要 

（１）調査の目的 
本調査は、「ジェンダー平等推進計画」フェーズ 1（計画期間：2021 年 10 月〜2024 年 9 月）で掲げ

た 5 つの「Change！達成目標」と 4 つの「Challenge！推進目標」の達成に向けた取り組み状況等を把
握することを目的に実施した。 

（２）調査の対象 
連合の構成組織（友好参加組織含む）と、地方連合会を対象に実施した。 

（３）調査の実施時期 
2022 年 5〜6 月 

（４）調査の実施方法 
Web 調査により実施した。 

（５）調査票の配布・回収状況 
構成組織：47 組織中 46 組織※港運同盟が未提出 
地方連合会：47 組織 

（６）調査実施にあたっての作業分担 
調査票の企画・設計は連合ジェンダー平等・多様性推進局と労働調査協議会が共同で行い、配布・回

収は連合ジェンダー平等・多様性推進局が、集計は労働調査協議会が担当した。また、報告書の作成は
連合ジェンダー平等・多様性推進局との協議のもと、労働調査協議会が行った。 

（７）分析上の留意点 
本報告書で使用する比率は、主に「加重平均値」を用いる。加重平均値とは、例えば、組合員に占め

る女性比率の場合、全回答組織の合計組合員に対する合計女性数の比率を算出したものである。 
本文および図表の比率は小数第 2 位以下を四捨五入している。そのため、個々の回答比率を足しあわせた

数値と合計した比率は、必ずしも一致しない場合がある。 
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調査結果のポイント 
＜調査実施の概要＞ 

 調査の対象：連合の構成組織（オブ加盟組織、友好参加組織含む）と地方連合会 
 調査の実施時期：2022 年 5〜6 月 
 回収状況：構成組織 47 組織中 46 組織、地方連合会 47 組織 
※本文および図表の比率は小数第 2 位以下を四捨五入しています。個々の回答比率を足しあわせた数値
と合計した比率は、必ずしも一致しない場合があります。 

 
連合「ジェンダー平等推進計画」 フェーズ１ 2021.10〜2024.9 

連合本部･構成組織･単組･地方連合会の具体的な目標 
 

 連合 
本部 

構成 
組織 

単組 地方 
連合会 

＜ Change（チェンジ）！達成目標（必ず達成しなければならない目標）＞ 
１ 2021 年 10 月以降、組合員の男女比率を毎年調査、

把握（連合本部が引き続き「参画調査」を実施） 
○ ○ ○ ○ 

２ 2024 年 9 月末までに女性役員（会計監査を除く）を
選出 

達成済 ○ ○ 達成済 

３ 2024 年 9 月末までに執行機関への組合員比率に応じ
た女性の参画機会を確保 

○ Challenge！ 
推進目標で 

Challenge！ 
推進目標で ○ 

４ 2024 年 9 月末までに女性を常時上三役（会⻑・会⻑
代行・事務局⻑）に登⽤し得る環境整備 

○ - - - 

５ 2021 年 10 月以降に策定する運動方針に「『ジェンダ
ー平等』の推進」と明記 

○ ○ ○ ○ 

＜ Challenge（チャレンジ）！推進目標（推進すべき目標）＞ 
６ 大会や中央委員会等議決機関への組合員比率に応じ

た女性の参画機会を確保 
○ ○ ○ ○ 

７ 執行機関への組合員比率に応じた女性の参画機会を
確保 

Change ！ 
達成目標で ○ ○ Change ！ 

達成目標で 
８ 「ジェンダー平等の推進」を目的とする委員会等の

会議体を設置 
○ ○ ○ ○ 

９ 多様な人たちが多様な形態で参加できるよう、活動
スタイルを点検、見直し 

○ ○ ○ ○ 

※1〜4・6・7 は「労働組合における男女平等参画」、5・8・9 は「職場・社会におけるジェンダー平等の推進」
のための目標 
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１．構成組織調査 
（１）Change！達成目標（必ず達成しなければならない目標） 
①組合員の男女比率の調査、把握 

加盟単組の男女別組合員数について「すべての単組について把握している」が 46 組織中 25 組織
（54.3％）と 5 割強を占める。また、「一部の単組については把握している」は 11 組織（23.9％）でこ
れらをあわせた＜把握している＞は 36 組織（78.3％）である。一方、「把握していない」が 5 組織（10.9％）
ある（第 1 図）。 

②女性役員の選出 
女性執行委員を選出していないゼロ組織は 13 組織で、全体の 28.3％を占める。連合「第 4 次男女平

等参画推進計画」（第 4 次計画）開始翌年（2014 年調査）は、ゼロ組織が 4 割強を占めており、この間
その割合は徐々に減少しているものの、ゼロ組織の数は 2021 年調査と変わらなかった（第 2 図）。 

第 1 図 加盟単組の男女別組合員数、執行委員数の把握 
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第 2 図 女性執行委員「ゼロ」組織の割合と「ゼロ」組織数 

 

2003年 2007年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

構成組織・％ 55.0 50.9 42.3 41.2 37.3 34.7 31.9 29.8 29.8 27.7 28.3
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第 表 女性執行委員 ゼ 」組織の割合と ゼ 」組織数
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③運動方針への明記 
運動方針への明記については、「ジェンダー平等の推進を明記」が 29 組織（63.0％）と最も多く、こ

れに「男女平等参画の推進を明記」（11 組織、23.9％）をあわせると、＜明記している＞組織数は 40 組
織（87.0％）である。一方、6 組織（13.0％）が「ともに明記していない」と回答している（第 3 図）。 

（２）Challenge！推進目標（推進すべき目標） 
①執行機関への女性の参画機会の確保 

女性執行委員比率は 17.2％である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べると、約 8 ポイント
上昇した。ただし、この間、女性組合員比率も微増傾向にあり、女性組合員比率は 37.2％を占める。依
然として女性組合員比率と女性執行委員比率との乖離は大きい（第 4 図）。 

なお、女性三役を選出している組織は（19.6％）、三役に占める女性三役比率は 4.5％である。女性三
役を選出している組織数は、2014 年調査では 52 組織中 5 組織で第 4 次計画期間中に４組織増加した。 

第 3 図 運動方針への「男女平等参画の推進」や「ジェンダー平等の推進」の明記の有無 
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第 4 図 女性組合員比率と女性執行委員比率（加重平均） 
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②議決機関への女性の参画機会の確保（大会） 
大会代議員に占める女性代議員の比率は 13.1％である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べ

ると、約 4 ポイント上昇しているが、2017 年調査以降、横ばいが続いている（第 5 図）。 

 

③ジェンダー平等推進を目的とする委員会組織の設置 
男女平等だけでなく、「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織が「ある」

は 46 組織中 13 組織（28.3％）である（第 6 図）。 

  

第 5 図 女性代議員比率（加重平均） 
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第 6 図 男女平等だけでなく「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織 
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④多様な人たちが参画できる活動スタイルの点検、見直し 
男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択）についてみると、「特に取り組んでいない」

は 4 組織（8.7％）にとどまり、取り組みを行っている組織が大半を占める。なかでも、「参画促進のた
めのオンライン活用」は、33 組織（71.7％）で取り組みが行われている。また、「平等参画等の研修会・
学習会実施」（27 組織、58.7％）や「加盟組合対象に参画実態調査を実施」（24 組織、52.2％）、「会議・
研修での男女参画状況の確認」（同）、「機関紙や HP で平等参画等を特集」（同）とともに、多様な人た
ちが参画できる活動のため、「会議や研修等の場所・時間の工夫」（同）に取り組む組織も過半数を占め
る（第 7 図）。 

 

  

第 7 図 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択） 
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第 図 男女平等参画、ジェンダ 平等推進の取り組み（複数選択）
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２．地方連合会調査 
（１）Change！達成目標（必ず達成しなければならない目標） 

①組合員の男女比率の調査、把握 
加盟組織の男女別組合員数の把握状況をみると、「一部の組織については把握している」が 22 組織

（46.8％）と最も多く、「すべての組織について把握している」は 47 組織中 18 組織（38.3％）にとどま
る。一方、「把握していない」は 7 組織（14.9％）である（第 8 図）。 

 

②執行機関への女性の参画機会の確保 
女性執行委員比率は 14.6％である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べて、7 ポイント上昇し

た（第 9 図）。 
なお、女性三役を選出している組織は 22 組織（46.8％）、三役に占める女性三役比率は 6.6％である。

2014 年調査では、女性三役を選出していた地方連合会は 16 組織で、第 4 次計画期間中に女性三役を選
出した組織数は 4 組織増加した。 

第 8 図 加盟組織の男女別組合員数の把握の有無 
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③運動方針への明記 
運動方針への明記については、「ジェンダー平等の推進を明記」が 47 組織中 45 組織（95.7％）と大

多数を占め、「男女平等参画の推進を明記」は 2 組織（4.3％）である（第 10 図）。 

（２）Challenge！推進目標（推進すべき目標） 
①議決機関への女性の参画機会の確保（大会） 

大会代議員に占める女性代議員の比率は 15.9％である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べ
ると、7 ポイント上昇しているが、2022 年調査ではわずかに低下がみられた（第 11 図）。 

  

第 11 図 女性代議員比率（加重平均） 
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②ジェンダー平等推進を目的とする委員会組織の設置 
男女平等だけでなく、「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織が「ある」

は 28 組織（59.6％）である（第 12 図）。 

③多様な人たちが参画できる活動スタイルの点検、見直し 
男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択）についてみると、「特に取り組んでいない」

は 1 組織（2.1％）で、大半の地方連合会で取り組みが行われている。具体的な取り組み内容をみると、
多様な人たちが参画できる活動のための「会議や研修等の場所・時間の工夫」（28 組織、59.6％）や「参
画促進のためのオンライン活用」（32 組織、68.1％）に取り組む組織は 6〜7 割を占める。そのほか、「平
等参画等の研修会・学習会実施」（39 組織、83.0％）と「機関紙や HP で平等参画等を特集」（35 組織、
74.5％）が 7〜8 割と多い（第 13 図）。 
 

第 12 図 男女平等だけでなく「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織 
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第 13 図 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択） 
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ＵＡゼンセン 全電線 ☹ ☹
自動車総連 ☹ 全国ガス ☺ ☹
自治労 ☹ 印刷労連 ☺ ☹
電機連合 ☺ セラミックス連合 ☹
ＪＡＭ ☺ ☹ ＪＲ総連 ☹ ☹
基幹労連 ☺ ☹ 全水道 ☹ ☺ ☹
生保労連 全国農団労 ☹ ☹
ＪＰ労組 － 全自交労連 ☹ ☹
日教組 ☺ ☹ メディア労連 ☹ ☹
電力総連 全労金

情報労連 ☺ ヘルスケア労協 ☹ ☹
運輸労連 ☺ 森林労連 ☹ ☹ ☹
ＪＥＣ連合 ☺ 労供労連 ☺ ☹ ☹ ☹
私鉄総連 ☺ ☹ ☺ ☹ 労済労連 ☺ ☹
フード連合 ☺ 全印刷 － ☹ ☹ ☹
損保労連 ☹ 全国ユニオン ☺ ☺ ☹
ＪＲ連合 ☹ 自治労連 ☹ ☹
国公連合 全国競馬連合 ☹ ☹ ☹ ☹
航空連合 ＪＡ連合 ☹ ☹
海員組合 － ☹ ☹ ☹ 港運同盟

ゴム連合 ☺ ☹ 全造幣 － ☹ ☺ ☹
交通労連 ☺ ☹ 日建協 ☹
サービス連合 ☺ ☹ 日高教 ☹ ☺ ☹
紙パ連合 ☹
※１  ＝すべての単組について把握、☺＝一部の単組について把握、☹＝把握していない、－＝該当しない
※２  ＝1. 「ジェンダー平等の推進」を明記、☺＝1. 「男女平等参画の推進」を明記、☹＝明記していない

  Challenge！推進目標（推進すべき目標）
  ～ジェンダー平等推進を目的とする会議体の設置～

１．Change！達成目標（必ず達成しなければならない目標）
  ～①組合員の男女比率の調査、把握 ②女性役員の選出 ③運動方針への明記～

構成組織別取り組み状況
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２．2022年構成組織調査一覧

女性比率 専従者
総数 女性 女性比率 女性枠 A

委
員
⻑
、
会
⻑

B
会
⻑
代
行
（
代
理
）

Ｃ
副
委
員
⻑
、
副
会
⻑

Ｄ
書
記
⻑
、
事
務
局
⻑

ＵＡゼンセン 1,859,627 1,165,715 62.7 123 39 31.7 ○ 29 7 24.1 − 7 1 0 0 1 0 14.3 4 0 0.0

自動車総連 797,000 113,694 14.3 61 7 11.5 − 31 6 19.4 − 7 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0.0

自治労 747,021 345,403 46.2 58 14 24.1 ○ 28 10 35.7 ○ 4 1 0 0 1 0 25.0 1 1 100.0

電機連合 563,333 93,676 16.6 32 3 9.4 − 21 2 9.5 − 3 0 0 0 0 0 0.0 4 1 25.0

ＪＡＭ 389,929 58,798 15.1 42 11 26.2 ○ 4 0 0.0 − 8 2 0 0 2 0 25.0 2 0 0.0

基幹労連 272,302 32,322 11.9 31 2 6.5 − 26 2 7.7 − 5 0 0 0 0 0 0.0 5 0 0.0

生保労連 253,939 226,499 89.2 35 9 25.7 ○ 9 2 22.2 − 15 3 0 0 3 0 20.0 1 0 0.0

ＪＰ労組 232,796 67,921 29.2 30 6 20.0 − 30 6 20.0 − 3 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

日教組 212,024 106,005 50.0 24 10 41.7 − 24 10 41.7 − 3 0 0 0 0 0 0.0 3 1 33.3

電力総連 198,905 27,137 13.6 42 4 9.5 ○ 22 2 9.1 ○ 16 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

情報労連 192,994 50,374 26.1 31 6 19.4 − 12 4 33.3 − 5 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

運輸労連 164,409 21,410 13.0 30 3 10.0 ○ 9 1 11.1 − 10 0 0 0 0 0 0.0 5 1 20.0

ＪＥＣ連合 104,688 19,891 19.0 23 8 34.8 ○ 5 2 40.0 − 6 1 0 0 1 0 16.7 1 0 0.0

私鉄総連 105,038 7,783 7.4 10 0 0.0 − 8 0 0.0 − 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

フード連合 109,440 31,738 29.0 43 14 32.6 ○ 12 0 0.0 − 6 1 0 0 1 0 16.7 0 0 ---

損保労連 89,778 56,619 63.1 36 7 19.4 ○ 8 1 12.5 − 4 0 0 0 0 0 0.0 5 1 20.0

ＪＲ連合 82,500 17,170 20.8 20 1 5.0 − 6 0 0.0 − 9 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

国公連合 68,431 16,688 24.4 28 5 17.9 ○ 1 0 0.0 − 11 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

航空連合 47,317 28,765 60.8 33 12 36.4 ○ 7 2 28.6 − 8 1 0 0 1 0 12.5 4 1 25.0

海員組合 45,000 869 1.9 11 0 0.0 − 8 0 0.0 − 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

ゴム連合 45,024 5,768 12.8 15 2 13.3 − 5 0 0.0 − 4 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

交通労連 43,700 4,200 9.6 21 1 4.8 ○ 1 0 0.0 − 6 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

サービス連合 46,475 23,702 51.0 37 3 8.1 − 13 1 7.7 − 11 1 0 0 1 0 9.1 1 0 0.0

紙パ連合 25,158 2,625 10.4 15 1 6.7 − 4 0 0.0 − 7 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

全電線 25,163 5,138 20.4 7 0 0.0 − 7 0 0.0 − 2 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

全国ガス 23,366 4,502 19.3 20 1 5.0 − 11 0 0.0 − 8 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

印刷労連 20,070 4,333 21.6 23 2 8.7 − 3 1 33.3 − 7 0 0 0 0 0 0.0 1 1 100.0

セラミックス連合 20,279 6,809 33.6 13 0 0.0 − 2 0 0.0 − 5 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

ＪＲ総連 22,114 1,892 8.6 9 0 0.0 − 9 0 0.0 − 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

全水道 15,344 1,841 12.0 5 0 0.0 − 0 0 --- − 3 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

全国農団労 11,391 4,332 38.0 13 0 0.0 − 2 0 0.0 − 4 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

全自交労連 10,470 300 2.9 37 1 2.7 − 3 0 0.0 − 9 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

メディア労連 10,169 3,011 29.6 10 0 0.0 − 0 0 --- − 3 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

全労金 9,008 5,347 59.4 23 9 39.1 − 6 0 0.0 − 5 1 0 0 1 0 20.0 3 1 33.3

ヘルスケア労協 7,700 5,900 76.6 15 2 13.3 − 5 0 0.0 − 5 0 0 0 0 0 0.0 3 0 0.0

森林労連 4,749 700 14.7 15 1 6.7 − 4 0 0.0 − 4 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

労供労連 4,371 198 4.5 12 0 0.0 − 0 0 --- − 4 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

労済労連 4,364 2,002 45.9 18 2 11.1 − 1 1 100.0 − 5 0 0 0 0 0 0.0 3 1 33.3

全印刷 3,845 976 25.4 8 0 0.0 − 8 0 0.0 − 2 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

全国ユニオン 2,949 1,327 45.0 16 7 43.8 ○ 0 0 --- − 4 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

自治労連 3,623 1,390 38.4 19 2 10.5 − 0 0 --- − 6 0 0 0 0 0 0.0 3 2 66.7

全国競馬連合 2,579 0 0.0 11 0 0.0 − 1 0 0.0 − 2 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

ＪＡ連合 1,240 725 58.5 14 0 0.0 − 2 0 0.0 − 5 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

港運同盟 --- --- --- --- --- --- − --- --- --- − --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

全造幣 726 131 18.0 12 0 0.0 − 0 0 --- − 5 0 0 0 0 0 0.0 5 0 0.0

日建協 38,614 6,501 16.8 10 1 10.0 − 10 1 10.0 − 4 0 0 0 0 0 0.0 0 0 ---

日高教 7,556 3,500 46.3 7 1 14.3 − 6 1 16.7 − 4 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

女性総数

副書記⻑、副事務局⻑、
書記次⻑数

女性比率総数 女性 女性比率 女性

組合員数

総数

執行委員数

女性枠 総数 女性 女性比率

三役数
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【訂正後】

大会代議員 特別大会代議員 中央委員 特別中央委員

総数 女性 女性比率 女性枠 女性の

選出を

目的と

する制

度有無

左記の

制度に

より選

出され

た女性

数

議決権

有無

総数 女性 女性比率 女性枠 女性の

選出を

目的と

する制

度有無

左記の

制度に

より選

出され

た女性

数

議決権

有無

ＵＡゼンセン 2 2 － 884 170 19.2 ○ ○ 68 － 550 102 18.5 ○ ○ 47 － ◎ ○

自動車総連 5 1 － 626 131 20.9 ○ － --- － 198 44 22.2 ○ － --- － ◎ ○

自治労 30 4 － 742 184 24.8 － － --- － 287 69 24.0 － － --- － △ ○

電機連合 14 1 － 530 35 6.6 ○ ○ 81 － 358 20 5.6 ○ ○ 85 － ◎ ○

ＪＡＭ 2 1 － 386 33 8.5 － － --- － 112 3 2.7 － － --- － ◎ ○

基幹労連 6 0 ○ 586 32 5.5 － ○ 0 － 393 5 1.3 － － --- － ◎ ○

生保労連 1 0 ○ 110 18 16.4 － － --- － 56 18 32.1 － － --- － ◎ ○

ＪＰ労組 5 2 － 482 98 20.3 － － --- － 116 15 12.9 － － --- － ◎ ○

日教組 6 2 － 215 69 32.1 － － --- － 126 37 29.4 － － --- － ◎ ○

電力総連 9 2 － 337 33 9.8 － － --- － 62 7 11.3 － － --- － △ ○

情報労連 2 1 － 172 41 23.8 － － --- － 101 28 27.7 － － --- － ◎ ○

運輸労連 1 0 ○ 258 6 2.3 － － --- － 149 2 1.3 － ○ 9 － × ○

ＪＥＣ連合 2 1 － 288 11 3.8 － － --- － 212 8 3.8 － － --- － △ ○

私鉄総連 2 0 － 345 0 0.0 － ○ 33 － 98 0 0.0 － － --- － × ○

フード連合 1 0 － 174 9 5.2 － － --- － 168 15 8.9 － － --- － ◎ ○

損保労連 2 0 ○ 115 39 33.9 － － --- － 73 19 26.0 － － --- － ◎ ○

ＪＲ連合 5 1 ○ 60 7 11.7 － － --- － 36 4 11.1 － － --- － △ ○

国公連合 4 3 － 64 7 10.9 － － --- － 46 4 8.7 － － --- － ◎ ○

航空連合 1 1 － 233 76 32.6 ○ － --- － 114 42 36.8 ○ － --- － ◎ ○

海員組合 3 0 － 372 6 1.6 － － --- － 43 0 0.0 － － --- － × ○

ゴム連合 2 2 ○ 66 1 1.5 － － --- － 58 0 0.0 － ○ 6 － ◎ ×

交通労連 0 0 － 126 0 0.0 － ○ 0 － 62 0 0.0 － － --- － × ○

サービス連合 6 0 － 128 19 14.8 － ○ 10 － 96 9 9.4 － ○ 6 － ◎ ○

紙パ連合 0 0 － 123 3 2.4 － ○ 1 － 42 0 0.0 － ○ 3 － △ ×

全電線 0 0 － 74 0 0.0 － － --- － 48 0 0.0 － － --- － △ ○

全国ガス 2 1 ○ 157 7 4.5 － － --- － 83 3 3.6 － － --- － × ○

印刷労連 0 0 － 91 8 8.8 － － --- － 40 1 2.5 － － --- － △ ×

セラミックス連合 0 0 － 90 8 8.9 － ○ 6 － 47 5 10.6 － ○ 1 － ◎ ○

ＪＲ総連 0 0 － 42 1 2.4 － － --- － 30 1 3.3 － － --- － × ○

全水道 0 0 － 169 6 3.6 － － --- － 91 1 1.1 － － --- － △ ×

全国農団労 0 0 － 47 3 6.4 － － --- － 30 0 0.0 － － --- － ○ ○

全自交労連 0 0 － 66 1 1.5 － － --- － 48 1 2.1 － － --- － × ○

メディア労連 0 0 － 10 2 20.0 － － --- － --- --- --- － － --- － ◎ ○

全労金 1 0 － 57 20 35.1 － － --- － 34 19 55.9 － － --- － ◎ ○

ヘルスケア労協 0 0 － 23 5 21.7 － － --- － 15 2 13.3 － － --- － × ○

森林労連 2 0 － 47 2 4.3 － － --- － --- --- --- － － --- － × ×

労供労連 0 0 － 25 0 0.0 － － --- － 14 0 0.0 － － --- － × ×

労済労連 1 0 － 63 17 27.0 － － --- － 9 1 11.1 － － --- － △ ○

全印刷 1 0 － 44 6 13.6 － － --- － 21 2 9.5 － － --- － △ ○

全国ユニオン 4 4 ○ 30 5 16.7 － － --- － 18 3 16.7 － ○ 4 － × ○

自治労連 0 0 － 32 2 6.3 － － --- － 19 2 10.5 － － --- － × ×

全国競馬連合 0 0 － 37 0 0.0 － － --- － 30 0 0.0 － － --- － × ×

ＪＡ連合 0 0 － 62 18 29.0 － － --- － 51 10 19.6 － － --- － △ ○

港運同盟 --- --- － --- --- --- － － --- － --- --- --- － － --- － － －

全造幣 0 0 － 19 1 5.3 － － --- － 6 1 16.7 － － --- － △ ○

日建協 0 0 － 64 2 3.1 － － --- － --- --- --- － － --- － × ○

日高教 0 0 － 31 1 3.2 － － --- － 10 0 0.0 － － --- － × ○

※　◎=計画有・数値目標明示有、○=計画有・数値目標明示無、△＝現在策定中、×=計画無

女性の

選出を

目的と

する制

度有無

特別執行委員数 大会への参画状況 中央委員会への参画状況 ジェンダー平等推進

の取り組み状況

連

合

「

ジ

ェ

ン

ダ

ー

平

等

推

進

計

画

」

を

も

と

に

し

た

計

画

の

策

定

※

リ

ー

ダ

ー

に

よ

る

メ

ッ

セ

ー

ジ

発

信

総数 女性
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女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
大
会
代
議
員
比
率

女
性
中
央
委
員
比
率
※

女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
大
会
代
議
員
比
率

女
性
中
央
委
員
比
率
※

生保労連 89.2 25.7 16.4 32.1 全電線 20.4 0.0 0.0 0.0

ヘルスケア労協 76.6 13.3 21.7 13.3 全国ガス 19.3 5.0 4.5 3.6

損保労連 63.1 19.4 33.9 26.0 ＪＥＣ連合 19.0 34.8 3.8 3.8

ＵＡゼンセン 62.7 31.7 19.2 18.5 全造幣 18.0 0.0 5.3 16.7

航空連合 60.8 36.4 32.6 36.8 日建協 16.8 10.0 3.1 ---

全労金 59.4 39.1 35.1 55.9 電機連合 16.6 9.4 6.6 5.6

ＪＡ連合 58.5 0.0 29.0 19.6 ＪＡＭ 15.1 26.2 8.5 2.7

サービス連合 51.0 8.1 14.8 9.4 森林労連 14.7 6.7 4.3 ---

日教組 50.0 41.7 32.1 29.4 自動車総連 14.3 11.5 20.9 22.2

日高教 46.3 14.3 3.2 0.0 電力総連 13.6 9.5 9.8 11.3

自治労 46.2 24.1 24.8 24.0 運輸労連 13.0 10.0 2.3 1.3

労済労連 45.9 11.1 27.0 11.1 ゴム連合 12.8 13.3 1.5 0.0

全国ユニオン 45.0 43.8 16.7 16.7 全水道 12.0 0.0 3.6 1.1

自治労連 38.4 10.5 6.3 10.5 基幹労連 11.9 6.5 5.5 1.3

全国農団労 38.0 0.0 6.4 0.0 紙パ連合 10.4 6.7 2.4 0.0

セラミックス連合 33.6 0.0 8.9 10.6 交通労連 9.6 4.8 0.0 0.0

メディア労連 29.6 0.0 20.0 --- ＪＲ総連 8.6 0.0 2.4 3.3

ＪＰ労組 29.2 20.0 20.3 12.9 私鉄総連 7.4 0.0 0.0 0.0

フード連合 29.0 32.6 5.2 8.9 労供労連 4.5 0.0 0.0 0.0

情報労連 26.1 19.4 23.8 27.7 全自交労連 2.9 2.7 1.5 2.1

全印刷 25.4 0.0 13.6 9.5 海員組合 1.9 0.0 1.6 0.0

国公連合 24.4 17.9 10.9 8.7 全国競馬連合 0.0 0.0 0.0 0.0

印刷労連 21.6 8.7 8.8 2.5 港運同盟

ＪＲ連合 20.8 5.0 11.7 11.1
※ 「---」は中央委員会を設置していない組織

☆⼥性組合員⽐率別に見た⼥性執行委員、⼥性大会代議員、⼥性中央委員の選出状況
（⼥性組合員⽐率順）

３．Challenge！推進目標（推進すべき目標）〜執行機関・議決機関への⼥性の参画機会の確保〜
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Change！ Challenge！ Change！ Challenge！

組
合
員
の
男
女
比
率

の
調
査
、

把
握
※
１

女
性
役
員
（

会
計
監

査
を
除
く
）

の
選
出

運
動
方
針
へ
の
「

ジ

ェ

ン
ダ
ー

平
等
の
推

進
」

の
明
記
※
２

ジ
ェ

ン
ダ
ー

平
等
推

進
を
目
的
と
す
る
会

議
体
の
設
置

組
合
員
の
男
女
比
率

の
調
査
、

把
握
※
１

女
性
役
員
（

会
計
監

査
を
除
く
）

の
選
出

運
動
方
針
へ
の
「

ジ

ェ

ン
ダ
ー

平
等
の
推

進
」

の
明
記
※
２

ジ
ェ

ン
ダ
ー

平
等
推

進
を
目
的
と
す
る
会

議
体
の
設
置

北海道 ☹ ☹ 滋賀 ☹
青森 ☹ 京都 ☺
岩手 ☹ 奈良 ☺ ☹
秋田 ☹ 和歌山 ☺
山形 ☹ 大阪 ☺
宮城 ☹ ☹ 兵庫 ☺
福島 鳥取

群馬 島根

栃木 ☺ ☹ 岡山 ☺
茨城 ☺ ☹ 広島

埼玉 ☹ 山口 ☺
千葉 香川 ☺
東京 ☹ 徳島 ☹
神奈川 ☺ 高知 ☺
山梨 愛媛 ☺ ☹
長野 ☹ 福岡 ☺
静岡 佐賀 ☺
愛知 長崎 ☺ ☺ ☹
岐阜 ☺ 熊本

三重 ☺ 大分 ☺
新潟 ☺ 宮崎 ☺ ☹
富山 ☺ 鹿児島 ☹ ☹
石川 ☹ 沖縄 ☺ ☹
福井 ☹ ☹
※１  ＝すべての単組について把握、☺＝一部の単組について把握、☹＝把握していない
※２  ＝1. 「ジェンダー平等の推進」を明記、☺＝1. 「男女平等参画の推進」を明記、☹＝明記していない

地方連合会別取り組み状況

１．Change！達成目標（必ず達成しなければならない目標）
  ～①組合員の男女比率の調査、把握 ②女性役員の選出 ③運動方針への明記～

  Challenge！推進目標（推進すべき目標）
  ～ジェンダー平等推進を目的とする会議体の設置～
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２．2022年地⽅連合会調査一覧

女性比率 専従者
総数 女性 女性比率 女性枠 A

会
⻑

B
会
⻑
代
行
（
代
理
）

Ｃ
副
会
⻑

Ｄ
事
務
局
⻑

北海道 237,489 93,285 39.3 20 3 15.0 ○ 8 1 12.5 − 11 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

⻘森 38,662 14,669 37.9 41 8 19.5 ○ 6 1 16.7 − 11 0 0 0 0 0 0.0 6 1 16.7

岩手 48,338 17,788 36.8 33 4 12.1 ○ 5 0 0.0 − 12 0 0 0 0 0 0.0 3 0 0.0

秋田 47,885 15,775 32.9 40 2 5.0 − 5 0 0.0 − 14 1 0 0 1 0 7.1 2 0 0.0

山形 39,725 14,450 36.4 37 4 10.8 ○ 5 0 0.0 − 12 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

宮城 --- --- --- 45 1 2.2 ○ 11 0 0.0 − 8 0 0 0 0 0 0.0 3 0 0.0

福島 78,512 24,453 31.1 40 4 10.0 ○ 6 1 16.7 − 12 1 0 0 1 0 8.3 4 1 25.0

群馬 97,340 24,862 25.5 33 3 9.1 ○ 4 1 25.0 − 6 0 0 0 0 0 0.0 3 1 33.3

栃木 88,366 20,398 23.1 34 6 17.6 ○ 6 1 16.7 − 13 2 0 0 2 0 15.4 4 1 25.0

茨城 135,721 39,226 28.9 36 2 5.6 ○ 6 0 0.0 − 14 1 0 0 1 0 7.1 4 0 0.0

埼玉 135,627 37,751 27.8 40 6 15.0 − 6 0 0.0 − 10 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0.0

千葉 152,396 53,331 35.0 50 6 12.0 ○ 6 0 0.0 − 14 0 0 0 0 0 0.0 3 0 0.0

東京 1,195,562 512,960 42.9 78 9 11.5 − 12 3 25.0 − 16 1 0 0 0 1 6.3 8 2 25.0

神奈川 333,449 76,316 22.9 60 3 5.0 − 6 1 16.7 − 14 0 0 0 0 0 0.0 4 1 25.0

山梨 29,605 8,676 29.3 29 2 6.9 − 5 0 0.0 − 10 0 0 0 0 0 0.0 3 0 0.0

⻑野 --- --- --- 33 6 18.2 ○ 4 0 0.0 − 9 1 0 0 1 0 11.1 2 0 0.0

静岡 204,416 49,008 24.0 57 15 26.3 ○ 11 2 18.2 − 12 2 0 0 2 0 16.7 3 1 33.3

愛知 533,662 114,871 21.5 70 18 25.7 ○ 13 3 23.1 − 17 3 0 0 2 1 17.6 2 1 50.0

岐阜 74,779 22,942 30.7 37 5 13.5 − 4 0 0.0 − 11 0 0 0 0 0 0.0 2 1 50.0

三重 130,103 30,151 23.2 41 12 29.3 ○ 3 1 33.3 − 15 3 0 1 2 0 20.0 0 0 ---

新潟 101,919 42,880 42.1 38 9 23.7 ○ 13 1 7.7 − 13 2 0 0 2 0 15.4 3 1 33.3

富山 59,051 19,462 33.0 43 4 9.3 ○ 9 1 11.1 − 12 0 0 0 0 0 0.0 3 0 0.0

石川 --- --- --- 44 11 25.0 ○ 9 1 11.1 − 12 0 0 0 0 0 0.0 3 1 33.3

福井 --- --- --- 32 2 6.3 ○ 3 0 0.0 − 9 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

滋賀 66,430 15,000 22.6 41 7 17.1 ○ 8 0 0.0 − 11 1 0 0 1 0 9.1 7 1 14.3

京都 83,793 26,131 31.2 49 13 26.5 ○ 4 0 0.0 − 13 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

奈良 32,290 9,791 30.3 69 18 26.1 ○ 4 1 25.0 − 12 3 1 0 2 0 25.0 13 3 23.1

和歌山 31,550 6,468 20.5 26 3 11.5 ○ 4 0 0.0 − 8 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

大阪 469,714 164,513 35.0 69 20 29.0 ○ 8 2 25.0 − 16 1 0 0 1 0 6.3 3 1 33.3

兵庫 281,121 87,117 31.0 71 14 19.7 ○ 9 1 11.1 − 14 0 0 0 0 0 0.0 5 1 20.0

鳥取 25,155 8,219 32.7 34 8 23.5 ○ 7 1 14.3 ○ 4 0 0 0 0 0 0.0 5 1 20.0

島根 30,847 10,193 33.0 24 1 4.2 ○ 6 0 0.0 − 8 0 0 0 0 0 0.0 4 0 0.0

岡山 61,000 14,300 23.4 61 5 8.2 − 8 1 12.5 − 12 0 0 0 0 0 0.0 6 1 16.7

広島 149,866 42,492 28.4 58 3 5.2 − 6 0 0.0 − 14 2 0 0 2 0 14.3 8 0 0.0

山口 58,072 8,398 14.5 42 1 2.4 − 8 1 12.5 − 12 0 0 0 0 0 0.0 6 1 16.7

香川 36,580 13,165 36.0 27 3 11.1 ○ 4 0 0.0 − 14 0 0 0 0 0 0.0 2 0 0.0

徳島 30,722 7,823 25.5 26 3 11.5 − 4 0 0.0 − 13 2 0 1 1 0 15.4 2 0 0.0

高知 18,302 7,393 40.4 27 7 25.9 ○ 4 2 50.0 − 13 2 0 0 2 0 15.4 2 2 100.0

愛媛 45,327 11,056 24.4 33 3 9.1 ○ 3 0 0.0 − 11 0 0 0 0 0 0.0 1 0 0.0

福岡 168,139 28,443 16.9 42 5 11.9 ○ 10 2 20.0 − 14 1 0 0 1 0 7.1 6 1 16.7

佐賀 35,298 11,934 33.8 26 3 11.5 ○ 6 1 16.7 − 9 0 0 0 0 0 0.0 2 1 50.0

⻑崎 47,747 13,186 27.6 35 5 14.3 ○ 10 1 10.0 − 8 1 0 0 1 0 12.5 4 1 25.0

熊本 52,769 16,826 31.9 26 2 7.7 ○ 6 0 0.0 − 12 1 0 0 1 0 8.3 4 0 0.0

大分 46,949 14,000 29.8 35 2 5.7 ○ 5 0 0.0 − 13 1 0 0 1 0 7.7 3 0 0.0

宮崎 34,646 9,027 26.1 33 5 15.2 − 6 2 33.3 − 10 3 1 0 1 1 30.0 1 0 0.0

鹿児島 38,700 10,000 25.8 39 5 12.8 ○ 4 0 0.0 − 11 1 0 0 1 0 9.1 2 0 0.0

沖縄 38,017 14,141 37.2 33 2 6.1 − 6 1 16.7 − 9 0 0 0 0 0 0.0 2 1 50.0

組合員数 執行委員数 三役数 副事務局⻑数

総数 女性 女性比率女性枠 総数 女性 女性比率総数 女性 女性比率 総数 女性
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大会代議員 特別大会代議員 地方委員 特別地方委員
総数 女性 女性比率 女性枠 女性の

選出を
目的と
する制
度有無

左記の
制度に
より選
出され
た女性

数

議決権
有無

総数 女性 女性比率 女性枠 女性の
選出を
目的と
する制
度有無

左記の
制度に
より選
出され
た女性

数

議決権
有無

北海道 0 0 − 89 19 21.3 − − --- − 65 5 7.7 − − --- − △ −

⻘森 4 2 − 99 9 9.1 ○ ○ 2 − 41 0 0.0 − ○ 8 − △ ○

岩手 8 1 − 118 25 21.2 ○ ○ 5 − 54 1 1.9 − ○ 3 − ○ ○

秋田 2 0 − 125 7 5.6 − ○ --- − 74 2 2.7 − − --- − ○ ○

山形 0 0 − 63 18 28.6 − − --- − --- --- --- − − --- − △ ○

宮城 0 0 − 169 0 0.0 − ○ 36 − 76 0 0.0 − − --- − △ ○

福島 0 0 ○ 130 12 9.2 − − --- − --- --- --- − − --- − △ ○

群馬 0 0 − 124 21 16.9 ○ − --- − 124 21 16.9 ○ − --- − ◎ ○

栃木 0 0 − 91 21 23.1 ○ ○ 3 − --- --- --- − − --- − ◎ ×

茨城 0 0 − 173 8 4.6 − ○ 34 − --- --- --- − − --- − △ ○

埼玉 4 4 − 154 9 5.8 − ○ 38 − 66 4 6.1 − ○ 38 − ○ ○

千葉 2 0 − 144 18 12.5 − ○ 2 − 70 6 8.6 − ○ 1 − ◎ ○

東京 0 0 − 279 88 31.5 − ○ 23 ○ 195 61 31.3 − ○ 29 ○ ◎ ○

神奈川 10 0 − 56 11 19.6 ○ − --- − 52 8 15.4 ○ − --- − ◎ ○

山梨 2 2 ○ 86 8 9.3 ○ ○ 1 ○ --- --- --- − − --- − ◎ ○

⻑野 0 0 ○ 168 26 15.5 − ○ 15 ○ 60 16 26.7 − ○ 12 ○ △ ○

静岡 0 0 − 179 52 29.1 − − --- − --- --- --- − − --- − ◎ ○

愛知 0 0 − 127 47 37.0 ○ − --- − --- --- --- − − --- − ◎ ○

岐阜 0 0 − 147 17 11.6 − − --- − 63 4 6.3 − − --- − ◎ ○

三重 11 0 − 122 27 22.1 ○ ○ 33 − 66 9 13.6 ○ ○ 33 − ◎ ○

新潟 0 0 − 162 23 14.2 − − --- − 82 21 25.6 − − --- − △ ○

富山 4 0 − 151 19 12.6 − − --- − 77 13 16.9 − − --- − △ ○

石川 6 6 ○ 109 0 0.0 − − --- − --- --- --- − − --- − △ ○

福井 0 0 − 190 36 18.9 ○ − --- − 99 32 32.3 ○ − --- − ○ ○

滋賀 0 0 ○ 115 19 16.5 ○ ○ 32 − --- --- --- − − --- − ○ ○

京都 0 0 − 119 32 26.9 − ○ --- − 54 20 37.0 − ○ --- − ◎ ○

奈良 0 0 ○ 76 4 5.3 − ○ 27 − 62 6 9.7 − − --- − ◎ ○

和歌山 2 2 ○ 78 3 3.8 ○ ○ 10 − 35 0 0.0 ○ ○ 10 − ○ ○

大阪 1 0 − 244 65 26.6 ○ ○ 4 − 63 13 20.6 − ○ 6 − ◎ ○

兵庫 7 0 − 178 44 24.7 − − --- − 109 5 4.6 − − --- − ○ ○

鳥取 0 0 − 129 27 20.9 − ○ 1 − 45 8 17.8 − − --- − ◎ ○

島根 0 0 − 65 13 20.0 − ○ 9 − 25 1 4.0 − ○ 9 − ◎ ×

岡山 26 2 − 122 25 20.5 − − --- − --- --- --- − − --- − ◎ ○

広島 15 1 ○ 269 53 19.7 − ○ 26 − --- --- --- − − --- − △ ○

山口 0 0 − 87 23 26.4 − − --- − --- --- --- − − --- − ◎ ○

香川 0 0 − 104 29 27.9 − ○ 13 − 46 7 15.2 − − --- − ◎ ×

徳島 0 0 − 66 8 12.1 − ○ 3 − 43 2 4.7 − ○ 0 − × ×

高知 0 0 − 79 11 13.9 − ○ 9 − 28 5 17.9 − − --- − ◎ ○

愛媛 0 0 − 127 0 0.0 − − --- − 69 0 0.0 − − --- − ○ ○

福岡 10 2 ○ 52 16 30.8 ○ ○ 33 − --- --- --- − − --- − ○ ○

佐賀 0 0 ○ 111 9 8.1 − ○ 1 ○ 65 2 3.1 − ○ 1 ○ △ ○

⻑崎 0 0 − 136 8 5.9 − ○ 8 − 55 6 10.9 − − --- − △ ○

熊本 0 0 − 106 8 7.5 − − --- − 60 2 3.3 − − --- − × ○

大分 0 0 − 201 11 5.5 − ○ 15 − 67 2 3.0 − ○ 11 − ◎ ×

宮崎 3 0 − 61 8 13.1 − ○ 28 − --- --- --- − − --- − ○ ○

鹿児島 0 0 − 121 3 2.5 ○ − --- − 54 1 1.9 ○ − --- − ○ ○

沖縄 4 0 − 49 6 12.2 − − --- − --- --- --- − − --- − △ ×

※ ◎=計画有・数値目標明示有、○=計画有・数値目標明示無、△＝現在策定中、×=計画無

連
合
「
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ン
ダ
ー
平
等
推

進
計
画
」
を
も
と
に
し
た
計

画
の
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定
※

リ
ー
ダ
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に
よ
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
発
信

総数 女性 女性の
選出を
目的と
する制
度有無

特別執行委員数 大会への参画状況 地方委員会への参画状況 ジェンダー平等推進
の取り組み状況
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第１章 構成組織調査 
１．Change！達成目標 
（１）男女別の組合員比率の把握 

―「すべての単組について把握」は 46 組織中 25 組織（54.3％）― 
 
加盟単組の男女別組合員数について「すべての単組について把握している」が 46 組織中 25 組織

（54.3％）と 5 割強を占める。また、「一部の単組については把握している」は 11 組織（23.9％）でこ
れらをあわせた＜把握している＞は 36 組織（78.3％）である。一方、「把握していない」も 5 組織（10.9％）
ある（第 1−1 図）。 

女性組合員比率別にみると、＜把握している＞は女性組合員が 10％未満の組織では 6 割弱となって
いるが、10％以上では 7〜8 割台を占める。なお、50％以上の組織では「すべての単組について把握し
ている」が４分の 3 に及んでいる。また、＜把握している＞割合は、女性執行委員を複数選出している
組織、女性専従や女性三役がいる組織で相対的に多い。  
第 1−1 図 加盟単組の男女別の組合員数の把握の有無 
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加盟単組の男女別組合員数についてすべ
てまたは一部を把握している組織に、その把
握方法を複数選択でたずねたところ、「組織
現勢を把握する際に、男女別の組合員数の報
告を求めている」が 36 組織中 28 組織
（77.8％）と 8 割近くを占める。そのほか、
「男女平等参画を目的とした調査を実施し、
把握している」が 10 組織（27.8％）、「男女
平等参画以外の調査で把握している」が 4 組
織（11.1％）となっている（第 1−2 図） 

 
 
 
 
 
 
 

（２）女性役員の選出 
―3 割近くが女性役員ゼロ組織― 
 
女性執行委員を選出していないゼロ組織は 13 組織で、全体の 28.3％を占める。連合「第 4 次男女平

等参画推進計画」（第 4 次計画）開始翌年（2014 年調査）は、ゼロ組織が 4 割強を占めており、この間
その割合は徐々に減少しているものの、ゼロ組織の数は 2021 年調査と変わらなかった（第 1−3 図）。 

第 1−2 図 加盟単組の男女別の組合員数の把握方法 
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第 － 図 加盟単組の男女別の組合員数の把握方法

構成組織計  

(N=36)

第 1−3 図 女性執行委員「ゼロ」組織の割合と「ゼロ」組織数 

 

2003年 2007年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

構成組織・％ 55.0 50.9 42.3 41.2 37.3 34.7 31.9 29.8 29.8 27.7 28.3

（ゼロの構成組織の数） (34) (27) (22) (21) (19) (17) (15) (14) (14) (13) (13)
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第 － 表 女性執行委員「ゼロ」組織の割合と「ゼロ」組織数
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（３）運動方針へのジェンダー平等推進の明記 
―46 組織中 29 組織（63.0％）が「ジェンダー平等推進を明記」― 
 
運動方針への明記については、「『ジェンダー平等の推進』を明記している」が 29 組織（63.0％）と最

も多く、これに「『ジェンダー平等の推進』は明記していないが『男女平等参画の推進』は明記している」
（11 組織、23.9％）をあわせると、＜明記している＞組織数は 40 組織（87.0％）である。一方、「とも
に明記していない」が 6 組織（13.0％）ある（第 1−4 図）。 

女性組合員比率 10％未満や女性執行委員ゼロ組織で「ともに明記していない」が 3〜4 割と多い。一
方、「ジェンダー平等の推進を明記」は女性組合員 50％以上、女性執行委員 5 人以上の組織で 9 割近く
に及んでいる。 

また、女性専従がいる組織、女性三役がいる組織では、「ジェンダー平等の推進を明記」が 8 割近くと
それ以外の組織に比べて多くなっている。  

第 1−4 図 運動方針への「男女平等参画の推進」や「ジェンダー平等の推進」の明記の有無 
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２．Challenge！推進目標 
（１）議決機関における女性の参画 

―女性大会代議員比率は 13.1％、女性中央委員比率は 12.0％― 

①女性大会代議員比率 
大会代議員に占める女性比率は 13.1％である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べると、約

4 ポイント上昇しているが、2017 年調査以降、横ばいが続いている（第 1−5 図）。 

 
  

第 1−5 図 女性代議員比率 
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女性代議員比率の分布をみると、「0％」が 5 組織（10.9％）、「10％未満」が 22 組織（47.8％）と 6 割
近くが女性代議員比率 10％未満となっている（第 1−1 表）。 

女性組合員比率別にみると、女性組合員比率が 10％未満では「0％」が 6 割弱と多い。女性組合員比
率 30％以上の組織では、「0％」は皆無だが、女性大会代議員比率は、女性組合員比率 30％以上（50％
未満）で 23.1％、50％以上でも 22.6％にとどまる。 

女性執行委員の選出状況別にみると、女性執行委員数 5 人以上で 19.9％と際立って比率が高い。ま
た、女性専従、女性三役がいる組織では女性代議員比率が相対的に高いが、いずれも 2 割に満たない。 

第 1−1 表 女性代議員比率 
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②女性中央委員比率 
中央委員会を設置している構成組織は、46 組織中 43 組織（93.5％）である。 
女性中央委員比率は 12.0％で 2021 年調査と同水準である。2014 年調査との比較では約 3 ポイント上

昇している（第 1−6 図、第 1−2 表）。 

  

第 1−6 図 女性中央委員比率 
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女性中央委員比率の分布をみる
と、「0％」が 43 組織中 10 組織、
「10％未満」が 14 組織で、これら
の組織が過半数を占める。 

女性組合員比率別にみると、女
性 組 合 員 比 率 が 10 ％ 未 満 で は
「0％」が 7 組織中 5 組織と多数を
占め、女性中央委員比率は 0.6％と
わずかである。女性中央委員比率
は女性組合員比率が 30％未満に比
べ 30％以上で高くなっているが、
30％以上の組織でも 2 割台に過ぎ
ない。 

また、女性執行委員の選出状況
別に女性中央委員比率をみると、
女性執行委員数が 5 人以上の組織
で 19.3％と際立って高い。 

女性専従、女性三役がいる組織
では、いない組織に比べて女性中
央委員比率は高くなっているが、
それぞれ 14.5％、21.4％と 1〜2 割
にとどまる。  

第 1−2 表 女性中央委員比率（加重平均） 

 

０
％

１
０
％
未
満

１
０
％
以
上

２
０
％
以
上

３
０
％
以
上

無
回
答

中
央
値
・
％

平
均
値
・
％

構成組織計 3 43 10 14 11 5 3 0 8.9 12.0

6.5 93.5 23.3 32.6 25.6 11.6 7.0 ･･･

10％未満 0 7 5 2 0 0 0 0 0.0 0.6

･･･ 100.0 71.4 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･

10％以上 3 20 3 11 4 2 0 0 4.7 7.0

13.0 87.0 15.0 55.0 20.0 10.0 ･･･ ･･･

30％以上 0 8 2 0 4 2 0 0 10.9 21.4

･･･ 100.0 25.0 ･･･ 50.0 25.0 ･･･ ･･･

50％以上 0 8 0 1 3 1 3 0 22.8 22.3

･･･ 100.0 ･･･ 12.5 37.5 12.5 37.5 ･･･

ゼロ組織 1 12 6 3 3 0 0 0 0.5 3.9

7.7 92.3 50.0 25.0 25.0 ･･･ ･･･ ･･･

１人 2 6 3 2 1 0 0 0 1.0 2.8

25.0 75.0 50.0 33.3 16.7 ･･･ ･･･ ･･･

２～４人 0 10 1 5 4 0 0 0 7.5 4.1

･･･ 100.0 10.0 50.0 40.0 ･･･ ･･･ ･･･

５人以上 0 15 0 4 3 5 3 0 22.2 19.3

･･･ 100.0 ･･･ 26.7 20.0 33.3 20.0 ･･･

女性専従はいな
い

2 25 9 8 7 0 1 0 3.3 6.1

7.4 92.6 36.0 32.0 28.0 ･･･ 4.0 ･･･

女性専従がいる 1 18 1 6 4 5 2 0 12.1 14.5

5.3 94.7 5.6 33.3 22.2 27.8 11.1 ･･･

女性三役はいな
い

3 34 10 10 10 4 0 0 4.6 8.2

8.1 91.9 29.4 29.4 29.4 11.8 ･･･ ･･･

女性三役がいる 0 9 0 4 1 1 3 0 18.5 21.4

･･･ 100.0 ･･･ 44.4 11.1 11.1 33.3 ･･･

設
置
し
て
い
る

女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員

女
性
専
従

女
性
三
役

設
置
し
て
い
な
い

－28－



③女性枠の有無 
第 1−3 表は、大会代議員と中央委員の

女性枠の有無を示している。大会代議員に
女性枠が「ある」組織は 46 組織中 4 組織
（8.7％）である。女性組合員比率 50％以
上、女性執行委員 5 人以上、女性専従、女
性三役がいる組織で、女性枠が「ある」が
多いが、いずれも 2 割程度である。 

中央委員についても、女性枠が「ある」
組織は 43 組織中 4 組織（9.3％）とそれほ
ど多くない。女性枠が「ある」組織は、大
会代議員の女性枠が「ある」組織の特徴と
共通している。 
  

第 1−3 表 議決機関におけるにおける女性枠の有無 

 

あ
る

な
い

無
回
答

件
数

あ
る

な
い

無
回
答

件
数

構成組織計 4 42 0 46 4 39 0 43

8.7 91.3 ･･･ 100.0 9.3 90.7 ･･･ 100.0

10％未満 0 7 0 7 0 7 0 7

･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

10％以上 2 21 0 23 2 18 0 20

8.7 91.3 ･･･ 100.0 10.0 90.0 ･･･ 100.0

30％以上 0 8 0 8 0 8 0 8

･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

50％以上 2 6 0 8 2 6 0 8

25.0 75.0 ･･･ 100.0 25.0 75.0 ･･･ 100.0

ゼロ組織 0 13 0 13 0 12 0 12

･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

１人 0 8 0 8 0 6 0 6

･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

２～４人 1 9 0 10 1 9 0 10

10.0 90.0 ･･･ 100.0 10.0 90.0 ･･･ 100.0

５人以上 3 12 0 15 3 12 0 15

20.0 80.0 ･･･ 100.0 20.0 80.0 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

0 27 0 27 0 25 0 25

･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

女性専従がいる 4 15 0 19 4 14 0 18

21.1 78.9 ･･･ 100.0 22.2 77.8 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

2 35 0 37 2 32 0 34

5.4 94.6 ･･･ 100.0 5.9 94.1 ･･･ 100.0

女性三役がいる 2 7 0 9 2 7 0 9

22.2 77.8 ･･･ 100.0 22.2 77.8 ･･･ 100.0

中央委員

女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員

女
性
専
従

女
性
三
役

大会代議員
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④特別代議員、特別中央委員制度 
第 1−4 表から、特別代議員制度

（複数選択）についてみると、「特別
代 議 員 制 度 は な い 」（ 25 組 織 、
54.3％）が過半数を占めるため、「女
性の代議員選出を目的とした特別代
議員制度がある」が 46 組織中 8 組
織（17.4％）となっている。同割合
は、女性組合員比率が 10％未満と
50％以上の組織で 3 割近くとやや多
い。女性執行委員の選出状況別にみ
ると、女性執行委員が 5 人以上の組
織では「女性の選出を目的とした制
度がある」は 15 組織中 1 組織（6.7％）
と少ない。 

特別中央委員制度（複数選択）に
ついては、「女性の中央委員選出を
目的とした特別中央委員制度があ
る」は 43 組織中 8 組織（18.6％）で
ある。同割合は、女性執行委員数を
2〜4 人選出している組織で多い。 
 
  

第 1−4 表 特別代議員／中央委員制度（複数選択） 

 

女
性
の
選
出
を
目
的
と

し
た
制
度
が
あ
る

左
記
以
外
の
目
的
の
た

め
の
制
度
が
あ
る

特
別
代
議
員
制
度
は
な

い 無
回
答

件
数

女
性
の
選
出
を
目
的
と

し
た
制
度
が
あ
る

左
記
以
外
の
目
的
の
た

め
の
制
度
が
あ
る

特
別
中
央
委
員
制
度
は

な
い

無
回
答

件
数

構成組織計 8 15 25 0 46 8 10 26 0 43

17.4 32.6 54.3 ･･･ 100.0 18.6 23.3 60.5 ･･･ 100.0

10％未満 2 2 4 0 7 0 2 5 0 7

28.6 28.6 57.1 ･･･ 100.0 ･･･ 28.6 71.4 ･･･ 100.0

10％以上 3 8 12 0 23 4 4 12 0 20

13.0 34.8 52.2 ･･･ 100.0 20.0 20.0 60.0 ･･･ 100.0

30％以上 1 3 5 0 8 2 2 5 0 8

12.5 37.5 62.5 ･･･ 100.0 25.0 25.0 62.5 ･･･ 100.0

50％以上 2 2 4 0 8 2 2 4 0 8

25.0 25.0 50.0 ･･･ 100.0 25.0 25.0 50.0 ･･･ 100.0

ゼロ組織 2 4 8 0 13 1 2 10 0 12

15.4 30.8 61.5 ･･･ 100.0 8.3 16.7 83.3 ･･･ 100.0

１人 2 2 5 0 8 1 2 3 0 6

25.0 25.0 62.5 ･･･ 100.0 16.7 33.3 50.0 ･･･ 100.0

２～４人 3 3 4 0 10 4 1 5 0 10

30.0 30.0 40.0 ･･･ 100.0 40.0 10.0 50.0 ･･･ 100.0

５人以上 1 6 8 0 15 2 5 8 0 15

6.7 40.0 53.3 ･･･ 100.0 13.3 33.3 53.3 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

4 10 15 0 27 4 7 15 0 25

14.8 37.0 55.6 ･･･ 100.0 16.0 28.0 60.0 ･･･ 100.0

女性専従がいる 4 5 10 0 19 4 3 11 0 18

21.1 26.3 52.6 ･･･ 100.0 22.2 16.7 61.1 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

6 11 22 0 37 6 7 22 0 34

16.2 29.7 59.5 ･･･ 100.0 17.6 20.6 64.7 ･･･ 100.0

女性三役がいる 2 4 3 0 9 2 3 4 0 9

22.2 44.4 33.3 ･･･ 100.0 22.2 33.3 44.4 ･･･ 100.0

特別中央委員

女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員

女
性
専
従

女
性
三
役

特別代議員
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（２）組合員比率に応じた女性役員の選出 
―女性執行委員比率は 17.2％、女性組合員比率（37.2％）を 20 ポイント下回る― 

①女性執行委員の選出 
第 1−7 図は、女性執行委員比率と女性組合員比率の推移を示したものである。2022 年調査の女性執

行委員比率は 17.2％で、第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べて、約 8 ポイント上昇した。ただ
し、この間、女性組合員比率も微増傾向にあり、女性組合員比率は 37.2％を占め、女性執行委員比率は
女性組合員比率を 20 ポイント下回っている。 

 
 

女性執行委員の数をみると、複数選出している組織が 46 組織中 25 組織（54.3％）と過半数を占める。
また、「1 人」選出組織は 8 組織（17.4％）である（第 1−5 表）。 

女性組合員比率別にみると、女性組合員比率 10％未満の組織では、7 組織中 5 組織が「0 人」で複数
選出組織はない。一方、女性組合員比率 50％以上の組織は複数選出組織が 8 組織中 7 組織を占めるが、
1 組織は「0 人」である。同様に女性組合員比率 30％以上（50％未満）でも「0 人」が 8 組織中 2 組織
ある。 

次に、第 1−6 表から、女性組合員比率別に女性執行委員比率をみると、女性組合員比率が 10％未満
の組織では 1.8％にとどまるが、10％以上（30％未満）では 14.1％、30％以上（50％未満）では 21.4％、
50％以上では 25.6％と女性組合員比率が高くなるにつれて、女性執行委員比率が高くなる。ただし、女
性組合員比率が 50％以上の組織でも、女性執行委員比率は 2 割台半ばにとどまっている。 

第 1−7 図 女性組合員比率と女性執行委員比率（構成組織ベース） 
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第 － 表 女性組合員比率と女性執行委員比率（構成組織ベース）

女性執行委員比率 女性組合員比率
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 第 1−6 表 女性執行委員比率（加重平均） 

 

０
％

１
０
％
未
満

１
０
％
以
上

２
０
％
以
上

３
０
％
以
上

無
回
答

件
数

中
央
値
・
％

平
均
値
・
％

構成組織計 13 11 11 4 7 0 46 9.4 17.2

28.3 23.9 23.9 8.7 15.2 ･･･ 100.0

10％未満 5 2 0 0 0 0 7 0.0 1.8

71.4 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

10％以上 5 8 6 2 2 0 23 9.4 14.1

21.7 34.8 26.1 8.7 8.7 ･･･ 100.0

30％以上 2 0 3 1 2 0 8 12.7 21.4

25.0 ･･･ 37.5 12.5 25.0 ･･･ 100.0

50％以上 1 1 2 1 3 0 8 22.6 25.6

12.5 12.5 25.0 12.5 37.5 ･･･ 100.0

女
性
組
合
員
比
率

第 1−5 表 女性執行委員数 
 

 

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

構成組織計 13 8 25 6 3 1 15 0 46 2.0 4.3

28.3 17.4 54.3 13.0 6.5 2.2 32.6 ･･･ 100.0

10％未満 5 2 0 0 0 0 0 0 7 0.0 0.3

71.4 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

10％以上 5 5 13 3 2 1 7 0 23 2.0 3.4

21.7 21.7 56.5 13.0 8.7 4.3 30.4 ･･･ 100.0

30％以上 2 1 5 2 0 0 3 0 8 2.0 4.5

25.0 12.5 62.5 25.0 ･･･ ･･･ 37.5 ･･･ 100.0

50％以上 1 0 7 1 1 0 5 0 8 8.0 10.1

12.5 ･･･ 87.5 12.5 12.5 ･･･ 62.5 ･･･ 100.0

１
人

複
数
選
出
組
織

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

無
回
答

女
性
組
合
員
比
率

０
人
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②女性専従の選出 
女性専従執行委員を選出している組織は、46 組織中 19 組織（41.3％）で 4 割強を占め、構成組織全

体の女性専従執行委員数は 62 人である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）に比べると、女性専従執
行委員がいる組織は 4 組織、構成組織全体の専従執行委員数は 24 人増加している（第 1−8 図）。 

③役職別の女性役員の選出 
次に、第 1−7 表から役職別の女性執行委員数をみていきたい。 
女性三役を選出している組織は 9 組織（19.6％）、三役に占める女性比率は 4.5％である。女性三役を

選出している組織数は、2014 年調査では 52 組織中 5 組織で第 4 次計画期間中に 4 組織増加した。 
構成組織全体の女性三役数は 12 人

（4.5％）で 2021 年から 4 人増加した。
ただし、女性三役のすべてが「副委員⻑・
副会⻑」であり、「委員⻑・会⻑」、「会⻑
代行」、「書記⻑・事務局⻑」で選出され
ている女性三役はいない。 

三役以外の役職については、「女性副書
記⻑・副事務局⻑・書記次⻑」が 16 人
（15.5％）で、女性三役同様、2021 年に
比べて 4 人増加している。そのほか、「四
役以外の執行委員」が 139 人（21.2％）、
「特別執行委員」が 29 人（24.2％）であ
る。 

また、女性の会計監査は 23 人で女性比
率は 12.1％である。  

 
第 1−8 図 女性専従役員を配置している組織の推移 

第3図　女性専従役員を配置し て いる 組織の推移
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第3図 女性専従役員を配置している組織の推移

 
第 1−7 表 役職別にみた役員数と女性比率 

 

女性比率

累
計
数
・
人

う
ち
女
性
数
・
人

（

2
0
2
1
年
）

加
重
平
均
値
・
％

1,144 196 192 17.1 46

三役計 264 12 8 4.5 46

委員長・会長 46 0 0 0.0 46

会長代行 8 0 - 0.0 46

副委員長・副会長 165 12 8 7.3 46

書記長・事務局長 45 0 0 0.0 41

副書記長・副事務局
長・書記次長

103 16 12 15.5 46

657 139 141 21.2 46

120 29 31 24.2 27

190 23 - 12.1 46会計監査

件
数

構
成
組
織

執行委員総数

四役以外の執行委員

特別執行委員
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④特別執行委員制度 
特別執行委員制度（複数選択）については、「女

性の執行委員の選出を目的とした特別執行委員制
度がある」組織は 46 組織中 8 組織（17.4％）、「左
記（女性の選出）以外の目的のための特別執行委員
制度がある」は 19 組織（41.3％）である。なお、
「特別執行委員制度はない」が 15 組織（32.6％）
ある。 

女性組合員比率 10％未満や女性執行委員ゼロ組
織では、「女性の選出を目的とした制度がある」組
織はないが、それ以外は、女性執行委員の選出状況
の違いにかかわらず、「女性の選出を目的とした制
度がある」組織が 1〜3 割を占める（第 1−8 表）。 
  

第 1−8 表 特別執行委員制度（複数選択） 

 

女
性
の
選
出
を
目
的
と

し
た
制
度
が
あ
る

左
記
以
外
の
目
的
の
た

め
の
制
度
が
あ
る

特
別
執
行
委
員
制
度
は

な
い

無
回
答

件
数

構成組織計 8 19 15 5 46

17.4 41.3 32.6 10.9 100.0

10％未満 0 1 2 4 7

･･･ 14.3 28.6 57.1 100.0

10％以上 5 12 7 0 23

21.7 52.2 30.4 ･･･ 100.0

30％以上 1 3 3 1 8

12.5 37.5 37.5 12.5 100.0

50％以上 2 3 3 0 8

25.0 37.5 37.5 ･･･ 100.0

ゼロ組織 0 3 6 4 13

･･･ 23.1 46.2 30.8 100.0

１人 2 2 4 1 8

25.0 25.0 50.0 12.5 100.0

２～４人 3 3 4 0 10

30.0 30.0 40.0 ･･･ 100.0

５人以上 3 11 1 0 15

20.0 73.3 6.7 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

4 10 9 5 27

14.8 37.0 33.3 18.5 100.0

女性専従がいる 4 9 6 0 19

21.1 47.4 31.6 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

7 12 14 5 37

18.9 32.4 37.8 13.5 100.0

女性三役がいる 1 7 1 0 9

11.1 77.8 11.1 ･･･ 100.0

女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員

女
性
専
従

女
性
三
役
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⑤女性枠の有無 
女性枠についてみると、執行委員に女性枠が

「ある」組織は 46 組織中 13 組織（28.3％）と
3 割程度である。「ある」割合は、女性組合員比
率が高い、女性執行委員数が多い組織ほど多
く、とりわけ女性執行委員を 5 人以上選出して
いる組織では 15 組織中 10 組織と 3 分の 2 を
占める。また、女性三役選出組織では、9 組織
中 7 組織（77.8％）で女性枠が「ある」と回答
している。 

専従執行委員に女性枠がある組織は 2 組織
（4.3％）で大半の組織で専従執行委員の女性
枠はない（第 1−9 表）。 
  

第 1−9 表 執行委員会における女性枠の有無 

 

あ
る

な
い

無
回
答

あ
る

な
い

無
回
答

構成組織計 13 33 0 2 44 0 46

28.3 71.7 ･･･ 4.3 95.7 ･･･ 100.0

10％未満 1 6 0 0 7 0 7

14.3 85.7 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

10％以上 6 17 0 1 22 0 23

26.1 73.9 ･･･ 4.3 95.7 ･･･ 100.0

30％以上 2 6 0 1 7 0 8

25.0 75.0 ･･･ 12.5 87.5 ･･･ 100.0

50％以上 4 4 0 0 8 0 8

50.0 50.0 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

ゼロ組織 0 13 0 0 13 0 13

･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

１人 1 7 0 0 8 0 8

12.5 87.5 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

２～４人 2 8 0 1 9 0 10

20.0 80.0 ･･･ 10.0 90.0 ･･･ 100.0

５人以上 10 5 0 1 14 0 15

66.7 33.3 ･･･ 6.7 93.3 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

5 22 0 0 27 0 27

18.5 81.5 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

女性専従がいる 8 11 0 2 17 0 19

42.1 57.9 ･･･ 10.5 89.5 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

6 31 0 1 36 0 37

16.2 83.8 ･･･ 2.7 97.3 ･･･ 100.0

女性三役がいる 7 2 0 1 8 0 9

77.8 22.2 ･･･ 11.1 88.9 ･･･ 100.0

女
性
専
従

女
性
三
役

件
数

執行委員 専従執行委員

女
性
組
合
員
比
率

女
性
執
行
委
員
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（３）ジェンダー平等を目的とする委員会組織の設置 
―「ある」は 46 組織中 13 組織（28.3％）、女性三役選出組織の 3 分の 2 で設置― 
 
男女平等だけでなく、「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織が「ある」

は 46 組織中 13 組織（28.3％）である（第 1−9 図）。 
女性組合員比率が 50％以上の組織では「ある」が半数を占める。 
女性執行委員の選出状況別にみると、5 人以上の組織で「ある」が 6 割を占める。また、「ある」は女

性専従がいる組織で 5 割弱、女性三役がいる組織では 3 分の 2 を占める。 

  

第 1−9 図 男女平等だけでなく「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織 
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男女平等参画のための環境整備等を目的とした委員会組織については、「ある」が 46 組織中 28 組織
（60.9％）と 6 割を占める（第 1−10 図）。 

女性執行委員ゼロ組織では「ある」が 3 割と相対的に少ない。また、女性執行委員が 5 人以上、女性
専従、女性三役がいる組織では「ある」が 8 割以上と多数に及ぶ。 

  

第 1−10 図 男女平等参画のための環境整備等を目的に設置された委員会組織 
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女性のネットワークづくり等を目的とした委員会組織については、「ある」は 46 組織中 24 組織（52.2％）
で、「ある」と「ない」で二分されており、「ある」は前掲の男女平等参画のための環境整備等を目的と
して設置された委員会組織に比べてやや少ない（第 1−11 図）。 

女性組合員比率別にみると、女性組合員が 30％以上（50％未満）で「ある」が 9 割近くと多い。 
女性執行委員数別にみると、5 人以上とともに、1 人選出組織でも「ある」が過半数を占める。 
女性専従の有無による違いはないが、女性三役がいる組織では「ある」が 8 割近くに及び、女性三役

がいない組織を大きく上回っている。 

 
  

第 1−11 図 女性のネットワークづくり等を目的に設置された委員会組織 
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（４）活動スタイルの点検、見直し 
―7 割強が「参画促進のためのオンライン活用」、「会議や研修等の場所・時間の工夫」は 5 割強― 
 
男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択）についてみると、「特に取り組んでいない」

は 4 組織（8.7％）にとどまり、取り組みを行っている組織が大半を占める。なかでも、「組合活動への
参画を促進するため、オンラインを活用している」は、33 組織（71.7％）で取り組みが行われている。
また、「男女平等参画、ジェンダー平等推進をテーマにした研修会・学習会を実施している」（27 組織、
58.7％）や「加盟組合を対象に、単組の男女平等参画に関する実態調査を行っている」（24 組織、52.2％）、
「機関会議や研修会等における男女別の参画状況を確認している」（同）、「機関紙（誌）やホームページ
で、男女平等参画、ジェンダー平等推進を取り上げている」（同）とともに、多様な人たちが参画できる
活動のため、「組合活動への参画を促進するため、会議や研修等の開催時間や場所を工夫している」（同）
に取り組む組織も過半数を占める（第 1−12 図）。 

女性組合員比率別にみると、10％未満では「特に取り組んでいない」が 4 割強を占め、比率
の低い取り組みが多いが、10％以上の組織では目立った違いはみられない（第 1−10 表）。 

女性執行委員数別にみると、女性執行委員数が多いほど、取り組み比率が高い項目が多く、5
人以上の組織では、「平等参画等の研修会・学習会の実施」はすべての組織で取り組みが行われ
ている。また、「機関誌や HP で平等参画を特集」とともに「参画促進のためのオンライン活用」、
「会議や研修等の場所・時間の工夫」でも 9 割前後を占める。 

女性専従がいる組織、女性三役がいる組織でも取り組み比率の高い項目が多く、「参画促進のための
オンライン活用」や「会議や研修等の場所・時間の工夫」といった活動スタイルの見直しに取り
組む組織が多数を占める。  

第 1−12 図 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択） 
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第 － 図 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択）
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第 1−10 表 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択） 
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件
数

構成組織計 24 24 27 24 12 4 14 24 33 2 4 0 46

52.2 52.2 58.7 52.2 26.1 8.7 30.4 52.2 71.7 4.3 8.7 ･･･ 100.0

10％未満 0 2 1 1 0 1 4 2 2 1 3 0 7

･･･ 28.6 14.3 14.3 ･･･ 14.3 57.1 28.6 28.6 14.3 42.9 ･･･ 100.0

10％以上 15 13 15 13 7 1 3 13 19 0 0 0 23

65.2 56.5 65.2 56.5 30.4 4.3 13.0 56.5 82.6 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

30％以上 4 5 5 4 3 1 1 4 6 0 0 0 8

50.0 62.5 62.5 50.0 37.5 12.5 12.5 50.0 75.0 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

50％以上 5 4 6 6 2 1 6 5 6 1 1 0 8

62.5 50.0 75.0 75.0 25.0 12.5 75.0 62.5 75.0 12.5 12.5 ･･･ 100.0

ゼロ組織 2 4 3 1 1 0 3 4 5 1 3 0 13

15.4 30.8 23.1 7.7 7.7 ･･･ 23.1 30.8 38.5 7.7 23.1 ･･･ 100.0

１人 3 3 4 3 1 1 2 3 6 0 0 0 8

37.5 37.5 50.0 37.5 12.5 12.5 25.0 37.5 75.0 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 7 6 5 6 3 0 2 4 8 0 1 0 10

70.0 60.0 50.0 60.0 30.0 ･･･ 20.0 40.0 80.0 ･･･ 10.0 ･･･ 100.0

５人以上 12 11 15 14 7 3 7 13 14 1 0 0 15

80.0 73.3 100.0 93.3 46.7 20.0 46.7 86.7 93.3 6.7 ･･･ ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

7 11 12 10 3 2 6 12 16 2 4 0 27

25.9 40.7 44.4 37.0 11.1 7.4 22.2 44.4 59.3 7.4 14.8 ･･･ 100.0

女性専従がいる 17 13 15 14 9 2 8 12 17 0 0 0 19

89.5 68.4 78.9 73.7 47.4 10.5 42.1 63.2 89.5 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

16 17 18 15 7 2 8 16 24 1 4 0 37

43.2 45.9 48.6 40.5 18.9 5.4 21.6 43.2 64.9 2.7 10.8 ･･･ 100.0

女性三役がいる 8 7 9 9 5 2 6 8 9 1 0 0 9

88.9 77.8 100.0 100.0 55.6 22.2 66.7 88.9 100.0 11.1 ･･･ ･･･ 100.0
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３．女性役員選出のための取り組み 
（１）女性役員選出のための取り組み 

―「女性組合員対象の研修会の実施」がトップ、 
「役員選出時に議題化」、「加盟組合に女性選出を要請」、「数値目標の設定」がこれに続く― 

 
女性の執行委員選出の取り組みをみると、「女性組合員を対象に研修会などを実施している」（32 組

織、69.6％）が 7 割と最も多く、これに「役員選出の際、会議などで女性の選出を議題にする」（28 組
織、60.9％）、「加盟組合に対して、女性執行委員を選出するように要請する」（同）が 6 割、「女性参画
推進を実現するための数値目標を設定している」（25 組織、54.3％）が 5 割強で続いている。一方で、
「女性執行委員を選出するためのプロジェクトを設置している」（6 組織、13.0％）や「執行委員会への
女性のオブザーバー参加をすすめる」（同）に取り組む組織は少ない。なお、「特に取り組んでいない」
は 4 組織（8.7％）と 1 割近くを占める（第 1−13 図）。 

 
女性組合員比率別にみると、10％未満の組織では、「特に取り組んでいない」が 4 割強と多いが、「役

員選出時に女性選出を議題化」や「女性組合員対象の研修会などの実施」については 3 割近くの組織で
取り組みが行われている。一方、10％以上の組織をみると、「女性組合員対象の研修会などの実施」が 7
割以上を占めるなど、10％未満を大きく上回る取り組みが多い（第 1−11 表）。 

女性執行委員選出状況別にみると、女性執行委員を複数選出している組織では「特に取り組んでいな
い」はなく、ゼロ組織や 1 人選出組織に比べて取り組み比率の高い項目が多い。 

女性専従がいる組織、女性三役がいる組織でも取り組み比率が高い項目が多く、「女性組合員対象の
研修会などの実施」、「参画推進実現のための数値目標設定」では 8 割以上を占める。また、女性三役が

第 1−13 図 女性の執行委員選出の取り組み（複数選択） 
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いる組織では、構成組織計ではそれほど比率が高くない「女性中執候補への研修などの実施」や「女性
中執候補との意見交換」に取り組む組織が 3 分の 2 を占め、女性中執候補に対する取り組みが積極的に
行われていることがうかがわれる。 

 
  

第 1−11 表 女性の執行委員選出の取り組み（複数選択） 

 

参
画
推
進
実
現
の
た
め

の
数
値
目
標
設
定

役
員
選
出
時
に
女
性
選

出
の
議
題
化

女
性
の
専
従
執
行
委
員

へ
の
選
出

オ
ブ
ザ
ー

バ
ー

参
加
の

促
進

専
門
委
員
や
会
計
監
査

へ
の
女
性
選
出

加
盟
組
合
に
女
性
執
行

委
員
選
出
を
要
請

女
性
組
合
員
対
象
の
研

修
会
な
ど
の
実
施

女
性
選
出
の
た
め
の
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト
設
置

女
性
選
出
単
組
へ
の
働

き
か
け

女
性
中
執
候
補
へ
の
研

修
な
ど
の
実
施

女
性
中
執
候
補
と
の
意

見
交
換

他
の
構
成
組
織
と
の
情

報
交
換

そ
の
他

特
に
取
り
組
ん
で
い
な

い 無
回
答

件
数

構成組織計 25 28 16 6 15 28 32 6 15 12 10 10 6 4 0 46

54.3 60.9 34.8 13.0 32.6 60.9 69.6 13.0 32.6 26.1 21.7 21.7 13.0 8.7 ･･･ 100.0

10％未満 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 7

･･･ 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ 14.3 ･･･ 14.3 42.9 ･･･ 100.0
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30％以上 4 4 2 1 3 4 7 1 2 0 0 1 0 0 0 8

50.0 50.0 25.0 12.5 37.5 50.0 87.5 12.5 25.0 ･･･ ･･･ 12.5 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

50％以上 6 6 5 2 4 6 6 2 4 5 5 3 2 0 0 8

75.0 75.0 62.5 25.0 50.0 75.0 75.0 25.0 50.0 62.5 62.5 37.5 25.0 ･･･ ･･･ 100.0

ゼロ組織 3 6 0 3 1 5 5 1 1 0 1 2 1 3 0 13

23.1 46.2 ･･･ 23.1 7.7 38.5 38.5 7.7 7.7 ･･･ 7.7 15.4 7.7 23.1 ･･･ 100.0

１人 1 4 0 1 1 4 6 1 0 0 1 1 0 1 0 8

12.5 50.0 ･･･ 12.5 12.5 50.0 75.0 12.5 ･･･ ･･･ 12.5 12.5 ･･･ 12.5 ･･･ 100.0

２～４人 7 7 6 1 6 6 7 1 4 2 1 1 3 0 0 10
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５人以上 14 11 10 1 7 13 14 3 10 10 7 6 2 0 0 15
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女性専従がいる 16 14 15 2 9 15 17 4 11 10 6 6 2 0 0 19

84.2 73.7 78.9 10.5 47.4 78.9 89.5 21.1 57.9 52.6 31.6 31.6 10.5 ･･･ ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

16 20 10 5 7 20 23 4 8 6 4 7 4 4 0 37

43.2 54.1 27.0 13.5 18.9 54.1 62.2 10.8 21.6 16.2 10.8 18.9 10.8 10.8 ･･･ 100.0

女性三役がいる 9 8 6 1 8 8 9 2 7 6 6 3 2 0 0 9

100.0 88.9 66.7 11.1 88.9 88.9 100.0 22.2 77.8 66.7 66.7 33.3 22.2 ･･･ ･･･ 100.0
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（２）複数選出の取り組み 
女性執行委員を２人以上選出している組織に対して、女性執行委員を複数選出するために行っている

取り組みについて、自由記入形式でたずねたところ、19 組織からの回答があった。以下、その内容を掲
載する。 

 
構成組織名 女性執行委員を複数選出するための取り組み 

ＵＡゼンセン 
製造、流通、総合サービスの３部門に女性執行委員選出枠を割り当てている。 
ブロック代表女性執行委員会枠を設けている。 

自動車総連 
自動車総連「ジェンダー共同・多様性推進計画書」に基づき、女性組合役員比率向上に努
めている。 
大会や中央委員会に女性枠を設けることで、自動車総連の活動の理解促進に努めている。 

自治労 機関会議などの各種会議等で、その必要性を発信するように取り組んでいる。 
電機連合 男女平等政策および女性参画推進計画において、目標に掲げ、取り組みを推進している。 
ＪＡＭ 複数人の女性枠を定めている。 

生保労連 
数値目標を設定し、各組合への働きかけや要請を実施。女性執行委員をはじめ男性役員も
交えたメンバーで、ジェンダー平等推進に向けて検討を行う会議を実施。 

ＪＰ労組 
男女共同参画推進計画を策定し、運動目標、数値目標を掲げて各機関が目標達成に向けて
取り組んでいる。 

電力総連 

連合第３次男女平等参画推進計画を踏まえ、電力総連男女平等参画推進計画（H20：2008）
を作成。女性執行委員の参画について、役員推薦委員会において論議し、執行委員定数の
見直しを図ることとした。役員改選年を考慮し、2011 年９月の大会から２名の女性執行委
員を選出。現在、「組合員に占める女性比率を意識した水準」とするため、女性執行委員の
登用促進について、委員会を設置し、論議を重ねている。 

情報労連 
選出にあたり、「人事委員会」等での確認（水面下対応も含む）に基づき、加盟組合（規模
が大きい全国単組）に対して、女性執行委員の選出を依頼。 

ＪＥＣ連合 
ＪＥＣ連合構成の「6 部会より 1 名ずつ女性執行委員を選出すること。」を機関決定し、女
性中央執行委員選出のため、組織として継続的に取り組んでいる。 

フード連合 
男女平等参画の観点を踏まえ、中央執行委員に女性枠（13 業種別部会より男女ともに 1 名
ずつ）を設けている。 

損保労連 
中央執行委員に女性枠を設けて、女性の意見も取り入れられるよう単組へ選出を依頼して
いる。 

国公連合 
当組織の役員は構成組織からの推薦に基づき選出されることから、構成組織に対し女性役
員の積極的な選出を促している。 

航空連合 中央執行委員選出にあたり、女性代表枠を設けている。 
ゴム連合 部門別に人数枠を決め、選出して頂いている。 
印刷労連 各構成組織に対し、選出の要請を働きかけている。 
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構成組織名 女性執行委員を複数選出するための取り組み 

全労金 

2018 年７月に全労金「労働組合の行動計画」を確立し、2022 年９月までに産別・単組・
中間組織・⻘年委員会等の執行機関を組合員の男女比率に応じた体制とする取り組みを進
めている。特に、2020 年度以降は、産別の女性執行委員を増やすためには、単組・中間組
織・職場組織の女性参画が重要であるとの認識のもと、単組の男性を中心とした組織運営
や書記局運営、役員選考を解消するために「単組男女平等参画チェックシート」を策定し、
これまでの労働組合活動を点検し、見直す取り組みを進めている。 

全国ユニオン 
それぞれの単組を代表して全国ユニオンの全国委員を選出する際、立候補者が男性の場合
は性自認が男性以外の人をあと 1 人、女性の場合も性自認が男性以外の人をあと 1 人選出
できる女性枠（議決権なし）を設けている。 

自治労連 選出の際に出身単組に働きかけをしている。 
 
また、女性執行委員を選出していない組織に対して、連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ１の

「2024 年 9 月末までに女性役員（会計監査を除く）を選出」という目標を達成するために、どのような
取り組みが有効かをたずねたところ、6 組織からの回答があった。以下、その内容を掲載する。 

 
構成組織名 目標達成のために有効と思われる取り組み 

海員組合 

女性船員の比率は、約２%にとどまっており、女性の就労が進んでいない現状がある。ま
た、乗船サイクルや船舶の設備に関する課題、さらに組合の場合は執行委員（役員）とし
て就任する際には、会社を退職する必要があること等がハードルとしてあるが、女性選出
に向けて門扉を閉ざしているわけではない。 

全電線 各単組女性役員との意見交換などを実施し、女性役員が参画しやすい環境整備に努める。 
ＪＲ総連 職場改善や労働条件の向上を取り組むことで組合の必要性を理解してもらう。 
全水道 女性組合員の数を増やす。 

労供労連 

当組合の女性組合員の加盟目的は、労供事業の組合員として男女平等の賃金労働条件で就
労することが主であり、労働と生活以外の役員としての組合活動に積極的な組合員が少な
く、声掛けをしても難しい現実が続いています。 
女性組合員の人数が少ないこともあり、いわゆるクオータ制といった割り当ても難しいの
が現実で、これまで女性組合員独自の研修会などを開いてきてはいますが、成果をあげる
ところまでは行っていません。 

ＪＡ連合 

当組織においては、各単組とも業務の関係から、活動・会議等の時間的拘束が多い執行委
員の選出は困難でありますが、執行委員の下部役員として、運営委員の選出を積極的に取
り組む方向で進んでおります。当組織においては、執行委員にこだわらず、大会参加の代
議員、運営委員等への女性参加を増加させる取り組みを行う予定です。 
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（３）クオータ制導入についての検討 
―「すでに導入している」は 6 組織（13.0％）、4 割が＜導入・検討した＞― 
 
女性執行委員選出のためのクオータ制導入の検討状況については、「特に検討は行っていない」が 28

組織（60.9％）で全体の 6 割を占める。一方、＜導入・検討した＞は 4 割を占めるが、この内訳をみる
と、「すでにクオータ制を導入している」は 6 組織（13.0％）にとどまり、「現在、クオータ制の導入に
ついて検討している」が 4 組織（8.7％）、「検討は行ったが、現時点ではクオータ制の導入は考えていな
い」が 8 組織（17.4％）となっている（第 1−14 図）。 

女性組合員比率が 10％未満の組織では、＜導入・検討した＞組織はないが、10％以上の組織では、4
〜5 割を占める。 

＜導入・検討した＞割合は、女性執行委員数が多いほど多くなる。5 人以上の組織では 5 割強を占め、
3 分の 1 が「すでにクオータ制を導入している」と回答している。また、女性三役を選出している組織
では、「すでにクオータ制を導入している」が 4 割強を占め、＜導入・検討した＞割合は 5 割台半ばと
女性三役がいない組織を大きく上回っている。  

第 1−14 図 女性執行委員選出のためクオータ制導入についての検討の有無 
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（４）加盟単組の男女別執行委員数の把握 
―5 割近くが「すべての単組について把握」、＜把握している＞は 7 割強― 
 
加盟単組の男女別の執行委員数の把握状況をみると、「すべての組織について把握している」は 46 組

織中 21 組織（45.7％）と半数近くを占める。そのほか、「一部の組織については把握している」が 13 組
織（28.3％）で、これらをあわせた＜把握している＞は 7 割強に及ぶ。一方、「把握していない」は 8 組
織（17.4％）である（第 1−15 図）。 

女性執行委員ゼロ組織は「加盟する単組はないので該当しない」が 2 割を占め、＜把握している＞は
5 割弱にとどまるが、それ以外の組織ではいずれも 8 割強に及んでいる。 

また、女性専従、女性三役がいる組織では、「すべての単組について把握している」が過半数、＜把握
している＞が 8 割前後と多い。 

  

第 1−15 図 加盟単組の男女別の執行委員数の把握の有無 
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加盟組織の男女別の執行委員数を把握
していると回答した 34 組織に対し、把握
している方法を複数選択でたずねたとこ
ろ、「男女平等参画以外の調査で把握して
いる」が 20 組織（58.8％）と 6 割近くを
占め、「男女平等参画を目的とした調査を
実施し、把握している」（14 組織、41.2％）
に比べて多い（第 1−16 図）。 
  

第 1−16 図 加盟単組の男女別の執行委員数の把握（男女別執行委
員数を把握している組織・複数選択） 
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（５）女性役員の担当業務 
―「男女平等・ジェンダー平等」がトップ、これに「労働政策・社会政策」が続く― 
 
第 1−17 図は、女性執行委員を選出している 33 組織を対象に、女性執行委員の担当業務と責任者の

業務を複数選択でたずねた結果である。まず、担当業務をみると、「男女平等・ジェンダー平等など」が
21 組織（63.6％）と最も多く、これに「労働政策・社会政策」（17 組織、51.5％）が 5 割強で続いてい
る。以下、「組織化・組織対策」（11 組織、33.3％）、「産業政策」（同）、「広報・教育」（同）、「総務・財
政」（同）、「国際」（同）、「社会貢献活動」（9 組織、27.3％）、「賃金・労働条件」（8 組織、24.2％）、「⻘
年・ユース」（同）などとなっている。なお、「担当業務のいない女性執行委員がいる」も 4 組織（12.1％）
ある。 

責任者の業務をみると、担当している業務同様、「男女平等・ジェンダー平等など」が 12 組織（36.4％）、
「労働政策・社会政策」が 9 組織（27.3％）と多いが、いずれも担当している割合を大きく下回る。そ
のほかの業務については、いずれも 1〜2 割かそれ以下になっている。また「無回答」の 16 組織（48.5％）
は、女性が責任者を務める業務がない組織と考えられる。 

 
  

第 1−17 図 女性執行委員の担当業務（女性執行委員選出組織・複数選択） 
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女性執行委員数別にみると、１人選出組織は担当している業務の種類が少ないが、女性執行委員の人
数が多くなると、女性執行委員が担当している業務の幅が大きくなることがわかる。5 人以上では、「労
働政策・社会政策」が 8 割を占め、最も多い（第 1−12 表）。 

女性専従の有無別にみると、「男女平等・ジェンダー平等など」の比率に差はないが、その他の業務に
ついては、女性専従がいる組織がいない組織を大きく上回る業務が多く、「労働政策・社会政策」や「産
業政策」、「広報・教育」を担当している割合が過半数を占める。 

また、女性三役がいる組織では、「男女平等・ジェンダー平等など」が 9 割近くに達し、女性三役がい
ない組織を大きく上回るほか、「労働政策・社会政策」や「組織化・組織対策」、「総務・財政」、「社会貢
献活動」でも多数を占める。  

第 1−12 表 女性執行委員の担当業務（女性執行委員選出組織・複数選択） 
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件
数

構成組織計 21 8 11 11 17 6 11 11 9 8 11 4 4 3 33

63.6 24.2 33.3 33.3 51.5 18.2 33.3 33.3 27.3 24.2 33.3 12.1 12.1 9.1 100.0

10％未満 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 50.0 100.0

10％以上 10 5 6 10 11 5 7 6 5 5 7 3 1 1 18

55.6 27.8 33.3 55.6 61.1 27.8 38.9 33.3 27.8 27.8 38.9 16.7 5.6 5.6 100.0

30％以上 4 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 0 1 6

66.7 33.3 50.0 16.7 33.3 16.7 33.3 33.3 16.7 33.3 33.3 16.7 ･･･ 16.7 100.0

50％以上 6 1 2 0 4 0 2 3 3 1 2 0 3 0 7

85.7 14.3 28.6 ･･･ 57.1 ･･･ 28.6 42.9 42.9 14.3 28.6 ･･･ 42.9 ･･･ 100.0

１人 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8

37.5 ･･･ ･･･ 12.5 12.5 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 12.5 37.5 100.0

２～４人 7 1 3 5 4 2 4 1 1 3 2 0 1 0 10

70.0 10.0 30.0 50.0 40.0 20.0 40.0 10.0 10.0 30.0 20.0 ･･･ 10.0 ･･･ 100.0

５人以上 11 7 8 5 12 4 7 10 8 5 9 4 2 0 15

73.3 46.7 53.3 33.3 80.0 26.7 46.7 66.7 53.3 33.3 60.0 26.7 13.3 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

9 1 4 1 3 1 1 3 2 3 2 1 2 2 14

64.3 7.1 28.6 7.1 21.4 7.1 7.1 21.4 14.3 21.4 14.3 7.1 14.3 14.3 100.0

女性専従がいる 12 7 7 10 14 5 10 8 7 5 9 3 2 1 19

63.2 36.8 36.8 52.6 73.7 26.3 52.6 42.1 36.8 26.3 47.4 15.8 10.5 5.3 100.0

女性三役はいな
い

13 4 5 8 10 3 6 5 3 5 7 1 1 3 24

54.2 16.7 20.8 33.3 41.7 12.5 25.0 20.8 12.5 20.8 29.2 4.2 4.2 12.5 100.0

女性三役がいる 8 4 6 3 7 3 5 6 6 3 4 3 3 0 9

88.9 44.4 66.7 33.3 77.8 33.3 55.6 66.7 66.7 33.3 44.4 33.3 33.3 ･･･ 100.0
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女性執行委員が責任者の業務では、女性執行委員数が多くなるにつれて、責任者の業務の割合が多く
なる業務が多いが、女性執行委員が 5 人以上の組織でも無回答が 3 分の 1 を占める（第 1−13 表）。 

また、女性専従がいる、女性三役がいる組織では、多くの業務で女性の責任者がいる割合が相対的に
多くなっているが、いずれも無回答が 3 割台と少なくない。 
  

第 1−13 表 女性執行委員が責任者の業務（女性執行委員選出組織・複数選択） 
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構成組織計 12 3 2 6 9 2 7 3 2 2 4 3 16 33

36.4 9.1 6.1 18.2 27.3 6.1 21.2 9.1 6.1 6.1 12.1 9.1 48.5 100.0

10％未満 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 50.0 100.0

10％以上 5 1 1 5 5 1 3 1 1 1 0 2 10 18

27.8 5.6 5.6 27.8 27.8 5.6 16.7 5.6 5.6 5.6 ･･･ 11.1 55.6 100.0

30％以上 3 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 3 6

50.0 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 33.3 16.7 ･･･ ･･･ 33.3 16.7 50.0 100.0

50％以上 3 1 0 0 3 0 2 1 1 1 2 0 2 7

42.9 14.3 ･･･ ･･･ 42.9 ･･･ 28.6 14.3 14.3 14.3 28.6 ･･･ 28.6 100.0

１人 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 8

12.5 ･･･ ･･･ 12.5 12.5 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 75.0 100.0

２～４人 2 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 5 10

20.0 ･･･ ･･･ 20.0 10.0 ･･･ 20.0 ･･･ ･･･ 10.0 ･･･ ･･･ 50.0 100.0

５人以上 9 3 2 3 7 2 5 3 2 1 4 3 5 15

60.0 20.0 13.3 20.0 46.7 13.3 33.3 20.0 13.3 6.7 26.7 20.0 33.3 100.0
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28.6 ･･･ ･･･ ･･･ 7.1 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 7.1 ･･･ ･･･ 64.3 100.0

女性専従がいる 8 3 2 6 8 2 7 3 2 1 4 3 7 19

42.1 15.8 10.5 31.6 42.1 10.5 36.8 15.8 10.5 5.3 21.1 15.8 36.8 100.0
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29.2 8.3 4.2 16.7 20.8 4.2 16.7 8.3 4.2 8.3 8.3 4.2 54.2 100.0

女性三役がいる 5 1 1 2 4 1 3 1 1 0 2 2 3 9

55.6 11.1 11.1 22.2 44.4 11.1 33.3 11.1 11.1 ･･･ 22.2 22.2 33.3 100.0
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（６）計画の策定 
―「計画があり数値目標を明示している」は 46 組織中 18 組織（39.1％）― 
 
連合「ジェンダー平等推進計画」をもとにした自組織の計画策定についてみると、「計画があり数値目

標を明示している」は 46 組織中 18 組織（39.1％）である。これに「計画はあるが数値目標は明示して
いない」（1 組織、2.2％）をあわせた＜計画がある＞は、4 割強である。そのほか、「現在計画を策定中」
が 12 組織（26.1％）、「計画はない」が 15 組織（32.6％）である（第 1−18 図）。 

女性組合員比率別にみると、10％未満ではすべての組織が「計画はない」が、10％以上（50％未満）
では＜計画がある＞が 4 割前後、50％以上の組織では 4 分の 3 を占める。 

女性執行委員の選出状況別にみると、ゼロ組織では、＜計画がある＞は 2 割強と少ないが、「現在、計
画を策定中」が 4 割近くを占める。また、１人選出組織では、＜計画がある＞は皆無で、「計画はない」
が多数を占めている。複数選出組織の＜計画がある＞は 2〜4 人で 4 割、5 人以上では 8 割と多い。 

＜計画がある＞は女性専従、女性三役がいる組織で多く、特に女性三役がいる組織では、「計画があり
数値目標を明示している」が 8 割近くに及んでいる。  

第 1−18 図 連合「ジェンダー平等推進計画」をもとにした計画の有無 
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連合「ジェンダー平等推進計画」をもとにした＜計画がある＞と回答した 19 組織に計画にもとづく
取り組みの内容をたずねたところ、「特に取り組んでいない」は 1 組織（5.3％）にとどまり、ほとんど
の組織で取り組みが行われている（第 1−19 図）。 

具体的な取り組み内容をみると、「計画にもとづき、具体的な行動計画を作成している」（14 組織、
73.7％）、「計画の内容をホームページや機関紙（誌）に掲載している」（13 組織、68.4％）、「計画に沿っ
た進捗管理やフォローアップを行っている」（同）が 7 割前後と多いが、「計画達成のための『指針』や
『ガイドライン』（計画の手引き）を策定している」（11 組織、57.9％）や「加盟組合に対して、数値目
標を明示した計画の策定を要請している」（10 組織、52.6％）も過半数を占める。 

 
 
  

第 1−19 図 「ジェンダー平等推進計画」の取り組み（計画がある組織、複数選択） 
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第 － 図 「ジェンダー平等推進計画」の取り組み
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なお、計画がない組織に対して、計画がない理由を自由記入形式でたずねたところ、15 組織から回答
があった。以下、その内容を掲載する。 

 
 2022 年度定期大会（2022 年 7 月開催）で、運動方針に「第 1 次男女（ジェンダー）平等推進計

画」の策定に取り組む旨を記載。 
 いまだ男性社会で、女性が少なく。組合員の確保にも苦慮しているため。 
 組合の協約含め、男女賃金格差などの待遇の差は存在しないため、計画していない。 
 計画という形式は採っていないが、運動方針や春季生活闘争方針に盛り込んで進めている。 
 連合「ジェンダー平等推進計画」の策定前より現計画がスタートしていたため。 
 各加盟組合の取り組みを尊重している。 
 今後、作成を検討。 
 中央委員会で具体的な議論をしていないため。 
 女性組合員の比率が少なく、問題意識は持ちつつも、具体的な対応には至っていない。 
 主たる組合運動である賃金労働条件の向上については、同一労働同一賃金によって男女間格差が

ないことが一つ。社会運動としての組合活動については、男女間格差なく当組合全体で取り組ん
でいるため取り立ててジェンダー平等推進計画を立てる必要がない。また、女性組合員の主体的
な計画提案がないこと。 

 いったん作成した計画が頓挫した。 
 活動として女性を対象とした研修を実施することで補完している。 
 女性の活動家がいない。 
 ジェンダー平等というより、Ｄ＆Ｉ推進の一環として注力していく予定。 
 まだそこまで議論が進んでいない。 
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（７）トップリーダーの発信 
―「発信している」は 46 組織中 38 組織（82.6％）― 
 
リーダーによる男女平等参画、ジェンダー平等推進の実現についてのメッセージの発信については、

「発信している」が 46 組織中 38 組織（82.6％）と多数を占めるが、残りの 8 組織（17.4％）は「発信
していない」と回答している（第 1−20 図）。 

「発信している」は女性組合員比率 10％未満の組織でも 7 割強を占めるが、女性組合員比率が高いほ
ど「発信している」割合は多くなる。また、女性執行委員が 5 人以上、女性専従がいる、女性三役がい
る組織で「発信している」が 9 割超と多い。 

  

第 1−20 図 リーダーによる男女平等参画、ジェンダー平等推進の実現についてのメッセージ発信の有無 
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４．職場におけるジェンダー平等の取り組み 
（１）男女差別解消、育児・介護との両立の取り組み 

―「女活法や均等法の周知」が 7 割でトップ、一方、「特に取り組んでいない」も 1 割― 
 
構成組織の雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択）

をみると、「女性活躍推進法や男女雇用機会均等法の周知に取り組んでいる」が 32 組織（69.6％）と最
も多く、以下、「賃金実態調査等を実施して、男女間賃金格差の実態把握を行っている」（21 組織、
45.7％）が 5 割弱、「男女間賃金格差の是正に取り組むことを方針に掲げている」（17 組織、37.0％）
と「育児・介護休業法を上回る内容の労働協約の改定を方針に掲げている」（同）が 4 割弱、「加盟組
合の企業における女性活躍推進法にもとづく事業主行動計画の作成状況を把握している」（13 組織、
28.3％）が 3 割弱で続いている。一方、「生活関連手当の支給などにおける『世帯主』要件の廃止に取
り組んでいる」（4 組織、8.7％）や「自組織の事業主行動計画を策定し、公表している」（同）に取り
組む組織は相対的に少ない。なお、「特に取り組んでいない」が 5 組織（10.9％）である（第 1−21 図）。 

 

  

第 1−21 図 雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択） 
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第 － 図 雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択）
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女性組合員比率別にみると、10％未満の組織では「特に取り組んでいない」が 3 割弱を占めるが、「女
活法や均等法の周知」や「調査による男女間賃金格差の把握」は半数以上が取り組んでいる。各取り組
み比率は、女性組合員比率が高いほど多くなる傾向がみられ、50％以上の組織では「女活法や均等法の
周知」が 9 割弱、「女活法の行動計画作成状況の把握」が 6 割強と女性活躍推進法にかかわる取り組み
が進んでいる（第 1−14 表）。 

女性専従がいる組織、女性三役がいる組織で、比率が高い取り組みが多く、なかでも「女活法や均等
法の周知」は 8〜9 割に及んでいる。  

第 1−14 表 雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択） 
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い 無
回
答

件
数

構成組織計 32 17 21 4 13 4 17 5 0 46

69.6 37.0 45.7 8.7 28.3 8.7 37.0 10.9 ･･･ 100.0

10％未満 4 3 4 1 0 0 1 2 0 7

57.1 42.9 57.1 14.3 ･･･ ･･･ 14.3 28.6 ･･･ 100.0

10％以上 16 7 10 1 8 3 9 1 0 23

69.6 30.4 43.5 4.3 34.8 13.0 39.1 4.3 ･･･ 100.0

30％以上 5 4 4 0 0 0 3 1 0 8

62.5 50.0 50.0 ･･･ ･･･ ･･･ 37.5 12.5 ･･･ 100.0

50％以上 7 3 3 2 5 1 4 1 0 8

87.5 37.5 37.5 25.0 62.5 12.5 50.0 12.5 ･･･ 100.0

ゼロ組織 9 3 4 0 4 0 4 2 0 13

69.2 23.1 30.8 ･･･ 30.8 ･･･ 30.8 15.4 ･･･ 100.0

１人 6 3 4 1 2 1 2 0 0 8

75.0 37.5 50.0 12.5 25.0 12.5 25.0 ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 4 3 6 0 2 1 4 3 0 10

40.0 30.0 60.0 ･･･ 20.0 10.0 40.0 30.0 ･･･ 100.0

５人以上 13 8 7 3 5 2 7 0 0 15

86.7 53.3 46.7 20.0 33.3 13.3 46.7 ･･･ ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

17 9 10 2 7 2 8 4 0 27

63.0 33.3 37.0 7.4 25.9 7.4 29.6 14.8 ･･･ 100.0

女性専従がいる 15 8 11 2 6 2 9 1 0 19

78.9 42.1 57.9 10.5 31.6 10.5 47.4 5.3 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

24 12 16 2 10 2 12 5 0 37

64.9 32.4 43.2 5.4 27.0 5.4 32.4 13.5 ･･･ 100.0

女性三役がいる 8 5 5 2 3 2 5 0 0 9

88.9 55.6 55.6 22.2 33.3 22.2 55.6 ･･･ ･･･ 100.0
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（２）ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み 
―「ハラスメントに対する周知」がトップ、「特に取り組んでいない」が 3 割近くを占める― 
 
ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択）をみると、具体的な取り組

みについては、「ハラスメントに対する周知をはかっている」が 27 組織（58.7％）と最も多く、以下、
比率が大きく下がり、「学習会を実施している」（15 組織、32.8％）、「ハラスメント相談窓口を設置して
いる」（14 組織、30.4％）、「ハラスメント防止対策を策定している」（12 組織、26.1％）が 3 割前後で続
いている。なお、「特に取り組んでいない」が 46 組織中 13 組織（28.3％）と 3 割近くを占める（第 1−
22 図）。 

 
女性組合員比率が 10％未満の組織では過半数が「特に取り組んでいない」が、「ハラスメントに対す

る周知」は 4 割強を占める。一方、50％以上の組織では、「ハラスメント相談窓口の設置」が 6 割強と
最も多く、これに「ハラスメントに対する周知」と「ハラスメント防止対策の策定」、「学習会の実施」
が 5 割で続いている（第 1−15 表）。 

女性執行委員数別にみると、1 人選出組織で「特に取り組んでいない」が 6 割強と多い。一方、5 人
以上の組織では、すべての組織で取り組みが行われており、「ハラスメントに対する周知」が 9 割近く、
「学習会の開催」、「ハラスメント相談窓口の設置」も 7 割前後を占める。 

また、女性専従がいる組織、女性三役がいる組織で各取り組み比率が高くなっている。 
  

第 1−22 図 ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択） 
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第 － 図 ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択）
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第 1−15 表 ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択） 

 

指
針
の
策
定
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習
会
の
実
施

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す

る
周
知

ハ
ラ
ス
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談
窓

口
の
設
置

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対

策
の
策
定

そ
の
他

特
に
取
り
組
ん
で
い
な

い 無
回
答

件
数

構成組織計 7 15 27 14 12 3 13 0 46

15.2 32.6 58.7 30.4 26.1 6.5 28.3 ･･･ 100.0

10％未満 0 0 3 0 0 1 4 0 7

･･･ ･･･ 42.9 ･･･ ･･･ 14.3 57.1 ･･･ 100.0

10％以上 3 7 16 6 5 0 5 0 23

13.0 30.4 69.6 26.1 21.7 ･･･ 21.7 ･･･ 100.0

30％以上 1 4 4 3 3 1 3 0 8

12.5 50.0 50.0 37.5 37.5 12.5 37.5 ･･･ 100.0

50％以上 3 4 4 5 4 1 1 0 8

37.5 50.0 50.0 62.5 50.0 12.5 12.5 ･･･ 100.0

ゼロ組織 1 2 6 2 3 0 5 0 13

7.7 15.4 46.2 15.4 23.1 ･･･ 38.5 ･･･ 100.0

１人 0 0 3 0 0 1 5 0 8

･･･ ･･･ 37.5 ･･･ ･･･ 12.5 62.5 ･･･ 100.0

２～４人 2 2 5 2 2 2 3 0 10

20.0 20.0 50.0 20.0 20.0 20.0 30.0 ･･･ 100.0

５人以上 4 11 13 10 7 0 0 0 15

26.7 73.3 86.7 66.7 46.7 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

2 5 13 4 5 2 11 0 27

7.4 18.5 48.1 14.8 18.5 7.4 40.7 ･･･ 100.0

女性専従がいる 5 10 14 10 7 1 2 0 19

26.3 52.6 73.7 52.6 36.8 5.3 10.5 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

5 10 21 7 8 3 12 0 37

13.5 27.0 56.8 18.9 21.6 8.1 32.4 ･･･ 100.0

女性三役がいる 2 5 6 7 4 0 1 0 9

22.2 55.6 66.7 77.8 44.4 ･･･ 11.1 ･･･ 100.0

女
性
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比
率
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員
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性
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女
性
三
役

－58－



（３）加盟組合に対する要請 
―雇用管理上の男女差別の是正の上位は「ハラスメント防止措置の点検」、 

育児・介護との両立は「育介法の内容の周知」が中心― 

①雇用上の男女差別解消 
雇用管理上の男女差別の解消にかかわる加盟組合に対する要請をみると、「セクシュアル・ハラスメ

ントの防止措置の点検を要請している」（20 組織、43.5％）と「パワー・ハラスメントの防止措置の点
検を要請している」（19 組織、41.3％）が 4 割強、「マタニティ／パタニティ・ハラスメントの防止措
置の点検を要請している」（16 組織、34.8％）が 3 割台半ばとハラスメントの防止措置の点検が上位を
占める。以下、「非正規雇用の労働者の男女別の人数の把握を要請している」（13 組織、28.3％）、「男
女別の勤続年数の把握を要請している」（12 組織、26.1％）、「企業における女性管理職数（比率）の
把握を要請している」（10 組織、21.7％）が 2 割台で続いている。一方、「妊娠・出産を機に退職した
女性の状況について把握を要請している」（3 組織、6.5％）組織は少ない。なお、「特に取り組んでい
ない」が 14 組織（30.4％）となっている（第 1−23 図）。 

 

  

第 1−23 図 雇用管理上の男女差別の解消のために、加盟組合に対する要請（複数選択） 
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第 － 図 雇用管理上の男女差別の解消のために、加盟組合に対する要請（複数選択）
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女性組合員比率別にみると、上位のハラスメントの防止措置の点検の要請は 50％以上の組織で最も
比率は高いが、10％未満の組織でも取り組みが行われている（第 1−16 表）。 

女性執行委員数別では、女性執行委員が多い組織ほど、ハラスメント防止措置の点検を含め、加盟組
合に対して幅広い要請が行われている。 

また、女性専従、女性三役がいる組織では「特に取り組んでいない」は少なく、各要請の比率は女性
専従、女性三役がいない組織を上回る。とりわけ、女性三役がいる組織では、「セクハラ防止措置の点検」
と「パワハラ防止措置の点検」を要請している組織が 8 割近くと多くなっている。  

第 1−16 表 雇用管理上の男女差別の解消のために、加盟組合に対する要請（複数選択） 
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構成組織計 6 10 12 6 8 3 13 20 19 16 3 14 4 0 46

13.0 21.7 26.1 13.0 17.4 6.5 28.3 43.5 41.3 34.8 6.5 30.4 8.7 ･･･ 100.0

10％未満 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 3 1 0 7

･･･ ･･･ 14.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 28.6 28.6 28.6 14.3 42.9 14.3 ･･･ 100.0

10％以上 4 5 7 4 4 1 7 10 9 7 2 6 3 0 23

17.4 21.7 30.4 17.4 17.4 4.3 30.4 43.5 39.1 30.4 8.7 26.1 13.0 ･･･ 100.0

30％以上 0 2 1 0 1 0 4 3 3 3 0 3 0 0 8

･･･ 25.0 12.5 ･･･ 12.5 ･･･ 50.0 37.5 37.5 37.5 ･･･ 37.5 ･･･ ･･･ 100.0

50％以上 2 3 3 2 3 2 2 5 5 4 0 2 0 0 8

25.0 37.5 37.5 25.0 37.5 25.0 25.0 62.5 62.5 50.0 ･･･ 25.0 ･･･ ･･･ 100.0

ゼロ組織 1 1 2 0 1 1 2 3 3 2 1 5 3 0 13

7.7 7.7 15.4 ･･･ 7.7 7.7 15.4 23.1 23.1 15.4 7.7 38.5 23.1 ･･･ 100.0

１人 1 2 2 1 1 0 0 3 2 2 0 3 0 0 8

12.5 25.0 25.0 12.5 12.5 ･･･ ･･･ 37.5 25.0 25.0 ･･･ 37.5 ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 2 2 2 2 1 1 3 5 5 4 2 4 0 0 10

20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0 30.0 50.0 50.0 40.0 20.0 40.0 ･･･ ･･･ 100.0

５人以上 2 5 6 3 5 1 8 9 9 8 0 2 1 0 15

13.3 33.3 40.0 20.0 33.3 6.7 53.3 60.0 60.0 53.3 ･･･ 13.3 6.7 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

4 4 5 3 4 2 6 9 8 6 1 12 3 0 27

14.8 14.8 18.5 11.1 14.8 7.4 22.2 33.3 29.6 22.2 3.7 44.4 11.1 ･･･ 100.0

女性専従がいる 2 6 7 3 4 1 7 11 11 10 2 2 1 0 19

10.5 31.6 36.8 15.8 21.1 5.3 36.8 57.9 57.9 52.6 10.5 10.5 5.3 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

4 7 8 2 3 2 8 13 12 11 3 13 4 0 37

10.8 18.9 21.6 5.4 8.1 5.4 21.6 35.1 32.4 29.7 8.1 35.1 10.8 ･･･ 100.0

女性三役がいる 2 3 4 4 5 1 5 7 7 5 0 1 0 0 9

22.2 33.3 44.4 44.4 55.6 11.1 55.6 77.8 77.8 55.6 ･･･ 11.1 ･･･ ･･･ 100.0
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②育児・介護との両立 
仕事と育児・介護との両立にかかわる加盟組合への要請（複数選択）をみると、要請を行っている割

合が多いのは、「育児・介護休業法の内容の周知に取り組んでいる」で 31 組織（67.4％）を占める。以
下、比率は大きく下がり、「男女別の育児休業の取得状況の把握を要請している」が 16 組織（34.8％）、
「男女別の介護休業の取得状況の把握を要請している」が 13 組織（28.3％）、「ケア・ハラスメントの
防止措置の点検を要請している」が 9 組織（19.6％）となっている。一方で、「特に取り組んでいない」
は 10 組織（21.7％）である（第 1−24 図）。 

 
 

 
  

第 1−24 図 仕事と育児・介護との両立のために、加盟組合に対する要請（複数選択） 
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第 － 図 仕事と育児・介護との両立のために、加盟組合に対する要請（複数選択）
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「育児・介護休業法の内容の周知」は女性組合員比率が高いほど比率が高くなり、50％以上の組織で
は 9 割近くに及ぶ（第 1−17 表）。 

女性執行委員数別では、ゼロ組織に比べ 1 人以上選出している組織で各取り組みを要請している比率
が高く、「育児・介護休業法の内容の周知」では 8 割前後を占める。 

女性専従がいる組織、女性三役がいる組織では、「特に取り組んでいない」は皆無である。各要請の比
率は女性専従、女性三役がいない組織に比べて高く、「育児・介護休業法の内容の周知」を要請している
割合は 9 割超に及んでいる。 

第 1−17 表 仕事と育児・介護との両立のために、加盟組合に対する要請（複数選択） 
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構成組織計 31 16 13 9 3 10 4 0 46

67.4 34.8 28.3 19.6 6.5 21.7 8.7 ･･･ 100.0

10％未満 2 0 0 1 1 3 1 0 7

28.6 ･･･ ･･･ 14.3 14.3 42.9 14.3 ･･･ 100.0

10％以上 16 11 9 4 1 4 3 0 23

69.6 47.8 39.1 17.4 4.3 17.4 13.0 ･･･ 100.0

30％以上 6 0 0 0 1 2 0 0 8

75.0 ･･･ ･･･ ･･･ 12.5 25.0 ･･･ ･･･ 100.0

50％以上 7 5 4 4 0 1 0 0 8

87.5 62.5 50.0 50.0 ･･･ 12.5 ･･･ ･･･ 100.0

ゼロ組織 5 2 0 1 1 4 3 0 13

38.5 15.4 ･･･ 7.7 7.7 30.8 23.1 ･･･ 100.0

１人 6 3 3 1 0 2 0 0 8

75.0 37.5 37.5 12.5 ･･･ 25.0 ･･･ ･･･ 100.0
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13 8 5 3 1 10 3 0 27

48.1 29.6 18.5 11.1 3.7 37.0 11.1 ･･･ 100.0

女性専従がいる 18 8 8 6 2 0 1 0 19

94.7 42.1 42.1 31.6 10.5 ･･･ 5.3 ･･･ 100.0
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い

22 10 8 6 3 10 4 0 37

59.5 27.0 21.6 16.2 8.1 27.0 10.8 ･･･ 100.0

女性三役がいる 9 6 5 3 0 0 0 0 9

100.0 66.7 55.6 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0
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第２章 地方連合会調査 
１．Change！達成目標 
（１）男女別の組合員比率の把握 

―「すべての組織について把握している」は 47 組織中 18 組織（38.3％）― 
 
加盟組織の男女別組合員数の把握状況をみると、「一部の組織については把握している」が 22 組織

（46.8％）と最も多く、「すべての組織について把握している」は 47 組織中 18 組織（38.3％）にとどま
る。一方、「把握していない」は 7 組織（14.9％）である（第 2−1 図）。 

「すべての組織について把握している」は女性専従がいない組織で 4 割強と多くなっているが、「一
部」を含めた＜把握している＞割合は女性専従または女性三役がいる組織で 9 割に及び女性専従または
女性三役がいない組織を上回っている。 

 
  

第 2−1 図 加盟組織の男女別の組合員数の把握の有無 
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男女別組合員数についてすべてまた
は一部を把握している組織に、その把握
方法を複数選択でたずねたところ、「組
織現勢把握時に報告を求めている」が
40 組織中 27 組織（67.5％）と 7 割近く
を占める。そのほか、「男女平等参画が
目的の調査で把握」16 組織（40.0％）、
「男女平等参画以外の調査で把握」が 7
組織（17.5％）となっている（第 2−2
図）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）組合員比率に応じた女性役員の選出 
―女性執行委員比率 14.6％、女性三役比率は 6.6％― 

①女性執行委員の選出 
第 2−3 図は、女性執行委員比率の推移を示している。2022 年調査の女性執行委員比率は 14.6％で、

第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べて、7 ポイント上昇した。 

第 2−2 図 加盟組織の男女別の組合員数の把握方法（男女別組合委
員数を把握している組織、複数選択） 
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第 － 図 構成組織の男女別の組合員数の把握方法
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第 2−3 図 女性組合員比率と女性執行委員比率 
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女性執行委員数をみると、「5 人以上」選出している組織が 47 組織中 24 組織（51.1％）と半数を占
め、複数選出組織が 44 組織（93.6％）を占める。女性執行委員ゼロ組織は皆無であるが、3 組織（6.4％）
が「1 人」選出である（第 2−1 表）。 

②女性専従の選出 
女性専従を選出している組織は 47 組織中 25 組織（53.2％）と過半数を占める。地方連合会全体の女

性専従者数は 34 人である。女性専従選出組織、地方連合会全体の女性専従者数は増加が続いており、
2014 年調査との比較では女性専従選出組織が 14 組織、女性専従者数は 18 人増加した（第 2−4 図）。 

  

第 2−1 表 女性執行委員数 
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第 2−4 図 女性専従役員を選出している組織の推移 
第2－ 3表 　女 性 専 従役 員 を選 出 し てい る 組織 の 推 移

2003年 2007年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

女性専従役員選出組織 比率・％  23.4 19.1 23.4 27.7 38.3 36.2 42.6 44.7 44.7 46.8 53.2

（選出組織数）  (11) (9) (11) (13) (18) (17) (20) (21) (21) (22) (25)

（女性専従役員・累計人数）  (13) (11) (16) (18) (24) (23) (28) (32) (31) (32) (34)
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③役職別の女性役員の選出 
地方連合会の女性執行委員数は、執行委員（1,937 人）のうち 283 人で、2021 年調査に比べて 24 人

増加した（第 2−2 表）。 
女性三役を選出している組織は 22 組織

（46.8％）、三役に占める女性比率は 6.6％で
ある。2014 年調査では、女性三役を選出し
ていた地方連合会は 16 組織で、第 4 次計画
期間中に女性三役を選出した組織数は 6 組
織増加した。女性三役数は 36 人（6.6％）で、
2021 年調査よりも 6 人増加している。役職
別にみると、「会⻑」が 2 人、「会⻑代行」が
2 人、「事務局⻑」が 3 人でそれ以外の 29 人
が「副会⻑」である。 

三役以外の女性執行委員の役職は、「副事
務局⻑」が 27 人（16.3％）、「四役以外の執
行委員」が 198 人（18.0％）、「特別執行委員」
が 22 人（18.2％）である。 

また、女性の「会計監査」は 19 人、女性
比率は 14.0％である。 

④特別執行委員制度 
特別執行委員制度（複数選択）

については、「特別執行委員制度は
ない」が 23 組織（48.9％）を占め、
「女性の選出を目的とした制度が
ある」組織は 10 組織（21.3％）で
ある（第 2−5 図）。  

第 2−2 表 役職別にみた役員数と女性比率 
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第 2−5 図 特別執行委員制度（複数選択） 
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第 － 図 特別執行委員制度（複数選択）
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⑤女性枠の有無 
女性枠についてみると、執行委員に女性枠が

「ある」組織は 35 組織（74.5％）と多数を占
める。女性枠が「ある」割合は女性執行委員を
5 人以上選出している組織で 8 割と多いが、1
人選出、2〜4 人選出組織でも 7 割前後と多数
を占める。また、女性執行委員比率が高い組織
ほど女性枠が「ある」割合が多い（第 2−3 表）。 

一方、専従執行委員に女性枠がある組織は 1
組織（2.1％）のみで大半の組織で専従執行委員
の女性枠はない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）運動方針へのジェンダー平等推進の明記 
―47 組織中 45 組織が「ジェンダー平等の推進を明記」― 
運動方針への明記については、「ジェンダー平等の推進を明記」が 47 組織中 45 組織（95.7％）と大

多数を占め、「男女平等参画の推進を明記」は 2 組織（4.3％）である（第 2−6 図）。 

第 2−3 表 執行委員会における女性枠の有無 

 

あ
る

な
い

無
回
答

あ
る

な
い

無
回
答

地方連合会計 35 12 0 1 44 2 47

74.5 25.5 ･･･ 2.1 93.6 4.3 100.0

１人 2 1 0 0 3 0 3

66.7 33.3 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

２～４人 14 6 0 0 19 1 20

70.0 30.0 ･･･ ･･･ 95.0 5.0 100.0

５人以上 19 5 0 1 22 1 24

79.2 20.8 ･･･ 4.2 91.7 4.2 100.0

10％未満 9 7 0 0 16 0 16

56.3 43.8 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

10％以上 16 5 0 0 20 1 21

76.2 23.8 ･･･ ･･･ 95.2 4.8 100.0

20％以上 10 0 0 1 8 1 10

100.0 ･･･ ･･･ 10.0 80.0 10.0 100.0

女性専従はいな
い

16 6 0 0 22 0 22

72.7 27.3 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

女性専従がいる 19 6 0 1 22 2 25

76.0 24.0 ･･･ 4.0 88.0 8.0 100.0

女性三役はいな
い

18 7 0 1 23 1 25

72.0 28.0 ･･･ 4.0 92.0 4.0 100.0

女性三役がいる 17 5 0 0 21 1 22

77.3 22.7 ･･･ ･･･ 95.5 4.5 100.0

専従執行委員 件
数

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役

執行委員

第 2−6 図 運動方針への「男女平等参画の推進」や「ジェンダー平等の推進」の明記の有無 
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い
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２．Challenge！推進目標 
（１）議決機関における女性の参画 

―女性大会代議員比率は 15.9％、女性地方委員比率は 13.2％― 

①女性大会代議員比率 
大会代議員に占める女性比率は 15.9％である。第 4 次計画開始翌年（2014 年調査）と比べると、7 ポ

イント上昇しているが、2021 年調査と比べてわずかに低下がみられた（第 2−7 図）。 

 
  

第 2−7 図 女性代議員比率 
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多くの組織が女性大会代議員比率 1〜30％未満に分布しているが、女性大会代議員比率「0％」も 3 組
織（6.4％）ある（第 2−4 表）。 

また、女性大会代議員比率は、女性執行委員数が多い、女性執行委員比率が高い組織ほど高くなる傾
向がみられ、女性執行委員が 5 人以上、女性執行委員比率が 20％以上の組織では 2 割前後を占める。ま
た、女性専従がいる組織、女性三役がいる組織で女性代議員比率がやや高い。 

  

第 2−4 表 女性大会代議員比率（加重平均） 

 

０
％

１
０
％
未
満

１
０
％
以
上

２
０
％
以
上

３
０
％
以
上

無
回
答

件
数

中
央
値
・
％

平
均
値
・
％

地方連合会計 3 13 14 14 3 0 47 14.2 15.9

6.4 27.7 29.8 29.8 6.4 ･･･ 100.0

１人 1 0 0 2 0 0 3 20.0 11.2

33.3 ･･･ ･･･ 66.7 ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 1 8 7 4 0 0 20 12.2 12.9

5.0 40.0 35.0 20.0 ･･･ ･･･ 100.0

５人以上 1 5 7 8 3 0 24 16.0 18.6

4.2 20.8 29.2 33.3 12.5 ･･･ 100.0

10％未満 2 5 6 3 0 0 16 12.4 11.9

12.5 31.3 37.5 18.8 ･･･ ･･･ 100.0

10％以上 0 7 6 6 2 0 21 13.1 16.3

･･･ 33.3 28.6 28.6 9.5 ･･･ 100.0

20％以上 1 1 2 5 1 0 10 21.5 21.4

10.0 10.0 20.0 50.0 10.0 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

2 8 7 5 0 0 22 11.8 12.1

9.1 36.4 31.8 22.7 ･･･ ･･･ 100.0

女性専従がいる 1 5 7 9 3 0 25 19.6 19.6

4.0 20.0 28.0 36.0 12.0 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

3 5 7 10 0 0 25 16.9 14.7

12.0 20.0 28.0 40.0 ･･･ ･･･ 100.0

女性三役がいる 0 8 7 4 3 0 22 14.1 17.0

･･･ 36.4 31.8 18.2 13.6 ･･･ 100.0

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役
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②女性地方委員比率 
地方委員会を設置している地方連合会は、47 組織中 32 組織（68.1％）である。女性地方委員比率は

13.2％で 2021 年調査よりも２ポイント、2014 年調査との比較では 7 ポイント上昇している（第 2−8
図、第 2−5 表）。 

  

第 2−8 図 地方委員に占める女性比率（％） 
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女性地方委員比率は「10％未満」が 14 組織（43.8％）と多く、女性地方委員「0％」も 4 組織（12.5％）
ある。 

女性地方委員比率は、女性大会代議員比率同様、女性執行委員数が多い、または、女性執行委員比率
が高い組織ほど高くなる傾向がみられ、女性執行委員 20％以上の組織では 2 割を占める。また、女性専
従がいる組織、女性三役がいる組織で相対的に比率が高い。 

 
 
  

第 2−5 表 女性地方委員比率（加重平均） 

 

０
％

１
０
％
未
満

１
０
％
以
上

２
０
％
以
上

３
０
％
以
上

中
央
値
・
％

平
均
値
・
％

地方連合会計 15 32 4 14 8 3 3 8.1 13.2

31.9 68.1 12.5 43.8 25.0 9.4 9.4

１人 1 2 1 1 0 0 0 2.0 1.0

33.3 66.7 50.0 50.0 ･･･ ･･･ ･･･

２～４人 6 14 2 7 4 0 1 4.0 10.4

30.0 70.0 14.3 50.0 28.6 ･･･ 7.1

５人以上 8 16 1 6 4 3 2 12.3 16.6

33.3 66.7 6.3 37.5 25.0 18.8 12.5

10％未満 6 10 2 4 3 0 1 3.7 11.2

37.5 62.5 20.0 40.0 30.0 ･･･ 10.0

10％以上 6 15 2 9 2 1 1 6.1 11.8

28.6 71.4 13.3 60.0 13.3 6.7 6.7

20％以上 3 7 0 1 3 2 1 17.9 20.5

30.0 70.0 ･･･ 14.3 42.9 28.6 14.3

女性専従はいな
い

5 17 3 10 1 1 2 4.0 9.9

22.7 77.3 17.6 58.8 5.9 5.9 11.8

女性専従がいる 10 15 1 4 7 2 1 15.4 16.2

40.0 60.0 6.7 26.7 46.7 13.3 6.7

女性三役はいな
い

6 19 4 8 5 0 2 6.3 11.1

24.0 76.0 21.1 42.1 26.3 ･･･ 10.5

女性三役がいる 9 13 0 6 3 3 1 10.9 16.1

40.9 59.1 ･･･ 46.2 23.1 23.1 7.7

女
性
専
従

女
性
三
役

設
置
し
て
い
る

設
置
し
て
い
な
い

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率
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③女性枠の有無 
第 2−6 表は、大会代議員と地方委員の女性枠の有無を示している。まず、大会代議員について女性

枠が「ある」組織は 47 組織中 14 組織（29.8％）である。女性執行委員 1 人選出組織では女性枠が「あ
る」は皆無であるが、それ以外では女性執行委員の選出状況による違いはみられない。 

地方委員については、女性枠が「ある」組織は 32 組織中 6 組織（18.8％）にとどまる。 

  

第 2−6 表 女性枠の有無 

 

あ
る

な
い

無
回
答

件
数

あ
る

な
い

無
回
答

件
数

地方連合会計 14 33 0 47 6 24 2 32

29.8 70.2 ･･･ 100.0 18.8 75.0 6.3 100.0

１人 0 3 0 3 0 2 0 2

･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 ･･･ 100.0

２～４人 6 14 0 20 4 9 1 14

30.0 70.0 ･･･ 100.0 28.6 64.3 7.1 100.0

５人以上 8 16 0 24 2 13 1 16

33.3 66.7 ･･･ 100.0 12.5 81.3 6.3 100.0

10％未満 4 12 0 16 3 6 1 10

25.0 75.0 ･･･ 100.0 30.0 60.0 10.0 100.0

10％以上 7 14 0 21 2 13 0 15

33.3 66.7 ･･･ 100.0 13.3 86.7 ･･･ 100.0

20％以上 3 7 0 10 1 5 1 7

30.0 70.0 ･･･ 100.0 14.3 71.4 14.3 100.0

女性専従はいな
い

6 16 0 22 3 13 1 17

27.3 72.7 ･･･ 100.0 17.6 76.5 5.9 100.0

女性専従がいる 8 17 0 25 3 11 1 15

32.0 68.0 ･･･ 100.0 20.0 73.3 6.7 100.0

女性三役はいな
い

7 18 0 25 4 15 0 19

28.0 72.0 ･･･ 100.0 21.1 78.9 ･･･ 100.0

女性三役がいる 7 15 0 22 2 9 2 13

31.8 68.2 ･･･ 100.0 15.4 69.2 15.4 100.0

地方委員

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役

大会代議員
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④特別代議員・特別地方委員制度 
特別代議員制度（複数選択）についてみると、「女性の選出を目的とした制度がある」が 28 組織（59.6％）

と 6 割を占める。同割合は、女性専従がいない組織で 7 割強と女性専従がいる組織を上回るが、女性三
役の有無別にみると、女性三役がいる組織で制度がある割合が多くなっている（第 2−7 表）。 

特別地方委員制度（複数選択）については、「女性の選出を目的とした制度がある」は 32 組織中 14 組
織（43.8％）である。同割合は、特別代議員制度同様、女性専従はいない組織で相対的に多い。 

 
  

第 2−7 表 特別代議員／地方委員制度（複数選択） 

 

女
性
の
選
出
を
目
的
と

し
た
制
度
が
あ
る

左
記
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の
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制
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特
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制
度
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い 無
回
答
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数

女
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の
選
出
を
目
的
と

し
た
制
度
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あ
る

左
記
以
外
の
目
的
の
た

め
の
制
度
が
あ
る

特
別
地
方
委
員
制
度
は

な
い

無
回
答

件
数

地方連合会計 28 25 5 1 47 14 19 5 0 32

59.6 53.2 10.6 2.1 100.0 43.8 59.4 15.6 ･･･ 100.0

１人 2 2 0 0 3 1 2 0 0 2

66.7 66.7 ･･･ ･･･ 100.0 50.0 100.0 ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 10 10 3 1 20 5 8 2 0 14

50.0 50.0 15.0 5.0 100.0 35.7 57.1 14.3 ･･･ 100.0

５人以上 16 13 2 0 24 8 9 3 0 16

66.7 54.2 8.3 ･･･ 100.0 50.0 56.3 18.8 ･･･ 100.0

10％未満 7 10 1 1 16 2 9 1 0 10

43.8 62.5 6.3 6.3 100.0 20.0 90.0 10.0 ･･･ 100.0

10％以上 15 9 3 0 21 9 5 3 0 15

71.4 42.9 14.3 ･･･ 100.0 60.0 33.3 20.0 ･･･ 100.0

20％以上 6 6 1 0 10 3 5 1 0 7

60.0 60.0 10.0 ･･･ 100.0 42.9 71.4 14.3 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

16 11 1 1 22 9 9 2 0 17

72.7 50.0 4.5 4.5 100.0 52.9 52.9 11.8 ･･･ 100.0

女性専従がいる 12 14 4 0 25 5 10 3 0 15

48.0 56.0 16.0 ･･･ 100.0 33.3 66.7 20.0 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

12 16 2 0 25 8 12 1 0 19

48.0 64.0 8.0 ･･･ 100.0 42.1 63.2 5.3 ･･･ 100.0

女性三役がいる 16 9 3 1 22 6 7 4 0 13

72.7 40.9 13.6 4.5 100.0 46.2 53.8 30.8 ･･･ 100.0

特別地方委員

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役

特別代議員
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（２）ジェンダー平等を目的とする委員会組織の設置 
―委員会組織が「ある」は 47 組織中 28 組織（59.6％）、 

男女平等参画、女性のネットワークづくりのための委員会組織に比べ設置割合が少ない― 
 
男女平等だけでなく、「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織が「ある」

は 28 組織（59.6％）である（第 2−9 図）。 
「ある」割合は、女性執行委員が 20％以上いる組織で 9 割に及んでいる。 
なお、後掲の男女平等参画のための環境整備等を目的とした委員会組織（42 組織、89.4％）、女性の

ネットワークづくり等を目的とした委員会組織（43 組織、91.5％）に比べると設置している組織が少な
い。 

  

第 2−9 図 男女平等だけでなく「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を目的に明示した委員会組織 
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男女平等参画のための環境整備等を目的とした委員会組織については、「ある」が 47 組織中 42 組織
（89.4％）と多数を占める（第 2−10 図）。 

女性執行委員が 5 人以上の組織で、「ある」がやや少ない。 
 

  

第 2−10 図 男女平等参画のための環境整備等を目的に設置された委員会組織 
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女性のネットワークづくり等を目的とした委員会組織については、「ある」が 47 組織中 43 組織（91.5％）
と多数に及んでいる（第 2−11 図）。 

  

第 2−11 図 女性のネットワークづくり等を目的に設置された委員会組織 
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（３）活動スタイルの点検、見直し 
―「会議や研修等の場所・時間の工夫」、「参画促進のためのオンライン活用」が 6〜7 割― 
 
男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択）についてみると、「特に取り組んでいない」

は 1 組織（2.1％）で、大半の地方連合会で取り組みが行われている。具体的な取り組み内容をみると、
多様な人たちが参画できる活動のための「会議や研修等の場所・時間の工夫」（28 組織、59.6％）や「参
画促進のためのオンライン活用」（32 組織、68.1％）に取り組む組織は 6〜7 割を占める。そのほか、「平
等参画等の研修会・学習会実施」（39 組織、83.0％）と「機関紙や HP で平等参画等を特集」（35 組織、
74.5％）が 7〜8 割と多い（第 2−12 図）。 

  

第 2−12 図 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択） 
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女性執行委員の選出状況別にみると、女性執行委員数が多い、女性執行委員比率が高い組織で幅広い
取り組みが行われている。「会議や研修等の場所・時間の工夫」については、複数選出組織で 6 割を占
め、1 人選出組織を上回る。また、「参画促進のためのオンライン活用」については女性執行委員 5 人以
上選出組織で 8 割強が取り組んでいる（第 2−8 表）。 

また、「会議や研修等の場所・時間の工夫」、「参画促進のためのオンライン活用」については、女性専
従がいる組織、女性三役がいる組織で取り組み比率が高い。 

  

第 2−8 表 男女平等参画、ジェンダー平等推進の取り組み（複数選択） 
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り
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ん
で
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な
い

無
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答

件
数

地方連合会計 30 29 39 35 14 2 29 28 32 2 1 0 47

63.8 61.7 83.0 74.5 29.8 4.3 61.7 59.6 68.1 4.3 2.1 ･･･ 100.0

１人 1 3 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3

33.3 100.0 100.0 66.7 ･･･ ･･･ ･･･ 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 13 9 13 13 5 0 11 12 12 0 1 0 20

65.0 45.0 65.0 65.0 25.0 ･･･ 55.0 60.0 60.0 ･･･ 5.0 ･･･ 100.0

５人以上 16 17 23 20 9 2 18 15 20 2 0 0 24

66.7 70.8 95.8 83.3 37.5 8.3 75.0 62.5 83.3 8.3 ･･･ ･･･ 100.0

10％未満 9 10 12 11 3 0 5 11 9 0 0 0 16

56.3 62.5 75.0 68.8 18.8 ･･･ 31.3 68.8 56.3 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

10％以上 14 10 17 16 5 0 16 8 14 0 1 0 21

66.7 47.6 81.0 76.2 23.8 ･･･ 76.2 38.1 66.7 ･･･ 4.8 ･･･ 100.0

20％以上 7 9 10 8 6 2 8 9 9 2 0 0 10

70.0 90.0 100.0 80.0 60.0 20.0 80.0 90.0 90.0 20.0 ･･･ ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

14 10 17 15 5 0 11 11 10 0 1 0 22

63.6 45.5 77.3 68.2 22.7 ･･･ 50.0 50.0 45.5 ･･･ 4.5 ･･･ 100.0

女性専従がいる 16 19 22 20 9 2 18 17 22 2 0 0 25

64.0 76.0 88.0 80.0 36.0 8.0 72.0 68.0 88.0 8.0 ･･･ ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

15 14 20 18 6 0 14 11 13 0 1 0 25

60.0 56.0 80.0 72.0 24.0 ･･･ 56.0 44.0 52.0 ･･･ 4.0 ･･･ 100.0

女性三役がいる 15 15 19 17 8 2 15 17 19 2 0 0 22

68.2 68.2 86.4 77.3 36.4 9.1 68.2 77.3 86.4 9.1 ･･･ ･･･ 100.0
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３．女性役員選出のための取り組み 
（１）女性役員選出のための取り組み 

―全組織で取り組みを実施、上位は「構成組織への要請」、「数値目標設定」、「研修会の実施」― 
 
女性の執行委員選出の取り組みをみると、「特に取り組んでいない」は皆無で、すべての組織で取り組

みが行われている。取り組み比率が高いのは、「構成組織に女性執行委員選出を要請」（34 組織、72.3％）、
「参画推進実現のための数値目標の設定」（33 組織、70.2％）、「女性組合員対象の研修会などの実施」
（同）が 7 割強を占め、上位にあげられている。また、「役員選出時に女性選出の議題化」（29 組織、
61.7％）、「専門委員や会計監査への女性選出」（25 組織、53.2％）、「女性選出単組への働きかけ」（同）
についても過半数の組織で取り組みが行われている。一方で、「女性選出のためのプロジェクトの設置」
（4 組織、8.5％）や「オブザーバー参加の促進」（同）に取り組む組織は少ない（第 2−13 図）。 

 
  

第 2−13 図 女性の執行委員選出の取り組み（複数選択） 
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女性執行委員の選出状況別にみると、女性執行委員 1 人選出組織においても、すべての組織で「参画
推進実現のための数値目標設定」、「専門委員や会計監査への女性選出」に取り組んでいる。また、5 人
以上選出している組織では、「役員選出時に女性選出の議題化」、「構成組織に女性執行委員選出を要請」、
「女性選出単組への働きかけ」といった女性役員選出に直結した取り組みを行っている組織が多い（第
2−9 表）。 

また、女性専従がいる組織、女性三役がいる組織で比率の高い項目が多いが、なかでも「女性組合員
対象の研修会などの実施」、「女性選出単組への働きかけ」、「女性の専従執行委員への選出」で女性専従
はいない、女性三役はいない組織を大きく上回っている。また、女性専従がいる組織では、地方連合会
計ではそれほど比率が高くない「他の地方連合会との情報交換」や「女性中執候補との意見交換」の比
率が相対的に高いといった特徴もみられる。 

  

第 2−9 表 女性の執行委員選出の取り組み（複数選択） 
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件
数

地方連合会計 33 29 13 4 25 34 33 4 25 8 8 12 1 0 0 47

70.2 61.7 27.7 8.5 53.2 72.3 70.2 8.5 53.2 17.0 17.0 25.5 2.1 ･･･ ･･･ 100.0

１人 3 1 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3

100.0 33.3 33.3 ･･･ 100.0 33.3 66.7 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 12 8 4 2 10 12 14 0 7 2 3 5 0 0 0 20

60.0 40.0 20.0 10.0 50.0 60.0 70.0 ･･･ 35.0 10.0 15.0 25.0 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

５人以上 18 20 8 2 12 21 17 4 18 6 5 6 1 0 0 24

75.0 83.3 33.3 8.3 50.0 87.5 70.8 16.7 75.0 25.0 20.8 25.0 4.2 ･･･ ･･･ 100.0

10％未満 12 6 3 1 10 8 12 0 4 1 1 3 0 0 0 16

75.0 37.5 18.8 6.3 62.5 50.0 75.0 ･･･ 25.0 6.3 6.3 18.8 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

10％以上 13 14 4 2 7 16 14 1 12 4 4 5 1 0 0 21

61.9 66.7 19.0 9.5 33.3 76.2 66.7 4.8 57.1 19.0 19.0 23.8 4.8 ･･･ ･･･ 100.0

20％以上 8 9 6 1 8 10 7 3 9 3 3 4 0 0 0 10

80.0 90.0 60.0 10.0 80.0 100.0 70.0 30.0 90.0 30.0 30.0 40.0 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

16 13 4 2 12 15 13 1 10 3 1 3 0 0 0 22

72.7 59.1 18.2 9.1 54.5 68.2 59.1 4.5 45.5 13.6 4.5 13.6 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

女性専従がいる 17 16 9 2 13 19 20 3 15 5 7 9 1 0 0 25

68.0 64.0 36.0 8.0 52.0 76.0 80.0 12.0 60.0 20.0 28.0 36.0 4.0 ･･･ ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

19 15 5 3 12 17 16 2 11 3 4 7 0 0 0 25

76.0 60.0 20.0 12.0 48.0 68.0 64.0 8.0 44.0 12.0 16.0 28.0 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

女性三役がいる 14 14 8 1 13 17 17 2 14 5 4 5 1 0 0 22

63.6 63.6 36.4 4.5 59.1 77.3 77.3 9.1 63.6 22.7 18.2 22.7 4.5 ･･･ ･･･ 100.0
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（２）複数選出の取り組み 
女性執行委員を２人以上選出している組織に対して、女性執行委員を複数選出するために行っている

取り組みについて、自由記入形式でたずねたところ、26 組織からの回答があった。以下、その内容を掲
載する。 
 

地方連合会 女性執行委員を複数選出するための取り組み 

北海道 
昨日、今日育てられるものではない。時間をかけて若い時からの育成が最も大事なので、そ
の努力をしている。 

⻘森 女性枠の複数設置。 
山形 女性委員会から 2 名、その他の構成組織から 2 名。 
福島 特別執行委員制度（男女平等推進委員会枠）の設定。 
群馬 女性委員会からの選出を依頼している。 

栃木 
女性委員会からの委員選出必須。例年女性の委員を選出している構成組織には引き続きの選
出を要請。 

東京 構成組織に働きかけて女性委員を選出してもらった。 
⻑野 構成組織に対して要請している。 
静岡 会⻑、事務局⻑が三役産別を中心に構成組織への働きかけを行っている。 
愛知 「ACTION PLAN AICHI-Ⅳ」フェーズⅠの計画に基づき産別に要請している。 
岐阜 構成組織への要請。 
石川 構成組織に対して、女性執行委員を選出するよう働きかけている。 
福井 執行委員会に三役構成組織の 2 組織から女性枠の執行委員の選出をお願いしている。 

滋賀 
女性の執行委員を増やすため、女性委員会から４名枠を設けている。 
組織ヒアリングにより、相互理解に努めている。 

京都 

2020 年に女性参画プロジェクトを設置し、執行委員会に参加するすべての構成組織からプラ
ス 1 名を選出することの提言を行った。その結果。その年の 10 月の第 31 回地方委員会で執
行委員（女性）を増員となった。2020 年以降、微増ではあるものの執行委員組織 15 組織の
内、11 組織から 11 名と女性委員会からの選出 2 名の 13 名が執行委員となっており、執行委
員会における女性参画率 26.5％となった。また、女性の執行委員と専従三役との意見交換を
行うなどそれぞれの取り組みに対する意見聴取等を行っている。 

奈良 副会⻑の構成組織に対して執行委員+1 名（女性）の登録を行っている。 

和歌山 
構成産別（執行委員組織）に特別枠（女性）の選出をお願いする。女性委員会幹事に呼びか
ける。 

大阪 
三役組織に対して、女性執行委員の選出を要請するとともに、選出できない三役組織には、
担当を決めて働きかけを行っている。 

兵庫 クオータ制を導入している。 
岡山 女性委員会代表者を１名執行委員に任命している。 
香川 構成組織への聞き取りや選出要請を行っている。 

高知 
役員推薦委員会への女性枠複数設置の要請。女性委員会への全構成組織からの幹事選出を要
請。女性執行委員の重要性・必要性についての学習会等を実施。 

－82－



地方連合会 女性執行委員を複数選出するための取り組み 

佐賀 
女性委員会枠で 2 名選出。産別の女性選出にあたっては、要望は出すが各産別に任せてい
る。 

⻑崎 
女性委員会より 2 名女性執行委員を選出している。 
1 名女性枠の執行委員を設置している。 

熊本 副会⻑への女性枠の設置と女性委員会委員⻑を執行委員にしている。 
鹿児島 男女平等参画推進委員会主催の学習会を毎年開催し、男性役員の意識改革等を行っている。 

（３）クオータ制導入についての検討 
―「すでに導入している」は 3 組織（6.4％）、7 割近くが「検討は行っていない」― 

 
女性執行委員選出のためのクオータ制導入についての検討状況についてみると、「特に検討は行って

いない」が 32 組織（68.1％）と 7 割近くに及ぶ。「すでにクオータ制を導入している」は 3 組織（6.4％）
にとどまり、「現在クオータ制の導入について検討」と「検討したが導入は考えていない」がそれぞれ 6
組織（12.8％）で、これらをあわせた＜導入・検討した＞は 3 割強を占める（第 2−14 図）。 

 

（４）加盟組織の男女別執行委員数の把握 
―「すべての組織について把握」は 5 組織（10.6％）のみ、半数近くが「把握していない」― 

 
加盟組織の男女別の執行委員数の把握状況をみると、「すべての組織について把握している」は 5 組

織（10.6％）にとどまり、「一部の組織については把握している」が 19 組織（40.4％）で、これらを合
わせた＜把握している＞は 5 割強である。一方、「把握していない」は 22 組織（46.8％）を占める（第
2−15 図）。 

＜把握している＞は女性執行委員数が多くなるほど比率が高く、5 人以上選出している組織では、6 割
近くを占める。また、女性執行委員比率が 20％以上の組織では「すべての組織について把握している」
が 2 割と多い。 

また、女性三役がいる組織では、「一部の組織については把握している」が中心ではあるものの＜把握
している＞が 7 割近くを占める。 
  

第 2−14 図 女性執行委員選出のためクオータ制導入についての検討の有無 
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加盟組織の男女別の執行委員数を把

握していると回答した 24 組織に対し、
把握している方法を複数選択でたずね
たところ、大半が「男女平等参画が目的
の調査で把握」（19 組織、79.2％）と回
答している。また、「男女平等参画以外
の調査で把握」も 8 組織（33.3％）ある
（第 2−16 図）。 

 
  

第 2−16 図 加盟組織の男女別の執行委員数の把握（男女別執行委員
数を把握している組織、複数選択） 
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第 2−15 図 加盟組織の男女別の執行委員数の把握の有無 
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（５）女性役員の担当業務 
―「男女平等・ジェンダー平等」は 47 組織中 43 組織（91.5％）で女性が担当、 

これに「労働政策・社会政策」、「組織化・組織対策」が続く― 
―責任者の業務は「男女平等・ジェンダー平等」でも半数程度― 
 
第 2−17 図は、女性執行委員の担当業務と責任者の業務を複数選択でたずねた結果である。 
まず、担当業務をみると、「男女平等・ジェンダー平等など」が 43 組織（91.5％）と最も多く、これ

に「労働政策・社会政策」（21 組織、44.7％）が 4 割強、「組織化・組織対策」（15 組織、31.9％）が 3
割強で続いている。以下、「広報・教育」（12 組織、25.5％）、「⻘年・ユース」（同）、「社会貢献活動」
（11 組織、23.4％）、「賃金・労働条件」（10 組織、21.3％）、「政治」（同）などとなっている。なお、「担
当業務のいない女性執行委員がいる」も 11 組織（23.4％）ある。 

女性が責任者の業務をみると、担当している業務同様、「男女平等・ジェンダー平等など」が 23 組織
（48.9％）と最も多いが、その割合は 5 割弱にとどまり、男性が責任者である組織が半数を占めること
が確認できる。そのほかの業務については、女性が責任者の割合はいずれも 1 割程度かそれ以下になっ
ている。また「無回答」の 17 組織（36.2％）は、女性が責任者を務める業務がない組織といえる。 

 

 
  

第 2−17 図 女性執行委員の担当業務（女性執行委員を選出している組織・複数選択） 
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第 － 図 女性執行委員の担当業務（女性執行委員を選出している組織・複数選択）
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担当している業務を女性執行委員の選出状況別にみると、女性執行委員数が多い、女性執行委員比率
が高い組織で、担当している業務の幅が広いことが確認できる。女性執行委員が１人や 10％未満の組織
では、すべての組織で女性執行委員が「男女平等・ジェンダー平等など」を担当している。一方、女性
執行委員が 5 人以上や女性執行委員が 20％以上の組織では、女性執行委員が「労働政策・社会政策」を
担当している割合が 5〜6 割と多い。ただし、女性執行委員 5 人以上選出している組織では、「担当業務
のいない女性執行委員がいる」が 4 割近くを占め、4 人以下の組織に比べて多くなっている（第 2−10
表）。 

また、女性専従、女性三役がいる組織では、女性執行委員が「労働政策・社会政策」を担当している
割合が 5 割を占めるほか、性別による担当業務の偏りが生じている組織が少ないことがうかがわれる。 

 

  

第 2−10 表 女性執行委員の担当業務（女性執行委員を選出している組織・複数選択） 
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（６）計画の策定 
―「計画があり数値目標を明示」が 47 組織中 20 組織（42.6％）― 

 
連合「ジェンダー平等推進計画」をもとにした自組織の計画策定についてみると、「計画があり数値目

標を明示している」は 47 組織中 20 組織（42.6％）である。これに「計画はあるが数値目標は明示して
いない」（11 組織、23.4％）をあわせた＜計画がある＞は、地方連合会全体の 3 分の 2 を占める。それ
以外は、「現在計画を策定中」（14 組織、29.8％）が 3 割を占め、「計画はない」は 2 組織（4.3％）とな
っている（第 2−18 図）。 

女性執行委員の選出状況別にみると、女性執行委員数を１人選出している組織で「計画があり数値目
標を明示している」が 7 割近くと多い。同割合は、5 人以上選出している組織でも過半数を占めるが、
2〜4 人選出組織では 2 割台半ばと少なく、＜計画がある＞も半数である。 

女性執行委員比率別では、女性執行委員 20％以上の組織で「計画があり数値目標を明示している」が
8 割と際立って多い。20％未満の組織については＜計画がある＞は 6 割程度となっている。 

＜計画がある＞は女性専従、女性三役の有無による目立った違いはみられないが、女性専従がいる組
織では、「計画があり数値目標を明示している」は 5 割強を占める。 

 

  

第 2−18 図 連合「ジェンダー平等推進計画」をもとにした計画の有無 
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第 2−19 図は、連合「ジェンダー平等推進計画」をもとにした＜計画がある＞と回答した 31 組織に
計画にもとづく取り組みの内容をたずねた結果である。 

これをみると、「計画に沿った進捗管理やフォロー」（13 組織、41.9％）が 4 割と最も多く、以下、「ホ
ームページや機関紙（誌）に掲載」（11 組織、35.5％）や「具体的な行動計画を作成」（同）、「構成組織
への計画策定の要請」（9 組織、29.0％）、「『指針』や『ガイドライン』の策定」（6 組織、19.4％）の順
となっている。なお、「特に取り組んでいない」も 5 組織（16.1％）を占める。 

 
  

第 2−19 図 「ジェンダー平等推進計画」の取り組み（計画がある組織、複数選択） 
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第 － 図 「ジェンダー平等推進計画」の取り組み
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（７）トップリーダーの発信 
―「発信している」は 47 組織中 40 組織（85.1％）― 
 
リーダーによる男女平等参画、ジェンダー平等推進の実現についてのメッセージの発信については、

「発信している」が 47 組織中 40 組織（85.1％）と大多数を占めるが、残りの 6 組織（12.8％）は「発
信していない」と回答している。 

女性執行委員の数が多いほど「発信している」が多くなる傾向がみられ、女性執行委員 5 人以上では
9 割台半ば、女性執行委員比率 20％以上ではすべての組織リーダーによる発信が行われている（第 2−
20 図）。 

 

  

第 2−20 図 リーダーによる男女平等参画、ジェンダー平等推進の実現についてのメッセージ発信の有無 

 

85.1

66.7

75.0

95.8

81.3

81.0

100.0

81.8

88.0

84.0

86.4

12.8

33.3

20.0

4
.
2

18.8

14.3

－

18.2

8.0

12.0

13.6

2.1

－

5.0

－

－

4.8

－

－

4.0

4.0

－

地方連合会計  

１人  

２～４人  

５人以上  

10％未満  

10％以上  

20％以上  

女性専従はいない 

女性専従がいる  

女性三役はいない 

女性三役がいる  

件
数

47

3

20

24

16

21

10

22

25

25

22

女
性
執
行
委
員

数
別

女
性
執
行
委
員

比
率
別

女
性
専
従

女
性
三
役

発
信
し
て
い
る

発
信
し
て
い
な
い

無
回
答

－89－



４．地域における女性参画 
（１）地協における女性役員の選出 

―４分の３の組織が女性の地協議⻑・事務局⻑がゼロ― 
 
女性地協役員（議⻑、事務局⻑）の選出状況をみると、「0％」が 47 組織中 35 組織（74.5％）と 4 分

の 3 を占める（第 2−21 図）。 
女性地協役員を選出している 11 組織のうち 10 組織が 1 人、1 組織が 2 選出しており、女性地協役員

は合計 12 人であり、地協役員（581 人）に占める女性地協役員比率は 2.1％である。 

 
 

地協の女性役員を選出するための工夫（選出されていなくても、取り組みを行っている組織も回答）を自
由記入の形でたずねたところ、19 組織から回答があった。以下、回答の内容を掲載する。 

 
地方連合会 地協の女性役員を選出するための工夫 

北海道 歴史的な課題もあり、地方での選出や育成に苦労している。 

⻘森 

各地協において「女性枠」を設け役員を選出いただいている。 
一部地協において、地協活動の活性化を目的に多様な人材の参加を促す取り組みを検討
し、今期より実践、検証している。 
今期よりフェーズ１の目標を踏まえて、全地協にジェンダー平等（男女平等）を協議する
会議体を設置し、改善に向けた検討を行うこととしている。 

宮城 構成組織への理解を求めている。 

福島 
集会やシンポジウム、フォーラムへの⻘年女性委員会の積極的な参画と、女性組合員の参
加を求め、連合活動への理解と興味を持って頂く取り組みを行っている。 

栃木 役員改選時期の選出通知で積極的な女性登用の要請をしている。 

千葉 

女性委員会など女性組合員が集う場を設置し、学習会・政治活動・レクリエーションなど
を行い労働運動・連合運動に関する理解をはかっている。 
地協活動への女性組合員の参加を呼びかけ。 
地協役員に女性枠を設けている。 

東京 
地協女性委員会委員に、構成組織から複数選出し、参画機会を拡大する。地協女性委員会
委員が地協幹事会にオブザーバー参加し、地協幹事会の雰囲気を知る。参画機会を増やす
ことで参画しやすい雰囲気をつくる。 

⻑野 女性副会⻑枠を設けている。構成組織への呼びかけ。 

第 2−21 図 女性地協役員比率（加重平均） 
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地方連合会 地協の女性役員を選出するための工夫 

静岡 
ある地協では、幹事組合より持ち回りで単組の女性組合役員をオブザーバーとして幹事会
に出席させている。 

愛知 

年に 1〜2 回、地協女性役員意見交換会を開催し、役員になって良かったこと、大変なこ
と、困ったことなどを各地協間でも共有している。意見交換をしたことでいろんな方と知
り合え、同じような悩みがあることがわかって良かったと好評を得ている。こういう場を
作ることで女性も組合活動に入りやすい雰囲気を作り、たくさんの方に役員を引き受けて
もらえるよう工夫している。 

三重 
男女平等月間（6 月）に地協オルグを行っている。地協の大会（役員改選）に向けて女性
役員の配置をしていただけるように促すとともに、課題解決の意見交換を行う。先進地協
の取り組みの好事例を発信する。結果、全地協に女性役員の配置が出来た。 

奈良 
1 名は必ず女性役員登用することを目標にし、男女平等推進計画の取り組みに理解を得つ
つ、積極的にヒアリングを実施した結果、事務局⻑（専従）に 1 名の女性役員登用にいた
った。しかし、役員経験歴などが少なく地域協議会運営のフォローが必要なこともある。 

大阪 

連合大阪「ジェンダー平等推進計画」において、女性幹事が 0 の組織は女性幹事を選出す
ることを数値目標に掲げて取り組みを開始している。また、すでに 1 人選出している組織
は複数をめざし、複数選出している組織は、女性比率増をめざした取り組みを目標として
取り組んでいます。 

島根 連合島根ジェンダー平等推進計画に基づいて、組織に理解を求めている。 
岡山 女性組合員数の多い加盟組合へ個別にお願いしている。 

香川 
地協の幹事に定数が定められていないことから、女性の選出が可能な組織に幹事会への参
画のお願いをしたり、役員交代時に可能な範囲で女性の選出をお願いしている。 

佐賀 人選だけでも苦慮しており、女性役員選出までは至っていない。 

宮崎 
宮崎中央地域協議会は、役員 24 名中、女性役員 2 名。役員推薦委員会にて可能な限り女
性役員選出依頼。 

鹿児島 
地方連合会への女性役員選出も含め、各地域協議会においても、各構成組織へ積極的な女
性選出を要請している。 
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（２）審議会等委員の選出 
―女性審議会等委員比率は 16.3％― 
 
都道府県に登録している審議会等委員の女性比率をみると、「0％」は 1 組織（2.1％）で、46 地方連

合会で女性審議会等委員が選出されている。女性審議会等委員比率は、「10％未満」が 9 組織（19.1％）、
「10％以上（20％未満）」が 15 組織（31.9％）、「20％以上（30％未満）」が 12 組織（25.5％）、「30％以
上」が 10 組織（21.3％）である（第 2−22 図）。 

女性審議会等委員数は地方連合会全体で 445 人であり、審議会等委員数（2,729 人）に占める女性審
議会等委員比率は 16.3％である。 

女性執行委員数を１人選出している組織、女性執行委員比率が 20％以上の組織で女性審議会等委員
比率が高い。 
  
第 2−22 図 女性審議会等委員比率（加重平均） 
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女性の審議会等委員に対する支援について、自由記入形式でたずねたところ、13 組織から回答があっ
た。以下、回答の内容を掲載する。 

 
地方連合会 女性の審議会等委員に対する支援 

山形 各委員会の前に打ち合わせ・学習会を実施。 
宮城 選出構成組織に対し、参加できる環境整備の要請（休暇取得の配慮・業務調整の配慮等）。 

東京 
地方連合会の事務局⻑、副事務局⻑が複数の委員会の委員になっており、延べ 11 名だが実
質４名。そういう意味では支援をしていない。 

神奈川 
選出時に出身産別等に対して、当該役員が出席しやすいように、理解を求めるよう要請して
いる。 

愛知 県より女性の要請があった場合は、極力派遣するようにしている。 
富山 必要に応じて、連合富山担当事務局と委員の事前打ち合わせを行っている。 

福井 
特別な支援は行っておりませんが、県から女性委員の選出を積極的にしてほしいとの要望が
あり、必要に応じて構成組織にお願いしています。 

京都 可能な限りその会議についての連合方針の資料を提供している。 

奈良 
審議会資料を事前に入手し、女性審議会委員に対して連合奈良の立場を説明し、意見を述べ
るサポートをした。 

岡山 
構成組織や加盟組合の役員であることから、男女で区別していない（特に支援を行っていな
い）。 

高知 
女性委員会幹事会の中での情報共有。審議会への参加しやすい勤務取り扱いを当該労組に要
請。 

佐賀 審議会後の内容の共有化。 
鹿児島 委員就任前に、スケジュール感や内容などを説明して委員になっていただいている。 
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５．職場におけるジェンダー平等の取り組み 
（１）男女差別解消、育児・介護との両立の取り組み 

―「女活法や均等法の周知」、「男女間賃金格差是正の方針化」が上位― 
 
地方連合会の雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択）

をみると、「女活法や均等法の周知」が 37 組織（78.7％）、「男女間賃金格差の是正の方針化」が 31 組
織（66.0％）と上位を占め、「調査による男女間賃金格差の把握」（21 組織、44.7％）も 4 割強の地方連
合会で取り組みが行われている。一方、「自組織の行動計画の策定と公表」に取り組む組織はなく、「女
活法の行動計画作成状況の把握」に取り組む組織も 1 組織（2.1％）にとどまる。「特に取り組んでいな
い」は 3 組織（6.4％）で、残りの 44 組織で何らかの取り組みが行われている（第 2−23 図）。 

 

 
  

第 2−23 図 雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択） 
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第 － 図 雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択）
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女性執行委員の選出状況別にみると、いずれも「女活法や均等法の周知」や「男女間賃金格差の是正
の方針化」が中心であるが、女性執行委員比率が 10％以上の組織については、「男女間賃金格差の是正
の方針化」に 8 割が取り組んでいる。また、女性執行委員が 5 人以上、女性執行委員比率が 20％以上の
組織では、「手当における世帯主要件の廃止」や「育介法を上回る協約改定の方針化」も 2 割程度を占め
る（第 2−11 表）。 

女性専従、女性三役を選出している組織では、「女活法や均等法の周知」が 8 割台半ばと多いほか、女
性専従がいる組織では、5 割強が「調査による男女間賃金格差の把握」に取り組んでいる。 

  

第 2−11 表 雇用管理上の男女差別の解消や仕事と育児・介護との両立のための取り組み（複数選択） 
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（２）ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み 
―取り組みの中心は、「都道府県に対する働きかけ」、「学習会の実施」、「ハラスメントの周知」― 
 
ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択）をみると、「特に取り組んで

いない」は 3 組織（6.4％）で、残りの 44 組織で取り組みが行われている（第 2−24 図）。 
具体的な取り組み内容は、「都道府県の政策に対する働きかけ」が 32 組織（68.1％）と最も多く、「学

習会の実施」（29 組織、61.7％）や「ハラスメントに対する周知」（26 組織、55.3％）に取り組む地方連
合会も過半数を占める。一方で、「ハラスメント防止対策の策定」（4 組織、8.5％）は 1 割に満たない。 
  

第 2−24 図 ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択） 
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第 － 図 ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択）
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女性執行委員の選出状況別にみると、いずれも「都道府県の政策に対する働きかけ」、「学習会の実施」、
「ハラスメントに対する周知」が中心となっているが、女性執行委員数が多い、女性執行委員比率が高
い組織ほど、取り組みの幅が広くなっている（第 2−12 表）。 

また、女性専従がいる組織、女性三役がいる組織では「都道府県の政策に対する働きかけ」が 7 割以
上を占め、他の組織に比べて取り組み比率が高い。 

  

第 2−12 表 ＬＧＢＴや性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関する取り組み（複数選択） 
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取
り
組
ん
で
い

な
い

無
回
答

件
数

地方連合会計 5 29 26 8 4 32 2 3 0 47

10.6 61.7 55.3 17.0 8.5 68.1 4.3 6.4 ･･･ 100.0

１人 0 3 3 0 0 2 0 0 0 3

･･･ 100.0 100.0 ･･･ ･･･ 66.7 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0

２～４人 1 10 8 5 2 13 0 2 0 20

5.0 50.0 40.0 25.0 10.0 65.0 ･･･ 10.0 ･･･ 100.0

５人以上 4 16 15 3 2 17 2 1 0 24

16.7 66.7 62.5 12.5 8.3 70.8 8.3 4.2 ･･･ 100.0

10％未満 1 8 7 3 0 11 0 1 0 16

6.3 50.0 43.8 18.8 ･･･ 68.8 ･･･ 6.3 ･･･ 100.0

10％以上 1 15 12 2 2 12 0 2 0 21

4.8 71.4 57.1 9.5 9.5 57.1 ･･･ 9.5 ･･･ 100.0

20％以上 3 6 7 3 2 9 2 0 0 10

30.0 60.0 70.0 30.0 20.0 90.0 20.0 ･･･ ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

1 13 12 3 2 14 0 2 0 22

4.5 59.1 54.5 13.6 9.1 63.6 ･･･ 9.1 ･･･ 100.0

女性専従がいる 4 16 14 5 2 18 2 1 0 25

16.0 64.0 56.0 20.0 8.0 72.0 8.0 4.0 ･･･ 100.0

女性三役はいな
い

3 16 14 5 1 15 0 2 0 25

12.0 64.0 56.0 20.0 4.0 60.0 ･･･ 8.0 ･･･ 100.0

女性三役がいる 2 13 12 3 3 17 2 1 0 22

9.1 59.1 54.5 13.6 13.6 77.3 9.1 4.5 ･･･ 100.0

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役
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（３）加盟組織に対する要請 
―雇用上の男女差別については、過半数の組織で取り組みなし、 

育児・介護との両立については 6 割近くが「育介法の内容の周知」の取り組みを実施― 

①雇用上の男女差別解消 
雇用管理上の男女差別の解消にかかわる加盟組織に対する要請をみると、「特に取り組んでいない」

が 47 組織中 26 組織（55.3％）と過半数を占める（第 2−25 図）。 
要請が行われているのは、「セクハラ防止措置の点検」（9 組織、19.1％）が 2 割、「非正規の男女別人

数の把握」、「パワハラ防止措置の点検」、「マタハラ／パタハラ防止措置の点検」がそれぞれ 7 組織
（14.9％）、「女性管理職数・比率の把握」と「男女別の勤続年数の把握」が 3 組織（6.4％）ずつとなっ
ている。その他の「募集・採用の男女格差の把握」、「男女別の労働時間の把握」、「男女別の年休取得率
の把握」、「妊娠出産で退職した女性の状況把握」を要請している組織はない。 

 

  

第 2−25 図 雇用管理上の男女差別の解消にかかわる加盟組織に対する要請（複数選択） 
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女性執行委員の選出状況別にみても、目立った特徴はみられない（第 2−13 表）。 

第 2−13 表 雇用管理上の男女差別の解消にかかわる構成組織に対する要請（複数選択） 
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マ
タ
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止
措
置
の
点
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そ
の
他

特
に
取
り
組
ん
で
い

な
い

無
回
答

件
数

地方連合会計 0 3 3 0 0 0 7 9 7 7 0 26 3 47

･･･ 6.4 6.4 ･･･ ･･･ ･･･ 14.9 19.1 14.9 14.9 ･･･ 55.3 6.4 100.0

１人 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3

･･･ 33.3 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 33.3 33.3 100.0

２～４人 0 2 2 0 0 0 3 4 3 4 0 11 0 20

･･･ 10.0 10.0 ･･･ ･･･ ･･･ 15.0 20.0 15.0 20.0 ･･･ 55.0 ･･･ 100.0

５人以上 0 0 0 0 0 0 4 5 4 3 0 14 2 24

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 16.7 20.8 16.7 12.5 ･･･ 58.3 8.3 100.0

10％未満 0 1 3 0 0 0 2 3 3 2 0 8 1 16

･･･ 6.3 18.8 ･･･ ･･･ ･･･ 12.5 18.8 18.8 12.5 ･･･ 50.0 6.3 100.0

10％以上 0 2 0 0 0 0 2 3 1 2 0 14 2 21

･･･ 9.5 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 9.5 14.3 4.8 9.5 ･･･ 66.7 9.5 100.0

20％以上 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 4 0 10

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 30.0 30.0 30.0 30.0 ･･･ 40.0 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

0 1 3 0 0 0 0 5 4 4 0 12 2 22

･･･ 4.5 13.6 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 22.7 18.2 18.2 ･･･ 54.5 9.1 100.0

女性専従がいる 0 2 0 0 0 0 7 4 3 3 0 14 1 25

･･･ 8.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 28.0 16.0 12.0 12.0 ･･･ 56.0 4.0 100.0

女性三役はいな
い

0 3 1 0 0 0 4 5 4 4 0 14 2 25

･･･ 12.0 4.0 ･･･ ･･･ ･･･ 16.0 20.0 16.0 16.0 ･･･ 56.0 8.0 100.0

女性三役がいる 0 0 2 0 0 0 3 4 3 3 0 12 1 22

･･･ ･･･ 9.1 ･･･ ･･･ ･･･ 13.6 18.2 13.6 13.6 ･･･ 54.5 4.5 100.0

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役
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②育児・介護との両立 
仕事と育児・介護との両立にかかわる加盟組織への要請（複数選択）をみると、要請を行っている割

合が多いのは、「育児・介護休業法の内容の周知」で 27 組織（57.4％）を占める。それ以外は、「ケアハ
ラ防止措置の点検」が 3 組織（6.4％）、「男女別育児休業取得状況の把握」が 2 組織（4.3％）となって
いる。一方で、「特に取り組んでいない」は 15 組織（31.9％）を占める（第 2−26 図）。 

 
  

第 2−26 図 仕事と育児・介護との両立にかかわる加盟組織に対する要請（複数選択） 
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第 － 図 仕事と育児・介護との両立のために、加盟組織に対する要請（複数選択）
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女性執行委員の選出状況別にみると、「育児・介護休業法の内容の周知」は女性執行委員を１人選出し
ている組織に比べて複数選出している組織で比率が高い。他方、女性執行委員比率別にみると、女性執
行委員 10％未満の組織で「特に取り組んでいない」が少なく、「育児・介護休業法の周知」を要請して
いる組織が多くなっている（第 2−14 表）。 

 

第 2−14 表 仕事と育児・介護との両立にかかわる構成組織に対する要請（複数選択） 
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・
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護
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業
法
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男
女
別
育
児
休
業
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得
状
況
の
把
握

男
女
別
介
護
休
業
取

得
状
況
の
把
握

ケ
ア
ハ
ラ
防
止
措
置

の
点
検

そ
の
他

特
に
取
り
組
ん
で
い

な
い

無
回
答

件
数

地方連合会計 27 2 0 3 1 15 3 47

57.4 4.3 ･･･ 6.4 2.1 31.9 6.4 100.0

１人 1 0 0 0 0 1 1 3

33.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 33.3 33.3 100.0

２～４人 12 2 0 1 0 7 0 20

60.0 10.0 ･･･ 5.0 ･･･ 35.0 ･･･ 100.0

５人以上 14 0 0 2 1 7 2 24

58.3 ･･･ ･･･ 8.3 4.2 29.2 8.3 100.0

10％未満 12 2 0 0 0 3 1 16

75.0 12.5 ･･･ ･･･ ･･･ 18.8 6.3 100.0

10％以上 9 0 0 1 0 9 2 21

42.9 ･･･ ･･･ 4.8 ･･･ 42.9 9.5 100.0

20％以上 6 0 0 2 1 3 0 10

60.0 ･･･ ･･･ 20.0 10.0 30.0 ･･･ 100.0

女性専従はいな
い

12 2 0 1 0 8 2 22

54.5 9.1 ･･･ 4.5 ･･･ 36.4 9.1 100.0

女性専従がいる 15 0 0 2 1 7 1 25

60.0 ･･･ ･･･ 8.0 4.0 28.0 4.0 100.0

女性三役はいな
い

14 1 0 2 0 8 2 25

56.0 4.0 ･･･ 8.0 ･･･ 32.0 8.0 100.0

女性三役がいる 13 1 0 1 1 7 1 22

59.1 4.5 ･･･ 4.5 4.5 31.8 4.5 100.0

女
性
執
行
委
員

女
性
執
行
委
員
比
率

女
性
専
従

女
性
三
役
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構成組織名 明記している内容
※2021〜2022年度運動⽅針より記載
Ⅱ．2021〜2022年度重点運動⽅針
２．組織の拡大と多様性を活かした総合力の発揮
（２）第２次男女共同参画推進計画を策定し、さらなる男女共同参画社会実現に取り組
む
「中期ビジョン」で求められる「男女共同参画社会の実現を強力に推進する組織」の構
築に向け、ＵＡゼンセン組合員の60％超が女性であり、また全体の６割を超える短時間
組合員の80％超が女性という特性を踏まえ、男女共同参画局を政策グループに編入する
ことで短時間組合員局との連携を強化し、男女共同参画の世界標準の理解・浸透および
政策の進展をはかる。また、第１次男女共同参画推進計画（2020年９月まで）におけ
る成果と課題を抽出し、第２次男女共同参画推進計画を策定するとともに、計画の着実
な実行に向けて本部・部門・都道府県支部が一体となり、加盟組合の取り組み推進につ
なげていく。
３．中期ビジョンの実現に向けて４つの挑戦を継続
（１）挑戦１【よい働き⽅への挑戦】
「一人ひとりが希望する働き⽅を選択でき、能力を発揮し、十分な生活を営める雇用を
つくる」
１）同一価値労働同一賃金の実現をめざした均等・均衡処遇のさらなる前進
３）「職場における男女平等」「ワーク・ライフ・バランスの実現」「労働組合活動に
おける男女共同参画」の推進
４）ワーク・ライフ・バランス実現に向けた労働時間短縮
８）出産・育児・介護などに際し、安心して働き続けられる環境整備
10）性的少数者（「ＬＧＢＴ」など）が安心して働ける環境整備
（３）挑戦３【不安の解消、お互いさま・助け合い社会づくりへの挑戦】
「一人ひとりが、心豊かに生きていくために安心を築く」
２）子育て支援、介護支援の充実に向けた政策展開
５）ハラスメントや過重労働などを防止する個別職場での労働環境整備と苦情処理能力
向上

ＵＡゼンセン

１．2022年構成組織調査 運動方針に明記している内容（「ジェンダー平等の推進」また
は「男女平等参画の推進」）
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構成組織名 明記している内容

自動車総連

ジェンダー共同・多様性推進計画の実践（重点取り組み）
・誰もが自分らしく働き続けられる職場・社会の実現に向けて自動車総連「ジェンダー
共同・多様性（*）推進計画」に基づき、上外部団体と連携し、取り組みを推進する。
・質の高い取り組みを展開し、確実に活動を積み上げることで「より多くの女性が組合
活動に参画できる環境整備」と「女性組合役員の拡大」を目指す。
・「職場における女性活躍推進に向けた環境整備」「組合活動における女性活躍推進に
向けた基盤整備」「国際産別組織などの各プログラムへの確実な対応」を柱とした
「新・第2次アクションプラン」に取り組み、ジェンダー共同・多様性推進社会の実現
を目指す。
*ジェンダー共同・多様性
自動車総連が一体となり、同じ目的に向かって共に推進するため、「共同」という言葉
に拘り、性別/年齢/国籍/障がいの有無/就労形態等に関わらず、誰もが多様性を認め、
互いに支えあう「真の多様性」のこと

自治労

運動⽅針の【重点課題】
①労働組合運動への女性の参画を拡大し、男女がともに担う自治労運動を推進します。
②自治労産別の組織運営体制における「クオータ制」導入に関する議論を開始します。
③採用・登用・配置・昇任における男女間格差など職場実態の点検、職場における両立
支援制度、ハラスメント対策等の整備による誰もが働きやすい職場の実現をめざしま
す。
（１）ジェンダー平等の実現に向けた取り組み
① 男女平等政策推進の取り組み
「第３次男女平等政策」（2016年）や「第３次男女平等政策推進のための活動の手引
き」（2017年）に基づいた取り組みを推進します。2020年４月以降施行されている改
正女性活躍推進法の遵守の徹底を図り、加えて、企業規模100人以下の加盟組合につい
ても行動計画の策定支援など、ポジティブ・アクションにも継続して取り組むこととし
ます。
第３次男女平等政策の改定を見据えた論議を開始するとともに、男女平等政策委員会な
どの名称については、性の多様性の観点や職場の実態をふまえ、検討を行うこととしま
す。
② 性的指向や性自認（ＳＯＧＩ）に関する理解促進と職場環境整備の取り組み
「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）に関するハラスメント対策や差別禁止に向けた取り組
みガイドライン」（2020年）を周知し、加盟組合を支援します。具体的には、秋季組
織強化期間や各種セミナーなどを通じ、ＳＯＧＩに関する理解促進に向けた取り組みを
行うとともに、各種制度や職場環境整備の取り組みを推進します。
５．労働組合活動におけるジェンダー平等の実現に向けて取り組みます
（１）ジェンダー平等の推進
労働組合活動においてジェンダー平等の取り組みを推進することは、労働運動の裾野が
広がり活動が活性化するとともに、職場におけるさまざまな課題の解決に向けた運動に
つなげていくうえで必須の取り組みです。働き⽅や生活に対する私たちの意識が大きく
変容する中、労働組合は、各種活動に多様な経験や価値観を取り込むことで、組合員に
とってもこれまで以上に身近な存在となっていかなくてはなりません。トップのリー
ダーシップのもと、組織が総力をあげて組合活動におけるジェンダー平等の推進に取り

電機連合
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ＪＡＭ

2022・2023年度運動⽅針
[２] 組織に関する取り組み
(3) 男女平等参画の推進
連合は、持続可能な開発目標（ＳＤＧs）に設定されているジェンダー平等の取り組み
に転換しましたが、ＪＡＭでは女性参画率目標30％の達成に至っていない現状から、男
女平等参画の推進を継続します。

組み、電機連合の政策がめざす社会の実現に向け、さらなる前進を図っていく必要があ
ります。電機連合は、これまで第３次男女平等政策の取り組みの中で、「労働組合活動
への女性参画推進計画」（2014年改定版）に基づき、女性役員の登用および機関会議
への女性参画を進めてきました。しかし、電機連合全体としての女性役員比率は、
2020年度調査では12.1％、機関会議への女性参画は、第69回定期大会代議員で6.6％で
あり、どちらも2022年までの達成を目標とする女性組合員比率（16.6％）に見合った参
画となっていません。各組織が積極的な女性の参画促進に取り組み、電機連合がめざす
男女平等参画社会の実現に向けさらなる前進を図る必要があります。
① ジェンダー平等推進計画に基づく取り組み
2014年の推進計画に基づいた取り組みを評価・検証したうえで課題を整理し、また、
電機連合の「第３次男女平等政策」（2016年）、「労働組合活動への女性参画推進計
画プラス」（2021年）、「2021〜2030 中期運動⽅針」（2021年）や連合をはじめとす
る上部団体の⽅針をふまえ、「労働組合活動におけるジェンダー平等推進計画」
（2022年）を策定しました。本推進計画では、2026年までに女性組合員比率に見合っ
た女性組合役員の配置を達成することとし、2030年までに女性役員比率30％をめざす
こととしています。
電機連合本部、加盟組合、地協は、本推進計画の５つの目標である「ジェンダー平等に
関する組織⽅針の明確化」「女性が意思決定に関わる組織づくり」「意識改革も含めた
人材育成」「組合活動に参加しやすい環境の整備」「女性参画実態の把握とフォロー
アップの仕組みづくり」の実現をめざし、それぞれの項目について達成すべき目標値・
達成時期を意識した取り組みを行うこととします。電機連合は、秋季組織強化期間やセ
ミナーでの周知、リーフレットの配布などを通じて取り組みを推進するとともに、推進
計画の進捗状況の確認や検証を行います。
② 電機連合機関会議への女性役員（各種委員含む）の参画
定期大会、中央委員会などの機関会議への参加は、運動⽅針や各種活動に対する理解が
深まることから、「労働組合活動におけるジェンダー平等推進計画」（2022年）をふ
まえ、引き続き「電機連合の機関会議における女性参画の取り組み」（2020年）に基
づいて取り組むとともに、参画実態の把握や検証を行い、必要に応じて取り組み内容の
補強などを検討します。
（２）地協におけるジェンダー平等の推進
「労働組合活動におけるジェンダー平等推進計画」（2022年）については、地協と連
携しながら推進するとともに、地域内における取り組みは、「地協における男女平等政
策の実現のための活動指針（以降、活動指針）」（2010年）に沿った活動を行うこと
とします。なお、「活動指針」の取り組み内容については、電機連合の「第３次男女平
等政策」（2016年）などに基づく活動の活性化や取り組みの実効性を高める観点か
ら、見直しに向けた検討を行うこととします。

電機連合（続き）
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ＪＡＭ（続き）

新男女平等参画アクションプランは、すべての組織が女性参画の現状と課題を共有し、
女性参画率30％達成への行動目標を設定するとともに計画を実行する「総行動プラン」
です。単組・地協・地⽅ＪＡＭ・ＪＡＭ本部が連携し、取り組みを加速させていくこと
が重要です。
とりわけ、男女平等参画の推進は「女性だけの課題」ではなく、「組織全体の課題」で
あるとの共通認識を持たなければなりません。そのためにも、実効性のあるアクション
プラン策定には、意思決定機関への女性参画拡大は急務となっています。
1) 労働組合への女性参画の促進
2020年度に実施した「単組女性活動実態調査」では、約７割の単組に「男女平等参画
に関わる⽅針」の記述がありませんでした。運動⽅針において、男女平等参画の推進⽅
針を明記するとともに、トップの強いリーダーシップで行動を展開する必要がありま
す。
また、すべての会議体において「女性がいない会議を作らない」ことを念頭に置き、必
要とされる環境づくりや体制づくりを推進していきます。
2) 新男女平等参画アクションプランの達成に向けた取り組み
新たな男女平等参画アクションプランにおいても、ＪＡＭの女性参画率30％の目標は変
えません。これまでの活動を継続するとともに、実効性のある行動計画となるよう策定
に努めました。女性参画率30％の達成年度を2025年度と設定し、それまでの短期目標
を着実に前進させていきます。
また、すべての単組に「男女平等参画アクションプランの策定」を設定していることか
ら、各地⽅ＪＡＭ男女共同参画推進委員会の積極的な取り組みを要請します。
着実な目標達成に向けては、単組実態調査やプロジェクトなどを立ち上げ、進捗状況、
課題抽出と検証、⽅針の補強や見直し等を必要に応じて実施します。
３) 女性リーダーの育成
女性リーダーのあるべき姿を明確にし、その育成に努めます。労働組合と女性参画、労
働関連法などの知識と、女性リーダーとしての資質醸成に向けた「女性リーダーセミ
ナー」の充実を図ります。
引き続き、本部、地⽅問わず男女共同参画委員会とＷｉｔｈとの連携強化を求めていき
ます。
４) 単組の女性活動組織の拡大およびＷｉｔｈの活動強化
女性活躍推進法における「行動計画の策定義務の対象拡大や情報公表の強化」等の対象
が、2022年４月１日から101人以上に拡大されます。女性の採用拡大が進めば女性活動
組織の必要性も高まるため、引き続き女性活動組織の設置を促進します。
中央・地⽅Ｗｉｔｈの役員には、地⽅ＪＡＭや単組の役員ではない場合も多く、自らが
発信する手立てがありません。Ｗｉｔｈの活動強化に向けては、女性活動に携わる⽅々
の役職設定に地⽅ＪＡＭ執行部や男女共同参画委員会のサポートと、各単組の理解と協
力が必要となります。
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基幹労連

５．男女共同参画活動の浸透と展開
男女共同参画活動については、2008年以降、推進計画のもと取り組んでおり、この間
の加盟組合における取り組みは着実に前進しているものの、目標に対しては道半ばの状
況にある。すべての人が活躍できる社会をめざし、今次確認する「第４次男女共同参画
推進計画」に示す各種取り組みの推進をはじめ、アクティブ・トゥギャザー・ラリー等
の集会・研修を開催し、各種活動への理解浸透・意識づくり・風土づくりを推進する。
①職場におけるジェンダー平等の推進
性別を問わず誰もが 力を発揮できる職場づくりを一層進めるため、「ジェンダー平
等」の定義や取組みの意義・重要性について各組合への理解浸透に努めつつ、「『職場
におけるジェンダー平等』および『ワーク・ライフ・バランス』の着実な前進に向けた
中期取組み⽅針2021年1月−2025年8月」に沿った取組みを推進する。取組みの推進に
あたっては、総合生活改善闘争の中で積極的な取組みを行う。また、「ジェンダー平等
推進委員会」を設置し、生保各社におけるジェンダー平等に関する現状および女性活躍
推進法への対応状況、ＬＧＢＴに関する取組み、各組合の課題意識等について情報交換
を行うとともに、具体的な推進策の検討を行う。
（２）組合活動における男女共同参画の推進
機関意思決定の場への女性参画を推進し、組合組織の一層の強化をはかるため、「『組
織強化・拡大』の着実な前進に向けた中期取組み⽅針＜2021年1月−2025年8月＞」に
沿い、組合活動における男女共同参画を推進する。
具体的には、単位組合書記⻑会議を中心に「『組織強化』に関する行動計画」に沿った
各組合の取組みのフォロー・情報交換・情報提供を行うとともに、「ジェンダー平等推
進委員会」を設置し、取組みの推進をはかる。
また、「組合活動におけるワーク・ライフ・バランスの実現」に向けて、各組合の取組
みに資するよう、単位組合書記⻑会議やジェンダー平等推進委員会における情報交換等
を通じ、2017年度に確認した「組合本部における男女共同参画の推進に向けた検討の
視点」の補強等を行い、その共有をはかる。
加えて、女性のエンパワーメント向上、女性同士のネットワークづくり等をはかるた
め、女性組合員交流会「いきいきＣａｆｅ」を開催（年2回を予定）するとともに、
「ジェンダー平等推進セミナー」を開催し、ジェンダー平等をめぐる情勢や取組み事例
の共有等を通じ、ジェンダー平等に関する課題の共有・取組みの推進に向けた意識の醸
成をはかる。
さらに、組合活動への女性参画の積極的な推進をはかり、役員候補者育成につなげるた
め、生保労連および連合の男女共同参画関連の年間行事（諸会議・セミナー・集会等）
への女性参加者を年度始に登録し、年間を通じた参加勧奨を行う。あわせて、登録者・
各組合に対し各種行事の開催内容や男女共同参画に関する情報等を発信し、取組みの推
進につなげるため、「いきいきＮｅｗｓ」を発行する。
なお、中央執行委員会における審議および生保労連の活動全般に女性の視点を一層反映
させるため、引き続き「女性特別中央執行委員」制度を設置・運営する。

生保労連
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ＪＰ労組

ＪＰ労組第２次男女共同参画推進計画の期間は2022年８月まで延⻑しており、それ以
降の運動を策定する必要がある。これまでどおり、「男女共同参画」の推進は重要な
テーマとして位置づけつつ、社会全体で多様性や包摂性といった考えが広がりを見せる
中、ジェンダー平等の視点を取り入れた運動に取り組んでいく。
今後は、これまでの男女共同参画推進計画を豊富化し「ＪＰ労組ジェンダー平等推進計
画（案）」を策定し、「働くことを軸とする安心社会の実現」につなげ、組合員を「誰
一人取り残さない」職場をめざした取り組みを進めていく。

日教組
「日教組第三次女性参画推進行動計画」をもとに組織討議を行い、あらゆる場面におい
て女性参画をすすめる。25年定期大会代議員の女性参画率50%を実現するため、ポジ
ティブアクションにとりくむ。

電力総連

男女平等参画社会実現等への取り組み
現行の「男女平等参画推進計画」の最終年度となる２０２１年度は、引き続き構成総連
男女平等推進担当者や女性機関役員のスキルアップに対する支援等に取り組むととも
に、現行計画の総括を行ったうえで、次期計画の策定に着手することとし、その際は、
連合⽅針を踏まえるとともに各構成総連・加盟組合との十分な連携や意思疎通をはかり
ながら進めます。
また、国内外のあらゆる分野において女性の意思決定プロセスへの参画が重要視される
なか、電力総連の活動においても、女性の参画を重要な課題と捉え、一層の前進をはか
るべく、今後の女性委員会の活動の⽅向性等についても論議を深めていきます。
加えて、人権が尊重される社会の実現に向けた取り組みは、性的指向・性自認にかかわ
らず、連合が作成したガイドライン等を活用し、差別禁止やハラスメント防止など職場
環境の改善に向け、各機関と連携し展開します。

情報労連

【２０２１〜２０２２年度中期運動⽅針】（2021.7.8第60回定期全国大会）
「ダイバーシティ推進の取り組み」
男女平等社会の実現と労働組合への女性の参加・参画の向上、さらには、どのような性
自認・性的指向であっても、平等に人権が尊重され、安心して働ける職場環境の実現に
向けて、本大会における「ジェンダー平等推進計画」（２０２１年度〜２０２４年度）
の決定を踏まえ、すべての組織における取り組みを促進します。

運輸労連

３．男女平等参画の推進に向けた取り組み
組織を活性化させ、社会を前進・発展させていくためには、女性の組合活動への参画が
必要不可欠です。2019 年５月、第 198 通常国会において「女性の職業生活における活
躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律※」（改正女性活躍推進法）が成立し、
今後ますます女性の活躍推進が不可欠となっていきます。また、LGBT や性的指向・
性自認（SOGI）などの多様性を尊重し、だれもが働きやすい環境整備に取り組む必要
があります。したがって、連合⽅針に基づき、「男女平等参画の推進」に加え「ジェン
ダー平等の推進」に向け、次のとおり取り組みを進めます。
１．男女平等参画推進の取り組み
① 平等参画を組織全体の重要課題とするため「男女平等推進委員会」の中で、計画実
現のための環境整備などに取り組みます。また、多様性を尊重する観点から、「男女平
等」という表記に対しての議論をしていきます。
② 女性の活躍推進に向け、各地連・都府県連および単組の女性役員を対象とした、女
性委員会の設置について議論します。
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ＪＥＣ連合

■〜Rebalance2020〜 から次期推進計画へ
JEC連合は、誰もが自らの意思による働き⽅の選択ができ、公正公平な社会や職場を作
ることをめざして、〜Rebalance2020〜ワーク・ライフ・バランス推進計画ならびに男
女共同参画推進計画（2017〜2021年度の５ヵ年計画）に取り組んできました。2022年
度は、１年延⻑した〜Rebalance2020〜の取り組みの中で、2021年度に取りまとめた５
年間の総括をもとに、男女共同参画とワーク・ライフ・バランスの取り組みを統合した
次期推進計画の策定を通じて、働く現場である職場と私たちの労働組合活動の変革に取
り組みます。
次期推進計画の策定にあたっては、連合が2021年６月に策定した「ジェンダー平等推
進計画」フェーズ１に沿いつつ、業種の実態や特性を踏まえた実効性のある計画になる
よう業種別部会での議論も踏まえた検討を進め、2023年度のスタートをめざします。
１）職場におけるジェンダー平等／ワーク・ライフ・バランスの取り組み
誰もがいきいきと働くことの出来る職場づくりをめざし、働く現場である「職場」にお
けるジェンダー平等の実現に向けた次期推進計画の策定を進めます。策定にあたって
は、次世代法や女性活躍推進法、ハラスメント対応など法対応を含めた多面的なものと
なるよう取り組みます。

③ 組合活動への女性参加率を向上させるために、各種イベントなど女性参加者に配慮
したインセンティブを設けます。加えて、女性が参加しやすい会議運営に努めます。
④ 定期大会および中央委員会、中央執行委員会、各種会議等において、女性組合員比
率に応じた参画を図ることとし、2025 年度までに女性参画率 10％をめざします（2020
年 10 月末現在、実組合員数 161,928 名中、女性 18,945 名、11.7％）。また、2030 年
度までの目標として「クリティカル・マス※」の 30％を掲げ取り組むこととします。
⑤ 地連・都府県連および単組は、運動⽅針に「男女平等参画」を明記します。
⑥ 地連・都府県連および単組は、女性の組合活動への参画を積極的に進めるため、女
性役員の選出をめざします。（クオータ制※の導入）
⑦ 地連・都府県連および単組は、定期大会および中央委員会、執行委員会、各種会議
等において、女性組合員比率に応じた参画を図ることとし、2025 年までの達成をめざ
します。
⑧ 男女平等、女性活躍推進、各種ハラスメント等に関連する労働法改正への周知徹底
や学習の機会を設け、多様な仲間の働きやすい環境整備に努めます。
⑨ 女性社員を対象とした地域イベントの開催を検討します。
２．男女間の賃金格差の実態把握と是正への取り組み
中央本部は、賃金実態調査に基づき格差実態を把握し、地連・都府県連を通じて単組に
フィードバックします。単組は、そのデータをもとに賃金格差の是正に向け、労使協議
を行うとともに、ポジティブ・アクションの促進を対応企業に求めることとします。
３．人材育成と情報提供の促進
経験交流、活動の担い手の育成、ネットワークづくり等を進めるために、女性セミナー
や⻘年女性全国交流集会等の中で、女性活躍推進法の進捗状況およびチェック機能強化
に向けた学習会を開催します。また、連合主催の諸行事へ積極的に参加するとともに、
各種情報を提供することとします。

運輸労連（続き）
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ＪＥＣ連合（続き）

２）労働組合におけるジェンダー平等／ワーク・ライフ・バランスの取り組み
誰もがいきいきと働くことの出来る職場づくりには、男女を問わず多様な仲間による労
働組合の活動が欠かせません。次期推進計画においては、労働組合の活動のあり⽅の視
点も含め、ワーク・ライフ・ユニオン・バランスの実現にむけた検討を進め、より実効
性のある推進計画策定に取り組みます。
また、すべての加盟組合において、トップダウンとボトムアップ双⽅からの取り組みと
なることをめざすと共に、未だ少数派である女性組合役員同士のネットワーク形成機会
の創出のための研修等を開催します。

私鉄総連

要員確保と人材育成などに向けた取り組み
人材育成と定着に向けては、人材開発支援助成金（旧：キャリア形成促進助成金）の拡
充、女性の職場進出や職場環境の改善に向けた「両立支援等助成金」の拡充を引き続き
求めていきます。

フード連合

【内容一部抜粋】
■ジェンダー平等をはじめとした多様性推進に向けた取り組み
・この２年間で特に注力する運動の⽅向性
刷新した「築こう！ｆｏｏｄ社会！２ｎｄ！」運動の目標達成に向けて、取り組む意義
を理解した上で、加盟組合の具体的な取り組みに繋げます。取り組むにあたっては、新
たに掲げる、①労働組合における男女平等参画、②職場・社会におけるジェンダー平
等・多様性推進に関する取り組み状況と数値目標のギャップについて、その要因を明確
にした上で、加盟組合の具体的な取り組みのＰＤＣＡを回すこと、加盟組合の好事例を
積極的に周知することに注力します。

損保労連

組織活動活性化に向けた取り組み
性別や年齢、雇用形態などにかかわらず幅広い層の組合員が等しく参画できる組合活動
の実現に向けて、「損保労連 ジェンダー平等推進アクションプラン」に則り、組合活
動における「ジェンダー平等」の推進に取り組むほか、産別内外の事例の共有などを通
じて単組の活動を支援します。

ＪＲ連合 （現在執筆中）

国公連合 ジェンダー平等の推進に向けて策定した計画の目的と意義に関する理解を深め、全ての
働く人が働きがいを持てる職場を目指す。

航空連合

航空連合は多様性を尊重し、ジェンダーをはじめとする多様な仲間が活躍できる組織運
営に努めます。特に、第22期に策定した「航空連合 ジェンダー平等推進計画
（2021.10〜2025.9）」の達成をめざすとともに、ジェンダー平等推進に関する活動に
積極的に取り組みます。

ゴム連合

★産別機能の充実
多様な価値観や働き⽅を知り、理解し、認め合うことが重要だと考えており、顕在化し
ている1つの課題として男女共同参画の実現が、産別機能を充実する上で重要な課題と
なっています。第15期に策定した「男女共同参画とりくみ⽅針」に基づき、産別におけ
る女性役員比率15％の達成に向けて注力します。また、産別活動への女性参加者比率
15％以上を合わせて達成できるようとりくみます。
★社会性を意識したとりくみ
・連合「ジェンダー平等推進計画」に基づき、各機関会議でのクオータ制（枠）の導入
を推進し、期待すべき役割や議決権の取扱いについて定める。
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交通労連

・組織全体で若年組合員の育成や女性組合員の運動への参画を積極的に推進していく。
・女性組合員の参画を推進するため、段階的に制度の整備を進めてきたが、労連本部の
女性活動を安定的に継続するためにも、第61回定期大会での女性中央執行委員の複数選
出を目指す。
・他産業に比べ女性の比率が低い状況ではあるが、企業では運転者不足対策から女性ド
ライバーの採用・育成が進んでおり、女性集会や⻘年女性研修会の場も活用して、女性
事務職及びガイド職だけでなくドライバーの参加も一層促していく。
・⻘年・女性委員が若年組合員や女性組合員を取り巻く課題やキャリア形成、労働法制
等の知見を深め、それぞれの地域に展開していくことで、さらなる組織の活性化・強化
につなげていく。
・連合の「性的指向及び性自認に関する差別禁止に向けた取り組みガイドライン」も活
用して、誰もが働きやすい職場の実現へ一層取り組んでいく。

サービス連合

男女平等参画の必要性の理解浸透に努めます。また、加盟組合の好事例や法改正の情報
共有をおこなうため、引き続き「男女平等参画NEWS」を発行し、加盟組合の取り組み
推進の支援をおこないます。
多様性を認め合う包摂的な社会に実現にむけて、2021年７月に策定した「サービス連
合・男女平等参画計画」に基づき、男女平等参画の定着を目指し、取り組みます。取り
組みにあたっては、地連とも連携し、加盟組合に対して計画の周知と男女平等参画の必
要性の理解を深めるための支援をおこないます。サービス連合の男女平等参画には加盟
組合の取り組みが欠かせないことから、加盟組合においては、「自組織振り返りチェッ
クシート」ならびに「アクションシート」を活用し、自組織の実態を把握するとともに
主体的に計画を策定して取り組みを進めます。加盟組合が把握した実態や策定した計画
について、男女平等参画NEWS等を活用して共有し、相互に参考にできるようにしま
す。
ワーク・ライフ・バランスの実現は多様な働き⽅を可能とするうえでも重要なことか
ら、コロナ禍における実態を把握し、課題について議論をおこないます。また、「サー
ビス連合・男女平等参画計画」策定の過程で整理した課題の中から、政策につながるも
のについて議論を深めることとします。加えて、法改正などの動向を注視し、必要な議
論をおこないます。

紙パ連合

●「連合・ジェンダー平等推進計画（フェーズ１）」の目的や目標を共有するととも
に、連合の推進計画に沿った取り組みを検討していく。
●「女性フォーラム」の開催に向けては、引き続き、組織財政委員会で検討を行ってい
く。また、終了後に点検を行い、今後の取り組みに生かしていく。
●男女平等参画社会（ジェンダー平等推進）の実現に向けて、さらに認識を深めていく
ために学習会の開催などを検討していく。

全電線
ジェンダー平等の推進に向け、各単組において性的指向・性自認（SOGI）の尊重を明
確にし性別を理由とした差別や、間接差別の禁止など、制度の点検・整備に取り組むこ
ととします。
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全国ガス

男女共同参画推進に向けた取り組み
全国ガス版 第2次「男女共同参画推進計画」（2021年6月中央執行委員会確認）に基づ
き、男女共同参画の意義・必要性の理解浸透をはじめ、多様な人材の参画による組合組
織・活動の活性化や、誰もが働きやすく、能力を十分に発揮できる環境整備に向けた取
り組みを全国ガス全体で推進し、男女共同参画社会の実現をめざしていきます。

印刷労連

１．雇用の安定と労働諸条件の維持向上
（３）すべての労働者の立場に立った働く環境の実現
すべての労働者が安全で健康に働くことができ、働きがいをもって能力を最大限発揮で
きる職場環境をめざし、ウィズ、アフターコロナ社会を踏まえた働き⽅改革や職場環境
の整備に取り組む。
③誰もが活躍できる職場環境の整備
・エイジフリー社会をめざした取り組み
・ハラスメント対策への取り組み
・仕事と育児・介護の両立支援に向けた取り組み
・仕事と治療の両立支援に向けた取り組み
・ジェンダー平等・多様性推進に向けた取り組み
３．組織の充実・強化・拡大
（４）ジェンダー平等・多様性推進会議の開催
男女が共に公平で公正な環境や処遇により、誰もが自己の能力を最大限発揮し、活躍で
きる職場環境の整備をめざし、本部・地⽅協議会・構成組織相互の連携のもと、「ジェ
ンダー平等・多様性推進会議」を開催します。男女平等参画に向けて前進を図り、推進
計画策定も見据えた取り組みを進める。

セラミックス連合

○セラミックス連合の理念
セラミックス連合は、男女が互いを尊重しつつ役割と責任を分かち合い性別にかかわり
なくその個性と能力を十分に発揮することができる男女平等参画社会・企業・職場の実
現と、男女のみならず、多様性に富んだ活力ある、誰もが活躍できるジェンダー平等社
会の実現をめざします。
＜統一達成目標＞  ●：産別 ◆：加盟組合
目標① 【毎年】
労働組合における男女平等参画のため、組合員の男女比率を毎年調査し、把握すること
とします。
主なとりくみ
●産別は、加盟組合に「調査」を実施し、課題を明確化する。
目標② 【第３０年次（２０２４年８月末）までに】
女性役員（会計監査を除く）を選出することとします。
主なとりくみ
●産別は、男女比率調査を踏まえて、加盟組合に対し女性役員選出の促進を図る。
◆加盟組合は、労働組合への女性の参画率、および役員比率の向上にとりくむ。
◆加盟組合は、ポジティブ・アクション手法も活用し女性役員や代議員の選出を促進す
る。
目標③ 【第３０年次（２０２４年８月末）までに】
男女平等参画の必要性および、ジェンダー平等の推進を各組合・組合員に浸透させる
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セラミックス連合
（続き）

こととします。
主なとりくみ
◆加盟組合は、労働組合としてとりくむ意思を、運動⽅針に明記する。
◆加盟組合は、各組合が計画内容を大会議案書（運動⽅針）に掲げ全組合員に周知す
る。
◆加盟組合は、勉強会等を開催し、組合員の意識啓発に努める。
◆加盟組合は、機関紙等を活用し組合員にとりくみを広報する。
◆加盟組合は、性的指向・性自認（SOGI）の尊重を周知する。
＜重点達成目標＞  ●：産別 ◆：加盟組合
目標④ 【第３０年次（２０２４年８月末）までに】
執行機関への女性組合員比率に応じた参画機会を確保し、女性役員選出をめざすことと
します。
主なとりくみ
●産別は、産別の定期大会等へ、加盟組合の女性比率に応じた参画をめざす。
●産別は、女性の参画機会を確保することから、クリティカル・マスの理解浸透を図
る。
●産別は、セラミックス連合役員の女性参画率１０％をめざす。
（セラミックス連合中執比率１０％、地⽅本部執行委員比率１０％をめざす）
●産別は、クオータ制を必要に応じて検討する。
目標⑤ 【第３０年次（２０２４年８月末）までに】
執行機関への女性組合員比率に応じた参画機会を確保することとします。
主なとりくみ
◆加盟組合は、単組の各種会議（大会、中央委員会等）への参画機会を確保する。
◆加盟組合は、本部主催の研修会等、（役員研修会、⻘年女性研修会等）あらゆるとり
くみへの参画機会を確保する。
目標⑥ 【第３０年次（２０２４年８月末）までに】
「ジェンダー平等の推進」を目的とする委員会等の会議体を設置することとします。
主なとりくみ
◆加盟組合は、労使で論議、話し合う場を設置する。
◆加盟組合は、すべてのジェンダーに優しい環境づくり、制度の拡充を求める。
目標⑦ 【第３０年次（２０２４年８月末）までに】
多様な人たちが多様な形態で参加できるよう、活動スタイルの点検と、必要な見直しを
行うこととします。
主なとりくみ
◆加盟組合は、性別、障害の有無、年齢、国籍に関係なく、多様な従業員が働きやすい
環境整備と働きがいのある組織風土をめざす。
目標⑧ 【第２８年次（２０２２年８月末）までに】
男女平等プロジェクトチームを立上げることとします。
主なとりくみ
●産別は、男女平等プロジェクトチームを立上げ、男女が参加し意見を述べ合う場を
設置する。
◆加盟組合は、男女平等プロジェクトチームへの役員選出をめざす。
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ＪＲ総連
労働組合における「男女平等参画の推進」と、「ジェンダー平等の推進」をめざして、
各種取り組みに参加します。ハラスメントの撲滅に向けても各単組、連合と連携して取
り組みます。

全水道

すべての年代の女性の貧困の背景にもなっている非正規雇用の問題への対応「ジェン
ダー」平等の観点にたって「世帯」ではなく「個人」単位で生きやすい社会の実現をめ
ざし、グローバル・ジェンダー・ギャップ指数2020で日本が過去最低の121位となる中
で、とりわけ順位が低い「経済」「政治」分野での女性の社会的向上を進めることは喫
緊の課題。「第5次男女共同参画基本計画」の着実な履行を求める。

全国農団労

⑩男女共同参画社会基本法、次世代育成支援対策推進法の趣旨と精神を踏まえ、男女が
ともに働き続けられるジェンダー平等な職場環境づくりや、正当に評価されるルール作
りを労使で追求する。
⑪男女ともに働きやすい職場とするため、女性の労組参画を促す環境や、女性が労組執
行部を担える条件について整備する。具体的には、「働きがいのある人間らしい仕事の
実現と女性の活躍の推進」「仕事と生活の調和」「多様な仲間の結集と労働運動の活性
化」を掲げる連合のジェンダー平等参画推進計画（フェーズ１ 2021年10月１日〜
2024年９月30日）を踏まえ、取り組みを強化し女性の労組役員・機関会議の参画率の
向上をめざす。
⑫女性活躍推進法に基づき、職場の状況把握と課題を分析した上で行動計画を策定する
よう求める。既に行動計画を策定しているところでは、労働組合がその実施状況や数値
目標の達成状況をチェックし、不十分な点や新たな課題があればその改善を求める。ま
た、労働組合においてもポジティブ・アクション（女性活躍推進法の取り組み）の実現
に向けて積極的に取り組む。その一環として全国農団労としてジェンダー平等参画に向
けた研修会を企画する。

全自交労連

運動⽅針には、連合の「ジェンダー平等推進計画に向けて」の文章を記載。
また2022春闘⽅針より、賃金・労働条件の要求の章に、新たに「男女のワークライフ
バランスの実現」を独立した一項目として追加。今後の運動⽅針にも同様の内容を明記
する予定。
【以下、2022春闘⽅針より転記】
（９）女性や若者が働きやすい職場に 男女のワークライフバランス実現
「Ⅱ ハイタク産業の動向」で見たように、ハイタクは賃金において男女格差の少ない
仕事です。しかし圧倒的に男性が多い産業であり、女性が働きやすい環境の整備はまだ
まだ不十分。制度面でも施設面でも改善が必要です。また共働き世帯が増加する中、男
性も家事や育児、介護などを分担し、男女のワークライフバランスを実現しなければな
りません。都市部を中心に大学新卒乗務員の採用も増加しており、若者が希望をもって
働ける職場を作っていく必要があります。こうした考えに基づき以下のことを要求しま
す。
①「育児・介護休業法」を遵守して、女性の出産休暇、男女の育児休暇・介護休暇など
の申請・取得を後押しし、取得やその後の職場復帰に際して不利益な扱いを行わないこ
と
②男女雇用機会均等法の趣旨を理解し、女性であることを理由に、昇進や昇格に差をつ
けないこと
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全自交労連（続き）

③ハラスメント対策関連法に基づき、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、
マタニティハラスメントなど、あらゆるハラスメント行為の防止に努めること
④子どもや親の急病、学校行事、育児などの必要に応じ、勤務時間・休憩時間の柔軟な
運用、所定外労働の免除、短時間勤務などに応じること
⑤事業所内保育施設（認可施設）や、認可保育所と同等の質が確保された企業主導型保
育施設の設置を検討すること
⑥生理休暇を申請・取得しやすい環境を整備すること
⑦女性用の更衣室や仮眠室、衛生的なトイレなど、可能な限り女性が働きやすい職場環
境を整備すること
⑧土日に休める勤務シフトなど、若者の求める労働環境を整備すること

メディア労連

連合は、1991年10月から昨年9月までは「男女平等参画推進計画」を指針として男女平
等参画に取り組み、この1年は「第4次男女平等参画推進計画」プラスを主軸として、こ
れまでの男女平等に加え、性自認を含む多様性の尊重も明確に明示されています。そし
て2021年10月から2024年9月までを「ジェンダー平等推進計画」フェーズ１と位置づけ
てジェンダー平等社会を実現するため、環境の検証・改善をめざすことを提起していま
す。メディア労連もこの連合の活動を指針として取り組んでいくこととします。なお、
2021年8月現在のメディア労連の女性組合員比率は29.73％です。引き続きメディア労
連全体で組合への積極的な女性参画を目指します。

全労金

全労金は、2021年９月までを期間とする全労金「男女平等参画推進⽅針」並びに「第
３次男女平等参画推進計画」が終了することを踏まえ、組織内の男女平等参画を実現す
ることとあわせて、現在の社会的な課題に対する運動を強化することも加味し、全労金
「ジェンダー平等推進⽅針」を策定します。⽅針の策定を踏まえ、全労金・単組は、性
別や雇用形態等に捉われず、誰もが等しく参画できる社会の実現に向けて、育児・介護
に関わる課題はもとより、SOGIへの対応、ＤＶ被害やシングルマザー・シングルファ
ーザー等の課題に取り組むとともに、全労金・単組における労働組合活動への参画が進
むよう、取り組みを進めます。

ヘルスケア労協

女性委員会は年3回開催し、組合活動への女性の参加、連合およびＰＳＩ-ＪＣ等が開催
する女性集会や委員会に積極的に参加し、女性役員を増やす努力を行う。
あらゆる法や制度が徐々に男女平等に動いているが、まだＩＬＯ基準には程遠い現状が
ある。女性の多い職場として更なる改善を求める取り組みを進める。

労済労連

(3) 男女平等参画の推進
2021 年度労済労連女性委員会からの「労済労連におけるクオータ制の導入について」
の答申をふまえ、中央執行委員会として対応を検討します。また、2022 年度も引き続
き各単組の女性執行部による中央執行委員会へのオブザーバー参加を募り、春季生活闘
争⽅針や運動⽅針の立案段階で積極的に女性の声を反映するとともに、女性執行部の経
験の蓄積等をめざします。
なお、連合において 2021 年 10 月からの男女平等参画に関する新たな計画「ジェン
ダー平等推進計画」が確認されています。労済労連としてもこれを受けて 2021 年度労
済労連女性委員会が素案策定した「『労済労連第 2 次男女平等参画推進計画』総括」を
ふまえつつ新たな計画策定に着手することとします。
 ※連合ジェンダー平等推進計画から、連合本部・構成組織・単組・地⽅連合会の具体
的な目標の表を記載
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構成組織名 明記している内容

全国ユニオン

多様な性に関する取り組みを進める。連合の第4次男女平等参画推進計画に沿って立ち
上げた女性委員会の取り組みを引き続き展開する。全国ユニオンのあらゆる組織で男女
平等参画を推進する。「ディーセント・ワーク」を実現し女性の活躍を推進する。女性
の就労・就業継続のための環境整備に取り組む。多様な仲間を結集し、女性や若者、非
正規労働者も主要な担い手となるよう取り組み、労働運動を活性化する。

ＪＡ連合 ジェンダー平等をはじめ一人一人が尊重された「真の多様性」が根づく職場・社会の実
現を目指す。

全造幣

連合は、「働くことを軸とする安心社会」づくりの一環として、社会全体および労働組
合出身の男女平等参画の推進に取り組んでいます。この取り組みの目指すものは、男女
が対等・平等で人権が尊重された社会の構成員として、様々な分野への参画の機会が保
障され、役割と責任を分かち合う、誰もが暮らしやすい「男女平等参画社会」の実現で
す。組合も連合の目指す「男女平等参画社会」の実現に向けて、活動に参画していくこ
ととします。また、企業内においても「子育て」をはじめとして、女性組合員が抱えて
いる様々な課題の改善に取り組んでいくこととします。

日建協 ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

日高教

サブスローガン
 男女共同参画社会の実現をめざす取り組み
(1) 男女の差別をなくし、一人ひとりが能力を発揮し、健康で安心して働ける職場の実
現を図る。
(2) 女性教職員にも配慮した施設･設備の整備･充実を図る。
(3) 育児休暇が取得しやすい条件整備を図る。
(4) 育児休業制度及び育児短時間勤務制度等が利用しやすい環境整備を図る。特に、代
替教職員の完全確保を図る。
(5) セクシャルハラスメント等、各種ハラスメント防止の徹底を図る。
(6) 組合活動に参加しやすい環境づくりを推進する。
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２．2022年構成組織調査 女性リーダーの育成を目的とした研修の実施状況
構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点

女性リーダー研
修会（年１回／
岡山・中央教育
センター友愛の
丘／２泊３日）

加盟組合の女性
役員・役員候補
者、女性リー
ダー

UAゼンセンにおける男
女共同参加推進につい
て、キャリア形成につい
てのマインドセット講
座、ハラスメント相談対
応、ファシリテーター養
成講座、組合役員に必要
な法律講座

女性リーダー、さらには
女性トップリーダーとし
て活躍するための、総合
的な知識・スキル習得に
向けた内容を提供してい
る。
各講座は、専門的な外部
（プロ）講師を招いて
行っている。

女性リーダー研
修会【基礎】
（年２回／東
京・大阪／１泊
２日）

加盟組合の女性
役員・役員候補
者、職場リー
ダー

ＵＡゼンセンにおける男
女共同参画推進につい
て、コミュニケーション
スキル習得講座、労働組
合用語学習、男女共同参
画に関する法律学習、グ
ループワーク

今後の組合活動・職制で
の活躍を目指すための、
基礎的な内容を提供して
いる。

自動車総連

ジェンダー共
同・多様性推進
研修会

各労連・単組の
組合役員

今期は男性の育児休業取
得促進を主テーマに、講
演及び意見交換を実施

一⽅通行の研修とならな
いよう、Web併催である
ものの参加者が発言する
機会を増やす取り組みを
実施。

中央労働学校 県本部等役職員
の次代の担い手
育成の観点か
ら、30歳代を中
心に

①労働組合の意義につい
て、②現状分析・課題の
設定、③運動課題、④組
合運営ほか

各県男女1人分の旅費に
ついて、産別本部が負
担。

女性労働学校
（前期、後期）

女性部役員等 女性部運動の歴史、課
題、労働者の状況等

初心者向けの説明を講師
に依頼し、わかりやすく
している。分散会で職場
の課題と結び付けてい
る。

はたらく女性の
集会

女性部役員等
※「女性労働学
校」と同様

女性部運動の歴史、課
題、労働者の状況等 ※
「女性労働学校」と同様

初心者向けの説明を講師
に依頼し、わかりやすく
している。分散会で職場
の課題と結び付けてい
る。※「女性労働学校」
と同様

※上記の他、3部門・47都道府県支部において独自の研修会を実施している。

ＵＡゼンセン

自治労
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点
女性役員情報交
換会

単組・地協の女
性代議員・女性
評議員および職
場委員

女性役員同士による情報
交換と時宜に適した内容
の講演（勉強会）の実施

会場開催の際は、定期大
会・中央委員会の前段で
開催し、参加しやすくし
た。
オンライン開催では、
WEB背景をオリジナル名
刺に設定してもらうこと
で、会話のきっかけづく
りをしてもらう。

男女平等セミ
ナー

加盟組合・地協
の男女平等担当
者

男女平等政策のテーマに
関わる講演、グループ
ディスカッションなど

オンライン開催

ＪＡＭ

Ｗｉｔｈ女性
リーダーセミ
ナー

ＪＡＭ女性協議
会役員、地⽅Ｊ
ＡＭ女性執行委
員、単組女性執
行委員、単組女
性活動組織役員
等

労働組合のリーダーとし
てのスキル習得

座学だけでなく参加者中
心の体験学習⽅式

基幹労連

女性リーダーセ
ミナー

加盟組合の女性
組合役員、機関
役員

基幹労連の推進計画の説
明、時宜に即したテーマ
（アンコンシャスバイア
ス、リーダーシップな
ど）など

あえて男性は入れない、
グループワークで全員が
話す機会を作るなど。

生保労連

ジェンダー平等
推進セミナー

女性登録者、各
組合のジェン
ダー平等（男女
共同参画）推進
担当者など

ジェンダー平等推進に向
けた取組みに対する議論
を深められるようなテー
マで開催

講演を聞くだけではな
く、実際に体験できる講
義やグループでの意見交
換を取り入れて実施。

女性役員セミ
ナー

女性役員 講義やグループワーク等 みんなで動画づくりを行
い参加者同士が継続して
つながること

全国女性フォ―
ラム交流会

女性フォーラム
役員

全国女性フォーラム役員
の交流および政策立案

共同作業による仲間意識
の醸成

男女共同参画推
進に向けた経営
協議会分科会へ
の参加

中央女性フォー
ラム役員

本部-本社における経営協
議会分科会への陪席

終了後、職場の意見を本
社へ上申する意見交換会
を実施。

日教組

女性参画推進会
議

女性参画推進委
員

女性参画推進にむけた具
体的なポジティブアク
ションについて

女性参画を女性だけの問
題にせず、全組合員が共
通認識するためにとりく
みや環境整備について、
議論を続ける。

ＪＰ労組

電機連合
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点

電力総連

女性役員連絡会 女性執行委員ま
たは準ずる者１
〜２名程度
（専従・非専従
は問わない）

(1)女性リーダーとしての
活躍や女性参画を促進す
るための取り組み等の意
見交換
(2)組織内議員との意見交
換
(3)講師による講義
（2021年度 ロールモデ
ルによる講演）
(4)電力総連 女性委員会
との意見交換
(5)男女平等参画推進計画
（2015年度改訂版）の総
括と次期計画の策定に向
けた取り組みに関する情
報提供
(6)その他

「女性組合役員の育成と
継続支援」、「多様な
ネットワークづくりと
ニーズの引きだし（性
別・年代別、職種別
等）」に取り組み、組織
活動への女性の参画意識
を高め、男女が共に主体
的に参画する魅力ある労
働組合を構築していくカ
リキュラムを基本として
いる。開催日について
は、金曜日午後から土曜
日午前中。2020年度から
はオンラインとのハイブ
リッド開催を実施。

情報労連

運輸労連

女性セミナー 女性組合員 講演、意見交換 女性同士の横のつながり
を通して、組合活動の魅
力を知ってもらえるよ
う、工夫している。

エンパワーメン
トセミナー

女性の単組組合
員・組合役員

パネルディスカッション
＆グループディスカッ
ションによる女性間の
ネットワーク形成など

２、３月の計2回開催。
土曜日の13：00〜16：30
とし、全面WEBとするこ
とで、自宅からでも参加
しやすい工夫を行った。

ジェンダー平等
フォーラム

組合員全般 連合芳野会⻑とＪＥＣ連
合酒向会⻑の講演＆グ
ループディスカッション
による情報や意見交換

ハイブリット形式で開催
することにより、遠⽅や
コロナ禍であっても、希
望すれば参加できる工夫
をおこなった。

私鉄総連

ＪＥＣ連合
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点

フード連合

以下、2021年度の内容
＜目的＞
組合役員としてのリー
ダーシップをテーマと
し、講義に加えてグルー
プディスカッションも交
えながら、アンコンシャ
スバイアス（無意識の思
い込みによる偏見）の考
え⽅や傾聴などを学び、
必要なスキルや自信を身
につけること
＜開催形式＞
Web
＜内容＞
13:00〜13:05 開会
13:00〜13:05 主催者代
表挨拶
13:05〜13:10 スケ
ジュール等、事務連絡
13:10〜13:40 【講話
①】テーマ：「築こう！
food社会！2nd！」の取
り組み フード連合 武下
徳陽 社会政策局⻑（本
部）
13:40〜14:00 【講話
②】テーマ：「女性中執
の会」からの取り組み紹
介 フード連合 望月 真
実 中央執行委員（アサヒ
ビール労組）
14:00〜14:10 休憩
14:10〜16:50 【研修】
テーマ：リーダーシップ
を発揮しよう 講師：一
般財団法人 女性労働協会
柳生 幸枝 氏
（https://ninteikoushi.jp
/koushi/141/）
グループディスカッショ
ン：リーダーシップや、

・企画検討において、
「リーダーは男性がやる
ものだ」「女性は補助的
な業務で良い、リーダー
なんて気が進まない」な
どの先入観や潜在的な意
識が存在している可能性
を踏まえ、アンコンシャ
スバイアスそのものを考
え、その払拭をめざしな
がら、リーダースキルを
学べるような内容を試み
た。
・フード連合の女性中央
執行委員で組織されてい
る「女性中執の会」とし
ての取り組み周知はもと
より、所属単組でどんな
取り組みを行っているか
等、展開することによ
り、参加者への波及をね
らった。
・Web開催とすること
で、距離等に関係なく、
全国から参加出来るよう
工夫した。

単組女性役員
（既任・新任問
わず）

Women's
Activation
Seminar（女性
活躍推進セミ
ナー）
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点
Women's
Activation
Seminar（女性
活躍推進セミ
ナー）
（続き）

身の回りのアンコンシャ
スバイアスに関する参加
者自身の体験等を共有し
合う中で、今後の行動へ
繋げる
16:50〜17:00 アンケー
ト
 〜17:00 閉会

フード連合
（続き）

・企画検討において、女
性組合員の日々の悩みや
課題をグループワークで
共有し合うことで、今後
の課題解決やその糸口に
繋がるような内容。
・フード連合の女性中央
執行委員で組織されてい
る「女性中執の会」とし
ての取り組み周知はもと
より、所属単組でどんな
取り組みを行っているか
等、展開することによ
り、参加者への波及をね
らった。
・現場の組合員（非専
従）同士の直接のコミュ
ニケーションがとれるこ
とを最大限考慮し、地⽅
開催とした。
・現地参加はもとより、
全国からも参加が叶うよ
う、Web参加も可能とし
た。

以下、2021年度の内容
＜目的＞
「築こう！food社会！
2nd！」の2つの運動目標
の観点を踏まえ、フード
連合の仲間である加盟単
組間での女性組合員同士
の交流をはじめとし、悩
みや課題などの共有や意
見交換を通じて、参加者
の今後の行動や取り組み
に活かしていくこと。
＜開催形式＞
現地会場（2会場）と
Web（Web併用）
＜内容＞

 14:00〜 開会
14:00〜14:05 主催者代
表挨拶
14:05〜14:10 事務連絡
14:10〜15:00 講話Ⅰ：
テーマ「ジェンダー平
等・多様性推進につい
て」（仮） フード連合
武下 徳陽 社会政策局⻑
（本部）
15:00〜15:15 休憩
15:15〜15:45 講話Ⅱ：
フード連合「女性中執の
会」からの取り組み紹介
①京都会場 フード連合
岡 直子 中央執行委員
（全日本たばこ産業労
組）

女性組合員女性組合員情報
交換会
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点

フード連合
（続き）

女性組合員情報
交換会
（続き）

②函館会場 フード連合
内木 聡子 中央執行委員
（TaKaRa労組）
15:45〜16:00 休憩
16:00〜17:20 グループ
ディカッション ※参加
者が抱えている課題や悩
みについて意見交換
17:20〜17:30 アンケー
ト
〜17:30 閉会

損保労連

ユニオン・ミー
ティング

加盟単組の組合
員

各地で開催しているユニ
オン・ミーティングの
ディスカッションテーマ
の一つに、女性活躍推進
を設け、ジェンダー平等
の必要性を説明したうえ
で、各職場での課題や取
り組みを共有のうえディ
スカッションをして、職
場の女性活躍推進の取り
組みに生かしている。

過去は、女性版ユニオ
ン・ミーティングにて開
催していたが、今期から
男女合同で実施すること
で、男性にも女性活躍推
進の必要性の理解浸透に
努めている。

ＪＲ連合
国公連合

航空連合

Women's
Interactive
Networking
Community
(WINC)

加盟組合執行部
の女性役員、女
性職場委員（代
議員など）

加盟組合の女性役員が組
合活動や役員としての知
識を「楽しく」「仲間と
ともに」学ぶためのも
の。

年間3回のプログラムの
うち1回は参加者に加
え、参加者の組織の二役
にも参加していただき、
組織でのジェンダー平等
に関する課題を認識して
いただき、女性参画の更
なる促進を図っている。

海員組合

ゴム連合 ジェンダー平等
研修会

男女共同参画推
進者

連合のジェンダー平等推
進計画の内容周知

Web併用開催とランチ
ミーティング

交通労連

女性集会 男女組合員 全国の女性組合員の交流
をはかるほか、身近な課
題に関する講演、職場見
学など

男性も交えて話し合い女
性を取り巻くさまざまな
問題の改善につなげる。
他産別との連携で企画の
充実をはかる。
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点

交通労連（続き）

⻘年女性研修会 若年組合員 ⻘年・女性活動の意義、
労働組合の機構や運営、
リーダーとしての任務と
役割など、実習も含めた
総合的な学習。

地⽅開催を積極的に進め
参加しやすくするととも
に、開催地域の文化に触
れる機会を充実させる。

サービス連合
エンパワーメン
ト研修会

加盟組合におい
て男女平等参画
の推進担当者

紙パ連合 女性フォーラム 女性組合員・女
性執行委員

労働組合への参画 グループディスカッショ
ン

全電線

全国ガス

Women’Z festa 女性組合員 女性組合員の交流や情報
交換、意識啓発をはかる
ことを目的に、体験イベ
ントやセミナー、情報交
換を実施。

企画・運営は主に女性委
員会メンバーで行い、少
しでも参加したいと思っ
ていただけるイベントに
している。

印刷労連

セラミックス連合
女性ミーティン
グ

女性組合員 グループディスカッショ
ン形式による意見交換

テーマは設けるが、自由
に情報交換が出来るよう
にすすめる。

ＪＲ総連
全水道 女性委員会 ⻘年女性部員 学習会

全国農団労
ジェンダー平等
に関するセミ
ナー

労組員男女 ジェンダーに関する学習
会

全自交労連
メディア労連
全労金
ヘルスケア労協
森林労連
労供労連
労済労連
全印刷
全国ユニオン

自治労連
働く女性のス
テップアップセ
ミナー

構成単組 女性としてのスキルアッ
プ、ネットワークづくり

WEBも活用した参加しや
すい環境づくり

全国競馬連合
ＪＡ連合
全造幣
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構成組織名 研修名称 対象者 内容 工夫している点

日建協

女性技術者会議 技術系女性組合
員

女性が働きやすい、⻑く
働き続けられる建設産業
の実現にむけた⽅策等を
討議している。

日高教
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３
．
20
22
年
構
成
組
織
調
査
 
自
由
記
入
意
見
欄

構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

Ｕ
Ａ

ゼ
ン

セ
ン

・
Ｕ

Ａ
ゼ

ン
セ

ン
の

組
織

特
性

と
し

て
、

女
性

組
合

員
比

率
が

6割
以

上
、

構
成

員
の

約
６

割
と

な
る

短
時

間
組

合
員

の
8割

が
女

性
で

あ
る

。
多

く
の

組
合

員
が

暮
ら

し
が

い
、

働
き

が
い

を
享

受
で

き
る

効
果

的
な

取
り

組
み

・
支

援
⽅

法
を

継
続

し
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

・
産

業
特

性
や

企
業

規
模

の
大

小
か

ら
、

加
盟

組
合

に
よ

り
活

動
の

濃
淡

や
温

度
差

が
あ

る
。

ま
た

、
22

70
組

合
が

加
盟

す
る

規
模

ゆ
え

に
全

組
合

に
取

り
組

み
を

浸
透

し
き

れ
て

い
な

い
。

全
加

盟
組

合
の

男
女

共
同

参
画

の
取

り
組

み
の

必
要

性
に

つ
い

て
、

更
な

る
理

解
浸

透
を

図
る

効
果

的
な

⽅
法

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
・

女
性

の
組

合
活

動
へ

の
参

画
は

上
昇

し
て

い
る

も
の

の
、

国
際

基
準

で
あ

る
女

性
役

員
比

率
（

40
％

）
等

に
は

達
し

て
い

な
い

。
産

別
組

織
と

し
て

各
種

会
議

体
へ

の
女

性
参

画
を

促
し

て
い

く
こ

と
や

、
研

修
会

や
セ

ミ
ナ

ー
等

を
通

じ
て

女
性

役
員

の
育

成
と

発
掘

に
つ

な
げ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。

◆
女

性
役

員
の

参
画

に
つ

い
て

は
、

加
盟

組
合

に
部

門
・

都
道

府
県

支
部

と
連

携
し

、
男

女
共

同
参

画
の

必
要

性
を

理
解

浸
透

さ
せ

る
中

で
、

第
一

次
男

女
共

同
参

画
推

進
計

画
策

定
時

（
20

13
年

）
か

ら
、

確
実

に
進

捗
し

て
い

る
。

決
議

機
関

へ
の

女
性

参
画

率
（

14
.6％

→
25

％
）

、
本

部
女

性
役

員
比

率
（

15
.1％

→
31

.7％
）

、
都

道
府

県
支

部
に

お
け

る
定

期
総

会
代

議
員

女
性

比
率

（
16

.1％
→

20
.1％

）
、

都
道

府
県

支
部

に
お

け
る

運
営

評
議

会
女

性
比

率
（

7.7
％

→
11

.9％
）

。
◆

男
女

共
同

参
画

推
進

計
画

に
則

っ
た

、
加

盟
組

合
の

行
動

計
画

（
＝

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

）
の

策
定

に
つ

い
て

は
、

部
門

・
都

道
府

県
支

部
と

連
携

し
、

男
女

共
同

参
画

の
必

要
性

を
理

解
浸

透
さ

せ
る

中
、

第
1期

（
約

80
0組

合
）

・
第

2期
（

約
10

00
組

合
）

・
第

3期
（

約
89

1組
合

）
を

集
約

し
た

。
第

4期
に

つ
い

て
は

、
第

3期
の

反
省

を
踏

ま
え

、
簡

易
版

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

を
新

た
に

設
定

し
、

前
期

を
超

え
る

策
定

に
向

け
、

取
り

組
み

を
進

め
て

い
る

。

自
動

車
総

連
数

値
目

標
の

み
が

独
り

歩
き

し
て

し
ま

い
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
を

推
進

す
る

目
的

か
ら

外
れ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

る
（

数
字

だ
け

達
成

す
れ

ば
よ

い
と

い
う

風
潮

に
な

り
や

す
い

）
。

研
修

会
等

に
よ

り
、

同
じ

課
題

を
持

つ
単

組
同

士
が

意
見

交
換

す
る

こ
と

で
、

課
題

解
決

の
糸

口
を

見
つ

け
る

こ
と

が
で

き
た

。

自
治

労

組
合

活
動

に
お

け
る

男
女

平
等

参
画

に
関

す
る

課
題

と
し

て
、

「
標

準
的

」
「

当
た

り
前

」
と

さ
れ

る
こ

れ
ま

で
の

組
合

活
動

が
、

実
は

男
性

目
線

に
基

づ
い

た
も

の
で

あ
る

こ
と

に
男

女
双

⽅
が

気
づ

い
て

い
な

い
可

能
性

が
あ

る
。

性
別

役
割

分
担

意
識

に
よ

る
固

定
観

念
が

根
強

く
社

会
に

も
、

組
合

員
の

男
女

双
⽅

の
心

理
に

も
残

っ
て

い
る

こ
と

が
要

因
と

な
っ

て
い

る
。

し
か

し
、

組
合

が
積

極
的

に
女

性
参

画
を

求
め

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

職
員

採
用

や
管

理
職

登
用

、
審

議
会

へ
の

女
性

委
員

の
配

置
な

ど
に

、
使

用
者

側
が

意
識

的
に

取
り

組
む

好
事

例
な

ど
も

多
く

報
告

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
政

治
的

・
政

策
的

な
要

請
事

項
と

し
て

も
、

組
織

の
あ

り
様

と
し

て
も

、
男

女
平

等
参

画
の

課
題

を
捉

え
な

お
し

、
改

め
て

取
り

組
み

課
題

の
明

確
化

を
は

か
る

こ
と

、
さ

ら
に

組
合

活
動

の
あ

り
⽅

を
探

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

電
機

連
合

・
ト

ッ
プ

メ
ッ

セ
ー

ジ
を

発
信

し
て

い
る

組
合

が
２

割
程

度
に

と
ど

ま
っ

て
い

る
こ

と
・

女
性

従
業

員
の

割
合

や
定

着
率

が
低

い
こ

と
・

組
合

役
員

と
し

て
の

キ
ャ

リ
ア

ビ
ジ

ョ
ン

が
明

確
に

な
っ

て
い

な
い

こ
と

・
女

性
役

員
の

担
当

業
務

が
固

定
化

さ
れ

て
い

る
傾

向
が

あ
る

こ
と

・
仕

事
と

組
合

活
動

の
両

立
が

難
し

い
こ

と
・

女
性

の
活

躍
推

進
に

も
つ

な
が

る
男

性
の

育
児

参
画

が
進

ん
で

い
な

い
こ

と
な

ど

（
加

盟
組

合
の

事
例

か
ら

）
・

組
合

員
全

員
に

配
布

の
広

報
誌

に
中

央
執

行
委

員
⻑

か
ら

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

発
信

、
男

女
が

い
き

い
き

と
働

き
続

け
ら

れ
る

た
め

の
組

合
活

動
の

紹
介

な
ど

の
情

報
発

信
。

・
職

場
委

員
の

段
階

的
な

目
標

値
を

設
定

し
、

各
加

盟
組

合
の

状
況

に
沿

っ
た

女
性

役
員

の
登

用
に

向
け

た
取

り
組

み
の

実
施

。
・

専
従

役
員

の
い

る
支

部
は

女
性

執
行

委
員

を
１

名
以

上
選

出
し

、
機

関
会

議
へ

の
女

性
参

画
に

つ
な

げ
る

。
・

女
性

役
員

の
意

見
交

換
会

を
実

施
し

、
体

験
談

や
悩

み
、

好
事

例
な

ど
の

情
報

共
有

を
通

じ
、

経
験

年
数

の
浅

い
女

性
役

員
の

不
安

解
消

、
今

後
の

組
合

活
動

へ
の

意
欲

に
つ

な
げ

る
。

・
気

軽
に

参
加

で
き

る
ラ

ン
チ

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

の
設

定
、

会
議

の
小

規
模

・
複

数
開

催
、

出
入

り
自

由
の

オ
ン

ラ
イ

ン
イ

ベ
ン

ト
の

開
催

。
・

男
性

の
育

休
取

得
促

進
、

理
解

促
進

の
た

め
、

男
性

に
向

け
た

育
児

関
連

の
ア

ン
ケ

ー
ト

の
実

施
、

労
使

合
同

開
催

の
イ

ク
ボ

ス
セ

ミ
ナ

ー
、

育
児

中
の

男
性

社
員

を
対

象
に

し
た

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

、
座

談
会

な
ど

の
開

催
。

Ｊ
Ａ

Ｍ
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

基
幹

労
連

男
性

（
特

に
リ

ー
ダ

ー
層

）
の

意
識

を
い

か
に

変
え

ら
れ

る
か

が
課

題
で

、
基

幹
労

連
「

第
３

次
男

女
共

同
参

画
推

進
計

画
」

で
5年

か
け

て
10

0％
達

成
に

向
け

て
取

り
組

ん
で

き
た

以
下

３
項

目
は

、
未

だ
達

成
で

き
な

い
。

・
運

動
⽅

針
に

「
男

女
共

同
参

画
活

動
の

推
進

」
を

明
記

・
ト

ッ
プ

リ
ー

ダ
ー

か
ら

「
男

女
共

同
参

画
活

動
の

推
進

」
の

呼
び

か
け

・
「

男
女

共
同

参
画

推
進

計
画

」
を

策
定

男
女

共
同

参
画

の
必

要
性

や
重

要
性

の
丁

寧
な

理
解

浸
透

が
課

題
と

捉
え

て
い

る
。

ま
た

、
基

幹
労

連
の

大
会

に
お

け
る

女
性

代
議

員
比

率
10

％
を

目
指

し
て

取
り

組
ん

で
き

た
が

、
女

性
組

合
役

員
の

⺟
数

の
少

な
さ

も
要

因
と

な
り

、
5％

台
を

脱
し

な
い

。
人

材
育

成
と

合
わ

せ
、

な
ん

ら
か

の
仕

掛
け

作
り

に
よ

る
環

境
整

備
が

必
要

。

10
0％

達
成

を
目

指
し

て
取

り
組

ん
で

き
た

以
下

3項
目

の
う

ち
、

以
下

2項
目

は
着

実
に

伸
び

て
い

る
。

・
運

動
⽅

針
に

「
男

女
共

同
参

画
活

動
の

推
進

」
を

明
記

（
20

19
年

：
37

.8%
⇒

20
20

年
：

53
.4％

⇒
20

21
年

：
63

.5％
）

・
ト

ッ
プ

リ
ー

ダ
ー

か
ら

「
男

女
共

同
参

画
活

動
の

推
進

」
の

呼
び

か
け

（
20

19
年

：
36

.1%
⇒

20
20

年
：

44
.3％

⇒
20

21
年

：
48

.1％
）

た
だ

し
、

男
女

共
同

参
画

推
進

計
画

策
定

に
関

し
て

は
数

値
が

伸
び

な
か

っ
た

。
基

幹
労

連
の

大
会

に
お

け
る

女
性

代
議

員
比

率
10

％
達

成
に

向
け

て
は

、
人

材
育

成
・

環
境

整
備

の
観

点
か

ら
「

女
性

特
別

代
議

員
枠

」
の

設
置

を
20

21
年

9
月

の
大

会
で

確
認

し
た

。
実

際
に

そ
の

枠
で

の
参

加
は

20
22

年
9月

の
大

会
か

ら
と

な
る

こ
と

か
ら

、
今

後
、

女
性

参
画

率
を

よ
り

一
層

注
視

し
て

い
く

。

生
保

労
連

男
女

と
も

に
ア

ン
コ

ン
シ

ャ
ス

・
バ

イ
ア

ス
が

根
強

い
こ

と
や

、
女

性
自

身
の

意
識

改
革

、
女

性
を

成
⻑

さ
せ

て
く

れ
る

上
司

や
周

り
の

環
境

が
課

題
だ

と
思

い
ま

す
。

各
社

の
女

性
組

合
員

・
組

合
役

員
を

集
め

て
の

ざ
っ

く
ば

ら
ん

な
意

見
交

換
が

で
き

る
場

の
設

置
や

、
数

値
目

標
を

掲
げ

て
の

各
組

合
へ

の
働

き
か

け
。

Ｊ
Ｐ

労
組

女
性

の
組

織
率

が
３

割
を

切
る

状
況

下
で

「
２

０
３

０
３

０
」

を
掲

げ
て

取
り

組
み

を
進

め
て

い
る

が
、

大
き

く
減

少
も

進
展

も
し

て
い

な
い

状
況

に
あ

る
。

ク
オ

ー
タ

制
は

単
組

と
し

て
難

し
い

こ
と

も
あ

る
が

、
組

織
内

で
も

議
論

は
二

分
し

て
い

る
と

考
え

る
。

特
に

、
職

場
に

近
い

ポ
ジ

シ
ョ

ン
で

は
女

性
の

主
要

な
役

割
に

対
し

て
ジ

ェ
ン

ダ
ー

バ
イ

ア
ス

の
考

え
⽅

が
一

⽅
で

根
強

く
あ

り
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
主

流
化

を
意

識
し

た
、

各
種

会
議

等
へ

の
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
・

マ
ス

に
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。

こ
れ

ま
で

の
形

式
的

な
会

社
と

の
意

見
交

換
か

ら
脱

皮
し

、
具

体
的

に
ど

う
前

進
さ

せ
て

い
く

の
か

と
い

っ
た

議
論

を
継

続
的

に
行

っ
て

き
た

こ
と

で
、

特
に

、
女

性
活

躍
推

進
（

女
性

管
理

者
の

占
有

率
を

高
め

る
）

を
念

頭
に

置
い

た
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
会

議
を

会
社

が
立

ち
上

げ
、

Ｊ
Ｐ

労
組

も
そ

の
場

へ
入

っ
て

積
極

的
な

意
見

交
換

を
行

っ
て

い
る

。
ま

た
、

年
度

２
回

の
経

営
協

議
会

分
科

会
を

開
催

し
、

一
般

事
業

主
行

動
計

画
の

検
証

お
よ

び
女

性
フ

ォ
ー

ラ
ム

役
員

を
参

加
さ

せ
た

意
見

交
換

を
実

施
さ

せ
る

な
ど

、
一

歩
前

進
さ

せ
る

取
り

組
み

を
は

か
っ

て
い

る
。

日
教

組
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

・
各

級
機

関
の

担
当

者
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

な
ど

を
目

的
に

、
男

女
平

等
参

画
フ

ォ
ー

ラ
ム

を
開

催
し

て
き

た
。

本
フ

ォ
ー

ラ
ム

で
行

わ
れ

た
内

容
を

も
と

に
、

構
成

総
連

に
お

い
て

も
イ

ク
ボ

ス
や

男
性

学
、

ア
ン

コ
ン

シ
ャ

ス
・

バ
イ

ア
ス

（
無

意
識

バ
イ

ア
ス

・
無

意
識

の
偏

見
）

な
ど

組
合

員
の

意
識

改
革

・
意

識
高

揚
に

つ
な

が
る

フ
ォ

ー
ラ

ム
な

ど
が

開
催

さ
れ

た
。

さ
ら

に
は

、
職

場
風

土
改

善
に

向
け

て
、

労
使

で
フ

ォ
ー

ラ
ム

を
開

催
す

る
な

ど
互

い
が

制
度

を
利

用
し

や
す

く
、

よ
り

良
い

職
場

づ
く

り
が

な
さ

れ
て

い
る

。
・

労
使

交
渉

・
協

議
を

通
じ

た
制

度
の

充
実

に
つ

い
て

は
、

「
男

女
平

等
い

き
い

き
職

場
づ

く
り

⽅
策

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
」

を
活

用
し

た
取

り
組

み
や

、
毎

年
10

月
に

「
春

季
生

活
闘

争
 労

働
環

境
点

検
活

動
」

を
展

開
し

、
加

盟
組

合
が

自
ら

の
労

働
環

境
や

職
場

実
態

の
把

握
を

通
じ

て
内

在
す

る
課

題
を

明
ら

か
に

し
、

春
闘

⽅
針

策
定

な
ど

に
向

け
た

取
り

組
み

が
な

さ
れ

て
い

る
。

法
定

を
上

回
る

休
暇

制
度

（
子

の
看

護
休

暇
、

時
間

単
位

休
暇

）
の

条
件

整
理

や
一

部
の

加
盟

組
合

に
お

い
て

は
、

育
児

短
時

間
勤

務
の

年
齢

引
き

上
げ

や
カ

ム
バ

ッ
ク

制
度

が
新

設
さ

れ
る

な
ど

制
度

の
充

実
が

図
ら

れ
て

い
る

。
・

各
級

機
関

に
お

け
る

女
性

役
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
と

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
を

目
的

に
、

女
性

役
員

連
絡

会
を

開
催

し
、

女
性

役
員

同
士

の
課

題
・

好
事

例
な

ど
の

共
有

に
加

え
、

地
域

を
超

え
た

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
、

役
員

の
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
は

も
と

よ
り

ロ
ー

ル
モ

デ
ル

の
紹

介
、

メ
ン

タ
ル

ケ
ア

に
つ

な
が

る
な

ど
、

女
性

参
画

へ
の

一
助

と
な

っ
た

と
受

け
止

め
て

い
る

。
・

電
力

総
連

総
連

女
性

委
員

会
に

お
い

て
は

、
女

性
参

画
に

関
す

る
課

題
を

整
理

し
「

電
力

総
連

男
女

平
等

参
画

推
進

計
画

の
さ

ら
な

る
取

り
組

み
の

推
進

に
向

け
て

女
性

役
員

が
必

要
と

感
じ

る
仕

組
み

・
考

え
⽅

」
に

つ
い

て
取

り
纏

め
、

更
な

る
推

進
に

向
け

た
「

３
つ

の
視

点
（

女
性

役
員

の
”増

員
に

向
け

た
環

境
づ

く
り

”、
”活

動
の

継
続

と
定

着
に

向
け

た
支

援
”、

”ス
キ

ル
ア

ッ
プ

に
向

け
た

支
援

”）
」

や
「

女
性

役
員

育
成

の
Ｃ

Ｄ
Ｐ

（
キ

ャ
リ

ア
・

デ
ベ

ロ
ッ

プ
メ

ン
ト

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

）
の

作
成

」
に

つ
い

て
、

資
料

を
作

成
し

、
各

級
機

関
へ

の
展

開
を

図
っ

た
。

・
構

成
総

連
・

加
盟

組
合

の
継

続
し

た
取

り
組

み
に

よ
り

、
確

実
に

男
女

平
等

参
画

へ
の

意
識

の
変

化
・

浸
透

は
図

ら
れ

て
き

た
。

し
か

し
な

が
ら

、
「

運
動

⽅
針

へ
の

明
記

」
、

「
執

行
委

員
の

女
性

参
画

」
や

「
大

会
な

ど
決

議
機

関
へ

の
女

性
参

画
」

な
ど

、
い

ず
れ

の
目

標
も

達
成

に
は

至
ら

な
か

っ
た

。
・

「
運

動
⽅

針
へ

の
明

記
」

に
つ

い
て

は
、

加
盟

組
合

に
対

し
て

、
女

性
組

合
員

比
率

に
関

わ
ら

ず
、

対
応

を
図

る
こ

と
の

理
解

浸
透

が
行

き
届

か
な

か
っ

た
と

受
け

止
め

て
い

る
。

・
「

執
行

委
員

の
女

性
参

画
」

や
「

大
会

な
ど

決
議

機
関

へ
の

女
性

参
画

」
に

つ
い

て
は

、
担

い
手

が
限

ら
れ

て
い

る
こ

と
や

女
性

組
合

員
が

少
な

い
が

ゆ
え

に
負

担
が

偏
る

傾
向

に
あ

り
、

参
画

を
躊

躇
し

て
い

る
な

ど
の

声
が

寄
せ

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
組

合
活

動
全

般
へ

の
理

解
お

よ
び

参
加

率
の

向
上

な
ど

が
課

題
と

し
て

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

・
組

合
規

約
・

規
定

や
こ

れ
ま

で
の

慣
習

に
つ

い
て

も
見

直
し

が
必

要
な

場
合

も
あ

る
こ

と
か

ら
取

り
組

み
が

進
ん

で
い

な
い

。
・

既
存

の
執

行
体

制
に

新
た

な
枠

を
設

定
す

る
こ

と
や

男
女

平
等

参
画

推
進

に
関

す
る

新
た

な
イ

ベ
ン

ト
を

行
う

に
あ

た
っ

て
は

、
新

た
な

活
動

費
が

生
じ

る
こ

と
か

ら
対

応
に

苦
慮

し
て

い
る

と
受

け
止

め
て

い
る

。

電
力

総
連
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

情
報

労
連

加
盟

組
合

に
お

い
て

、
組

織
実

態
に

違
い

が
あ

り
、

情
報

労
連

全
体

の
⽅

針
・

計
画

を
進

め
る

上
で

、
違

い
を

認
め

合
う

必
要

が
あ

る
。

特
に

、
女

性
参

画
を

促
す

場
合

、
「

女
性

の
組

合
員

が
い

な
い

」
「

女
性

の
役

員
が

い
な

い
」

と
い

っ
た

場
面

が
あ

る
。

情
報

労
連

全
体

で
、

毎
年

６
月

期
を

中
心

に
、

「
ダ

イ
バ

ー
シ

テ
ィ

推
進

月
間

」
を

設
け

、
そ

の
時

々
の

テ
ー

マ
な

ど
に

応
じ

て
、

対
面

学
習

（
近

年
は

オ
ン

ラ
イ

ン
対

面
）

、
動

画
に

よ
る

講
演

配
信

な
ど

を
行

い
、

各
加

盟
組

合
の

活
動

に
つ

な
げ

て
い

る
。

運
輸

労
連

・
ま

だ
ま

だ
男

性
中

心
の

産
業

な
の

で
、

男
女

（
ジ

ェ
ン

ダ
ー

）
平

等
参

画
に

関
す

る
、

加
盟

組
合

の
知

識
や

理
解

が
不

足
し

て
い

る
。

・
女

性
枠

（
執

行
委

員
や

代
議

員
・

中
央

委
員

）
の

制
度

が
あ

っ
て

も
、

制
度

が
活

か
し

き
れ

て
い

な
い

。

W
EB

開
催

に
し

た
と

こ
ろ

、
女

性
参

画
率

が
増

え
た

。

Ｊ
Ｅ

Ｃ
連

合
Ｊ

Ｅ
Ｃ

連
合

全
体

の
継

続
的

な
取

り
組

み
と

し
て

、
一

定
の

成
果

が
あ

る
も

の
の

、
部

会
間

、
単

組
間

、
組

織
人

員
数

や
地

域
間

等
に

よ
り

取
り

組
み

に
濃

淡
、

温
度

差
が

あ
る

こ
と

。
私

鉄
総

連

フ
ー

ド
連

合

■
推

進
策

で
あ

る
「

築
こ

う
！

fo
od

社
会

！
2n

d！
」

に
も

と
づ

き
、

加
盟

組
合

に
お

け
る

具
体

的
な

取
り

組
み

項
目

に
つ

い
て

、
進

捗
調

査
を

実
施

。
 

調
査

結
果

を
踏

ま
え

た
課

題
内

容
は

、
以

下
の

と
お

り
。

＜
課

題
＞

ⅰ
）

「
労

働
組

合
に

お
け

る
男

女
平

等
参

画
」

・
女

性
役

員
の

登
用

･人
材

育
成

の
た

め
の

セ
ミ

ナ
ー

等
を

開
催

し
て

い
る

・
育

児
・

介
護

等
に

携
わ

る
役

員
が

活
躍

で
き

る
組

織
運

営
と

す
る

た
め

の
活

動
の

棚
卸

し
・

妊
娠

・
出

産
に

際
し

て
も

本
人

の
意

志
に

基
づ

い
て

役
員

が
継

続
で

き
る

体
制

づ
く

り
ⅱ

）
「

職
場

・
社

会
に

お
け

る
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

」
・

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

」
を

目
的

と
す

る
会

議
体

、
委

員
会

等
を

設
置

し
て

い
る

・
多

様
な

人
た

ち
が

、
多

様
な

形
態

で
参

加
で

き
る

よ
う

、
従

来
の

活
動

ス
タ

イ
ル

の
点

検
・

必
要

な
見

直
し

を
実

施
し

て
い

る
・

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

」
に

関
す

る
理

解
促

進
の

た
め

の
セ

ミ

同
調

査
結

果
を

踏
ま

え
た

成
果

内
容

は
、

以
下

の
と

お
り

。
＜

成
果

＞
・

女
性

活
躍

推
進

に
関

わ
る

、
単

組
に

お
け

る
女

性
執

行
役

員
数

に
つ

い
て

は
、

着
実

に
成

果
が

表
れ

て
き

て
い

る
も

の
と

思
料

。
・

今
年

度
の

調
査

結
果

で
は

、
組

合
執

行
役

員
に

お
け

る
女

性
比

率
は

19
.4％

（
前

年
度

18
.7％

）
と

、
昨

年
か

ら
0.7

％
増

加
し

て
い

る
状

況
で

あ
る

こ
と

や
、

20
15

年
度

当
初

（
15

.0％
）

か
ら

の
過

去
6年

間
の

推
移

で
み

て
も

、
少

し
ず

つ
な

が
ら

も
着

実
に

増
加

傾
向

に
あ

る
こ

と
が

窺
え

る
。
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

フ
ー

ド
連

合
（

続
き

）

ナ
ー

等
を

開
催

し
て

い
る

、
上

記
6項

目
に

関
し

て
は

ミ
ニ

マ
ム

目
標

と
の

乖
離

が
25

％
以

上
と

い
う

結
果

と
な

り
、

各
取

り
組

み
を

進
め

て
い

く
上

で
の

課
題

や
悩

み
を

抱
え

て
い

る
組

合
が

多
く

存
在

す
る

も
の

と
想

定
。

＜
課

題
を

踏
ま

え
た

次
年

度
（

20
22

年
度

）
の

⽅
向

性
＞

・
特

に
課

題
と

想
定

さ
れ

る
6項

目
を

重
点

課
題

と
捉

え
、

そ
の

課
題

解
決

に
向

け
た

支
援

策
を

次
年

度
検

討
す

る
こ

と
が

必
要

。
・

具
体

的
に

は
該

当
の

重
点

課
題

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

取
り

組
ん

で
い

け
ば

良
い

の
か

、
組

合
に

お
け

る
理

解
促

進
の

手
法

等
も

踏
ま

え
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

・
ま

た
そ

の
他

実
施

率
が

低
調

な
取

り
組

み
項

目
に

つ
い

て
は

、
加

盟
組

合
に

お
け

る
詳

細
課

題
を

確
認

出
来

る
よ

う
な

調
査

項
目

を
次

年
度

の
同

調
査

に
設

置
す

る
こ

と
な

ど
含

め
て

、
今

後
の

対
策

材
料

と
し

て
検

討
し

て
い

く
こ

と
も

必
要

。
・

加
え

て
、

課
題

と
想

定
さ

れ
る

該
当

項
目

に
応

じ
た

本
部

主
催

に
よ

る
セ

ミ
ナ

ー
（

W
om

en
’s 

Ac
tiv

ati
on

 Se
m

in
ar

、
女

性
組

合
員

情
報

交
換

会
）

の
企

画
に

お
い

て
、

そ
の

課
題

解
決

に
向

け
た

支
援

を
図

る
べ

く
、

そ
の

内
容

を
反

映
す

る
よ

う
検

討
し

て
い

く
こ

と
が

必
要

と
考

え
る

。

損
保

労
連

職
場

で
の

男
女

平
等

参
画

な
ど

は
一

定
す

す
ん

で
い

る
と

考
え

る
が

、
労

組
専

従
の

女
性

役
員

の
ス

カ
ウ

ト
や

、
分

会
活

動
に

お
け

る
女

性
組

合
員

の
登

用
に

課
題

が
あ

る
。

中
執

で
数

値
目

標
を

共
有

し
た

う
え

で
、

定
期

的
に

中
執

の
場

で
共

通
す

る
課

題
に

対
す

る
取

り
組

み
を

共
有

し
て

い
る

。

Ｊ
Ｒ

連
合

国
公

連
合

国
家

公
務

員
に

つ
い

て
は

、
賃

金
や

身
分

保
障

に
関

し
て

は
前

提
上

男
女

平
等

と
さ

れ
て

お
り

、
格

差
是

正
に

向
け

た
具

体
の

取
組

は
行

っ
て

い
な

い
。

一
⽅

、
仕

事
と

家
庭

の
両

立
の

た
め

の
制

度
な

ど
が

整
備

さ
れ

て
き

た
こ

と
や

職
場

で
の

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
に

対
す

る
意

識
の

醸
成

は
徐

々
に

図
ら

れ
て

い
る

も
の

の
、

ま
だ

ま
だ

環
境

が
十

分
整

っ
て

お
ら

ず
家

庭
生

活
を

女
性

が
担

っ
て

い
る

実
情

が
多

く
見

受
け

ら
れ

る
。

コ
ロ

ナ
禍

に
よ

っ
て

、
各

種
会

議
や

集
会

・
研

修
会

を
オ

ン
ラ

イ
ン

で
開

催
せ

ざ
る

を
得

な
い

こ
と

と
な

っ
た

が
、

こ
れ

ま
で

参
加

し
づ

ら
か

っ
た

⽅
も

参
加

し
や

す
く

な
っ

た
と

の
意

見
も

多
い

。
交

流
・

懇
親

を
深

め
る

に
は

対
面

が
ふ

さ
わ

し
い

が
、

オ
ン

ラ
イ

ン
も

活
用

す
る

こ
と

で
組

合
活

動
へ

の
参

加
意

識
を

高
め

て
い

き
た

い
。
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

航
空

連
合

労
働

組
合

の
女

性
参

画
比

率
を

い
か

に
向

上
す

る
か

。
女

性
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

を
目

的
と

し
た

研
修

を
実

施
し

、
参

加
者

か
ら

は
「

今
ま

で
学

ぶ
機

会
の

な
か

っ
た

と
こ

ろ
を

学
べ

た
」

と
い

っ
た

声
が

上
が

っ
て

お
り

、
女

性
役

員
同

士
の

意
見

交
換

も
活

発
に

な
っ

て
い

る
。

海
員

組
合

ゴ
ム

連
合

・
女

性
役

員
の

割
合

が
少

な
い

・
特

別
中

央
委

員
の

議
決

権
に

つ
い

て
と

り
あ

え
ず

は
、

女
性

枠
を

決
め

て
大

き
な

単
組

（
執

行
委

員
ク

ラ
ス

の
単

組
）

に
対

し
て

選
出

を
要

請
す

る
。

ま
た

、
各

機
関

会
議

に
お

い
て

、
繰

り
返

し
女

性
役

員
の

育
成

及
び

選
出

に
つ

い
て

要
請

す
る

。

交
通

労
連

・
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染

拡
大

防
止

対
策

の
観

点
か

ら
、

活
動

の
柱

で
あ

る
交

流
会

・
学

習
会

を
オ

ン
ラ

イ
ン

に
切

り
替

え
て

、
費

用
・

時
間

・
移

動
面

の
制

約
が

少
な

い
メ

リ
ッ

ト
を

強
調

し
て

実
施

し
て

い
る

が
、

他
産

業
よ

り
も

コ
ロ

ナ
禍

の
影

響
が

大
き

い
と

い
う

こ
と

も
あ

っ
て

、
オ

ン
ラ

イ
ン

を
活

用
し

た
組

合
活

動
に

取
り

組
め

て
い

る
組

合
が

限
ら

れ
、

想
定

よ
り

も
拡

が
り

を
欠

い
て

い
る

。
・

人
手

不
足

の
な

か
離

職
者

の
補

充
も

ま
ま

な
ら

ず
、

育
児

・
介

護
に

関
す

る
休

業
を

奨
励

で
き

る
環

境
に

な
い

。
一

⽅
、

業
務

は
細

分
化

さ
れ

て
お

り
、

復
帰

が
前

提
の

職
場

に
新

た
な

雇
用

で
代

替
す

る
こ

と
や

資
格

が
必

要
な

職
種

に
派

遣
を

活
用

す
る

こ
と

も
難

し
い

。
休

業
期

間
の

代
替

要
員

と
し

て
研

修
目

的
の

出
向

支
援

制
度

が
求

め
ら

れ
る

。
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

サ
ー

ビ
ス

連
合

賃
金

：
家

族
手

当
等

の
世

帯
主

要
件

が
障

壁
と

な
り

、
月

例
賃

金
で

比
較

す
る

と
差

が
出

て
し

ま
う

。
世

帯
主

要
件

の
廃

止
に

よ
り

、
二

重
支

給
と

な
っ

て
し

ま
う

こ
と

を
恐

れ
、

手
当

そ
の

も
の

を
廃

止
し

て
し

ま
い

か
ね

な
い

。
女

性
参

画
：

ク
オ

ー
タ

制
に

つ
い

て
議

論
を

お
こ

な
っ

た
こ

と
が

あ
る

が
、

男
女

で
人

数
を

決
め

て
し

ま
う

こ
と

に
よ

り
、

男
女

と
も

真
に

参
画

し
た

い
人

の
活

躍
の

場
を

奪
う

こ
と

に
な

っ
て

し
ま

い
か

ね
な

い
懸

念
が

あ
る

（
パ

ラ
ド

ッ
ク

ス
）

。
性

別
ご

と
の

枠
が

あ
る

た
め

、
競

争
率

に
差

が
出

て
き

て
し

ま
う

。
労

働
組

合
に

お
け

る
女

性
参

画
：

昔
な

が
ら

の
活

動
（

会
議

終
日

、
勤

務
終

了
後

の
会

議
、

夜
飲

み
会

ま
で

の
フ

ル
コ

ー
ス

な
ど

）
、

育
児

等
を

し
て

い
る

労
働

者
に

と
っ

て
勤

務
終

了
後

の
活

動
は

負
担

で
し

か
な

く
、

参
画

率
向

上
を

阻
害

す
る

こ
と

に
な

り
か

ね
な

い
。

紙
パ

連
合

全
電

線

全
国

ガ
ス

小
規

模
の

加
盟

組
合

は
、

女
性

組
合

員
の

数
が

限
ら

れ
て

い
る

こ
と

や
、

他
の

取
り

組
み

と
の

優
先

順
位

等
に

よ
り

、
女

性
組

合
役

員
の

登
用

に
向

け
た

取
り

組
み

が
進

み
づ

ら
い

状
況

。

産
別

主
催

の
会

議
・

研
修

会
等

に
女

性
組

合
員

の
参

加
を

促
進

し
た

こ
と

や
、

男
女

共
同

参
画

の
意

義
・

必
要

性
の

理
解

浸
透

に
よ

り
、

中
核

単
組

を
中

心
に

女
性

組
合

役
員

が
増

加
。
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

印
刷

労
連

・
こ

こ
数

年
に

お
け

る
各

地
⽅

協
議

会
で

の
女

性
イ

ベ
ン

ト
等

の
実

績
は

一
定

程
度

得
ら

れ
て

い
る

も
の

の
、

依
然

と
し

て
地

域
性

に
よ

り
計

画
実

施
が

難
し

い
と

こ
ろ

も
あ

る
。

ま
た

、
コ

ロ
ナ

禍
の

影
響

も
あ

り
イ

ベ
ン

ト
開

催
等

が
厳

し
い

地
⽅

協
議

会
も

あ
る

。
ま

た
、

印
刷

産
業

で
は

依
然

と
し

て
女

性
組

合
・

女
性

役
員

比
率

が
少

な
い

状
況

も
あ

る
が

、
業

務
外

で
の

組
合

活
動

へ
の

参
加

は
時

間
の

制
限

も
あ

り
難

し
い

状
況

も
あ

る
一

⽅
で

、
コ

ロ
ナ

禍
に

よ
る

W
eb

の
活

用
が

進
め

ら
れ

、
一

部
で

は
子

育
て

中
の

女
性

な
ど

が
参

加
し

や
す

く
な

っ
た

。
引

き
続

き
、

全
国

各
地

⽅
協

議
会

に
て

情
報

共
有

を
し

、
女

性
の

参
画

に
つ

い
て

は
若

年
層

か
ら

⻘
年

活
動

へ
の

参
加

要
請

や
、

様
々

な
イ

ベ
ン

ト
・

セ
ミ

ナ
ー

へ
の

女
性

一
般

組
合

員
の

参
加

を
積

極
的

に
呼

び
掛

け
て

い
く

。
・

20
20

年
度

に
つ

い
て

は
、

コ
ロ

ナ
の

影
響

も
あ

り
、

W
eb

を
活

用
し

、
計

画
、

実
施

を
し

て
き

た
地

⽅
協

議
会

も
あ

る
が

一
部

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

。
20

21
年

度
も

同
じ

よ
う

に
W

eb
等

も
活

用
し

な
が

ら
計

画
を

進
め

て
お

り
、

事
例

等
の

情
報

を
共

有
し

な
が

ら
、

未
実

施
の

地
⽅

協
議

会
に

も
展

開
し

て
い

き
た

い
が

、
規

模
（

人
員

構
成

や
女

性
比

率
）

に
よ

っ
て

は
未

だ
実

施
が

厳
し

い
と

こ
ろ

も
あ

る
の

が
現

状
で

あ
る

。

・
女

性
活

躍
推

進
会

議
・

例
年

11
月

に
実

施
し

て
き

た
が

、
20

20
年

度
は

20
21

年
4月

に
、

全
国

を
W

eb
で

つ
な

げ
て

開
催

し
た

。
20

21
年

度
は

W
eb

開
催

と
し

、
更

に
運

動
⽅

針
を

も
と

に
、

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

会
議

」
と

し
、

6月
の

男
女

平
等

月
間

に
合

わ
せ

て
開

催
す

る
。

（
20

22
.6/

11
(土

)開
催

予
定

）
・

現
在

、
産

業
政

策
委

員
会

に
お

い
て

、
連

合
の

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
計

画
を

も
と

に
、

印
刷

労
連

に
お

け
る

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
を

策
定

中
で

あ
る

。
た

た
き

台
に

つ
い

て
、

6/
11

(土
)の

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
・

多
様

性
推

進
会

議
に

て
参

加
者

と
の

意
見

交
換

を
実

施
し

、
意

見
を

も
と

に
素

案
を

策
定

し
、

機
関

会
議

で
確

認
し

て
い

く
予

定
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

本
部

、
各

地
⽅

協
議

会
の

取
り

組
み

報
告

と
情

報
共

有
し

、
さ

ら
な

る
活

動
の

展
開

に
つ

な
げ

た
い

。

セ
ラ

ミ
ッ

ク
ス

連
合

男
女

平
等

参
画

の
意

識
は

高
ま

っ
て

い
る

と
思

う
、

一
⽅

で
、

固
定

的
な

役
割

分
担

の
意

識
は

い
ま

だ
に

あ
る

。
各

種
会

議
や

イ
ベ

ン
ト

、
研

修
会

等
へ

の
女

性
参

画
率

向
上

の
目

標
を

掲
げ

、
女

性
の

参
画

率
が

増
加

し
た

。
Ｊ

Ｒ
総

連
全

水
道

全
国

農
団

労

－135－



構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

全
自

交
労

連

・
全

国
の

法
人

タ
ク

シ
ー

乗
務

員
28

万
31

93
人

中
、

女
性

乗
務

員
は

97
23

人
、

比
率

に
し

て
3.4

％
と

い
う

産
業

全
体

の
構

造
が

、
タ

ク
シ

ー
の

労
働

組
合

に
お

け
る

女
性

組
合

員
・

役
員

の
少

な
さ

に
直

結
し

て
い

る
の

が
現

状
。

・
タ

ク
シ

ー
産

業
は

、
男

女
の

賃
金

格
差

が
ほ

と
ん

ど
な

い
と

い
う

特
徴

が
あ

り
、

産
業

に
対

す
る

イ
メ

ー
ジ

や
、

労
働

者
の

安
全

性
、

ま
た

管
理

職
の

意
識

や
更

衣
室

、
ト

イ
レ

な
ど

を
含

む
職

場
環

境
を

改
善

し
て

い
く

こ
と

で
女

性
の

就
労

を
促

し
て

い
く

こ
と

は
、

労
使

全
体

の
課

題
。

・
労

働
時

間
に

一
定

の
自

由
が

あ
る

こ
と

も
含

め
、

子
育

て
中

の
女

性
が

タ
ク

シ
ー

乗
務

員
と

し
て

働
く

ケ
ー

ス
は

ま
ま

あ
る

が
、

職
場

内
で

の
保

育
施

設
や

託
児

施
設

が
あ

る
例

は
極

め
て

少
数

。
東

京
な

ど
の

大
都

市
部

に
限

っ
て

は
、

大
学

新
卒

の
女

性
乗

務
員

が
タ

ク
シ

ー
会

社
に

入
社

す
る

事
例

も
出

て
い

る
。

・
労

働
組

合
と

し
て

は
、

少
数

派
で

あ
る

女
性

組
合

員
や

性
的

マ
イ

ノ
リ

テ
ィ

の
組

合
員

の
意

見
を

組
織

の
⽅

針
に

反
映

さ
せ

ら
れ

る
⽅

法
論

を
模

索
し

、
要

求
を

通
じ

て
、

女
性

を
含

め
た

全
て

の
人

が
働

き
や

す
い

職
場

環
境

・
労

働
条

件
を

実
現

し
て

い
く

こ
と

が
課

題
と

と
ら

え
て

い
る

。

メ
デ

ィ
ア

労
連

産
別

と
し

て
新

し
い

の
で

、
更

な
る

意
識

醸
成

が
必

要
。

・
毎

年
執

行
委

員
会

な
ど

に
お

い
て

会
⻑

か
ら

女
性

の
参

画
を

要
請

し
て

い
る

た
め

、
執

行
部

の
意

識
が

高
く

な
っ

て
い

る
。

・
執

行
委

員
会

に
参

加
し

て
も

ら
っ

て
い

る
代

議
員

や
サ

ポ
ー

ト
メ

ン
バ

ー
に

女
性

が
必

ず
入

る
よ

う
に

な
っ

た
。

・
加

盟
組

合
の

中
で

も
徐

々
に

意
識

が
高

ま
っ

て
い

る
。

全
労

金

・
産

別
で

は
、

産
別

の
推

進
計

画
に

基
づ

き
、

毎
年

の
⽅

針
で

目
標

数
値

を
掲

げ
て

い
る

が
、

役
員

選
考

上
、

当
然

に
男

女
比

率
も

変
化

し
て

お
り

、
単

年
度

の
み

の
結

果
を

評
価

す
る

こ
と

に
課

題
が

生
じ

て
い

る
（

単
組

役
員

に
お

け
る

女
性

比
率

は
、

近
年

約
30

％
前

後
で

増
減

を
繰

り
返

し
て

い
る

）
。

・
各

単
組

は
、

全
労

金
「

労
働

組
合

の
行

動
計

画
」

に
掲

げ
た

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
決

議
機

関
・

執
行

機
関

や
会

議
・

集
会

へ
の

参
画

等
、

各
単

組
で

工
夫

し
な

が
ら

、
具

体
的

な
取

り
組

み
を

進
め

て
き

て
い

る
が

、
単

組
ご

と
に

取
り

組
み

の
濃

淡
が

大
き

く
な

っ
て

い
る

。
特

に
、

四
役

へ
の

女
性

役
員

選
出

・
20

18
年

７
月

か
ら

取
り

組
み

を
開

始
し

て
い

る
全

労
金

「
労

働
組

合
の

行
動

計
画

」
に

基
づ

き
、

20
22

年
９

月
ま

で
に

、
定

期
大

会
や

中
央

委
員

会
等

の
決

議
機

関
、

産
別

・
単

組
・

中
間

組
織

・
職

場
組

織
の

役
員

体
制

を
組

合
員

の
女

性
比

率
に

応
じ

た
体

制
と

す
る

こ
と

や
、

会
議

の
平

日
開

催
等

を
目

標
に

掲
げ

て
い

る
。

・
そ

の
よ

う
な

中
、

全
労

金
の

決
議

機
関

へ
の

参
画

で
は

、
男

女
平

等
参

画
の

観
点

を
踏

ま
え

た
選

出
の

呼
び

か
け

や
、

中
央

委
員

会
で

は
、

20
14

年
度

に
選

出
基

準
の

見
直

し
を

行
っ

て
い

る
。

こ
こ

数
年

は
、

中
央

委
員

の
女

性
参

画
率
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

ヘ
ル

ス
ケ

ア
労

協
森

林
労

連
労

供
労

連
特

に
あ

り
ま

せ
ん

。
特

に
あ

り
ま

せ
ん

。
労

済
労

連
全

印
刷

女
性

自
体

が
男

性
よ

り
少

な
い

た
め

難
し

い
と

こ
ろ

が
あ

る
。

全
労

金
（

続
き

）

が
50

％
以

上
と

な
っ

て
い

る
。

・
各

単
組

の
執

行
部

体
制

に
お

い
て

、
会

議
時

間
の

工
夫

や
組

合
員

へ
の

意
識

醸
成

等
の

取
り

組
み

を
通

じ
、

役
員

全
体

に
お

け
る

女
性

役
員

比
率

は
、

近
年

概
ね

30
％

前
後

で
推

移
し

て
い

お
り

、
全

単
組

で
女

性
執

行
委

員
が

選
出

さ
れ

て
い

る
。

な
お

、
単

組
四

役
の

女
性

役
員

で
は

、
委

員
⻑

は
１

単
組

、
副

委
員

⻑
は

８
単

組
10

名
、

書
記

⻑
は

２
単

組
、

書
記

次
⻑

は
６

単
組

10
名

と
な

っ
て

い
る

。
ま

た
、

７
単

組
13

名
の

嘱
託

等
組

合
員

が
単

組
役

員
を

担
っ

て
い

る
。

・
20

21
年

度
は

、
全

労
金

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

⽅
針

」
、

並
び

に
、

全
労

金
「

第
１

次
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
を

確
立

し
た

こ
と

を
踏

ま
え

、
各

単
組

に
お

い
て

策
定

中
の

単
組

版
「

第
１

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
計

画
」

の
議

論
を

通
じ

て
、

労
組

役
員

や
組

合
員

に
対

す
る

男
女

平
等

参
画

や
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

に
対

す
る

意
識

醸
成

を
図

っ
て

い
る

。

や
家

族
的

責
任

を
有

す
る

組
合

員
の

役
員

選
出

、
女

性
役

員
を

含
む

単
組

役
員

の
育

成
に

課
題

が
あ

る
。

こ
の

間
の

全
国

会
議

で
の

議
論

や
各

単
組

へ
の

調
査

で
は

、
「

複
数

年
役

員
を

担
う

こ
と

に
強

い
抵

抗
が

あ
る

」
「

結
婚

や
育

児
を

見
据

え
役

員
を

継
続

す
る

こ
と

に
不

安
を

抱
い

て
い

る
」

「
職

場
の

人
員

が
減

少
し

て
お

り
、

仕
事

の
両

立
が

不
安

」
等

の
意

見
が

挙
げ

ら
れ

て
い

る
。

し
た

が
っ

て
、

労
働

組
合

と
仕

事
、

家
庭

生
活

の
両

立
に

向
け

て
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
対

応
が

で
き

る
か

、
議

論
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
・

ま
た

、
職

場
実

態
で

は
、

固
定

的
性

別
役

割
分

担
意

識
に

起
因

し
、

男
性

の
育

児
休

職
等

の
取

得
が

進
ん

で
い

な
い

こ
と

や
、

時
間

外
労

働
の

実
態

を
比

較
す

る
と

女
性

よ
り

男
性

が
多

い
等

、
両

立
支

援
制

度
を

積
極

的
に

利
用

し
、

育
児

・
介

護
に

参
画

す
る

男
性

の
ロ

ー
ル

モ
デ

ル
が

少
な

い
こ

と
に

課
題

を
感

じ
て

い
る

。
・

現
在

、
各

単
組

で
は

、
今

年
度

確
立

し
た

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

⽅
針

」
、

並
び

に
、

全
労

金
「

第
１

次
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
に

基
づ

き
、

単
組

版
「

第
１

次
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
の

策
定

議
論

を
進

め
て

い
る

。
し

た
が

っ
て

、
組

合
員

と
の

議
論

や
学

習
会

等
を

通
じ

て
、

執
行

機
関

や
集

会
・

会
議

等
に

お
い

て
男

女
双

⽅
が

参
画

す
る

必
要

性
や

目
的

等
に

つ
い

て
の

意
識

醸
成

を
図

り
、

ワ
ー

ク
ラ

イ
フ

バ
ラ

ン
ス

の
実

現
や

、
育

児
等

の
諸

制
度

が
利

用
し

や
す

い
職

場
環

境
づ

く
り

、
さ

ら
に

は
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
主

流
化

の
視

点
を

持
つ

こ
と

や
固

定
的

性
別

役
割

分
担

意
識

の
払

拭
に

向
け

て
、

継
続

的
に

取
り

組
み

を
進

め
て

い
く

必
要

が
あ

る
。
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構
成
組
織
名

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

全
国

ユ
ニ

オ
ン

専
従

者
の

多
忙

に
よ

り
、

継
続

的
な

取
り

組
み

に
困

難
が

あ
る

。
単

組
の

な
か

に
は

、
役

員
の

女
性

割
合

を
数

値
目

標
と

し
て

掲
げ

る
よ

う
に

な
っ

た
と

こ
ろ

も
あ

る
。

労
働

組
合

に
お

け
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

調
査

を
行

い
、

「
女

性
委

員
会

だ
よ

り
」

な
ど

で
女

性
組

合
員

の
共

同
参

画
の

た
め

に
は

、
労

働
組

合
内

で
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
が

必
要

で
あ

る
こ

と
を

啓
発

し
た

。
自

治
労

連
全

国
競

馬
連

合
特

殊
職

業
な

の
で

、
女

性
の

組
合

活
動

へ
の

求
心

力
に

な
れ

て
い

な
い

。
特

に
な

し
。

Ｊ
Ａ

連
合

全
造

幣

日
建

協

・
作

業
所

の
工

期
設

定
や

業
務

の
繁

忙
度

な
ど

に
よ

っ
て

は
、

女
性

の
ラ

イ
フ

イ
ベ

ン
ト

と
仕

事
の

両
立

が
し

づ
ら

い
。

・
女

性
特

有
の

悩
み

を
相

談
で

き
る

相
手

が
作

業
所

（
職

場
）

に
い

な
い

。
・

年
齢

差
に

よ
る

上
司

と
の

考
え

⽅
の

ギ
ャ

ッ
プ

が
大

き
い

。
（

前
述

の
女

性
技

術
者

会
議

に
て

、
参

加
者

か
ら

あ
が

っ
た

意
見

よ
り

抜
粋

）

日
高

教
・

単
組

を
含

め
、

女
性

執
行

委
員

の
擁

立
に

苦
慮

し
て

い
る

・
お

子
さ

ん
を

お
持

ち
の

女
性

組
合

員
の

、
休

日
や

宿
泊

を
と

も
な

う
組

合
活

動
の

参
加

は
少

な
い
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地方連合会 明記している内容

北海道

（「連合北海道第34回定期大会１号議案−その４」より抜粋）
男女平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職場・社会
の実現
２．男女平等・ジェンダー平等の実現、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）と実効性ある積極的男女平等促進施策の実施が必須
国は、あらゆる分野における女性の参画拡大について、政治、司法、行政、科学・学
術、企業・団体といった多くの分野での取り組みを掲げますが、大きな進展はみられて
いません。「2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30％程度とす
る」目標を多くの分野で達成出来ていません。男女格差を測る国際的な指標の一つであ
るジェンダーギャップ指数（2021年）では、日本は156か国中120位で、先進国の中で
最低レベルです。改善を加速するには、女性の就労を阻害する税や社会保障などの制
度・慣行が残る日本の社会構造そのものの変革が必要であると考えます。
連合北海道は、女性参画の目標数値が未達です。今後は、構成組織の協力により、大会
などの決議機関に女性の参加を増やすことや、役員体制の見直しなども検討していきま
す。
（１）世界の潮流は、2030年にすべての分野で女性の割合50％を目指す「２０３０５
０」です。労働組合、政治、経済など、あらゆる分野で女性の指導的地位に占める割合
を国際的水準も意識しながら引き上げるためには、一定の人数や比率を割り当てるク
オータ制の導入をはじめとするポジティブ・アクションを推進していきます。
（２）女性の意思決定過程への参画を促進し、その影響評価を行いながら政策等に反映
していく「ジェンダー主流化」を推進していきます。
（３）2024年９月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ１
の達成に向け、構成組織と一体となって取り組んでいきます。

⻘森

重点分野−４：ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様
性」が根付く職場・社会の実現
性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認め合
い、互いに支え合うことのできる職場・社会の実現をめざす。その実現のため、男女平
等参画を推進するとともに、ジェンダー平等や「真の多様性」に向け職場環境の改善な
どの取り組みを展開していく。
また、「フェアワーク」の実現に向けて、働くうえでの困難さが多様化している現状の
対応として、すべての働く仲間の拠り所となるべく体制を整備する。
１．性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、やりがいを持って
働くことのできる職場・社会の実現
（１）カスタマー・ハラスメントや就活生などに対するハラスメントを含むあらゆるハ
ラスメントの根絶に向けて、連合本部と一体となり取組みを推進する。
（２）アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）の自覚を促したうえで、ジェン
ダー・バイアス、固定的性別役割分担意識の払拭、また、性的指向・性自認（ＳＯＧ
Ｉ）の尊重の観点から、差別がなく、多様性を認め合う社会風土の醸成に向けて取り組
む。
（３）多様な家族のあり⽅やライフスタイルを認め合う社会と、それに相応しい制度の

４．2022年地方連合会調査 運動方針に明記している内容（「ジェンダー平等の推進」ま
たは「男女平等参画の推進」）
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地方連合会 明記している内容
構築に向けて、選択的夫婦別氏制度の導入や親子・家族法制の見直し、同性パートナー
の権利の確保など、⺠法などの整備に向け連合本部と連携強化を図り推進する。
（４）県内で働く外国人労働者・留学生が抱える仕事やくらし、人権などの諸課題に向
き合い、互いに認め合う「共生」に向けた環境整備を推進する。
２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）に向けた取り組み
（１）2024年9月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ1の
達成に向け、連合⻘森男女平等推進委員会にて新たな目標を設定し、構成組織と一体と
なって取り組む。
（２）雇用の分野における性差別の禁止、男女雇用機会均等法の改正に向けた雇用管理
区分間の格差の実態把握を行い、男女間賃金格差の是正に取り組む。
（３）雇用・所得の不安定化やＤＶなどにより困窮する女性への支援を強化するととも
に、すべての労働者の仕事と生活の調和に向けて、育児・介護休業などの両立支援制度
のさらなる拡充をはかる。
３．「フェアワーク」推進の取り組み
（１）「職場からはじめよう運動」を促進し、非正規労働問題、多様な働く仲間の課題
について組織内における着実な取り組みを進めるとともに、社会的発信力を高め、「真
の多様性」の実現に向けた運動を組織内外で広く展開する。
（２）非正規雇用・曖昧な雇用・若年労働・外国人労働など、多様な働く仲間とつなが
り、組織化や労働条件の改善、政策への反映などの課題解決や社会的波及力の強化に向
けて、行政・ＮＧＯ・ＮＰＯなど各種関係団体と連携した取り組みを推進する。
４．⻘年委員会・女性委員会との連携強化
（１）連合⻘森の運動⽅針を⻘年委員会・女性委員会の活動に反映させるため、⻘年委
員会・女性委員会の代表者を連合⻘森特別執行委員として参画させる。
（２）女性活動家の養成や次代を担う⻘年・女性リーダーの育成に向け、連合本部の
会議や講座等に参加するとともに、⻘年委員会・女性委員会主催の学習会を企画
し、活動課題の共有と主体的行動の促進を図る。
（３）⻘年委員会・女性委員会の役割の重要性を理解し、活動計画の策定と実施にあ
たっては、それぞれの委員会の自主性を尊重し、活動にともなう予算措置につい
ても十分配慮する。
（４）男女平等推進への機運を高めるため、６月の「男女平等月間」において組織内
外に向けた活動に取り組む。
５．⻘森県退職者連合組織の充実と連携強化（⻘森独自）
（１）⻘森県退職者連合（以下、県退連）との連携を一層強め、運動を支援していく。
特に、政治活動や組織拡大の取り組みに対しては、県退連の協力が必要不可欠であるこ
とから、県退連役員との連携を強めるとともに、県退連の主催する集会等への協力と支
援に努める。
（２）社会保障制度と地域社会の持続可能性を確保する観点からも、県退連の組織強
化に向け、退職者組織がない構成組織に対しＯＢ会等の組織結成に向けた要請を
行う。

⻘森（続き）
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地方連合会 明記している内容

岩手

≪多様性の尊重、男女平等の実現≫
カスタマー・ハラスメントや就活生等に対するハラスメントを含むあらゆるハラスメン
ト、アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）、ジェンダー・バイアスをなくし、多
様性が尊重される社会の実現、固定的性別役割分担意識の払拭に向け、各種学習会や
キャンペーン活動を行うとともに、これらに関する労働相談には、関係機関と連携して
適切に対応します。

秋田

（1）労働組合、政治、経済など、あらゆる分野で女性の指導的地位に占める割合を国
際的水準も意識しながら引き上げるため、クオータ制導入をはじめとするポジティブ・
アクションを強化する。
（2）女性の意思決定過程への参画を促進し、その影響評価を行いながら政策などに反
映していく「ジェンダー主流化」を推進する。
（3）連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ１の達成に向け、構成組織・連合本部
と連合秋田が一体となって取り組む。他

山形

Ⅲ．ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」 が根付
く職場・社会の実現
１．男女平等参画、均等待遇、ワーク・ライフ・バランスの実現
（１）ダイバーシティ推進の取り組み
①２０２４年９月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ１を
踏まえ、構成組織・各地域協議会が一体となって取り組みます。
②２０２０年に最終年度を迎え１年延⻑となった「連合山形第４次男女平等アクション
プラン・プラス」（以下、アクションプラン）で未達成となっている、大会等決議機関
への女性代議員の参加率３０％達成に向けて、引き続き取り組みを強化します。
③２０２２年以降の取り組みについては、アクションプランの取り組み結果に対する総
括を行なった上で、次の取り組みに反映していきます。
④ジェンダー平等の実現に向けた取り組みの一環として、「２０２２トップリーダー男
女平等参画推進宣言」を作成します。
⑤性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、性的指向・性自認
（ＳＯＧＩ）の尊重など、誰もが多様性を認め合い、共に働き続けられる職場環境の改
善に向け、「真の多様性」について意識の醸成をはかります。
（２）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に向けた取り組み
雇用の分野における性差別や雇用・所得の不安定化、ＤＶなどにより困窮する女性への
支援強化に加え、育児・介護休業などの両立支援制度のさらなる拡充など、すべての労
働者の仕事と生活の調和に向けて、６月の男女平等月間を通じて広く県⺠に訴え、世論
喚起をはかります。また、世論喚起については、街頭での宣伝行動は極力避け、テープ
街宣やラジオＣＭでの情報発信など、コロナ禍を意識した非接触での行動に努めます。
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地方連合会 明記している内容

宮城

１．男女平等の推進と「真の多様性」が根付く職場・社会の実現
性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認め合
い、支え合うことのできる職場・社会の実現をめざします。その実現のため、男女平等
参画を推進するとともに、ジェンダー平等や「真の多様性」に向けた職場環境の改善
「フェアワーク（働くことでやりがいや生きがいを感じられる）」の実現に向けた取り
組みを展開します。
２．女性参画率向上に向けた取り組み
男女平等参画・女性の活躍推進社会をめざし、宮城労働局雇用環境・均等室への要請行
動・意見交換に取り組みます。また、女性活動家の養成や女性リーダー育成に向け、連
合本部・連合東北ブロックと連携し、女性リーダー養成講座や階層別研修の開催および
女性の指導的地位に占める割合（30%）、各種集会への女性参画率（30%）向上に向け
た取り組みを継続的に進めます。

福島

２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）に向けた取り組み
（１）労働組合、政治、経済など、あらゆる分野で女性の指導的地位に占める割合を国
際的水準も意識しながら引き上げるため、クオータ制の導入をはじめとするポジティ
ブ・アクションを強化する。
（２）女性の意思決定過程への参画を促進し、その影響評価を行いながら政策等に反映
していく「ジェンダー主流化」 を推進する。
（３）2021年９月までを目標とした「連合第４次男女平等参画推進計画プラス」の取
り組みを検証し、2024年９月までの３年間を計画期間とする新たな連合「ジェンダー
平等推進計画」フェーズ１の達成に向け構成組織、地域・地区連合と連携のもと推進す
る。
（４）連合福島の「労働組合への女性参画」の実態を踏まえ、業種・業態等から見えて
きた課題を整理し、連合福島全体で取り組む。
（５）雇用の分野における性差別の禁止、男女雇用機会均等法の改正に向けた連合⽅針
を踏まえ、男女間格差の実態把握を行い、男女間賃金格差の是正に取り組む。
（６）雇用・所得の不安定化やＤＶなどにより困窮する女性への支援を強化するととも
に、すべての労働者の仕事と生活の調和に向けて、育児・介護休業などの両立支援制度
のさらなる拡充に向け取り組む。
（７）コロナ禍によりメンタル影響調査で明らかとなった女性の家事、育児等との仕事
の両立に関して、女性視点での解決策の検討・協議を進め、男性の意識改革と協力の環
境整備に取り組む。
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地方連合会 明記している内容

群馬

重点分野−３ ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様
性」が根付く職場・社会の実現
性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認め、
互いに支え合うことのできる職場・社会の実現をめざす。その実現に向けて、男女平等
参画をはじめとして、ジェンダー平等や「真の多様性」に向けた世論喚起や職場環境の
改善などの取り組みを推進していく。また、「フェアワーク」の実現に向けて、働くう
えでの困難さが多様化している現状の対応として、すべての働く仲間の相互理解の場を
つくっていく。
１．男女平等の実現、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に向
けた取り組み
（１）女性の雇用と所得の安定に向けた取り組みを推進する。
（２）すべての働く仲間の仕事と生活の調和と、育児や介護の両立支援制度のさらなる
拡充に向けて、労働局雇用環境・均等室へ要請する。
（３）連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ１を基にした、連合群馬「第５次男女
平等参画推進計画（仮称）」の達成に向けて取り組む。
（４）ジェンダー平等推進委員会と女性委員会の役割を整理し、取り組みを明確化す
る。
２．性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、やりがいをもって
働くことのできる職場・社会の実現と「フェアワーク」推進の取り組み
（１）アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）、ジェンダー・バイアス、固定的性
別役割分担意識の払拭と、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重の観点から、多様性を
認め合う社会風土の醸成に向けて取り組む。
（２）「真の多様性」の実現に向けて、多様な仲間とつながりフェアワークの理解を深
める。

栃木

・労働組合、政治などあらゆる分野で女性の指導的地位に占める割合を引き上げるため
ポジティブ・アクションを強化する。
・労働組合における女性の意思決定過程への参画を促進するため2024年10月までを計
画期間とする「連合栃木ジェンダー平等推進計画」フェーズ１の達成に向け構成組織と
連合栃木が一体となって取り組む。
・賃金をはじめとした待遇など職場での男女間格差や雇用形態間格差の実態把握を推進
し理由なき格差の是正に取り組む。
・アンコンシャス・バイアス、ジェンダー・バイアス、固定的性別役割分担意識の払拭
と性的指向・性自認（SOGI）の尊重の観点から差別がなく多様性を認め合う社会風土
の醸成に向けて取り組む。
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茨城

性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認め合
い、互いに支えあうことのできる職場・社会の実現をめざす。その実現のため、男女平
等参画を推進するとともに、ジェンダー平等や「真の多様性」に向けた法整備や職場環
境の改善などの取り組みを展開していく。
〇男女平等参画推進活動の取り組み推進・・・連合本部「ジェンダー平等推進計画」に
もとづく新たな「連合茨城ジェンダー平等推進計画の作成と推進。
〇女性リーダーの育成・・・女性リーダー育成をめざした学習会の開催。
〇ジェンダー平等・多様性の推進・・・男女間格差実態把握。点検、改善。ハラスメン
ト対策。育児、介護に関する両立支援制度の点検・改善。

埼玉 男女平等をはじめとする「真の多様化」の実現
＜第18回定期大会運動⽅針より関連部分を抜粋＞
重点分野−３ 『ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様
性」 が根付く職場・社会の実現』
２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）に向けた取り組み
（１）男女平等参画に関する委員会の体制強化を図るとともに、研修会など諸活動への
女性参画（「1＋1＝女性の力」運動を推進等）を積極的に進める。
（２）新たに策定する男女平等参画推進計画の目標達成に向けて、構成組織・地域協議
会と連合千葉が一体となって取り組む。
（３）6月の男女平等月間を基本とし、連合本部の⽅針にもとづき女性活躍推進や男女
平等参画実現の周知行動、千葉労働局への要請行動等に取り組む。
（４）男女平等をはじめとして、ジェンダー平等や一人ひとりが尊重された「真の多様
性」が根付く職場・社会の実現に向け研修会等を開催し、広く周知に取り組む。
（５）連合千葉のあらゆる分野での活動に男女平等の視点を置くとともに、⽅針策定過
程、政策立案、組織運営に男女平等参画の視点に留意し運動を進める。
（６）行政機関の審議会等への女性参画促進に向け、構成組織との連携のもと事前登録
制度の確立をはかる。
（７）男女平等参画に関する委員会より、各構成組織に対して、各機関会議への女性参
画の要請と第18期に向けた女性代表執行委員の選出について検討して頂くよう要請す
る。また、第18期役員推薦委員会が設置された時点で、役員推薦委員会と連携し、女性
役員（三役・女性代表執行委員）選出に向けた要請行動を行う。
（８）アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）、ジェンダー・バイアス、固定的性
別役割分担意識の払拭と、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重の観点から、差別がな
く、多様性を認め合う社会風土の醸成に向けた啓発活動を連合本部と連携して展開す
る。

千葉
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東京

Ⅵ 男女平等参画、ジェンダー平等の推進
１ 労働組合への女性参画促進
連合のジェンダー平等推進計画フェーズ１を連合東京第5次男女平等参画推進計画と位
置づけ、取り組むこととします。また、男女平等参画調査を毎年6月の男女平等月間に
取り組むこととし、女性参画の進捗確認と促進を進めることとします。
２ 男女平等、ジェンダー平等に関わる労働法制の周知、職場環境の改善
（１）あらゆるハラスメントの根絶をめざし、ハラスメント対策関連法の周知徹底と職
場の取り組みが進むよう情報提供を行うとともに、学習会などを開催し理解促進に努め
ます。
（２）性的指向・性自認（SOGI）に関する理解を深め、多様な人が安心して働ける職
場づくりを目指します。
３ 男女平等に関わる政策・制度要求活動
連合東京推薦女性議員と女性委員会との意見交換を行い、男女平等政策実現に向け政策
制度要求に反映していきます。
４ 男女平等参画活動
次世代女性役員向けのマニュアル本の作成については、ニーズに応えられる資料とし
て、男女平等参画推進委員会および女性委員会で議論しながら、作成を検討していきま
す。
５ 女性委員会と男女平等参画推進委員会の機能強化
（１）⻘年委員会と連携し、若者や多様な人々が集える場の提供、交流・学習会などの
企画・運営を引き続き検討します。
（２）連合本部と連携した「3.8国際女性デー」は、女性委員会を中心に内容や周知⽅
法などを議論し、より充実した内容となるよう取り組んでいきます。

神奈川

（1）男女平等参画の推進
①男女間賃金格差の解消、女性の就業継続を可能とする男女を問わない働き⽅改革、男
性の育児参加を促進する環境整備など、「男女」の不平等の解消に向けて取り組みま
す。
②就職時の男女差別を撤廃し、公正な採用の実現に向けて取り組みます。
（2）ジェンダー平等の推進
①多様性の尊重が重視される社会の中で、男女平等参画の推進とともに、男女二元論に
とどまらず性的指向・性自認（SOGI）を尊重し、ジェンダーに関する差別やハラスメ
ント、DVの撲滅に取り組みます。
②法律等の改正に合わせた条例・規則等の整備に積極的に意見し、その反映を求めま
す。
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山梨

・毎年度始めに加盟組合名簿作成の協力要請を展開、集計結果を元に男女比率を把握す
る。
・ジェンダー平等推進委員会や女性委員会などを通じて、連合山梨の取り組みの理解浸
透をはかり、女性役員（執行委員2名（女性委員会））としての継続した活躍と推進を
はかる。
・連合山梨執行委員会に、組合員比率に応じた女性役員の選出を呼び掛ける。構成組織
に対して女性役員の選出につながる教育機会の提供や、オルグ活動を展開。
・明記出来ていない構成組織に対してオルグ活動を実施し、運動⽅針への明記を促す
・連合山梨大会に組合員比率に応じた女性代議員や傍聴での参加を呼び掛ける。構成組
織に対して女性代議員の選出につながる教育機会の提供や、オルグ活動を展開。
・「男女平等参画推進委員会」の名称を「ジェンダー平等推進委員会」に改め、性的指
向・性自認（SOGI）の尊重を含めた男女平等参画のための環境整備と女性のネット
ワークづくりに注力。エンパワーメントを高めた取り組みを進めていく。
・活動スタイルの見直しを進め、多様な人たちが多様な形態で参加できるようにし、幅
広く持ち寄られた様々な課題への対応をはかっていく。

⻑野

≪優先項目≫一人ひとりが尊重された「ジェンダー平等」「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現
・連合⻑野「第4次男女平等参画推進計画」の総括と、連合本部「ジェンダー平等推進
計画（2021年9月〜2024年9月）」フェーズ１を踏まえ、連合⻑野「第5次男女平等参画
推進計画」の検討を行う。
≪推進項目≫男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）に向けた取り組み
・連合⻑野男女平等参画委員会において、「第4次男女平等参画推進計画」の総括・検
証を行うとともに、次期計画ならびに連合⻑野男女平等参画委員会による支援・サポー
ト体制を検討する。
・男女共同参画社会基本法に基づき2021年6月に策定された「⻑野県第5次男女共同参
画基本計画」の周知を行うとともに、男女共同社会づくりを牽引する⻑野県となるよう
あらゆる分野におけるポジティブ・アクションを推進する。

静岡

働き⽅や働くうえでの困難さが多様化している今、誰一人取り残されることのない包摂
的な社会の実現のためには性別・年齢・国籍・障がいの有無や就労形態にかかわらず、
誰もが互いを認め、支え合うことが必要です。これまで取り組んできた男女共同参画を
はじめとする「真の多様性」を軸に、誰もがやりがいを持って働くことのできる職場・
社会をめざします。そのためにも第2次男女共同参画推進計画に続くジェンダー平等・
多様性推進計画「アクションプラン静岡Ⅱ」の中で、より実効性のある取組みを実践し
てまいります。
これまでの間、目標を持って取り組んできた男女共同参画の考え⽅は、連合静岡の運動
やさまざまな取組みを実施するうえでの原動力となり、これからも常に意識し確認しな
がら進めることが重要です。今後は”マイノリティは３割を超えた時点でマイノリティ
ではなくなり、組織が変わる”、といったクリティカル・マスの理論を基軸に、さらに
ウイングを拡げながら数値目標達成の先にある多様な声を連合静岡の意思決定機関へ意
見反映することで県内における経済諸団体に対する影響力や社会的な存在価値を高めて
まいります。
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愛知

※労働組合におけるジェンダー平等参画の取り組み
2021 年11 月〜2024 年10 月までの3 年間を取り組み期間としてジェンダー平等参画推
進計画「ACTION PLANAICHI- Ⅳ」フェーズ1 を推進する。
労働組合における男女平等参画に向けては、女性役員選出や意思決定の場へ女性の参画
機会を確保するための「プラスワン行動」を推進するとともに、好事例を展開し、さら
なる取り組みの促進をはかる。また、女性役員を対象とした意見交換会や女性リーダー
育成のためのセミナーを開催する。
ジェンダー平等と多様な仲間が参加しやすい組合活動の推進に向けては、連合が進める
ジェンダー平等社会実現への理解浸透をはかるためのツールを作成・展開するとともに
研修会を開催する。
※ジェンダー平等とは・・・ジェンダー（社会的性差）にかかわらず社会全体のさまざ
まな状況において個人が平等であること。

岐阜 〜ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」根付く職
場・社会の実現〜（基本的には連合本部と同様）

三重 （連合本部に準じている）

新潟 ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現。
Ⅲ．ジェンダー平等・多様性の推進に取り組みます
１．ジェンダー平等・多様性の推進
（１）男女二元論にとどまらない性のあり⽅の多様性に加え、年齢、国籍、障がい者
等、多様性の尊重が重視される中において、これまでの連合富山第４次男女平等参画推
進計画の継承を基本としつつも、多様性への対応を加味した、新たな連合富山「ジェン
ダー平等推進計画」を策定します。
（２）アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）、ジャンダー・バイアス、固定的性
別役割分担意識の払拭と、性的指向・性自認（SOGI）の尊重について、職場や社会で
の理解が進むよう、街頭宣伝行動・学習会の開催など多様性を認め合う社会風土の醸成
に向けた取り組みを展開します。
（３）女性活躍推進法ならびにハラスメント対策関連法の周知徹底と職場での取り組み
が進むよう情報提供のほか、学習会などを開催して理解の促進に努めます。
２．男女平等参画活動
（１）男女平等関連の法制度などの情報提供を積極的に行い課題の共有化をはかりま
す。
（２）連合本部と連携した「６月男女平等月間」「３.８国際女性デー」については、
取り組み内容の見直しを行いながら、より充実した内容となるよう検討していきます。
（３）男女平等月間の取り組みとして、引き続き「女性の雇用環境の整備」について富
山労働局雇用環境・均等室へ要請を行います。
（４）男女平等参画の推進にあたっては、男女平等課題に対する理解が必要なことか
ら、女性委員会やジェンダー平等・多様性推進委員会を中心に適宜学習会を開催するな
ど、課題を共有し、男女平等社会の実現に向けた機運の醸成をはかります。
（５）働く女性労働者の実態と課題を把握するため、適宜、女性委員会との懇談会を開
催するなど、女性委員会との連携をはかりつつ各種活動に取り組みます。
３．労働組合への女性参画促進

富山
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富山（続き）

（１）新たに策定する連合富山「ジェンダー平等推進計画」に基づき、女性参画促進に
向けた取り組みを展開します。女性役員登用にあたっては、構成組織・加盟組織の理解
が必要不可欠であることから、協力に向けた意見交換を継続します。
（２）組織ごとの組合員の男女比率や女性役員の選出状況を把握するため、毎年、定期
的な男女平等参画調査を行い、課題を検証し、女性参画促進に向けた取り組みを進めま
す。
（３）女性委員会機関紙（じょうねつKUUKAN）を通じ、構成組織や加盟組織の女性
役員など、活躍している女性を紹介し、共感を得られるよう女性活動の見える化をはか
ります。

石川 重点分野-3 ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」
が根付く職場・社会の実現

福井 ①育児・介護休業等の両立支援制度の拡充による働きやすい職場環境の改善
②「3・8国際女性デー」「6月男女平等月間」の取組み強化による社会的な定着
【重点分野-３】
ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現
性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認め合
い、互いに支え合うことのできる職場・社会の実現をめざす。その実現のため、男女平
等参画を推進するとともに、ジェンダー平等や「真の多様性」に向けた法整備や職場環
境の改善などの取り組みを推進する。また、「フェアワーク」の実現に向けて、働くう
えでの困難さが多様化している現状の対応として、すべての働く仲間の拠り所となるべ
く体制の整備をはかります。
１．性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、やりがいをもって
働くことのできる職場・社会の実現
(1)全国的に各種ハラスメント（パワハラ、カスハラ、マタハラ、リクハラなど）に関
する労働相談がトップを占めており、あらゆるハラスメントの根絶に向けて、学習会や
情報発信に取り組む。
(2)アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）の自覚を促したうえで、ジェンダー・
バイアス、固定的性別役割分担意識の払拭、また、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊
重の観点から、差別がなく、多様性を認め合う社会風土の醸成に向けて取り組む。
(3)多様な家族のあり⽅やライフスタイルを認め合う社会と、それに相応しい制度の構
築に向けて、選択的夫婦別氏制度の導入や親子・家族法制の見直し、同性パートナーの
権利の確保など、学習会や情報発信を通じて職場環境の改善に取り組む。
(4)日本で働く外国人労働者・留学生が抱える仕事や暮らし、人権などの諸課題に向き
合い、互いに認め合う「共生」に向けた職場づくりを推進するため、学習会や情報発信
に取り組む。
２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、ワーク・ライフ・バランス
に向けた取り組み
(1)連合滋賀「ジェンダー平等推進計画」フェーズⅠ(計画期間：2021年12月〜2024年
11月)の達成に向け、男女平等推進委員会が核となり、構成組織と一体となって取り組
む。
(2)連合滋賀男女平等委員会、女性委員会、⻘年委員会が核となって、６月の男女平等

滋賀
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滋賀（続き）

月間の取り組み、労働局への要請行動、３．８国際女性デーの取り組みを推進し、学習
会や大衆行動を通じて、女性参画の必要性を組織内外に世論喚起していく。また、女性
委員会の成果と残された課題を共有し、今後の女性委員会のあり⽅について議論してい
く。
(3)連合滋賀⻘年委員会にて、男性育休取得向上や⻑時間労働の是正などの課題につい
て議論し、ワーク・ライフ・バランスの一環として様々な組合員層に対するイベントを
企画・運営する。
(4)滋賀県や滋賀労働局、経済団体、連合滋賀などの県内主要団体とで構成している
「雇用推進行労使会議」や「雇用対策協定運営協議会」の取り組みに参加し、男女平等
の推進、仕事と育児・介護の両立支援の拡充、働き⽅の見直しなどワーク・ライフ・バ
ランスの実現に取り組む。
(5)雇用・所得の不安定化やＤＶなどにより困窮する女性への支援を強化するととも
に、すべての労働者の仕事と生活の調和に向けて、育児・介護休業などの両立支援制度
のさらなる拡充と、職場環境づくりを推進する。また、男女間賃金格差、同一労働同一
賃金などについて広く社会にメッセージを発信し、その是正に向けた機運の醸成を図
る。
(6)女性の意思決定過程への参画を促進し、その影響評価を行いながら政策などに反映
していく「ジェンダー主流化」について連合本部との情報共有に取り組む。

京都

「ジェンダー平等推進計画」にもとづき、引き続き、女性役員の選出、議決機関への組
合員比率に応じた参加率向上に努めます。
また、すべての人の人権を尊重し、性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などに
かかわらず、誰もが平等・対等で、多様性を認め合い、互いに支え合うことのできる社
会の実現をめざすため、男女平等参画をはじめとして、ジェンダー平等や「真の多様
性」が根付く職場環境の改善などの取り組みを推進します。

奈良 2024年9月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ1の達成に
向け取り組む。また、男女間賃金格差の是正に向け引き続き取り組む。

和歌山

ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現
１．性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、やりがいをもって
働くことができる職場・社会の実現
（１）アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）、ジェンダー・バイアス、固定的性
別役割分担意識の払拭と、性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重の観点から、差別がな
く、多様性を認め合う社会風土の醸成に向けて取り組む。
（２）多様な家族のあり⽅やライフスタイルを認め合う社会と、それに相応しい制度の
構築に向けて、選択的夫婦別氏制度の導入や親子・家族法制の見直し、同性パートナー
の権利の確保などについて、本部と連携して取り組む。
（３）外国人労働者・留学生が抱える仕事やくらし、人権などの諸課題に向き合い、
互いに認め合う「共生」に向けた取り組みを推進する。
２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）に向けた取り組み
（１）労働組合、政治、経済分野など、女性の指導的地位に占める割合を引き上げるた
め、クオータ制の導入をはじめとするポジティブ・アクションの強化する。
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和歌山（続き）

（２）女性の意思決定過程への参画を推進する。
（３）すべての働く人の仕事と生活の調和に向けて、男性の育児休業促進、育児や介護
などの両立支援制度の拡充と職場環境の改善を推進する。
（４）2024年9月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ1の
達成に向け、本部と連携しながら取り組む。
（５）雇用・所得の不安定化やＤＶなどにより困窮する女性への支援を強化するととも
に、すべての労働者の仕事と生活の調和に向けて、育児・介護休業などの両立支援制度
のさらなる拡充をはかる。

大阪

ジェンダー平等推進の取り組み
連合大阪は、「社会的な性差（ジェンダー）を要因とする男女間格差の課題」をより明
確化し、改善をめざすとともに「SOGI（性的指向と性自認）」の課題の理解促進のた
め、「男女平等推進」運動を新年度より「ジェンダー平等推進」運動と改称し取り組
む。
（１）性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態にかかわらず、誰もが能力と個性を
発揮できる社会の実現をめざして、あらゆるハラスメントの根絶やアンコンシャス・バ
イアス（無意識の偏見）、ジェンダーバイアス、固定的性別役割分担意識の払拭と性的
指向・性自認（ＳＯＧＩ）を尊重した多様性を認め合う社会風土の醸成に向けて取り組
む。
（２）男女平等参画、ジェンダー平等・多様性実現に向けた取り組み
１）「連合兵庫男女平等参画推進計画」プラスおよび次期計画の着実な推進
2021年12月まで延⻑した「連合兵庫男女平等参画推進計画」プラスにおいて「男女平
等参画推進と３つの目標の取り組みを運動⽅針に明記」することを最低到達目標として
おり、その必達に向けて取り組みを進める。
２）連合兵庫「ジェンダー平等推進計画」の推進
連合は、「労働組合における男女平等参画」と「職場・社会におけるジェンダー平等・
多様性の推進」を実現するための新たな計画として、2024年までを計画期間とした連
合「ジェンダー平等推進計画」フェーズⅠを策定した。
連合兵庫においても、2021年12月に期限を迎える連合兵庫「第３次男女平等参画推進
計画」プラスの継続した取り組みを進めるため、新たに策定した連合兵庫「ジェンダー
平等推進計画」フェーズⅠに基づき運動を展開する。
３）労働組合におけるさらなる女性の参画とジェンダー平等・多様性社会をめざすた
め、「女性執行委員」と「ジェンダー平等・多様性推進委員会」「女性委員会」が連携
した課題や意見の抽出を行い活動スタイルの見直し等について検討する。
４）女性リーダーの育成
女性の活躍推進やジェンダー平等・多様性推進の必要性と意義を明確にし、次代を担う
リーダー育成のための「女性リーダーセミナー」と労働組合活動への女性の参画促進に
向けた「女性セミナー」を継続していく。
５）「男女平等月間」・「３．８国際女性デー」の取り組み
雇用の分野における性差別の禁止、男女間賃金格差の是正と環境整備に向けた取り組み
を展開する。
また、「３．８国際女性デー」について、働く女性の地位向上や人権の尊重とジェン
ダー平等をめざして、県下全域での取り組みを検討する。

兵庫
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地方連合会 明記している内容

兵庫（続き）

（３）女性委員会・⻘年委員会の取り組み
１）女性委員会の取り組み
女性委員会として、働く女性の職場環境の整備や課題、ニーズについて、意見集約と議
論を行い、知識の蓄積や経験を積み重ねる研修会、交流会の開催など、ジェンダー平
等・多様性推進社会の実現に向けた活動を展開する。
２）⻘年委員会の取り組み
労働運動の基本となる「助け合い・支え合い」を踏まえるとともに、次代を担うリー
ダーの育成やジェンダー平等・多様性推進につながる研修会、交流会を開催し、仲間意
識や連帯感を醸成する。
また、⻘年組合員のニーズに対応した活動の充実をはかるため、学習活動・レクリエー
ション活動や社会貢献、ボランティア活動に取り組むとともに、街宣行動などの体験型
研修会を開催する。

鳥取 労働組合における男女平等参画
職場・社会におけるジェンダー平等の推進

島根 本部に準じた内容の明記
１．性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、やりがいをもって
働くことのできる職場・社会の実現
（１）カスタマー・ハラスメントや就活生などに対するハラスメントを含むあらゆるハ
ラスメントの根絶に向けて、本部⽅針に基づく取り組みを進めます。
（２）アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）の自覚を促したうえで、ジェン
ダー・バイアス、固定的性別役割分担意識の払拭、また、性的指向・性自認（ＳＯＧ
Ｉ）の尊重の観点から、差別がなく多様性を認め合う社会の醸成に向けて取り組みま
す。
（３）多様な家族のあり⽅やライフスタイルを認め合う社会と、制度の構築に向けて、
選択的夫婦別姓制度の導入や親子・家族法制の見直し、同性パートナーの権利の確保な
ど、本部⽅針に基づく取り組みを推進します。
（４）日本で働く外国人労働者・留学生が抱える仕事や暮らし、人権などの諸課題に向
き合い、互いに認め合う「共生」に向けた環境整備に努めます。
２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）に向けた取り組み
（１）あらゆる分野で女性の意思決定過程への参画を促進し、政策等に反映していく
「ジェンダー主流化」の推進に向けて本部⽅針に基づき取り組みます。
（２）2024年９月までを計画期間とする「連合ジェンダー平等推進計画」フェーズ１
の達成に向け、各種集会の女性の参加率の把握を行っていきます。
（３）女性委員会の登録者数が増加しない理由、要因について調査するとともに、対話
活動等を通じて理解促進をはかります。
（４）連合「男女平等月間」（６月）の期間にあわせ、女性活躍推進、育児・介護休業
法、ハラスメントの防止対策など、誰もが安心して働き続けられる職場環境の整備に向
けて、取り組みを検討していきます。
（５）「３・８国際女性デー」「パートナーシップフォーラム」など、さまざまな機会
をとらえ、男女平等参画社会の実現に向けた連合の取り組みについて周知、世論喚起を
はかります。

岡山
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地方連合会 明記している内容

岡山（続き）

（６）連合運動への参画と次世代を担う女性リーダーの育成の観点で「かがやきセミ
ナー」を開催し、女性委員会の活動強化、活性化等に取り組みます。
（７）女性委員会活動を周知するとともに、男女平等参画意識を醸成する一環として、
広報活動について議論を進めていきます。

広島

ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現
１．あらゆる分野における男女平等参画・ジェンダー平等の推進
２．「真の多様性」が根付く職場・社会の実現

山口 ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現

香川

これまでの男女平等推進を包括し、ジェンダー平等として本部策定の「ジェンダー平等
推進計画」フェーズ１の着実な前進に向けて①春季生活闘争等でのジェンダー平等推進
やワーク・ライフ・バランスの推進に向けた取り組み実践、②女性役員擁立に向けた取
り組みを行う。

徳島 ジェンダー平等をはじめとして、一人ひとりが尊重された「真の多様性」が根付く職
場・社会の実現。
２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和(ワーク・ラ
イフ・バランス)に向けた取り組み
（１）2020年11月まで取り組んできた「連合高知第4次男女平等参画推進行動計画プラ
ス」における成果と残された課題を共有しながら、2024年9月までを計画期間とする
「ジェンダー平等推進計画」フェーズ1の達成に向け、各単組・構成組織・連合高知が
一体となって取り組む。
（２）「ジェンダー平等推進計画」では、男女平等参画推進委員会を実施主体と位置づ
け、計画の推進にあたっての具体的活動の企画、構成組織・単組の環境整備に向けた取
り組みの共有・議論、進捗管理とフォローアップなど、同委員会のさらなる活性化をめ
ざす。また、委員会での議論については執行委員会に反映するとともに、適宜女性委員
会や⻘年委員会での議論も要請しながら、男女平等参画運動の全体化をめざしていく。
（３）組合活動において男女平等参画が進まない課題などを男女平等参画推進委員会で
議論を行ない、可能な限りヒアリング手法も用いた実態把握に心がけるなど各構成組織
との対話に取り組んでいく。
（４）雇用分野における男女平等の取り組みを推進し、ワーク・ライフ・バランス社会
の実現をめざす。男女ともに労働時間などの働き⽅を見直し、育児・介護休業法、男女
雇用機会均等法、次世代育成支援対策推進法、パートタイム労働法などについて、職場
への浸透・定着をはかる。
（５）春季生活闘争の統一要求へ「男女平等課題」や「男女間賃金格差」の解消につい
て盛り込み、要求実現に向けて取り組むとともに、女性労働者やパート・派遣・契約等
労働者の労働条件向上をはかる。また、間接的差別にあたる生活関連諸手当の「世帯主
要件」の廃止をめざす。
（６）高知労働局に対して、雇用における男女平等に関する要請行動および意見交換を
継続して行なう。
（７）雇用・所得の不安定化やＤＶなどにより困窮する女性への支援を強化するととも
に、すべての労働者の仕事と生活の調和に向けて、男性の育児休業促進、育児や介護な
どの両立支援制度の拡充、職場環境の改善などをめざして取り組んでいく。

高知
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地方連合会 明記している内容

愛媛
①改正女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動
②あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み
③育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備等について

福岡

性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認め合
い、互いに支え合うことのできる職場・社会の実現をめざす。その実現のため、男女平
等参画を推進するとともに、ジェンダー平等や「真の多様性（すべての人の人権を尊重
し、性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが平等・対等
で、多様性を認め合うこと）に向けた法整備、職場環境の改善などの取り組みを推進し
ていく。また、「フェアワーク（公平・公正な働き⽅）」の実現に向けて、働くうえで
の困難さが多様化している現状の対応として、すべての働く者の拠り所となるべく体制
を整備する。

佐賀

「労働組合における男女平等参画」と「職場・社会におけるジェンダー平等の推進」
≪活動内容≫
①男女平等参画を労働組合と職場の重要課題とし、家庭、地域をも視野に入れた取り組
みを進めるため、実態を踏まえつつ、機能強化をはかる。
②男女平等参画推進計画の策定と実施、そのための労働組合・職場での環境整備と障害
除去、計画の進捗管理とフォローアップ、人材育成と意識啓発などを行う。
③従来の活動に加え「性的指向・性自認（ＳＯＧＩ）の尊重」を含めて取組むこと
→これまでの男女平等参画の取組みに追加された。

⻑崎
「男女平等参画推進委員会」においては、2021年10月から、連合本部が取り組む連合
「ジェンダー平等推進計画」に基づき、男女平等社会の実現を行っていきます。職場の
男女平等、仕事と家庭の両立支援のための取り組みを展開・推進します。

熊本

２．男女平等参画、ジェンダー平等の推進、均等待遇、仕事と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）に向けた取り組み
（１）女性の指導的地位に占める割合を国際的水準も意識しながら引き上げるため、ク
オータ制の導入をはじめとするポジティブ・アクション（固定的な性別による役割分担
意識や過去の経緯から、男女労働者の間に事実上生じている差があるとき、それを解消
しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取り組み）を強化します。
（２）２０２４年９月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェーズ
１の達成に向け、構成組織・地域協議会と連合熊本が一体となって取り組みます。
（３）女性委員会では、男女平参画、ジェンダー平等の推進の取り組みとして、①３月
８日の「国際女性デー」の取り組み、②男女平等月間（６月）における熊本労働局への
「雇用における男女平等に関する要請行動」、③「女性のための全国一⻫労働相談」へ
の対応など、幹事会での論議を深めながら、積極的に企画・実践します。
（４）すべての労働者の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）に向けて、育児・
介護休業などの両立支援制度の活用を推進するとともに、さらなる拡充をめざします。

大分 あらゆる分野におけるジェンダー平等の推進と男女平等の実現

宮崎 連合宮崎「ジェンダー平等推進計画」策定に向けた取り組み
宮崎労働局・宮崎県の審議会等への女性委員の選出
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地方連合会 明記している内容

鹿児島

Ⅵ．男女平等社会の実現に向けた取り組み
一、あらゆる分野における男女平等参画の推進について
１．労働組合、政治、経済など、あらゆる分野で女性の指導的地位に占める割合を引き
上げるため、構成組織および各地域協議会と連携しつつ、大会をはじめ、各種集会や学
習会などにおいて、男女比率を意識した取り組みを実施します。
２．男女が対等・平等で人権が尊重され、役割と責任を分かちあう男女平等参画社会の
実現に向け、2024年9月までを計画期間とする連合「ジェンダー平等推進計画」フェー
ズ1に取り組みます。今後、男女平等参画推進委員会により、具体的な取り組み目標を
策定し、連合鹿児島全体で目標の達成に向け、取り組みを進めます。
３．すべての構成組織は、運動⽅針に「男女平等参画の推進」を明記し、組織的な議論
と具体的な取り組みを進めることとし、あわせて女性役員選出、執行委員会などへの女
性の参画を推進します。
４．男女平等推進への機運を高めるため、6 月を「男女平等月間」とし、5〜7月を中心
に組織内外に向けた活動を強化します。
二、多様性が尊重される社会の実現について
１．性別・年齢・国籍・障がいの有無・就労形態などにかかわらず、誰もが多様性を認
め合い、互いに支え合うことのできる職場・社会の実現をめざします。
また、男女平等参画を推進するとともに、ジェンダー平等や「真の多様性」に向けた職
場環境の改善などに取り組みます。
２．「フェアワーク」の実現に向けて、非正規雇用・曖昧な雇用・若年・外国人の労働
者など、多様な働く仲間とつながり、行政・ＮＧＯ・ＮＰＯなど、各種関係団体と連携
しつつ、人権が尊重される社会の実現や職場環境の改善に取り組みます。

沖縄

①働きがいのある人間らしい仕事（ディーセントワーク）の実現と女性の活躍促進②仕
事と生活の調和③多様な仲間の集結と労働組合の活性化（３つの目標）プラス３つの数
値目標（運動⽅針への明記、女性役員選出組織の100％、連合役員及び機関会議の女性
参画率30％）を達成に向けて取り組む。
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５．2022年地方連合会調査 女性リーダーの育成を目的とした研修の実施状況
地方連合会 研修名称 対象者 内容 工夫している点

２０２２春季生活
闘争・３．８国際
女性デー全国統一
北海道集会

産別、単組、地
区、地協

１．基調講演
２．産別報告

２０２２男女雇用
機会均等法集会

産別、単組、地
区、地協

１．基調講演
２．産別報告

はたらく女性の集
会

産別、単組、地
区、地協

１．基調講演
２．産別報告

⻘森
岩手

秋田
連合秋田女性委員
会学習会

助勢組合委員 男女平等参画に関する学習
会

各構成組織への参加要請を
２名以上として、気軽に参
加できるようにしている。

山形

宮城

連合宮城ステッ
プ・アップ・セミ
ナー

産別・単組の⻘年
層、女性を対象

本部提起を基に、グループ
ディスカッションと発表を
取り入れ、考えの共有を
図っている。（現在は開催
見送り）

組織の枠を超え、労働組合
活動や働き⽅の問題点など
の情報交換と人間関係づく
り。

男女平等推進
フォーラム

連合構成組織の組
合員

連合がめざす男女平等・男
女共同参画社会づくりの観
点から見識を広めることで
男女平等社会の実現を目指
す。

国際女性デー
フォーラム

連合構成組織の組
合員

ジェンダー平等、男女平等
参画社会の推進。

群馬
栃木
茨城

埼玉

ジェンダー平等・
多様性推進「トッ
プセミナー」

構成組織・加盟組
合・支部・分会な
どの三役ならびに
ジェンダー平等・
多様性推進担当役
員

弁護士から学ぶ、法改正と
ジェンダー平等（ハラスメ
ントや育休等）

ジェンダー平等・多様性推
進に向けて、トップの意識
を変えていくためのセミ
ナーを計画して毎年実施し
ている。

千葉

国際女性デー研修
会

女性組合員 講演「なぜ女性は意思決定
に参画すべきか？コロナ禍
で考えるジェンダー」
講師 三浦 まり 氏（上智大
学法学部法律学科教授）

北海道

福島
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地方連合会 研修名称 対象者 内容 工夫している点
東京

神奈川
女性委員会 幹事
研修会

女性委員会役員 様々な女性支援の先進事例
等の視察および女性リー
ダーとの意見交換など

山梨

⻑野

働く女性の交流学
習会

男女役員、男女⻘
年層役員、男女組
合員、地域協議会
男女役員

地域防災・災害とジェン
ダー不平等

女性のみの参加ではなく、
男性も参加対象にしてい
る。

3.8女性セミナー 構成組織や単組の
女性組合役員、女
性リーダー、女性
活動をしている組
合員等

国際女性デー学習会、セミ
ナー＆グループワークなど

対象を広げ、web参加も可
能としている。

女性リーダー情報
交換会

構成組織、単組の
女性組合役員（執
行委員）、女性活
動をしている女性
リーダー等

セミナー、グループワー
ク、ワークショップ等

時事テーマを意識し、毎回
グループワーク等、参加者
同士が情報交換できる時間
を⻑めに設定している。
コロナ禍においてはweb参
加も可能とした。

愛知

岐阜 女性委員会 女性委員メンバー 課題共有や解決に向けた議
論

女性県議と女性役
員（女性リー
ダー）を対象とし
た意見交換会、

女性執行委員、産
別の女性リー
ダー、地協女性専
従役員、女性県議
会議員（オブザー
バー）

・男女平等、ジェンダー平
等の実現、均等待遇、仕事
と生活の調和（ワーク・ラ
イフ・バランス）、働き⽅
改革、女性活躍推進等につ
いて
・連合三重「ジェンダー平
等推進計画フェーズ１」に
ついて

女性集会 女性執行委員、産
別の女性リー
ダー、地協女性専
従役員、女性委員
会委員

・連合本部主催「女性集
会」ＷＥＢ参加
・組織における男女平等推
進にむけた取り組み紹介と
意見交換

男女平等推進学習
会

三役、執行委員、
特別執行委員、
ジェンダー平等推
進委員会、女性委
員会

講演「女性執行委員誕生の
道のり」
講師 全国本田労働組合連
合会 副会⻑ 法所誠さん

静岡

三重
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地方連合会 研修名称 対象者 内容 工夫している点
新潟

富山

女性委員会主催で
の女性集会、役員
研修会

希望者全員 直近の女性集会：アンガー
マネジメント研修 役員研
修会：ライフプランセミ
ナー（⻘年委員会合同）

Ｗｅｂと集合のハイブリッ
ド形式での開催。「スキル
アップの向上」と「参加者
しやすいテーマ」のバラン
スに注意している。

石川
福井

淡海リーダーセミ
ナー

次代を担う⻘年層 全４回（８講座）うち１回
（２講座）を男女平等に関
するテーマで実施

三役９組織は２名以上の選
出、うち１名を女性で要
請。

連合近畿ブロッ
ク）女性リーダー
セミナー

地⽅連合会の女性
委員会役員

時局にあわせた講義とグ
ループワーク

交流・ネットワークづくり
を大切にする。

新任役員研修会 新任の役員 連合滋賀の歴史や活動を学
ぶ

交流・ネットワークづくり
を大切にする。

京都

女性リーダーを選
出・育成するため
のセミナー(仮・
10月開催予定)

連合京都三役・執
行委員

アンコンシャス・バイアス
について

執行委員会終了後に実施。

奈良
女性リーダーセミ
ナー

連合奈良組合員 障害者就労に関する学習及
び施設訪問、意見交換会の
実施

女性が参加しやすい時間帯
や場所で実施。

女性委員会とＢＰ
Ｗとの意見交換・
研修会

女性委員会幹事 多種多様な組織の⽅との意
見交換

様々な取り組みや意見を聞
けるように、発表や意見交
換、課題と対策について深
掘りできる意見交換を心が
けている。

執行部と男女平等
委員会・女性委員
会⼾の意見交換

男女平等局委員、
女性委員会幹事

女性役員の選出のための意
見交換

執行部の率直な意見を聞け
るような質問を準備。

男女平等学習会 男女平等委員、女
性委員会幹事、⻘
年委員会幹事

男女、⻘年女性が気軽に参
加できるテーマなどをチョ
イス。

滋賀

和歌山
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地方連合会 研修名称 対象者 内容 工夫している点

大阪

近畿ブロック女性
リーダーセミナー

比較的経験の浅い
女性委員会委員及
び単組・支部の女
性執行委員

リーダーとしての立場と役
割を認識し、提案・主張の
力を高め、自らの具体的課
題を明確にするためのセミ
ナーを開催。

近畿ブロックとして連携し
た取り組みを行っている。

兵庫
男女平等参画学習
会

男女平等局構成員
他

男女平等とジェンダー平等
社会の実現をめざす職場づ
くり

労組リーダーセミ
ナー

中堅層（労組役員
２〜５年程度）

女性委員会産別交
流会

女性役員・組合員

女性委員会3.8国
際女性デー学習会

島根
女性委員会研修会 女性、⻘年組合員 毎年の委員会で協議して決

定。ハラスメント、フェム
テック等。

岡山

広島
女性委員会学習会 女性委員会構成委

員
女性委員会がテーマを決め
て実施

女性委員会三役が主体とな
り、WEB併用で開催す
る。

山口

女性リーダー研修
会

連合山口構成組
織・単組女性組合
員、女性委員会役
員

諸課題に対する正しい知識
と判断力・解決能力を養成
することを目的

女性委員会役員が中心とな
り、自分たちに今必要な情
報などを協議してすすめ
る。

香川

徳島 女性委員会研修会 連合徳島女性委員
会

関係法令学習 開催日・時間調整

高知
男女平等リーダー
セミナー

執行部、女性委員
会、⻘年委員会

講演会が中心 執行部にも必ず参加をして
もらいたいため、執行委員
会と同日開催。

（していないが、やりたいと思っている）

鳥取
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地方連合会 研修名称 対象者 内容 工夫している点
女性委員会拡大幹
事会

各構成組織・単組
の女性役員・組合
員、連合高知女性
委員会役員

講演会とグループワーク 業後開催や土曜日の午前中
（子ども連れ可）など、そ
の年によって開催形態を変
更している。
現在は、コロナ禍のため実
現できていないが、土曜日
の場合はランチミーテイン
グも兼ねる。
平日の業後開催の場合は、
お弁当を食べながらの意見
交換の時もある。

男女平等参画推進
フォーラム

執行部、⻘年・女
性委員会、構成組
織全組合員

講演 ・ここ数年は、こうち男女
共同参画社会づくり財団、
高知県経営者協会と共催で
開催をし、著名人の講演会
が実現している。
・Web併用開催を実施

愛媛

福岡 男女平等月間学習
会

女性委員会 女性委員会報告 資料を作成し、プレゼン
テーションを行う。

佐賀
⻑崎
熊本
大分

宮崎 女性フォーラム 女性組合員 女性活躍、ジェンダー平等
他

グループワーク、ランチ

鹿児島
ジェンダー平等参
画推進フォーラム

構成組織役員 ジェンダー平等の前に、男
性役員の意識改革から行う
こととしている。

沖縄
メンタルヘルスセ
ミナー

連合沖縄女性幹事
及び組合員

メンタル不調の際の対策や
不調に陥った際のサポート
にについての学習会

参加しやすい日程・時間の
聞き取りと⻑時間にならな
い設定をした。

高知（続き）
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６
．
20
22
年
地
方
連
合
会
調
査
 
自
由
記
入
意
見
欄

地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

北
海

道
毎

年
行

っ
て

い
る

男
女

平
等

参
画

推
進

単
組

ア
ン

ケ
ー

ト
を

本
年

よ
り

時
系

列
デ

ー
タ

を
収

集
し

材
料

と
し

、
さ

ら
に

時
節

的
改

正
の

事
項

に
分

け
て

調
査

を
行

い
、

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

を
進

め
る

材
料

と
し

て
い

る
。

毎
年

行
っ

て
い

る
男

女
平

等
参

画
推

進
単

組
ア

ン
ケ

ー
ト

の
参

加
単

組
が

増
え

て
い

る
。

⻘
森

執
行

委
員

の
選

出
は

各
組

織
の

代
表

者
で

あ
る

と
い

う
慣

例
が

あ
る

こ
と

か
ら

、
環

境
を

整
備

し
て

も
議

論
を

進
展

さ
せ

る
こ

と
が

難
し

い
。

執
行

委
員

会
の

在
り

⽅
を

新
し

い
形

に
デ

ザ
イ

ン
す

る
必

要
が

あ
る

。
岩

手
秋

田
山

形
宮

城

福
島

そ
も

そ
も

女
性

組
合

員
が

在
籍

し
て

い
な

い
単

祖
・

支
部

が
多

い
。

組
合

役
員

は
男

性
が

担
う

も
の

と
い

う
固

定
概

念
が

根
強

い
。

男
性

で
さ

え
な

り
手

不
足

が
課

題
と

な
っ

て
い

る
状

況
で

、
女

性
の

参
画

は
難

し
い

。

群
馬

女
性

組
合

員
比

率
の

低
さ

が
会

議
体

が
設

置
で

き
な

い
、

計
画

策
定

が
進

ま
な

い
一

因
と

な
っ

て
い

る
。

第
5次

計
画

（
フ

ェ
ー

ズ
１

）
で

は
引

き
続

き
会

議
体

設
置

な
ど

は
求

め
て

は
い

く
が

、
会

議
体

と
は

別
に

女
性

な
ど

の
意

見
集

約
が

で
き

る
⽅

法
を

模
索

し
示

す
必

要
が

あ
る

。

20
19

年
に

創
設

し
た

「
男

女
平

等
参

画
推

進
・

女
性

活
躍

推
進

関
係

事
業

支
援

金
助

成
」

制
度

を
利

用
す

る
産

別
が

少
し

ず
つ

で
は

あ
る

が
増

え
て

い
る

（
20

20
年

度
：

1産
別

、
20

21
年

度
：

2産
別

、
20

22
年

度
：

3産
別

（
5月

末
現

在
）

。
今

年
度

は
制

度
を

初
め

て
利

用
す

る
産

別
が

従
来

の
取

り
組

み
を

発
展

型
と

し
て

、
外

部
講

師
を

招
き

組
合

員
ま

で
対

象
を

広
げ

ア
ン

コ
ン

シ
ャ

ス
バ

イ
ア

ス
の

講
演

会
を

開
催

予
定

。
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

栃
木

連
合

栃
木

内
で

の
意

識
が

低
い

・
・

・
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
取

り
組

み
は

政
策

・
組

織
・

労
働

よ
り

下
と

い
う

考
え

が
見

受
け

ら
れ

る
（

男
性

専
従

役
員

の
関

心
の

低
さ

）
。

構
成

組
織

ト
ッ

プ
の

意
識

が
低

い
。

構
成

組
織

三
役

ク
ラ

ス
の

意
識

・
・

・
そ

も
そ

も
女

性
組

合
員

が
い

な
い

と
い

う
よ

う
な

こ
と

を
平

然
と

言
う

。
女

性
役

員
の

意
識

・
・

・
次

の
女

性
役

員
を

つ
く

ろ
う

と
い

う
気

概
が

な
い

。
女

性
の

参
画

の
重

要
性

を
い

ま
ひ

と
つ

理
解

し
て

い
な

い
。

構
成

組
織

オ
ル

グ
の

実
施

。
女

性
委

員
会

主
催

の
講

演
会

の
開

催
。

茨
城

埼
玉

連
合

埼
玉

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
・

多
様

性
推

進
委

員
会

で
、

連
合

埼
玉

と
し

て
の

フ
ェ

ー
ズ

１
を

策
定

す
る

議
論

に
入

っ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

千
葉

構
成

組
織

（
産

別
・

単
組

）
に

お
い

て
女

性
の

役
員

登
用

が
増

え
て

い
か

な
い

と
、

地
⽅

連
合

会
へ

の
役

員
派

遣
（

特
に

専
従

）
ま

で
は

難
し

い
。

構
成

組
織

に
対

し
て

機
会

を
と

ら
え

、
女

性
の

役
員

登
用

や
活

動
・

行
事

へ
の

参
加

な
ど

に
つ

い
て

地
道

に
お

願
い

を
し

て
き

た
結

果
、

女
性

の
役

員
や

参
加

者
が

少
し

ず
つ

増
え

て
き

て
い

る
。

東
京

男
女

平
等

参
画

の
必

要
性

は
な

ん
と

な
く

理
解

で
き

る
が

、
具

体
的

に
ど

う
す

れ
ば

い
い

の
か

わ
か

ら
な

い
、

と
い

う
の

が
構

成
組

織
を

含
め

た
全

体
的

な
認

識
。

さ
ま

ざ
ま

な
形

や
薄

さ
の

「
ガ

ラ
ス

の
天

井
」

を
ど

の
よ

う
に

打
ち

破
る

か
を

考
え

る
必

要
が

あ
る

と
思

う
。

そ
ん

な
な

か
、

東
京

都
が

「
無

意
識

の
思

い
込

み
」

に
関

す
る

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

募
集

し
て

い
る

の
で

、
そ

の
結

果
か

ら
な

に
か

ヒ
ン

ト
が

得
ら

れ
る

か
と

少
し

期
待

も
し

て
い

る
。

ま
た

、
運

動
⽅

針
に

あ
る

よ
う

に
、

ま
ず

は
参

画
状

況
の

調
査

を
実

施
し

、
現

状
を

把
握

す
る

こ
と

か
ら

始
め

た
い

。

成
果

に
な

る
以

前
の

話
だ

が
、

「
生

理
休

暇
と

更
年

期
障

害
に

関
す

る
ア

ン
ケ

ー
ト

」
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

上
で

実
施

し
、

1,3
00

を
超

え
る

回
答

が
寄

せ
ら

れ
た

。
女

性
が

働
き

続
け

る
（

組
合

活
動

も
含

め
）

た
め

に
避

け
て

通
れ

な
い

「
生

理
」

と
「

更
年

期
」

に
つ

い
て

、
集

計
結

果
の

分
析

報
告

を
は

じ
め

、
さ

ま
ざ

ま
な

展
開

を
図

る
な

か
で

、
男

女
問

わ
ず

向
き

合
う

機
会

に
な

れ
ば

と
思

う
。

神
奈

川
構

成
産

別
、

単
組

・
支

部
に

、
女

性
役

員
が

少
な

い
上

、
非

専
従

と
い

う
厳

し
い

現
状

の
な

か
、

進
め

て
い

く
た

め
に

は
さ

ら
な

る
理

解
・

協
力

が
必

要
で

あ
る

と
認

識
し

て
い

る
。
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

山
梨

・
製

造
分

野
で

は
女

性
が

少
な

く
、

流
通

分
野

で
は

女
性

は
多

い
が

多
く

は
パ

ー
ト

で
あ

る
。

・
家

庭
内

の
役

割
分

担
で

は
、

男
性

に
比

べ
て

女
性

の
ウ

エ
イ

ト
が

多
く

を
占

め
る

の
で

、
帰

宅
後

や
休

日
の

組
合

活
動

に
対

し
て

は
消

極
的

と
な

る
。

・
特

に
子

育
て

世
代

と
な

る
と

、
家

庭
生

活
が

忙
し

く
、

組
合

活
動

へ
の

参
加

を
お

願
い

し
て

も
断

ら
れ

て
し

ま
う

。

・
6月

3日
に

組
合

役
員

お
よ

び
会

社
側

担
当

者
を

対
象

と
し

て
「

今
の

時
代

”
男

”・
”女

”だ
け

じ
ゃ

な
い

！
全

て
の

働
く

人
の

平
等

を
考

え
る

」
と

題
し

た
講

演
会

を
実

施
。

ジ
ェ

ン
ダ

ー
バ

イ
ア

ス
・

ジ
ェ

ン
ダ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

つ
い

て
身

近
な

事
例

か
ら

学
ん

だ
。

・
6月

8日
に

連
合

山
梨

女
性

委
員

会
と

し
て

、
山

梨
労

働
局

 雇
用

環
境

・
均

等
室

上
野

室
⻑

を
講

師
に

「
働

く
女

性
の

労
働

問
題

」
と

題
し

た
学

習
会

を
実

施
。

理
解

・
共

有
・

周
知

を
行

う
場

と
す

る
と

と
も

に
、

女
性

活
躍

推
進

の
気

運
を

高
め

た
。
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

⻑
野

○
ク

オ
ー

タ
制

に
つ

い
て

は
、

成
果

が
目

に
見

え
る

の
で

有
益

で
は

あ
る

が
、

発
言

を
敬

遠
し

が
ち

な
女

性
役

員
も

多
い

こ
と

か
ら

、
女

性
の

実
質

的
な

地
位

向
上

に
結

び
つ

い
て

い
る

か
は

疑
問

。
⻑

年
男

性
が

労
働

社
会

を
リ

ー
ド

す
る

存
在

、
マ

ジ
ョ

リ
テ

ィ
で

あ
る

た
め

、
男

女
平

等
参

画
と

い
う

視
点

が
労

働
者

一
人

ひ
と

り
に

ま
だ

浸
透

し
て

い
な

い
と

感
じ

る
。

非
合

理
な

事
に

疑
問

を
抱

け
る

よ
う

、
引

き
続

き
啓

発
活

動
が

必
要

。
○

女
性

視
点

で
の

問
題

に
つ

い
て

は
、

女
性

だ
け

で
な

く
男

性
に

も
当

て
は

ま
る

事
柄

が
多

く
、

男
女

双
⽅

の
意

識
改

革
が

必
要

。
女

性
が

働
き

易
い

労
働

環
境

整
備

を
進

め
る

事
で

、
男

性
に

対
し

て
も

同
様

の
働

き
易

い
職

場
環

境
を

整
え

る
こ

と
が

出
来

る
と

考
え

る
。

○
男

女
間

の
賃

金
格

差
に

つ
い

て
は

、
厚

労
省

等
の

調
査

等
で

依
然

と
し

て
大

き
い

事
が

示
さ

れ
て

い
る

。
な

ぜ
格

差
が

生
ま

れ
て

い
る

の
か

を
深

堀
し

て
、

そ
の

根
本

原
因

か
ら

改
善

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

同
一

労
働

同
一

賃
金

の
徹

底
や

社
内

研
修

等
の

教
育

提
供

機
会

均
等

な
ど

、
均

等
・

均
衡

待
遇

徹
底

に
つ

い
て

改
め

て
現

状
の

把
握

と
改

善
要

請
な

ど
に

取
り

組
む

必
要

が
あ

る
。

○
初

任
給

に
つ

い
て

は
、

改
善

傾
向

に
は

あ
る

も
の

の
、

未
だ

に
学

歴
差

以
上

に
男

女
差

が
あ

る
事

も
事

実
。

一
⽅

、
学

生
に

視
点

を
置

く
と

、
学

部
に

よ
り

男
女

比
率

が
著

し
く

異
な

る
こ

と
が

見
ら

れ
る

。
将

来
の

就
職

に
向

け
、

企
業

イ
メ

ー
ジ

や
ど

の
よ

う
な

懸
念

材
料

が
原

因
で

そ
の

様
な

結
果

に
な

っ
て

い
る

の
か

を
調

査
す

れ
ば

、
地

域
や

行
政

、
企

業
な

ど
へ

更
に

踏
み

込
ん

だ
提

言
や

連
携

が
出

来
る

と
考

え
る

。

定
期

大
会

や
地

⽅
委

員
会

な
ど

へ
の

女
性

の
参

画
率

を
高

め
る

た
め

に
、

特
別

女
性

枠
を

設
け

た
こ

と
は

成
果

が
あ

っ
た

。

静
岡

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

」
の

認
識

あ
わ

せ
が

で
き

て
い

な
い

中
で

、
組

織
全

体
に

対
し

画
一

的
に

運
動

を
進

め
る

の
は

無
理

が
あ

る
。

ま
ず

は
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

委
員

会
の

中
で

認
識

あ
わ

せ
の

た
め

の
議

論
を

行
っ

て
い

る
。

愛
知

各
組

織
の

実
態

に
即

し
た

進
め

⽅
で

、
現

状
か

ら
で

き
る

こ
と

を
ひ

と
つ

で
も

取
り

組
み

「
プ

ラ
ス

ワ
ン

行
動

」
を

推
進

し
た

。
（

例
え

ば
、

ラ
ン

チ
セ

ミ
ナ

ー
、

女
性

セ
ミ

ナ
ー

な
ど

）
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

岐
阜

各
地

⽅
連

合
会

に
組

織
し

て
い

る
「

女
性

委
員

会
」

の
役

割
を

人
材

育
成

と
明

確
に

す
る

と
と

も
に

、
委

員
に

登
録

し
た

女
性

が
、

将
来

的
に

各
組

織
（

産
別

、
単

組
）

に
お

い
て

の
執

行
部

役
員

へ
の

登
用

の
仕

組
み

づ
く

り
を

行
う

。
（

女
性

委
員

登
録

段
階

で
そ

の
目

的
を

明
確

に
す

べ
き

）
三

重
新

潟

富
山

20
21

年
度

よ
り

構
成

組
織

対
象

に
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
」

を
テ

ー
マ

の
ヒ

ア
リ

ン
グ

を
行

っ
て

い
る

が
、

や
ら

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

け
ど

難
し

い
と

の
意

見
が

多
い

。
連

合
富

山
で

は
20

19
年

よ
り

ク
オ

ー
タ

制
を

導
入

し
て

、
女

性
の

参
画

を
推

進
し

て
い

る
。

前
進

は
し

た
が

、
最

近
は

横
這

い
状

態
で

あ
る

。
コ

ロ
ナ

禍
に

な
り

Ｗ
ｅ

ｂ
参

加
も

可
能

に
な

っ
た

が
、

そ
の

成
果

が
思

っ
た

ほ
ど

顕
著

で
は

な
い

。

「
男

女
平

等
」

を
運

動
⽅

針
に

明
記

す
る

よ
う

単
組

に
働

き
か

け
た

。
「

地
協

の
幹

事
会

で
の

直
接

単
組

役
員

に
働

き
か

け
た

」
と

い
う

報
告

も
聞

く
こ

と
が

で
き

、
少

し
ず

つ
で

は
あ

る
が

浸
透

し
て

い
る

。
今

後
に

期
待

し
た

い
。

石
川

女
性

組
合

員
が

多
い

組
織

へ
の

負
荷

が
増

す
こ

と

福
井

構
成

組
織

・
単

組
に

お
い

て
、

役
員

の
女

性
比

率
が

低
す

ぎ
て

、
連

合
の

諸
活

動
を

企
画

す
る

専
門

委
員

会
な

ど
に

女
性

役
員

を
配

置
で

き
な

い
。

コ
ロ

ナ
禍

以
前

に
定

期
大

会
、

地
⽅

委
員

会
に

お
い

て
、

代
議

員
・

地
⽅

委
員

の
ク

オ
ー

タ
制

で
参

加
要

請
し

、
構

成
組

織
に

努
力

し
て

い
た

だ
き

女
性

参
加

率
が

向
上

し
て

い
る

。
な

お
、

要
請

数
は

構
成

組
織

の
事

情
を

考
慮

し
希

望
数

と
し

て
い

ま
す

。

滋
賀

・
SO

GI
や

LG
BT

に
関

す
る

課
題

に
関

す
る

知
識

が
乏

し
い

（
学

習
会

を
開

催
し

て
い

な
い

）
。

・
ま

た
、

企
業

に
お

け
る

ト
ラ

ブ
ル

事
例

や
労

働
組

合
の

対
応

な
ど

に
つ

い
て

情
報

を
持

ち
合

わ
せ

て
い

な
い

。

・
セ

ミ
ナ

ー
の

開
催

日
時

の
考

慮
や

Ｗ
Ｅ

Ｂ
を

活
用

す
る

こ
と

で
女

性
の

参
加

が
増

え
つ

つ
あ

る
。

京
都

女
性

の
役

員
が

配
置

転
換

や
転

勤
等

に
な

っ
た

場
合

、
後

任
の

選
出

が
困

難
に

な
り

が
ち

で
あ

る
。

大
会

や
地

⽅
委

員
会

の
決

議
機

関
で

は
、

女
性

参
画

枠
を

設
け

て
い

る
が

、
こ

れ
ま

で
出

席
し

て
い

た
人

が
役

員
と

な
っ

た
場

合
、

新
た

な
人

に
出

席
し

て
も

ら
う

こ
と

が
難

し
く

な
る

。
女

性
の

組
合

役
員

を
増

や
す

こ
と

が
課

題
。

20
20

年
以

降
、

微
増

で
は

あ
る

も
の

の
女

性
の

執
行

委
員

が
増

加
し

、
執

行
委

員
会

に
お

け
る

女
性

参
画

率
26

.5％
と

な
っ

た
。

ま
た

、
機

関
会

議
に

お
け

る
質

問
・

意
見

が
出

る
な

ど
会

議
の

活
性

化
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

大
会

・
地

⽅
委

員
会

等
の

決
議

機
関

で
の

女
性

参
画

率
に

つ
い

て
は

、
女

性
参

画
枠

を
設

け
る

な
ど

し
て

20
18

年
以

降
、

30
%

前
後

を
推

移
し

て
い

る
。
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

奈
良

奈
良

県
で

は
、

性
別

役
割

分
担

意
識

が
根

強
く

女
性

の
就

労
機

会
が

少
な

い
こ

と
や

働
く

女
性

が
多

い
職

種
が

大
阪

な
ど

に
集

約
さ

れ
連

合
奈

良
で

の
役

員
経

験
の

継
続

が
で

き
な

い
。

執
行

委
員

会
や

定
期

大
会

に
女

性
枠

を
設

け
た

こ
と

和
歌

山

大
阪

構
成

組
織

に
お

け
る

、
女

性
の

役
員

が
男

性
に

比
べ

て
人

数
が

少
な

く
（

特
に

専
従

役
員

）
、

負
担

に
偏

り
は

生
じ

て
い

る
と

思
わ

れ
る

。
女

性
委

員
会

の
運

営
に

お
い

て
も

、
コ

ロ
ナ

と
相

ま
っ

て
対

面
に

よ
る

交
流

の
機

会
が

減
少

し
、

横
の

つ
な

が
り

を
広

げ
る

こ
と

に
よ

っ
て

得
ら

れ
る

異
業

種
の

情
報

や
、

女
性

役
員

と
し

て
日

ご
ろ

感
じ

て
い

る
こ

と
の

共
感

が
難

し
く

な
っ

て
い

る
。

兵
庫

鳥
取

島
根

大
会

等
の

議
決

機
関

会
議

に
お

け
る

、
発

言
権

、
議

決
権

、
参

加
資

格
等

の
整

理
が

つ
け

づ
ら

い

岡
山

・
一

朝
一

夕
に

は
い

か
な

い
の

は
百

も
承

知
で

あ
る

。
あ

ら
ゆ

る
機

会
を

活
用

し
、

意
識

さ
せ

る
た

め
に

発
信

し
つ

づ
け

て
い

る
。

・
こ

れ
ま

で
１

回
/年

し
か

開
催

し
て

い
な

か
っ

た
男

女
平

等
推

進
会

議
を

複
数

回
／

年
開

催
へ

。
名

称
も

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
会

議
に

改
め

た
。

・
内

容
は

、
男

女
平

等
の

視
点

も
残

し
て

い
る

。

・
組

織
オ

ル
グ

に
よ

り
、

こ
れ

ま
で

選
出

し
て

い
な

か
っ

た
構

成
組

織
か

ら
女

性
委

員
を

選
出

で
き

た
。

広
島

地
⽅

連
合

会
で

女
性

執
行

委
員

の
構

成
を

高
め

る
に

あ
た

り
、

ま
ず

は
、

女
性

労
働

者
（

採
用

）
を

増
や

し
、

ど
の

産
業

の
企

業
も

労
働

者
の

男
女

比
を

7：
3も

し
く

は
6：

4ぐ
ら

い
に

な
る

ま
で

の
構

造
改

革
が

必
要

で
あ

り
、

そ
の

結
果

、
構

成
単

組
の

女
性

執
行

委
員

（
適

任
者

）
が

増
え

、
そ

し
て

三
役

や
専

従
役

員
（

さ
ら

に
適

応
者

）
を

増
や

し
て

い
く

こ
と

が
根

本
で

あ
り

、
そ

の
延

⻑
線

で
各

構
成

組
織

で
の

女
性

比
率

を
高

め
る

こ
と

に
つ

な
が

り
、

そ
の

次
に

各
地

⽅
組

織
へ

執
行

委
員

（
単

組
専

従
三

役
）

や
女

性
専

従
役

員
の

派
遣

に
つ

な
が

る
と

考
え

ま
す

。
今

の
環

境
下

で
、

人
数

あ
り

き
の

目
標

達
成

は
、

多
く

の
女

性
組

合
役

員
が

困
る

こ
と

に
な

る
と

思
う

。

ま
だ

成
果

に
つ

な
が

っ
て

い
る

も
の

は
な

い
で

す
。

山
口
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

香
川

自
身

の
反

省
と

な
っ

て
し

ま
う

が
、

目
標

や
⽅

針
を

打
ち

出
す

だ
け

に
止

ま
っ

て
お

り
、

足
を

運
ぶ

活
動

が
行

え
て

い
な

い
。

徳
島

高
知

・
職

場
環

境
の

改
善

、
職

場
の

理
解

・
女

性
役

員
へ

の
フ

ォ
ロ

ー
体

制
・

女
性

自
身

の
意

識
改

革
・

ト
ッ

プ
リ

ー
ダ

ー
の

意
識

改
革

・
若

年
層

の
組

合
活

動
へ

の
参

加
・

構
成

組
織

・
単

組
レ

ベ
ル

で
の

役
員

の
育

成
⽅

法

・
昨

年
も

コ
ロ

ナ
禍

で
活

動
の

制
限

が
あ

っ
た

が
、

男
女

平
等

参
画

推
進

委
員

会
に

よ
る

産
別

訪
問

は
引

き
続

き
実

施
。

3産
別

へ
の

訪
問

の
中

で
、

「
産

別
・

単
組

に
お

け
る

女
性

役
員

の
選

出
状

況
」

、
「

女
性

組
合

員
・

若
手

組
合

員
の

組
合

活
動

へ
の

参
加

状
況

」
、

「
各

組
織

・
職

場
で

抱
え

る
課

題
」

な
ど

の
意

見
が

聞
け

た
。

・
一

昨
年

は
開

催
を

見
送

っ
た

「
女

性
委

員
会

拡
大

幹
事

会
」

も
開

催
を

し
、

女
性

委
員

会
の

活
性

化
と

「
連

合
高

知
第

4次
男

女
平

等
参

画
推

進
計

画
プ

ラ
ス

」
最

終
年

度
の

達
成

に
向

け
て

、
様

々
な

職
種

の
女

性
役

員
か

ら
一

般
組

合
員

ま
で

、
幅

広
い

立
場

の
女

性
が

日
頃

感
じ

て
い

る
こ

と
な

ど
を

率
直

に
話

し
合

う
場

が
持

て
た

。
結

果
、

女
性

委
員

会
へ

新
し

い
産

別
か

ら
の

幹
事

選
出

が
実

現
し

た
。

・
男

女
平

等
推

進
委

員
会

を
通

じ
て

、
「

女
性

委
員

会
枠

副
会

⻑
の

要
件

緩
和

」
、

「
女

性
枠

執
行

委
員

の
複

数
設

置
」

を
要

請
。

結
果

、
三

役
選

出
の

要
件

緩
和

と
執

行
部

女
性

枠
が

2名
と

な
っ

た
。

・
執

行
委

員
会

開
催

時
間

の
変

更
に

よ
り

、
女

性
役

員
の

出
席

率
が

上
が

っ
た

。
愛

媛
福

岡
佐

賀

⻑
崎

連
合

⻑
崎

で
目

標
を

掲
げ

て
い

る
が

、
連

合
の

取
り

組
み

と
い

う
よ

り
、

構
成

組
織

任
せ

に
な

っ
て

し
ま

っ
て

い
る

。
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地
方
連
合
会

進
め
る
う
え
で
の
課
題

成
果
が
あ
っ
た
活
動

熊
本

男
女

関
係

な
く

、
す

べ
て

の
労

働
者

が
ワ

ー
ク

ラ
イ

フ
バ

ラ
ン

ス
が

取
れ

る
状

況
を

つ
く

る
こ

と
が

重
要

。
家

庭
を

大
切

に
す

る
人

で
も

管
理

職
に

就
け

る
こ

と
が

常
識

に
な

る
よ

う
取

り
組

み
を

続
け

る
こ

と
が

大
切

と
思

う
。

ま
た

、
あ

る
調

査
の

結
果

を
見

る
と

、
20

代
の

77
％

は
出

世
欲

が
な

く
、

出
世

を
し

た
い

と
思

わ
な

い
理

由
に

つ
い

て
は

「
責

任
の

あ
る

仕
事

を
し

た
く

な
い

」
と

い
う

の
が

「
プ

ラ
イ

ベ
ー

ト
を

大
切

に
し

た
い

」
と

い
う

の
を

上
回

っ
て

い
る

。
少

な
く

と
も

多
く

の
若

年
層

は
「

出
世

し
た

く
な

い
」

「
責

任
の

あ
る

仕
事

を
し

た
く

な
い

」
と

思
っ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

「
や

り
た

く
な

い
責

任
あ

る
仕

事
」

で
あ

っ
て

も
管

理
職

等
は

男
女

が
平

等
に

担
っ

て
い

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
を

積
極

的
に

示
し

て
い

く
こ

と
、

家
計

を
中

心
的

に
担

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

は
男

性
と

い
っ

た
「

大
⿊

柱
バ

イ
ア

ス
」

を
解

消
し

て
い

く
こ

と
が

、
男

女
の

賃
金

格
差

の
是

正
に

も
つ

な
が

っ
て

い
く

の
で

は
な

い
か

と
思

う
。

大
分

宮
崎

連
合

宮
崎

第
1回

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
委

員
会

（
20

21
年

10
月

14
日

）
を

開
催

し
て

か
ら

、
下

記
の

と
お

り
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
講

演
、

学
習

会
へ

と
つ

な
が

っ
た

。
○

20
22

連
合

宮
崎

 春
季

生
活

闘
争

フ
ォ

 ー
ラ

ム
・

中
小

共
闘

総
決

起
集

会
（

20
22

年
2月

19
日

）
演

題
 春

季
生

活
闘

争
⽅

針
に

お
け

る
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

の
推

進
に

つ
い

て ○
連

合
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
計

画
」

フ
ェ

ー
ズ

Ⅰ
学

習
会

（
20

22
年

3月
5

日
）

鹿
児

島

沖
縄

①
女

性
の

参
画

が
少

な
い

た
め

意
見

な
ど

を
言

い
に

く
い

。
②

女
性

に
参

加
を

促
す

際
の

日
程

や
時

間
の

調
整

が
難

し
い

。
③

男
女

平
等

参
画

と
い

う
と

女
性

が
担

当
す

る
と

い
う

イ
メ

ー
ジ

が
あ

る
が

男
女

同
数

に
し

た
ほ

う
が

が
お

互
い

で
共

有
で

き
て

い
い

と
思

う
。

①
労

働
局

へ
の

要
請

行
動
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７．調査票（構成組織、地方連合会） 

20
22

年
女

性
の

労
働

組
合

へ
の

参
画

に
関

す
る

調
査

＜
構

成
組

織
＞

 

本
調

査
は

、
連

合
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
計

画
フ

ェ
ー

ズ
1」

（
20

21
.10

〜
20

24
.9）

の
進

捗
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
構

成
組

織
・

地
方

連
合

会
を

対
象

に
実

施
し

ま
す

。
 

本
調

査
で

は
、「

男
女

平
等

参
画

」「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

」
と

い
う

用
語

が
出

て
き

ま
す

が
、

以
下

の
よ

う
な

考
え

方
に

基
づ

い
て

使
用

し
て

い
ま

す
。

 
●

男
女

平
等

参
画

 
女

性
が

働
く

う
え

で
の

格
差

や
不

条
理

を
是

正
す

る
た

め
、労

働
組

合
に

お
け

る
女

性
参

画
を

進
め

て
い

く
こ

と
。

 
●

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
 

社
会

的
・

文
化

的
に

つ
く

ら
れ

た
性

差
に

も
と

づ
く

偏
見

や
差

別
を

解
消

し
、

性
的

指
向

・
性

自
認

（
Ｓ

Ｏ
Ｇ

Ｉ
）

を
尊

重
し

、
多

様
性

を
認

め
合

う
こ

と
。

 
 ＜

回
答

上
の

注
意

＞
 

●
*印

の
つ

い
た

設
問

は
、

回
答

が
な

け
れ

ば
次

の
ペ

ー
ジ

に
進

め
ま

せ
ん

の
で

、
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
 

●
組

合
員

数
や

執
行

委
員

数
な

ど
人

数
を

回
答

す
る

設
問

は
、回

答
内

容
に

エ
ラ

ー
が

あ
る

場
合

は
、エ

ラ
ー

メ
ッ

セ
ー

ジ
が

表
示

さ
れ

、
次

の
ペ

ー
ジ

に
は

進
め

ま
せ

ん
。

エ
ラ

ー
内

容
を

確
認

し
て

、
正

し
い

値
を

入
力

し
な

お
し

て
く

だ
さ

い
。

 
●

調
査

票
は

複
数

ペ
ー

ジ
に

わ
た

っ
て

い
ま

す
が

、
ペ

ー
ジ

が
終

了
し

た
ら

、
 右

下
の

「
次

へ
」

ボ
タ

ン
を

押
し

て
次

の
ペ

ー
ジ

に
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

●
［

En
te

r］
キ

ー
を

押
す

と
、

次
の

ペ
ー

ジ
に

進
ん

で
し

ま
う

場
合

が
あ

る
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

（
間

違
っ

て
次

の
ペ

ー
ジ

に
行

っ
て

も
、

ペ
ー

ジ
左

下
の

「
前

へ
」

ボ
タ

ン
で

戻
る

こ
と

が
で

き
ま

す
）。

 
●

回
答

を
途

中
で

保
存

し
て

中
断

し
た

い
場

合
は

、調
査

画
面

右
上

の「
あ

と
で

続
き

を
す

る
」を

選
択

し
、

「
名

前
」

と
「

パ
ス

ワ
ー

ド
」（

必
須

）、
「

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
」（

任
意

）
を

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。
 

●
最

後
の

設
問

へ
の

入
力

が
終

わ
っ

た
後

、最
終

ペ
ー

ジ
に

あ
る「

送
信

す
る

」を
ク

リ
ッ

ク
し

て
下

さ
い

。
送

信
す

る
前

に
回

答
結

果
を

確
認

し
た

い
場

合
は

「
前

へ
」

ボ
タ

ン
で

戻
っ

て
く

だ
さ

い
。

一
度

回
答

し
た

内
容

は
、

前
に

戻
っ

て
も

消
え

て
し

ま
う

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

●
回

答
を

保
存

し
た

い
場

合
は

、
ア

ン
ケ

ー
ト

を
「

送
信

す
る

」
を

ク
リ

ッ
ク

し
た

後
の

ペ
ー

ジ
で

、「
あ

な
た

の
回

答
印

刷
」

を
選

択
し

て
い

た
だ

く
と

、
PD

F
フ

ァ
イ

ル
で

回
答

結
果

を
出

力
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

●
回

答
期

限
は

５
月

31
日

（
火

）
で

す
。

 
 ＜

問
合

せ
先

＞
 

●
調

査
内

容
に

つ
い

て
 

連
合

 
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

局
（

遠
藤

、
小

栗
）

 
e-

m
ail

:jt
uc

-g
en

de
r@

sv
.re

ng
o-

ne
t.o

r.j
p 

●
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

調
査

の
操

作
な

ど
 

労
働

調
査

協
議

会
（

後
藤

、
⻑

⾕
川

）
 

e-
m

ail
:r_

sa
nk

ak
u@

ro
ch

ok
yo

.gr
.jp

 

回
答

組
織

に
つ

い
て

 

構
成

組
織

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
*
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
Ｕ

Ａ
ゼ

ン
セ

ン
 

2. 
自

動
車

総
連

 
3. 

自
治

労
 

4. 
電

機
連

合
 

5. 
Ｊ

Ａ
Ｍ

 
6. 

基
幹

労
連

 
7. 

生
保

労
連

 
8. 

Ｊ
Ｐ

労
組

 
9. 

日
教

組
 

10
. 電

力
総

連
 

11
. 情

報
労

連
 

12
. 運

輸
労

連
 

13
. Ｊ

Ｅ
Ｃ

連
合

 
14

. 私
鉄

総
連

 
15

. フ
ー

ド
連

合
 

16
. 損

保
労

連
 

17
. Ｊ

Ｒ
連

合
 

18
. 国

公
連

合
 

19
. 航

空
連

合
 

20
. 海

員
組

合
 

21
. ゴ

ム
連

合
 

22
. 交

通
労

連
 

23
. サ

ー
ビ

ス
連

合
 

24
. 紙

パ
連

合
 

25
. 全

電
線

 
26

. 全
国

ガ
ス

 
27

. 印
刷

労
連

 
28

. セ
ラ

ミ
ッ

ク
ス

連
合

 
29

. Ｊ
Ｒ

総
連

 
30

. 全
水

道
 

31
. 全

国
農

団
労

 
32

. 全
銀

連
合

 

33
. 全

自
交

労
連

 
34

. メ
デ

ィ
ア

労
連

 
35

. 全
労

金
 

36
. ヘ

ル
ス

ケ
ア

労
協

 
37

. 森
林

労
連

 
38

. 労
供

労
連

 
39

. 労
済

労
連

 
40

. 全
印

刷
 

41
. 全

国
ユ

ニ
オ

ン
 

42
. 自

治
労

連
 

43
. 全

国
競

馬
連

合
 

44
. Ｊ

Ａ
連

合
 

45
. 港

運
同

盟
 

46
. 全

造
幣

 
47

. 日
建

協
 

48
. 日

高
教

 

記
入

者
氏

名
 

 連
絡

先
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス
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１
．

組
合

員
数

*
 

組
合

員
数

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。（

直
近

で
把

握
で

き
て

い
る

人
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
）

 
※

該
当

者
が

い
な

い
場

合
は

、
必

ず
「

0」
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
本

調
査

で
は

、「
一

般
組

合
員

」
と

は
正

社
員

、
正

規
職

員
の

組
合

員
を

さ
し

、「
パ

ー
ト

等
組

合
員

」
と

は
、

正
規

以
外

の
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

、
契

約
社

員
、

期
間

従
業

員
、

お
よ

び
派

遣
社

員
、

請
負

社
員

等
の

組
合

員
を

さ
し

ま
す

。
 

 
男

女
合

計
数

 
う

ち
女

性
数

 
組

合
員

総
数（

一
般

組
合

員
・

パ
ー

ト
等

組
合

員
の

合
計

） 
人

 
人

 
う

ち
パ

ー
ト

等
組

合
員

の
組

合
員

数
 

人
 

人
 

  
 

２
．

役
員

構
成

 

(1
)執

行
委

員
会

に
お

け
る

役
職

ご
と

の
総

数
と

、
う

ち
女

性
数

、
お

よ
び

専
従

者
総

数
と

、
う

ち
女

性
数

*
 

※
執

行
委

員
数

に
つ

い
て

は
、非

専
従

者
、外

部
派

遣
者

で
貴

組
織

の
執

行
委

員
と

し
て

選
出

さ
れ

て
い

る
人

も
含

め
て

く
だ

さ
い

。
 

※
該

当
者

が
い

な
い

役
職

に
つ

い
て

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

構
成

組
織

の
専

従
者

数
の

欄
は

、構
成

組
織

本
部

の
専

従
者

に
つ

い
て

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。外
部

派
遣

者
や

単
組

の
専

従
者

は
含

め
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

※
会

計
監

査
は

含
め

ず
に

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
「

Ａ
.委

員
⻑

、
会

⻑
」

か
ら

「
Ｇ

.特
別

執
行

委
員

」
ま

で
の

合
計

と
な

る
「

全
体

」
と

貴
組

織
の

執
行

委
員

数
が

同
一

か
ど

う
か

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

 
  

執
行

委
員

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
 

構
成

組
織

の
専

従
者

総
数

 
う

ち
女

性
数

 

Ａ
.委

員
⻑

、
会

⻑
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
Ｂ

.会
⻑

代
行

（
代

理
）

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

Ｃ
.副

委
員

⻑
、

副
会

⻑
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
Ｄ

.書
記

⻑
、

事
務

局
⻑

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

Ｅ
.副

書
記

⻑
、

副
事

務
局

⻑
、

書
記

次
⻑

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

Ｆ
.上

記
以

外
の

執
行

委
員

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

G.
特

別
執

行
委

員
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
（

う
ち

議
決

権
あ

り
）

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

総
数

（
Ａ

〜
G

の
合

計
）

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

 (2
)会

計
監

査
の

総
数

と
、

う
ち

女
性

数
 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

構
成

組
織

本
部

の
会

計
監

査
に

つ
い

て
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 
  

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
会

計
監

査
 

人
 

人
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(3
)特

別
執

行
委

員
制

度
（
複

数
選

択
）
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

の
執

行
委

員
の

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

執
行

委
員

制
度

が
あ

る
 

2. 
上

記
以

外
の

目
的

の
た

め
の

特
別

執
行

委
員

制
度

が
あ

る
 

3. 
特

別
執

行
委

員
制

度
は

な
い

 

(4
)執

行
委

員
に

お
け

る
女

性
枠

 

 
１

．
あ

る
 

２
．

な
い

 
①

執
行

委
員

に
お

け
る

女
性

枠
 

１
 

２
 

②
専

従
役

員
に

お
け

る
女

性
枠

 
１

 
２

 
 

  
 

３
．

機
関

会
議

へ
の

参
画

状
況

 

※
構

成
組

織
に

お
い

て
開

催
さ

れ
た

直
近（

前
年

度
開

催
）の

大
会

お
よ

び
中

央
委

員
会

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

Ａ
 
定

期
大

会
 

(1
)大

会
代

議
員

 

①
代

議
員

の
登

録
総

数
 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

登
録

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
大

会
代

議
員

 
人

 
人

 

②
大

会
代

議
員

の
女

性
枠

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
あ

る
 

2. 
な

い
 

（
女

性
枠

が
「
1
.あ

る
」
組

織
）
女

性
枠

の
人

数
 

女
性

枠
の

人
数

（
 

 
 

 
）

人
 

 (2
)特

別
代

議
員

 

※
名

称
の

違
い

や
議

決
権

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、大

会
代

議
員

に
次

ぐ
役

割
に

相
当

す
る

人（
特

別
代

議
員

、
評

議
員

、
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
枠

等
）

 

①
特

別
代

議
員

制
度

（
複

数
選

択
）
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

の
代

議
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

代
議

員
制

度
が

あ
る

 
2. 

上
記

以
外

の
目

的
の

た
め

の
特

別
代

議
員

制
度

が
あ

る
 

3. 
特

別
代

議
員

制
度

は
な

い
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②
（
上

記
、

「
1
．

女
性

の
代

議
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

代
議

員
制

度
が

あ
る

」
を

選
択

し
た

組

織
）
女

性
の

代
議

員
選

出
を

目
的

と
し

た
特

別
代

議
員

制
度

か
ら

選
出

さ
れ

た
女

性
特

別
代

議
員

数
 

女
性

特
別

代
議

員
数

（
 

 
 

）
人

 

③
上

記
女

性
特

別
代

議
員

の
議

決
権

の
有

無
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
議

決
権

が
あ

る
 

2. 
議

決
権

は
な

い
 

Ｂ
 
中

央
委

員
会

 

※
名

称
に

か
か

わ
ら

ず
大

会
に

次
ぐ

議
決

機
関

が
該

当
し

ま
す

。
 

中
央

委
員

会
の

設
置

状
況

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
設

置
し

て
い

る
 

2. 
設

置
し

て
い

な
い

 

(1
)（

中
央

委
員

会
を

設
置

し
て

い
る

組
織

）
中

央
委

員
 

①
中

央
委

員
の

登
録

総
数

 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

登
録

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
中

央
委

員
 

人
 

人
 

②
中

央
委

員
の

女
性

枠
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
あ

る
 

2. 
な

い
 

 （
女

性
枠

が
「
1
.あ

る
」
組

織
の

）
女

性
枠

の
人

数
 

女
性

枠
の

人
数

（
 

 
 

 
）

人
 

(2
)特

別
中

央
委

員
 

※
名

称
の

違
い

や
議

決
権

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、中

央
委

員
に

次
ぐ

役
割

に
相

当
す

る
人（

特
別

中
央

委
員

、
評

議
員

、
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
枠

等
）

 

①
特

別
中

央
委

員
制

度
（
複

数
選

択
）
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

の
中

央
委

員
選

出
を

目
的

と
し

た
特

別
中

央
委

員
制

度
が

あ
る

 
2. 

上
記

以
外

の
目

的
の

た
め

の
特

別
中

央
委

員
制

度
が

あ
る

 
3. 

特
別

中
央

委
員

制
度

は
な

い
 

②
（
「
1
．

女
性

の
中

央
委

員
選

出
を

目
的

と
し

た
特

別
中

央
委

員
制

度
が

あ
る

」
を

選
択

し
た

組

織
）
女

性
の

中
央

委
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

中
央

委
員

制
度

か
ら

選
出

さ
れ

た
女

性
特

別
中

央
委

員
数

 

女
性

特
別

中
央

委
員

数
（

 
 

 
）

人
 

③
上

記
女

性
特

別
中

央
委

員
の

議
決

権
の

有
無

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
議

決
権

が
あ

る
 

2. 
議

決
権

は
な

い
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４
．

構
成

組
織

に
お

け
る

女
性

参
画

促
進

の
た

め
の

取
り

組
み

 

(1
)現

在
、

執
行

機
関

へ
の

女
性

参
画

を
促

進
す

る
た

め
に

、
ど

の
よ

う
な

取
り

組
み

を
進

め
て

い

ま
す

か
。

取
り

組
み

の
成

果
に

は
関

係
な

く
、

取
り

組
ん

だ
も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

参
画

推
進

を
実

現
す

る
た

め
の

数
値

目
標

を
設

定
し

て
い

る
 

2. 
役

員
選

出
の

際
、

会
議

な
ど

で
女

性
の

選
出

を
議

題
に

す
る

 
3. 

女
性

の
専

従
執

行
委

員
を

選
出

す
る

 
4. 

執
行

委
員

会
へ

の
女

性
の

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

参
加

を
す

す
め

る
 

5. 
専

門
委

員
会

の
委

員
や

会
計

監
査

に
女

性
を

選
出

す
る

 
6. 

加
盟

組
合

に
対

し
て

、
女

性
執

行
委

員
を

選
出

す
る

よ
う

に
要

請
す

る
 

7. 
女

性
組

合
員

を
対

象
に

研
修

会
な

ど
を

実
施

し
て

い
る

 
8. 

女
性

執
行

委
員

を
選

出
す

る
た

め
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
設

置
し

て
い

る
 

9. 
女

性
執

行
委

員
を

選
出

し
て

い
る

加
盟

単
組

に
対

し
て

働
き

か
け

を
行

っ
て

い
る

 
10

. 女
性

執
行

委
員

候
補

に
対

し
て

研
修

な
ど

を
実

施
し

て
い

る
 

11
. 女

性
執

行
委

員
候

補
と

意
見

交
換

を
行

っ
て

い
る

 
12

. 女
性

執
行

委
員

の
選

出
に

つ
い

て
他

の
構

成
組

織
と

の
情

報
交

換
を

行
っ

て
い

る
 

13
. そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

14
. 特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

 (2
)女

性
執

行
委

員
を

２
人

以
上

選
出

し
て

い
る

組
織

に
お

聞
き

し
ま

す
。

 

女
性

執
行

委
員

を
複

数
選

出
す

る
た

め
、

ど
の

よ
う

な
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

ま
す

か
。

下
記

に
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  
 

(3
)女

性
執

行
委

員
を

選
出

し
て

い
な

い
組

織
に

お
聞

き
し

ま
す

。
 

連
合

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
フ

ェ
ー

ズ
１

の
「
2
0
2
4

年
9

月
末

ま
で

に
女

性
役

員
（
会

計

監
査

を
除

く
）
を

選
出

」
と

い
う

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

、
ど

の
よ

う
な

取
り

組
み

が
有

効
と

思
わ

れ
ま

す
か

。
下

記
に

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 (4
)女

性
執

行
委

員
選

出
の

た
め

ク
オ

ー
タ

制
の

導
入

に
つ

い
て

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
す

で
に

ク
オ

ー
タ

制
を

導
入

し
て

い
る

 
2. 

現
在

、
ク

オ
ー

タ
制

の
導

入
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

る
 

3. 
検

討
は

行
っ

た
が

、
現

時
点

で
は

ク
オ

ー
タ

制
の

導
入

は
考

え
て

い
な

い
 

4. 
特

に
検

討
は

行
っ

て
い

な
い
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５
. 

構
成

組
織

の
女

性
執

行
委

員
の

担
当

 

※
専

従
・

非
専

従
を

問
わ

ず
女

性
執

行
委

員
を

選
出

し
て

い
る

構
成

組
織

が
対

象
で

す
。

 

Ａ
. 

女
性

執
行

委
員

 
が

担
当

し
て

い
る

業
務

を
す

べ
て

選
ん

で
く
だ

さ
い

。
 

Ｂ
. 

Ａ
で

選
択

し
た

女
性

執
行

委
員

が
担

当
し

て
い

る
業

務
の

う
ち

、
女

性
執

行
委

員
が

責
任

者
と

な
っ

て
い

る
業

務
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
、

女
性

活
動

 
2. 

賃
金

・
労

働
条

件
 

3. 
組

織
化

（
組

織
拡

大
）、

組
織

対
策

 
4. 

産
業

政
策

 
5. 

労
働

政
策

、
社

会
政

策
 

6. 
福

利
厚

生
・

共
済

 
7. 

広
報

・
教

育
 

8. 
総

務
・

財
政

 
9. 

社
会

貢
献

活
動

 
10

. ⻘
年

・
ユ

ー
ス

 
11

. 国
際

 
12

. 政
治

 
13

. 担
当

業
務

の
な

い
女

性
執

行
委

員
が

い
る

 

 
 

６
．

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

の
取

り
組

み
状

況
 

運
動

方
針

へ
の

明
記

事
項

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(1
)運

動
方

針
に

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
や

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」
に

取
り

組
む

こ
と

を

明
記

し
て

い
ま

す
か

。
*
 

※「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」に
つ

い
て

は
、「

男
女

共
同

参
画

」と
い

う
表

記
で

あ
っ

て
も

該
当

し
ま

す
。

 
※

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」

は
、

内
容

的
に

網
羅

さ
れ

て
い

れ
ば

、
一

言
一

句
同

じ
で

な
く

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

 
以

下
か

ら
ひ

と
つ

だ
け

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」

を
明

記
し

て
い

る
 

2. 
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
の

推
進

」
は

明
記

し
て

い
な

い
が

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
は

明
記

し
て

い
る

 
3. 

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」、

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
と

も
に

明
記

し
て

い
な

い
 

 ※
1
、

2
と

回
答

し
た

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」
ま

た
は

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
を

運
動

方
針

に
明

記
し

て
い

る
組

織
は

、
運

動
方

針
に

記
載

し
て

い
る

内
容

を
下

の
欄

に
転

記
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  推
進

計
画

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(2
)連

合
「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
を

も
と

に
し

た
計

画
は

あ
り

ま
す

か
。

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
計

画
が

あ
り

、
数

値
目

標
を

明
示

し
て

い
る

 
2. 

計
画

は
あ

る
が

、
数

値
目

標
は

明
示

し
て

い
な

い
 

3. 
現

在
、

計
画

を
策

定
中

 
4. 

計
画

は
な

い
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（
1
、

2
と

回
答

し
た

「
計

画
が

あ
る

」
組

織
）
以

下
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

計
画

の
内

容
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
機

関
紙

（
誌

）
に

掲
載

し
て

い
る

 
2. 

計
画

に
も

と
づ

き
、

具
体

的
な

行
動

計
画

を
作

成
し

て
い

る
 

3. 
計

画
達

成
の

た
め

の
「

指
針

」
や

「
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」（

計
画

の
手

引
き

）
を

策
定

し
て

い
る

 
4. 

計
画

に
沿

っ
た

進
捗

管
理

や
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

っ
て

い
る

 
5. 

加
盟

組
合

に
対

し
て

、
数

値
目

標
を

明
示

し
た

計
画

の
策

定
を

要
請

し
て

い
る

 
6. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
7. 

特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 
 （
前

々
問

で
、

「
3
．

計
画

は
な

い
」
と

回
答

し
た

組
織

は
）
計

画
が

な
い

理
由

を
下

の
欄

に
記

入
し

て

く
だ

さ
い

。
 

  男
女

平
等

参
画

・
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

 

(3
)ト

ッ
プ

リ
ー

ダ
ー

自
ら

が
組

合
員

に
対

し
て

、
男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
の

実
現

に
つ

い
て

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
発

信
し

て
い

ま
す

か
。

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
発

信
し

て
い

る
 

2. 
発

信
し

て
い

な
い

 
 

 

(4
)男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
の

実
現

を
目

的
と

す
る

、
以

下
の

よ
う

な
委

員
会

は

あ
り

ま
す

か
。

 

※
名

称
を

問
わ

ず
目

的
が

合
致

し
て

い
れ

ば
、「

１
．

あ
る

」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
会

議
体

は
1

つ
で

あ
っ

て
も

、
①

〜
③

の
う

ち
複

数
の

目
的

を
持

つ
委

員
会

組
織

が
あ

る
場

合
は

、
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

に
つ

い
て

「
1.あ

る
」

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

１
．

あ
る

 
２

．
な

い
 

①
男

女
平

等
参

画
の

た
め

の
環

境
整

備
等

を
目

的
に

設
置

さ
れ

た
委

員
会

組
織

 
例

：
男

女
平

等
推

進
委

員
会

、
男

女
共

同
参

画
委

員
会

、
ユ

ー
ス

フ
ォ

ー
ラ

ム
等

 

１
 

２
 

②
女

性
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
等

を
目

的
に

設
置

さ
れ

た
委

員
会

組
織

 
例

：
女

性
委

員
会

、
女

性
部

、
女

性
フ

ォ
ー

ラ
ム

等
 

１
 

２
 

③
男

女
平

等
だ

け
で

な
く

「
性

的
指

向
・

性
自

認
（

Ｓ
Ｏ

Ｇ
Ｉ

）
の

尊
重

」
を

目
的

に
明

示
し

た
委

員
会

組
織

 
例

：
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

委
員

会
等

 
１

 
２

 

 (5
)女

性
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

を
目

的
と

し
た

研
修

を
実

施
し

て
い

ま
す

か
。

実
施

し
て

い
る

研
修

に
つ

い
て

、
研

修
の

名
称

、
対

象
者

、
内

容
、

開
催

に
あ

た
り

工
夫

し
て

い
る

こ
と

を
下

記
に

入
力

し
て

く

だ
さ

い
。

 

 
研

修
の

名
称

 
対

象
者

 
内

容
 

工
夫

し
て

い
る

点
 

研
修

１
 

 
 

 
 

研
修

２
 

 
 

 
 

研
修

３
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(6
)男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
を

推
進

す
る

た
め

に
、

以
下

の
よ

う
な

取
り

組
み

を
実

施
し

て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

加
盟

組
合

を
対

象
に

、
単

組
の

男
女

平
等

参
画

に
関

す
る

実
態

調
査

を
行

っ
て

い
る

 
2. 

機
関

会
議

や
研

修
会

等
に

お
け

る
男

女
別

の
参

画
状

況
を

確
認

し
て

い
る

 
3. 

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

を
テ

ー
マ

に
し

た
研

修
会

・
学

習
会

を
実

施
し

て
い

る
 

4. 
機

関
紙

（
誌

）
や

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
、

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

を
取

り
上

げ
て

い
る

 
5. 

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

に
つ

い
て

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
や

ポ
ス

タ
ー

を
作

成
し

て
い

る
 

6. 
パ

ー
ト

等
組

合
員

か
ら

の
執

行
委

員
の

選
出

を
行

っ
て

い
る

 
7. 

経
営

者
団

体
等

と
意

見
交

換
を

行
っ

て
い

る
 

8. 
組

合
活

動
へ

の
参

画
を

促
進

す
る

た
め

、
会

議
や

研
修

等
の

開
催

時
間

や
場

所
を

工
夫

し
て

い
る

 
9. 

組
合

活
動

へ
の

参
画

を
促

進
す

る
た

め
、

オ
ン

ラ
イ

ン
を

活
用

し
て

い
る

 
10

. そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
11

. 特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 
 (7

)加
盟

単
組

の
男

女
別

の
組

合
員

数
お

よ
び

執
行

委
員

数
の

把
握

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

①
加

盟
単

組
の

男
女

別
の

組
合

員
数

を
把

握
し

て
い

ま
す

か
。

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
す

べ
て

の
単

組
に

つ
い

て
把

握
し

て
い

る
 

2. 
一

部
の

単
組

に
つ

い
て

は
把

握
し

て
い

る
 

3. 
把

握
し

て
い

な
い

 
4. 

加
盟

す
る

単
組

は
な

い
の

で
該

当
し

な
い

 

②
（
単

組
の

男
女

別
の

組
合

員
数

を
把

握
し

て
い

る
組

織
）
ど

の
よ

う
な

方
法

で
把

握
し

て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

男
女

平
等

参
画

を
目

的
と

し
た

調
査

を
実

施
し

、
把

握
し

て
い

る
 

2. 
男

女
平

等
参

画
以

外
の

調
査

で
把

握
し

て
い

る
 

3. 
組

織
現

勢
を

把
握

す
る

際
に

、
男

女
別

の
組

合
員

数
の

報
告

を
求

め
て

い
る

 
4. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 

③
加

盟
単

組
の

男
女

別
の

執
行

委
員

数
を

把
握

し
て

い
ま

す
か

。
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
す

べ
て

の
単

組
に

つ
い

て
把

握
し

て
い

る
 

2. 
一

部
の

単
組

に
つ

い
て

は
把

握
し

て
い

る
 

3. 
把

握
し

て
い

な
い

 
4. 

加
盟

す
る

単
組

は
な

い
の

で
該

当
し

な
い

 

④
（
単

組
の

男
女

別
の

執
行

委
員

数
を

把
握

し
て

い
る

組
織

）
ど

の
よ

う
な

方
法

で
把

握
し

て
い

ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

男
女

平
等

参
画

を
目

的
と

し
た

調
査

を
実

施
し

、
把

握
し

て
い

る
 

2. 
男

女
平

等
参

画
以

外
の

調
査

で
把

握
し

て
い

る
 

3. 
そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

 自
由

記
入

意
見

欄
 

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

を
進

め
る

上
で

の
課

題
に

つ
い

て
、

具
体

的
に

お
答

え
く
だ

さ

い
。

 

  男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

を
進

め
る

上
で

成
果

が
あ

っ
た

活
動

に
つ

い
て

、
具

体
的

に

お
答

え
く
だ

さ
い

。
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７
．

男
女

平
等

関
連

の
法

律
に

関
す

る
取

り
組

み
に

つ
い

て
 

構
成

組
織

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

 

(1
)雇

用
管

理
上

の
男

女
差

別
の

解
消

や
仕

事
と

育
児

・
介

護
と

の
両

立
の

た
め

に
、

以
下

の
項

目
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

か
。

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

活
躍

推
進

法
や

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
の

周
知

に
取

り
組

ん
で

い
る

 
2. 

男
女

間
賃

金
格

差
の

是
正

に
取

り
組

む
こ

と
を

方
針

に
掲

げ
て

い
る

 
3. 

賃
金

実
態

調
査

等
を

実
施

し
て

、
男

女
間

賃
金

格
差

の
実

態
把

握
を

行
っ

て
い

る
 

4. 
生

活
関

連
手

当
の

支
給

な
ど

に
お

け
る

「
世

帯
主

」
要

件
の

廃
止

に
取

り
組

ん
で

い
る

 
5. 

加
盟

組
合

の
企

業
に

お
け

る
女

性
活

躍
推

進
法

に
も

と
づ

く
事

業
主

行
動

計
画

の
作

成
状

況
を

把
握

し
て

い
る

 
6. 

自
組

織
の

事
業

主
行

動
計

画
を

策
定

し
、

公
表

し
て

い
る

 
7. 

育
児

・
介

護
休

業
法

を
上

回
る

内
容

の
労

働
協

約
の

改
定

を
方

針
に

掲
げ

て
い

る
 

8. 
特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

(2
)L

G
B

T
や

性
的

指
向

・
性

自
認

（
S
O

G
I）

に
関

し
て

、
以

下
の

項
目

に
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

指
針

を
策

定
し

て
い

る
 

2. 
学

習
会

を
実

施
し

て
い

る
 

3. 
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

対
す

る
周

知
を

は
か

っ
て

い
る

 
4. 

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
い

る
 

5. 
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
対

策
を

策
定

し
て

い
る

 
6. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
7. 

特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 
  

 

加
盟

組
合

に
対

す
る

取
り

組
み

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(3
)雇

用
管

理
上

の
男

女
差

別
の

解
消

の
た

め
に

、
加

盟
組

合
に

対
し

て
以

下
の

要
請

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

定
期

的
に

募
集

計
画

や
採

用
実

績
に

お
け

る
男

女
間

格
差

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
2. 

企
業

に
お

け
る

女
性

管
理

職
数

（
比

率
）

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
3. 

男
女

別
の

勤
続

年
数

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
4. 

男
女

別
の

月
ご

と
の

労
働

時
間

の
状

況
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

5. 
男

女
別

の
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

率
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

6. 
妊

娠
・

出
産

を
機

に
退

職
し

た
女

性
の

状
況

に
つ

い
て

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

7. 
非

正
規

雇
用

の
労

働
者

の
男

女
別

の
人

数
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

8. 
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
措

置
の

点
検

を
要

請
し

て
い

る
 

9. 
パ

ワ
ー

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

措
置

の
点

検
を

要
請

し
て

い
る

 
10

. マ
タ

ニ
テ

ィ
／

パ
タ

ニ
テ

ィ
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
措

置
の

点
検

を
要

請
し

て
い

る
 

11
. そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

12
. 特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

13
. 加

盟
す

る
単

組
は

な
い

の
で

該
当

し
な

い
 

(4
)仕

事
と

育
児

・
介

護
と

の
両

立
の

た
め

に
、

加
盟

組
合

に
対

し
て

以
下

の
要

請
を

行
っ

て
い

ま

す
か

。
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

育
児

・
介

護
休

業
法

の
内

容
の

周
知

に
取

り
組

ん
で

い
る

 
2. 

男
女

別
の

育
児

休
業

の
取

得
状

況
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

3. 
男

女
別

の
介

護
休

業
の

取
得

状
況

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
4. 

ケ
ア

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

措
置

の
点

検
を

要
請

し
て

い
る

 
5. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
6. 

特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 
7. 

加
盟

す
る

単
組

は
な

い
の

で
該

当
し

な
い

 
 以

上
で

設
問

は
終

了
で

す
。

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
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20
22

年
女

性
の

労
働

組
合

へ
の

参
画

に
関

す
る

調
査

＜
地

方
連

合
会

＞
 

本
調

査
は

、
連

合
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
計

画
フ

ェ
ー

ズ
1」

（
20

21
.10

〜
20

24
.9）

の
進

捗
状

況
を

把
握

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
構

成
組

織
・

地
方

連
合

会
を

対
象

に
実

施
し

ま
す

。
 

本
調

査
で

は
、「

男
女

平
等

参
画

」「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

」
と

い
う

用
語

が
出

て
き

ま
す

が
、

以
下

の
よ

う
な

考
え

方
に

基
づ

い
て

使
用

し
て

い
ま

す
。

 
●

男
女

平
等

参
画

 
女

性
が

働
く

う
え

で
の

格
差

や
不

条
理

を
是

正
す

る
た

め
、労

働
組

合
に

お
け

る
女

性
参

画
を

進
め

て
い

く
こ

と
。

 
●

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
 

社
会

的
・

文
化

的
に

つ
く

ら
れ

た
性

差
に

も
と

づ
く

偏
見

や
差

別
を

解
消

し
、

性
的

指
向

・
性

自
認

（
Ｓ

Ｏ
Ｇ

Ｉ
）

を
尊

重
し

、
多

様
性

を
認

め
合

う
こ

と
。

 
 ＜

回
答

上
の

注
意

＞
 

●
*印

の
つ

い
た

設
問

は
、

回
答

が
な

け
れ

ば
次

の
ペ

ー
ジ

に
進

め
ま

せ
ん

の
で

、
ご

注
意

く
だ

さ
い

。
 

●
組

合
員

数
や

執
行

委
員

数
な

ど
人

数
を

回
答

す
る

設
問

は
、回

答
内

容
に

エ
ラ

ー
が

あ
る

場
合

は
、エ

ラ
ー

メ
ッ

セ
ー

ジ
が

表
示

さ
れ

、
次

の
ペ

ー
ジ

に
は

進
め

ま
せ

ん
。

エ
ラ

ー
内

容
を

確
認

し
て

、
正

し
い

値
を

入
力

し
な

お
し

て
く

だ
さ

い
。

 
●

調
査

票
は

複
数

ペ
ー

ジ
に

わ
た

っ
て

い
ま

す
が

、
ペ

ー
ジ

が
終

了
し

た
ら

、
 右

下
の

「
次

へ
」

ボ
タ

ン
を

押
し

て
次

の
ペ

ー
ジ

に
進

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

●
［

En
te

r］
キ

ー
を

押
す

と
、

次
の

ペ
ー

ジ
に

進
ん

で
し

ま
う

場
合

が
あ

る
の

で
ご

注
意

く
だ

さ
い

（
間

違
っ

て
次

の
ペ

ー
ジ

に
行

っ
て

も
、

ペ
ー

ジ
左

下
の

「
前

へ
」

ボ
タ

ン
で

戻
る

こ
と

が
で

き
ま

す
）。

 
●

回
答

を
途

中
で

保
存

し
て

中
断

し
た

い
場

合
は

、調
査

画
面

右
上

の「
あ

と
で

続
き

を
す

る
」を

選
択

し
、

「
名

前
」

と
「

パ
ス

ワ
ー

ド
」（

必
須

）、
「

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
」（

任
意

）
を

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。
 

●
最

後
の

設
問

へ
の

入
力

が
終

わ
っ

た
後

、最
終

ペ
ー

ジ
に

あ
る「

送
信

す
る

」を
ク

リ
ッ

ク
し

て
下

さ
い

。
送

信
す

る
前

に
回

答
結

果
を

確
認

し
た

い
場

合
は

「
前

へ
」

ボ
タ

ン
で

戻
っ

て
く

だ
さ

い
。

一
度

回
答

し
た

内
容

は
、

前
に

戻
っ

て
も

消
え

て
し

ま
う

こ
と

は
あ

り
ま

せ
ん

。
 

●
回

答
を

保
存

し
た

い
場

合
は

、
ア

ン
ケ

ー
ト

を
「

送
信

す
る

」
を

ク
リ

ッ
ク

し
た

後
の

ペ
ー

ジ
で

、「
あ

な
た

の
回

答
印

刷
」

を
選

択
し

て
い

た
だ

く
と

、
PD

F
フ

ァ
イ

ル
で

回
答

結
果

を
出

力
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

●
回

答
期

限
は

５
月

31
日

（
火

）
で

す
。

 
 ＜

問
合

せ
先

＞
 

●
調

査
内

容
に

つ
い

て
 

連
合

 
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

・
多

様
性

推
進

局
（

遠
藤

、
小

栗
）

 
e-

m
ail

:jt
uc

-g
en

de
r@

sv
.re

ng
o-

ne
t.o

r.j
p 

●
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

調
査

の
操

作
な

ど
 

労
働

調
査

協
議

会
（

後
藤

、
⻑

⾕
川

）
 

e-
m

ail
:r_

sa
nk

ak
u@

ro
ch

ok
yo

.gr
.jp

 

回
答

組
織

に
つ

い
て

 

地
方

連
合

会
を

選
ん

で
く
だ

さ
い

。
*
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
北

海
道

 
2. 

⻘
森

 
3. 

岩
手

 
4. 

秋
田

 
5. 

山
形

 
6. 

宮
城

 
7. 

福
島

 
8. 

群
馬

 
9. 

栃
木

 
10

. 
茨

城
 

11
. 

埼
玉

 
12

. 
千

葉
 

13
. 

東
京

 
14

. 
神

奈
川

 
15

. 
山

梨
 

16
. 

⻑
野

 

17
. 

静
岡

 
18

. 
愛

知
 

19
. 

岐
阜

 
20

. 
三

重
 

21
. 

新
潟

 
22

. 
富

山
 

23
. 

石
川

 
24

. 
福

井
 

25
. 

滋
賀

 
26

. 
京

都
 

27
. 

奈
良

 
28

. 
和

歌
山

 
29

. 
大

阪
 

30
. 

兵
庫

 
31

. 
鳥

取
 

32
. 

島
根

 

33
. 

岡
山

 
34

. 
広

島
 

35
. 

山
口

 
36

. 
香

川
 

37
. 

徳
島

 
38

. 
高

知
 

39
. 

愛
媛

 
40

. 
福

岡
 

41
. 

佐
賀

 
42

. 
⻑

崎
 

43
. 

熊
本

 
44

. 
大

分
 

45
. 

宮
崎

 
46

. 
鹿

児
島

 
47

. 
沖

縄
 

記
入

者
氏

名
 

 連
絡

先
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス
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１
．

組
合

員
数

 

１
．

組
合

員
数

*
 

組
合

員
数

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。（

直
近

で
把

握
で

き
て

い
る

人
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
）

 
※

該
当

者
が

い
な

い
場

合
は

、
必

ず
「

0」
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
本

調
査

で
は

、「
一

般
組

合
員

」
と

は
正

社
員

、
正

規
職

員
の

組
合

員
を

さ
し

、「
パ

ー
ト

等
組

合
員

」
と

は
、

正
規

以
外

の
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

、
契

約
社

員
、

期
間

従
業

員
、

お
よ

び
派

遣
社

員
、

請
負

社
員

等
の

組
合

員
を

さ
し

ま
す

。
 

※
男

女
別

の
組

合
員

数
が

把
握

で
き

な
い

場
合

、
女

性
組

合
員

数
は

概
数

で
ご

回
答

い
た

だ
た

い
て

も
構

い
ま

せ
ん

。
ま

た
、

概
数

も
不

明
の

場
合

は
、

空
欄

の
ま

ま
次

の
設

問
に

進
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
 

男
女

合
計

数
 

う
ち

女
性

数
 

組
合

員
総

数（
一

般
組

合
員

・
パ

ー
ト

等
組

合
員

の
合

計
） 

人
 

人
 

う
ち

パ
ー

ト
等

組
合

員
の

組
合

員
数

 
人

 
人

 
 

 

２
．

役
員

構
成

 

(1
)執

行
委

員
会

に
お

け
る

役
職

ご
と

の
総

数
と

、
う

ち
女

性
数

、
お

よ
び

専
従

者
総

数
と

、
う

ち
女

性
数

*
 

※
執

行
委

員
数

に
つ

い
て

は
、非

専
従

者
、外

部
派

遣
者

で
貴

組
織

の
執

行
委

員
と

し
て

選
出

さ
れ

て
い

る
人

も
含

め
て

く
だ

さ
い

。
 

※
該

当
者

が
い

な
い

役
職

に
つ

い
て

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

地
方

連
合

会
の

専
従

者
数

の
欄

は
、

地
方

連
合

会
（

地
協

は
含

み
ま

せ
ん

）
の

専
従

者
に

つ
い

て
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

外
部

派
遣

者
や

加
盟

組
合

の
専

従
者

は
含

め
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

※
会

計
監

査
は

含
め

ず
に

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
「

Ａ
.会

⻑
」

か
ら

「
Ｇ

.特
別

執
行

委
員

」
ま

で
の

合
計

と
な

る
「

全
体

」
と

貴
組

織
の

執
行

委
員

数
が

同
一

か
ど

う
か

ご
確

認
く

だ
さ

い
。

 
 

執
行

委
員

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
 

構
成

組
織

の
専

従
者

総
数

 
う

ち
女

性
数

 

Ａ
.会

⻑
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
Ｂ

.会
⻑

代
行

（
代

理
）

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

Ｃ
.副

会
⻑

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

Ｄ
.事

務
局

⻑
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
Ｅ

.副
事

務
局

⻑
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
Ｆ

.上
記

以
外

の
執

行
委

員
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
G.

特
別

執
行

委
員

 
人

 
人

 
 

人
 

人
 

（
う

ち
議

決
権

あ
り

）
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
総

数
（

Ａ
〜

G
の

合
計

）
 

人
 

人
 

 
人

 
人

 
 (2

)会
計

監
査

の
総

数
と

、
う

ち
女

性
数

 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

地
方

連
合

会
（

地
協

は
含

み
ま

せ
ん

）
の

会
計

監
査

に
つ

い
て

回
答

し
て

く
だ

さ
い

。
 

 
総

数
 

う
ち

女
性

数
 

会
計

監
査

 
人

 
人
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(3
)特

別
執

行
委

員
制

度
（
複

数
選

択
）
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

の
執

行
委

員
の

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

執
行

委
員

制
度

が
あ

る
 

2. 
上

記
以

外
の

目
的

の
た

め
の

特
別

執
行

委
員

制
度

が
あ

る
 

3. 
特

別
執

行
委

員
制

度
は

な
い

 

(4
)執

行
委

員
に

お
け

る
女

性
枠

 

 
１

．
あ

る
 

２
．

な
い

 
①

執
行

委
員

に
お

け
る

女
性

枠
 

１
 

２
 

②
専

従
役

員
に

お
け

る
女

性
枠

 
１

 
２

 
 

(5
)地

協
役

員
（
議

長
、

事
務

局
長

）
の

男
女

構
成

 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

地
協

の
議

⻑
、

事
務

局
⻑

の
数

を
合

計
し

て
回

答
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

男
女

合
計

数
 

う
ち

女
性

数
 

地
協

役
員

（
議

⻑
、

事
務

局
⻑

）
 

人
 

人
 

地
協

の
女

性
役

員
を

選
出

す
る

た
め

に
、

ど
の

よ
う

な
工

夫
を

さ
れ

て
い

ま
す

か
（
現

時
点

で
は

選

出
で

き
て

い
な

く
と

も
、

取
り

組
ん

で
い

れ
ば

記
入

し
て

く
だ

さ
い

）
。

下
の

欄
に

具
体

的
に

記
入

し

て
く
だ

さ
い

。
 

  
 

３
．

機
関

会
議

へ
の

参
画

状
況

 

※
地

方
連

合
会

に
お

い
て

開
催

さ
れ

た
直

近（
前

年
度

開
催

）の
大

会
お

よ
び

地
方

委
員

会
に

つ
い

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

Ａ
 
定

期
大

会
 

(1
)大

会
代

議
員

 

①
代

議
員

の
登

録
総

数
 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

登
録

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
大

会
代

議
員

 
人

 
人

 

②
大

会
代

議
員

の
女

性
枠

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
あ

る
 

2. 
な

い
 

（
女

性
枠

が
「
1
.あ

る
」
組

織
）
女

性
枠

の
人

数
 

女
性

枠
の

人
数

（
 

 
 

 
）

人
 

 (2
)特

別
代

議
員

 

※
名

称
の

違
い

や
議

決
権

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、大

会
代

議
員

に
次

ぐ
役

割
に

相
当

す
る

人（
特

別
代

議
員

、
評

議
員

、
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
枠

等
）

 

①
特

別
代

議
員

制
度

（
複

数
選

択
）
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

の
代

議
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

代
議

員
制

度
が

あ
る

 
2. 

上
記

以
外

の
目

的
の

た
め

の
特

別
代

議
員

制
度

が
あ

る
 

3. 
特

別
代

議
員

制
度

は
な

い
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②
（
上

記
、

「
1
．

女
性

の
代

議
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

代
議

員
制

度
が

あ
る

」
を

選
択

し
た

組

織
）
女

性
の

代
議

員
選

出
を

目
的

と
し

た
特

別
代

議
員

制
度

か
ら

選
出

さ
れ

た
女

性
特

別
代

議
員

数
 

女
性

特
別

代
議

員
数

（
 

 
 

）
人

 

③
上

記
女

性
特

別
代

議
員

の
議

決
権

の
有

無
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
議

決
権

が
あ

る
 

2. 
議

決
権

は
な

い
 

 Ｂ
 
地

方
委

員
会

 

※
名

称
に

か
か

わ
ら

ず
大

会
に

次
ぐ

議
決

機
関

が
該

当
し

ま
す

。
 

地
方

委
員

会
の

設
置

状
況

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
設

置
し

て
い

る
 

2. 
設

置
し

て
い

な
い

 

(1
) 

（
地

方
委

員
会

を
設

置
し

て
い

る
組

織
）
地

方
委

員
 

①
地

方
委

員
の

登
録

総
数

 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

登
録

総
数

 
う

ち
女

性
数

 
地

方
委

員
 

人
 

人
 

②
地

方
委

員
の

女
性

枠
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

１
．

 あ
る

 
２

．
 な

い
 

（
女

性
枠

が
「
1
.あ

る
」
組

織
の

）
女

性
枠

の
人

数
 

女
性

枠
の

人
数

（
 

 
 

 
）

人
 

(2
) 

（
地

方
委

員
会

を
設

置
し

て
い

る
組

織
）
特

別
地

方
委

員
 

※
名

称
の

違
い

や
議

決
権

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、地

方
委

員
に

次
ぐ

役
割

に
相

当
す

る
人（

特
別

地
方

委
員

、
評

議
員

、
オ

ブ
ザ

ー
バ

ー
枠

等
）

 

①
特

別
地

方
委

員
制

度
（
複

数
選

択
）
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
１

．
 女

性
の

地
方

委
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

地
方

委
員

制
度

が
あ

る
 

２
．

 上
記

以
外

の
目

的
の

た
め

の
特

別
地

方
委

員
制

度
が

あ
る

 
３

．
 特

別
地

方
委

員
制

度
は

な
い

 

②
（
「
1
．

女
性

の
地

方
委

員
選

出
を

目
的

と
し

た
特

別
地

方
委

員
制

度
が

あ
る

」
を

選
択

し
た

組

織
）
女

性
の

地
方

委
員

選
出

を
目

的
と

し
た

特
別

地
方

委
員

制
度

か
ら

選
出

さ
れ

た
女

性
特

別
地

方
委

員
数

 

女
性

特
別

地
方

委
員

数
（

 
 

 
）

人
 

③
上

記
女

性
特

別
地

方
委

員
の

議
決

権
の

有
無

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
議

決
権

が
あ

る
 

2. 
議

決
権

は
な

い
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４
．

都
道

府
県

に
登

録
し

て
い

る
審

議
会

・
委

員
会

等
委

員
 

都
道

府
県

に
登

録
し

て
い

る
審

議
会

・
委

員
会

等
委

員
の

総
数

と
、

う
ち

女
性

数
 

※
該

当
者

が
い

な
い

場
合

は
、

必
ず

「
0」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 
※

複
数

の
審

議
会

の
委

員
を

兼
務

し
て

い
る

人
が

い
る

場
合

は
、

委
員

の
数

（
延

べ
人

数
）

で
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

※
地

協
か

ら
選

出
し

て
い

る
審

議
会

は
含

め
な

い
で

く
だ

さ
い

。
 

 
登

録
総

数
 

う
ち

女
性

数
 

審
議

会
等

委
員

 
人

 
人

 

女
性

の
審

議
会

等
委

員
に

対
し

て
、

ど
の

よ
う

な
支

援
を

行
っ

て
い

ま
す

か
。

下
の

欄
に

具
体

的

に
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  
 

５
．

地
方

連
合

会
に

お
け

る
女

性
参

画
促

進
の

た
め

の
取

り
組

み
 

(1
) 

現
在

、
執

行
機

関
へ

の
女

性
参

画
を

促
進

す
る

た
め

に
、

ど
の

よ
う

な
取

り
組

み
を

進
め

て
い

ま
す

か
。

取
り

組
み

の
成

果
に

は
関

係
な

く
、

取
り

組
ん

だ
も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

参
画

推
進

を
実

現
す

る
た

め
の

数
値

目
標

を
設

定
し

て
い

る
 

2. 
役

員
選

出
の

際
、

会
議

な
ど

で
女

性
の

選
出

を
議

題
に

す
る

 
3. 

女
性

の
専

従
執

行
委

員
を

選
出

す
る

 
4. 

執
行

委
員

会
へ

の
女

性
の

オ
ブ

ザ
ー

バ
ー

参
加

を
す

す
め

る
 

5. 
専

門
委

員
会

の
委

員
や

会
計

監
査

に
女

性
を

選
出

す
る

 
6. 

構
成

組
織

に
対

し
て

、
女

性
執

行
委

員
を

選
出

す
る

よ
う

に
要

請
す

る
 

7. 
女

性
組

合
員

を
対

象
に

研
修

会
な

ど
を

実
施

し
て

い
る

 
8. 

女
性

執
行

委
員

を
選

出
す

る
た

め
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

を
設

置
し

て
い

る
 

9. 
女

性
執

行
委

員
を

選
出

し
て

い
る

構
成

組
織

や
加

盟
単

組
に

対
し

て
働

き
か

け
を

行
っ

て
い

る
 

10
. 女

性
執

行
委

員
候

補
に

対
し

て
研

修
な

ど
を

実
施

し
て

い
る

 
11

. 女
性

執
行

委
員

候
補

と
意

見
交

換
を

行
っ

て
い

る
 

12
. 女

性
執

行
委

員
の

選
出

に
つ

い
て

他
の

地
方

連
合

会
と

の
情

報
交

換
を

行
っ

て
い

る
 

13
. そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

14
. 特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

(2
)女

性
執

行
委

員
を

２
人

以
上

選
出

し
て

い
る

組
織

に
お

聞
き

し
ま

す
。

 

女
性

執
行

委
員

を
複

数
選

出
す

る
た

め
、

ど
の

よ
う

な
取

り
組

み
を

行
っ

て
い

ま
す

か
。

下
記

に
入

力
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  (3
)女

性
執

行
委

員
選

出
の

た
め

ク
オ

ー
タ

制
の

導
入

に
つ

い
て

検
討

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
す

で
に

ク
オ

ー
タ

制
を

導
入

し
て

い
る

 
2. 

現
在

、
ク

オ
ー

タ
制

の
導

入
に

つ
い

て
検

討
し

て
い

る
 

3. 
検

討
は

行
っ

た
が

、
現

時
点

で
は

ク
オ

ー
タ

制
の

導
入

は
考

え
て

い
な

い
 

4. 
特

に
検

討
は

行
っ

て
い

な
い
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６
. 

地
方

連
合

会
の

女
性

執
行

委
員

の
担

当
 

※
専

従
・

非
専

従
を

問
わ

ず
女

性
執

行
委

員
を

選
出

し
て

い
る

地
方

連
合

会
が

対
象

で
す

。
 

Ａ
. 

女
性

執
行

委
員

が
担

当
し

て
い

る
業

務
を

す
べ

て
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

Ｂ
. 

Ａ
で

選
択

し
た

女
性

執
行

委
員

が
担

当
し

て
い

る
業

務
の

う
ち

、
女

性
執

行
委

員
が

責
任

者
と

な
っ

て
い

る
業

務
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
、

女
性

活
動

 
2. 

賃
金

・
労

働
条

件
 

3. 
組

織
化

（
組

織
拡

大
）、

組
織

対
策

 
4. 

産
業

政
策

 
5. 

労
働

政
策

、
社

会
政

策
 

6. 
福

利
厚

生
・

共
済

 
7. 

広
報

・
教

育
 

8. 
総

務
・

財
政

 
9. 

社
会

貢
献

活
動

 
10

. ⻘
年

・
ユ

ー
ス

 
11

. 国
際

 
12

. 政
治

 
13

. 担
当

業
務

の
な

い
女

性
執

行
委

員
が

い
る

 

 
 

７
．

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

の
取

り
組

み
状

況
 

運
動

方
針

へ
の

明
記

事
項

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(1
)運

動
方

針
に

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
や

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」
に

取
り

組
む

こ
と

を

明
記

し
て

い
ま

す
か

。
*
 

※「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」に
つ

い
て

は
、「

男
女

共
同

参
画

」と
い

う
表

記
で

あ
っ

て
も

該
当

し
ま

す
。

 
※

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」

は
、

内
容

的
に

網
羅

さ
れ

て
い

れ
ば

、
一

言
一

句
同

じ
で

な
く

て
も

構
い

ま
せ

ん
。

 
以

下
か

ら
ひ

と
つ

だ
け

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」

を
明

記
し

て
い

る
 

2. 
「

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
の

推
進

」
は

明
記

し
て

い
な

い
が

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
は

明
記

し
て

い
る

 
3. 

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」、

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
と

も
に

明
記

し
て

い
な

い
 

 ※
1
、

2
と

回
答

し
た

「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
推

進
」
ま

た
は

「
男

女
平

等
参

画
の

推
進

」
を

運
動

方
針

に
明

記
し

て
い

る
組

織
は

、
運

動
方

針
に

記
載

し
て

い
る

内
容

を
下

の
欄

に
転

記
し

て
く
だ

さ
い

。
 

  推
進

計
画

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(2
)連

合
「
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

計
画

」
を

も
と

に
し

た
計

画
は

あ
り

ま
す

か
。

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
計

画
が

あ
り

、
数

値
目

標
を

明
示

し
て

い
る

 
2. 

計
画

は
あ

る
が

、
数

値
目

標
は

明
示

し
て

い
な

い
 

3. 
現

在
、

計
画

を
策

定
中

 
4. 

計
画

は
な

い
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（
1
、

2
と

回
答

し
た

「
計

画
が

あ
る

」
組

織
）
以

下
の

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

計
画

の
内

容
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
機

関
紙

（
誌

）
に

掲
載

し
て

い
る

 
2. 

計
画

に
も

と
づ

き
、

具
体

的
な

行
動

計
画

を
作

成
し

て
い

る
 

3. 
計

画
達

成
の

た
め

の
「

指
針

」
や

「
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」（

計
画

の
手

引
き

）
を

策
定

し
て

い
る

 
4. 

計
画

に
沿

っ
た

進
捗

管
理

や
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
行

っ
て

い
る

 
5. 

構
成

組
織

に
対

し
て

、
数

値
目

標
を

明
示

し
た

計
画

の
策

定
を

要
請

し
て

い
る

 
6. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
7. 

特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 

（
前

々
問

で
、

「
3
．

計
画

は
な

い
」
と

回
答

し
た

組
織

は
）
計

画
が

な
い

理
由

を
下

の
欄

に
記

入
し

て

く
だ

さ
い

。
 

  男
女

平
等

参
画

・
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

の
取

り
組

み
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

 

(3
)ト

ッ
プ

リ
ー

ダ
ー

自
ら

が
組

合
員

に
対

し
て

、
男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
の

実
現

に
つ

い
て

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

を
発

信
し

て
い

ま
す

か
。

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
発

信
し

て
い

る
 

2. 
発

信
し

て
い

な
い

 
 

 

(4
)男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
推

進
の

実
現

を
目

的
と

す
る

、
以

下
の

よ
う

な
委

員
会

は

あ
り

ま
す

か
。

 

※
名

称
を

問
わ

ず
目

的
が

合
致

し
て

い
れ

ば
、「

１
．

あ
る

」
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
会

議
体

は
1

つ
で

あ
っ

て
も

、
①

〜
③

の
う

ち
複

数
の

目
的

を
持

つ
委

員
会

組
織

が
あ

る
場

合
は

、
該

当
す

る
も

の
す

べ
て

に
つ

い
て

「
1.あ

る
」

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 
 

１
．

あ
る

 
２

．
な

い
 

①
男

女
平

等
参

画
の

た
め

の
環

境
整

備
等

を
目

的
に

設
置

さ
れ

た
委

員
会

組
織

 
例

：
男

女
平

等
推

進
委

員
会

、
男

女
共

同
参

画
委

員
会

、
ユ

ー
ス

フ
ォ

ー
ラ

ム
等

 

１
 

２
 

②
女

性
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

づ
く

り
等

を
目

的
に

設
置

さ
れ

た
委

員
会

組
織

 
例

：
女

性
委

員
会

、
女

性
部

、
女

性
フ

ォ
ー

ラ
ム

等
 

１
 

２
 

③
男

女
平

等
だ

け
で

な
く

「
性

的
指

向
・

性
自

認
（

Ｓ
Ｏ

Ｇ
Ｉ

）
の

尊
重

」
を

目
的

に
明

示
し

た
委

員
会

組
織

 
例

：
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

委
員

会
等

 
１

 
２

 

 (5
)女

性
リ

ー
ダ

ー
の

育
成

を
目

的
と

し
た

研
修

を
実

施
し

て
い

ま
す

か
。

実
施

し
て

い
る

研
修

に
つ

い
て

、
研

修
の

名
称

、
対

象
者

、
内

容
、

開
催

に
あ

た
り

工
夫

し
て

い
る

こ
と

を
下

記
に

入
力

し
て

く

だ
さ

い
。

 

 
研

修
の

名
称

 
対

象
者

 
内

容
 

工
夫

し
て

い
る

点
 

研
修

１
 

 
 

 
 

研
修

２
 

 
 

 
 

研
修

３
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(6
)男

女
平

等
参

画
、

ジ
ェ

ン
ダ

ー
平

等
を

推
進

す
る

た
め

に
、

以
下

の
よ

う
な

取
り

組
み

を
実

施
し

て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

構
成

組
織

の
単

組
の

男
女

平
等

参
画

に
関

す
る

実
態

調
査

を
行

っ
て

い
る

 
2. 

機
関

会
議

や
研

修
会

等
に

お
け

る
男

女
別

の
参

画
状

況
を

確
認

し
て

い
る

 
3. 

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

を
テ

ー
マ

に
し

た
研

修
会

・
学

習
会

を
実

施
し

て
い

る
 

4. 
機

関
紙

（
誌

）
や

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
、

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

を
取

り
上

げ
て

い
る

 
5. 

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

推
進

に
つ

い
て

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
や

ポ
ス

タ
ー

を
作

成
し

て
い

る
 

6. 
パ

ー
ト

等
組

合
員

か
ら

の
執

行
委

員
の

選
出

を
行

っ
て

い
る

 
7. 

都
道

府
県

や
経

営
者

団
体

等
と

意
見

交
換

を
行

っ
て

い
る

 
8. 

組
合

活
動

へ
の

参
画

を
促

進
す

る
た

め
、

会
議

や
研

修
等

の
開

催
時

間
や

場
所

を
工

夫
し

て
い

る
 

9. 
組

合
活

動
へ

の
参

画
を

促
進

す
る

た
め

、
オ

ン
ラ

イ
ン

を
活

用
し

て
い

る
 

10
. そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

11
. 特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

(7
)構

成
組

織
の

男
女

別
の

組
合

員
数

お
よ

び
執

行
委

員
数

の
把

握
に

つ
い

て
お

聞
き

し
ま

す
。

 

①
構

成
組

織
の

男
女

別
の

組
合

員
数

を
把

握
し

て
い

ま
す

か
。

 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
す

べ
て

の
構

成
組

織
に

つ
い

て
把

握
し

て
い

る
 

2. 
一

部
の

構
成

組
織

に
つ

い
て

は
把

握
し

て
い

る
 

3. 
把

握
し

て
い

な
い

 

②
（
構

成
組

織
の

男
女

別
の

組
合

員
数

を
把

握
し

て
い

る
組

織
）
ど

の
よ

う
な

方
法

で
把

握
し

て
い

ま
す

か
。

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

男
女

平
等

参
画

を
目

的
と

し
た

調
査

を
実

施
し

、
把

握
し

て
い

る
 

2. 
男

女
平

等
参

画
以

外
の

調
査

で
把

握
し

て
い

る
 

3. 
組

織
現

勢
を

把
握

す
る

際
に

、
男

女
別

の
組

合
員

数
の

報
告

を
求

め
て

い
る

 
4. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 

③
構

成
組

織
の

男
女

別
の

執
行

委
員

数
を

把
握

し
て

い
ま

す
か

。
 

以
下

か
ら

ひ
と

つ
だ

け
選

ん
で

く
だ

さ
い

。
 

1. 
す

べ
て

の
構

成
組

織
に

つ
い

て
把

握
し

て
い

る
 

2. 
一

部
の

構
成

組
織

に
つ

い
て

は
把

握
し

て
い

る
 

3. 
把

握
し

て
い

な
い

 

④
（
構

成
組

織
の

男
女

別
の

執
行

委
員

数
を

把
握

し
て

い
る

組
織

）
ど

の
よ

う
な

方
法

で
把

握
し

て

い
ま

す
か

。
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

男
女

平
等

参
画

を
目

的
と

し
た

調
査

を
実

施
し

、
把

握
し

て
い

る
 

2. 
男

女
平

等
参

画
以

外
の

調
査

で
把

握
し

て
い

る
 

3. 
そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

自
由

記
入

意
見

欄
 

男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

を
進

め
る

上
で

の
課

題
に

つ
い

て
、

具
体

的
に

お
答

え
く
だ

さ

い
。

 

  男
女

平
等

参
画

、
ジ

ェ
ン

ダ
ー

平
等

を
進

め
る

上
で

成
果

が
あ

っ
た

活
動

に
つ

い
て

、
具

体
的

に

お
答

え
く
だ

さ
い

。
 

 

－184－



８
．

男
女

平
等

関
連

の
法

律
に

関
す

る
取

り
組

み
に

つ
い

て
 

地
方

連
合

会
の

取
り

組
み

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(1
)雇

用
管

理
上

の
男

女
差

別
の

解
消

や
仕

事
と

育
児

・
介

護
と

の
両

立
の

た
め

に
、

以
下

の
項

目
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

か
。

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

女
性

活
躍

推
進

法
や

男
女

雇
用

機
会

均
等

法
の

周
知

に
取

り
組

ん
で

い
る

 
2. 

男
女

間
賃

金
格

差
の

是
正

に
取

り
組

む
こ

と
を

方
針

に
掲

げ
て

い
る

 
3. 

賃
金

実
態

調
査

等
を

実
施

し
て

、
男

女
間

賃
金

格
差

の
実

態
把

握
を

行
っ

て
い

る
 

4. 
生

活
関

連
手

当
の

支
給

な
ど

に
お

け
る

「
世

帯
主

」
要

件
の

廃
止

に
取

り
組

ん
で

い
る

 
5. 

加
盟

組
合

の
企

業
に

お
け

る
女

性
活

躍
推

進
法

に
も

と
づ

く
事

業
主

行
動

計
画

の
作

成
状

況
を

把
握

し
て

い
る

 
6. 

自
組

織
の

事
業

主
行

動
計

画
を

策
定

し
、

公
表

し
て

い
る

 
7. 

育
児

・
介

護
休

業
法

を
上

回
る

内
容

の
労

働
協

約
の

改
定

を
方

針
に

掲
げ

て
い

る
 

8. 
特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

(2
)L

G
B

T
や

性
的

指
向

・
性

自
認

（
S
O

G
I）

に
関

し
て

、
以

下
の

項
目

に
取

り
組

ん
で

い
ま

す
か

。

取
り

組
み

を
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

指
針

を
策

定
し

て
い

る
 

2. 
学

習
会

を
実

施
し

て
い

る
 

3. 
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

対
す

る
周

知
を

は
か

っ
て

い
る

 
4. 

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

相
談

窓
口

を
設

置
し

て
い

る
 

5. 
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
対

策
を

策
定

し
て

い
る

 
6. 

都
道

府
県

の
政

策
に

対
し

働
き

か
け

を
行

っ
て

い
る

 
7. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
8. 

特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 
 

 

構
成

組
織

に
対

す
る

取
り

組
み

に
つ

い
て

お
聞

き
し

ま
す

。
 

(3
)雇

用
管

理
上

の
男

女
差

別
の

解
消

の
た

め
に

、
構

成
組

織
に

対
し

て
以

下
の

要
請

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

定
期

的
に

募
集

計
画

や
採

用
実

績
に

お
け

る
男

女
間

格
差

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
2. 

企
業

に
お

け
る

女
性

管
理

職
数

（
比

率
）

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
3. 

男
女

別
の

勤
続

年
数

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
4. 

男
女

別
の

月
ご

と
の

労
働

時
間

の
状

況
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

5. 
男

女
別

の
年

次
有

給
休

暇
の

取
得

率
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

6. 
妊

娠
・

出
産

を
機

に
退

職
し

た
女

性
の

状
況

に
つ

い
て

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

7. 
非

正
規

雇
用

の
労

働
者

の
男

女
別

の
人

数
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

8. 
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
措

置
の

点
検

を
要

請
し

て
い

る
 

9. 
パ

ワ
ー

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

措
置

の
点

検
を

要
請

し
て

い
る

 
10

. マ
タ

ニ
テ

ィ
／

パ
タ

ニ
テ

ィ
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
防

止
措

置
の

点
検

を
要

請
し

て
い

る
 

11
. そ

の
他

（
  

 
 

 
 

 
 

）
 

12
. 特

に
取

り
組

ん
で

い
な

い
 

(4
)仕

事
と

育
児

・
介

護
と

の
両

立
 
の

た
め

に
、

構
成

組
織

に
対

し
て

以
下

の
要

請
を

行
っ

て
い

ま

す
か

。
行

っ
て

い
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

あ
て

は
ま

る
も

の
を

全
て

選
ん

で
く

だ
さ

い
。

 
1. 

育
児

・
介

護
休

業
法

の
内

容
の

周
知

に
取

り
組

ん
で

い
る

 
2. 

男
女

別
の

育
児

休
業

の
取

得
状

況
の

把
握

を
要

請
し

て
い

る
 

3. 
男

女
別

の
介

護
休

業
の

取
得

状
況

の
把

握
を

要
請

し
て

い
る

 
4. 

ケ
ア

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
の

防
止

措
置

の
点

検
を

要
請

し
て

い
る

 
5. 

そ
の

他
（

  
 

 
 

 
 

 
）

 
6. 

特
に

取
り

組
ん

で
い

な
い

 
 以

上
で

設
問

は
終

了
で

す
。

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ

い
ま

し
た

。
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